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第１号（９月２日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ４ 

 １.開  議 ·······································································································   ４ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ４ 

 １.会期の決定 ····································································································   ４ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ４ 

 １.報告第１３号 上程 ······················································································   ８ 

   報告、質疑、表決 

 １.議案第４３号・議案第４４号 一括上程 ·······················································   ９ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第４５号・議案第４６号 一括上程 ·······················································  １１ 

   説明、休憩、全協、質疑、表決 

 １.議案第４７号・議案第４８号 一括上程 ·······················································  １２ 

   説明、質疑 

   議案第４７号・議案第４８号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第４９号 上程 ······················································································  １４ 

   説明、質疑 

   議案第４９号 各常任委員会付託 

 １.議案第５０号～議案第５４号 一括上程 ·······················································  １９ 

   説明、質疑 

   議案第５０号 総務文教委員会付託 

   議案第５１号～議案第５４号 産業厚生委員会付託 

 １.鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ·········································  ２１ 

 １.請願第２号 上程 ·························································································  ２３ 

   請願第２号 産業厚生委員会付託 

 １.日程報告 ·······································································································  ２３ 

 １.散  会 ·······································································································  ２３ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（９月13日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ２６ 

 １.一般質問 ·······································································································  ２６ 

   川越信男議員 ································································································  ２６ 



 

 

－２－ 

   １ 教育長の教育行政への取組について 

    （１）１期目の教育行政の具体的な取組について 

    （２）２期目の思いと取組は 

   ２ 教育旅行に対する取組について 

    （１）これまでの実績と今年度の実績（予定）は 

    （２）実績減の理由は 

    （３）誘客活動の展開は 

    （４）受入家庭の現状と今後の課題と対策は 

   ３ 消費生活相談の実態と対策について 

    （１）本市の実態は 

    （２）手口は 

    （３）今後の対策は 

   ４ 南の拠点整備事業の進捗状況について 

    （１）道の駅の認定の協議は 

    （２）土地所有者への説明等は 

    （３）用地の交渉等の考えは 

   感王寺耕造議員 ·····························································································  ３５ 

   １ 小中学校の施設整備について 

    （１）各校の要望をどのように聴取し、事業実施しているのか 

    （２）愛校作業時の草木土の処分について 

   ２ 草木土の処分について 

    （１）土木課、市民課、生活環境課、農林課においてどのように対応して 

       いるか 

    （２）各地に仮置場を設け、行政で処分すべきでは 

    （３）各課個別に対応するのではなく担当課を統一すべきでは 

   ３ 処分場新設についての取組状況は 

   堀内貴志議員 ································································································  ４２ 

   １ 垂水徳洲会病院の存続に向けた取組について 

    （１）その後の進展状況について 

    （２）垂水市として「できる限りの対策」とは 

    （３）徳洲会本部に対する市民説明会開催の要望について 

   ２ 困り事相談等に対する垂水市の取組について 

    （１）市民の困り事、要望、苦情の取扱いについて 

    （２）適切な助言と問題解決に向けた取組について 



 

 

－３－ 

      ～野良犬、野良猫の取扱いについて 

   ３ 選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられて行われた選挙に対する検証と 

     課題について 

    （１）先の選挙における啓発活動の取組と投票率の実績について 

    （２）現状をどのように考え、今後どのような対策を講じるか 

   川畑三郎議員 ································································································  ５２ 

   １ なぎさ荘跡地について 

    （１）あのまま放置しておいても良いのか 

    （２）市の対応は 

   ２ 中山間地域総合整備事業について 

    （１）事業の経過について 

    （２）今後の計画予定は 

   ３ 梅雨時の災害について 

    （１）今年の本市の災害発生状況について 

   北方貞明議員 ································································································  ５９ 

   １ 観光事業について 

    （１）イベントの開催状況と来場者の状況について 

    （２）各イベントに対する市の補助金等の支援状況について 

   ２ 安全、安心対策について 

    （１）農地から宅地への土砂流出対策について 

   ３ 土地開発公社について 

    （１）その後の経緯について（６月議会以降） 

   ４ 南の拠点整備の土地購入について 

    （１）道の駅の部分は国土交通省が購入するが、他の部分は、どこが購入 

             するのか 

    （２）当初の計画では、土地開発基金所有土地（垂水絹糸跡）は、計画さ 

             れていなかったが、購入目的は 

   梅木 勇議員 ································································································  ６６ 

   １ 定住促進事業について 

    （１）これまでの取組と各事業の実績はどうだったか 

    （２）空き家バンク登録について 

           ア これまでの登録と空き家件数は 

           イ 現在の登録件数をどのように考えるか 

           ウ 登録件数を増やすには 



 

 

－４－ 

   ２ 県果樹試験場の移転について 

    （１）その後の経過・動向は 

    （２）移転をどのように考えているか 

    （３）跡地有効利用の検討は 

   村山芳秀議員 ································································································  ７３ 

   １ 空き家（廃屋を含む）対策、空き地等の雑草除去対策について 

    （１）特定空き家指定に向けた協議会の設置は 

    （２）基本条例制定に向けた取組は 

   ２ 南の拠点整備事業について 

    （１）構想案・基本設計の方針等を具体的に市報等で示す時期は 

    （２）１００人の雇用を生み出すとあるが具体的な根拠は 

   ３ 地域振興計画について 

    （１）今年度の各地区の進捗状況は 

    （２）新しい地域コミュニティ確立のための公助の必要性について 

   ４ 文化財行政について 

    （１）垂水絹糸跡購入後の柊原貝塚遺跡の取扱いについて 

    （２）世界文化遺産登録に向けた牛根麓造船所跡の発掘調査について 

 １.日程報告 ·······································································································  ８４ 

 １.散  会 ·······································································································  ８４ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（９月14日）（水曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ８６ 

 １.一般質問 ·······································································································  ８６ 

   篠原靜則議員 ································································································  ８６ 

   １ 議会答弁について 

    （１）議会答弁の重みをどのように考えているか 

   ２ 市職員について 

    （１）市報９月号２９ページ掲載の「服務について」守られているか 

   ３ 市庁舎建設について 

    （１）６月議会以降の進捗状況について 

    （２）今後のスケジュール等について 

    （３）市民への情報提供について 

   ４ 地区公民館について 

    （１）外壁改修だけでなく、安心安全面から言えば、耐震をすべきではな 



 

 

－５－ 

       いか 

   ５ 土捨場について 

    （１）上野台地の土捨場について 

       これまでの答弁では、山だったから山にしてかえすとの答弁だが、 

       もっといい発想に出来ないか 

   ６ ガードレール設置について 

    （１）柊原小学校裏の市道に危険箇所があるので、ガードレールを設置で 

       きないか 

  池山節夫議員 ··································································································  ９７ 

  市政について 

   １ 垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプランについて 

    （１）６次産業化推進組織設立事業について 

    （２）新規作物推進事業について 

    （３）創業支援事業計画策定事業について 

    （４）民間資金活用集合住宅建設促進事業について 

    （５）教育環境の充実について 

           ア 貧困について 

           イ 子どもの自殺について 

           ウ 奨学金について 

   ２ くらし支えあい条例について 

   ３ 障害者優先調達推進法について 

   ４ 成年後見支援事業について 

  持留良一議員 ·································································································· １０８ 

   １ 職員の管理計画について 

     ～問われている自治体の役割と責任 

    （１）職員の管理計画（集中改革プラン）の総括と方向性について 

           ア 「財政効率化」最優先の自治体づくりは問題があったと考えるが 

        見解は（行政サービス水準の低下等） 

           イ 東北大震災や熊本地震などでの教訓をいかし、自治体の在り方を 

        変える時ではないか（自治体が住民のいのち、暮らしを守る役割 

        を一層発揮するために） 

   ２ 南の拠点事業について 基本問題―第二弾 

     ～住民の利益にかなうものなのかどうか。将来にわたって住民への不利 

     益は発生しないか 



 

 

－６－ 

    （１）住民からの視点で考えた場合は 

           ア 事業が住民にとって必要なものか 

           イ 営利事業としてのＰＦＩと、自治体行政の公共性は両立するのか 

           ウ 施設の建設・維持・管理に住民の意向が積極的に反映されるしく 

        みになっているのか 

           エ 地域の中小企業・地域経済の振興にどうかかわるのか（再生可能 

        な地域づくりの視点） 

           オ 自治体の政策・事業評価が、ＰＦＩ事業の適否（導入が財政面、 

        契約面など住民にとってメリットといえるのか、行政は企画部門 

        と政策部門だけで、実施部門はすべて外部へ。行政の専門職はい 

        らなくなるのではないか等の疑問）を明確にできるようになって 

        いるのか 

   ３ 子どもの貧困対策について 

    （１）地域の再生を阻むのは貧困であるとの認識とその対策として総合的 

       な対策と数値目標の策定が必要ではないか 

           ア 推進体制と今後の取組について 

      （ア）貧困対策についての検討の場の設置と貧困対策の計画はどうなっ 

         ているか。実態調査はどうなっているか 

      （イ）子どもの貧困解決のために重要な課題は「働く貧困層ワーキン 

         グプアをなくすことが欠かせない」と指摘されているが、認識 

         は。 

         対策の必要性の認識は 

      （ウ）貧困対策の重要性の認識と子どもの貧困をなくすために総合対 

         策と数値目標を策定することが求められているのではないか 

    （２）就学援助制度の改善を 

           ア 子どもの貧困対策に関する大綱（抄） 

        ～「実施状況等を定期的に調査し公表する。 

        ・・・各市町村における就学援助の活用・充実を図る」の公表から 

        の検討、改善は。 

      （ア）周知の方法は十分といえるか 

      （イ）準要保護基準は検討の必要性があるのではないか 

           イ 「平成２７年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について 

        （通知）」。「児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給 

        できるように十分配慮するように通知している」と 



 

 

－７－ 

      （ア）通知から「就学援助の入学準備金の支給を入学時に」との要望 

         に応えるべきではないか 

   ４ 介護問題について 

     ～従来通りのサービス制度を維持すべきである 

    （１）総合事業（要支援１、２の介護サービス利用者を介護保険制度から 

       自治体の総合事業へ移す）の計画内容と対応について 

           ア 対象者数は 

           イ 計画内容は 

   ５ 土地の未登記（相続登記）対策について 

     ～「総合窓口」の設置で改善と対策を 

    （１）未登記の現状と課題は 

    （２）「総合窓口」の設置で連携をとり、改善を図ることができるのでは 

       ないか 

       事例～京都府精華町 

   ６ 県道の維持管理問題について 

     ～市としてどのように対応しているのか 

    （１）維持管理の責任と役割は、現状は 

    （２）苦情等についての対応と解決は 

           ア 寄せられる件数と内容は 

           イ 解決への取組状況と課題、今後の方向は 

   川菷達志議員 ································································································ １２１ 

   １ 南の拠点整備について 

    （１）なぜ南の拠点整備なのか 

    （２）これまでの経過について 

    （３）開業予定は 

   ２ 土地開発公社について 

   ３ 高齢者及び病院対策について 

    （１）ベッド数の確保について 

    （２）職員の確保について 

    （３）災害時の対応について 

   堀添國尚議員 ································································································ １３１ 

   １ 道の駅及び市内施設への来場者の増加策について 

    （１）道の駅の来場者が多くなるための方法として、釣り公園施設の設置 

       が有効であると思う。その点について、積極的に取り組むべきであ 



 

 

－８－ 

       ると考えるが 

   ２ 市道、農道、集落道の整備について 

    （１）牛根地区（松尾、高野、岳野）の今後の整備改善計画への取組につ 

       いて 

 １.日程報告 ······································································································· １３９ 

 １.散  会 ······································································································· １３９ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第４号（９月23日）（金曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １４２ 

 １.諸般の報告 ···································································································· １４２ 

 １.報告第１４号 上程 ······················································································ １４４ 

   報告 

 １.議案第４７号～議案第５４号、請願第２号 一括上程··································· １４４ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第５５号 上程 ······················································································ １４６ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第５６号～議案第６４号 一括上程 ······················································· １４７ 

   決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査 

 １.決議案第１号 上程 ······················································································ １４８ 

   説明、休憩、全協、質疑、表決、 

 １.閉  会 ······································································································· １４８ 
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平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 

 

月 日 曜 種 別 内 容 

９ ・ ２ 金 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、討

論、一部表決、一部委員会付託 

９ ・ ３ 土    

９ ・ ４ 日 休 会   

９ ・ ５ 月 〃   

９ ・ ６ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

９ ・ ７ 水 〃   

９ ・ ８ 木 〃   

９ ・ ９ 金 〃   

９ ・１０ 土 〃   

９ ・１１ 日 〃   

９ ・１２ 月 〃   

９ ・１３ 火 本会議  一般質問 

９ ・１４ 水 本会議  一般質問 

９ ・１５ 木 休 会 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

９ ・１６ 金 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

９ ・１７ 土 〃   

９ ・１８ 日 〃   

９ ・１９ 月 〃  敬老の日 

９ ・２０ 火 〃   

９ ・２１ 水 〃 委員会 議会運営委員会 

９ ・２２ 木 〃  秋分の日 

９ ・２３ 金 本会議 
 

委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質

疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

委員会 桜島火山活動対策特別委員会 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度垂水市一般会計補正予算

（第４号）） 

報告第１４号 損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 
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議案第４７号 垂水市道路線の廃止について 

議案第４８号 垂水市道路線の認定について 

議案第４９号 平成２８年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案 

議案第５０号 平成２８年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第５１号 平成２８年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５２号 平成２８年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５３号 平成２８年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５４号 平成２８年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５５号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 

議案第５６号 平成２７年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第５７号 平成２７年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第５８号 平成２７年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第５９号 平成２７年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６０号 平成２７年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６１号 平成２７年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６２号 平成２７年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６３号 平成２７年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６４号 平成２７年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

決議案第１号 台風１６号における早期災害復旧に関する決議 案 

選挙 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

 

請 願 

請願第 ２号 耐震診断助成等を早急に求める請願書 

 



 



 



 

 

 

平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ２ 日  
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本会議第１号（９月２日）（金曜） 

  出席議員  １３名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １２番  川 菷 達 志 

       ５番  感王寺 耕 造             １３番  篠 原 炳 則 

       ６番  堀 添 國 尚             １４番  川 畑 三 郎 

       ７番  池之上   誠              

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   １名  

      １１番  森   正 勝 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          生活環境課長  田之上   康 

   副  市  長  岩 元   明          農 林 課 長   

   総 務 課 長                   併    任   
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   監査事務局長  中 谷 大 潤          事 務 局 長  川 畑 千 歳 

   企画政策課長  角 野   毅          水 産 商 工   

   財 政 課 長  野 妻 正 美          観 光 課 長  髙 田   総 

   税 務 課 長  楠 木 雅 己          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   市 民 課 長                   水 道 課 長  北 迫 一 信 

   併    任                   会 計 課 長  堀 内 昭 人 

   選 挙 管 理                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   委 員 会                   教 育 長  長 濱 重 光 

   事 務 局 長  森 山 博 之          教育総務課長  池 松   烈 
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 平成28年９月２日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成28年第３回垂水

市議会定例会を開会します。 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  これより、本日の会議を

開きます。本日の議事日程は、お手元に配付い

たしたとおりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池之上誠）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において梅木勇議員、川畑三郎議員

を指名します。 

   △会期の決定 

○議長（池之上誠）  日程第２、会期の決定を

議題とします。 

 去る８月26日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から９月23日まで

の22日間とすることに意見の一致を見ておりま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月23日までの22日

間と決定しました。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から平成28年５月分、６月分及び７

月分の出納検査結果報告がありましたので、写

しをお手元に配付しておきましたから、御了承

願います。 

 次に、国道220号の道路整備促進の陳情につ

いては、８月18日に市長並びに国道整備促進特

別委員会の川畑委員と九州整備局へ要望し、８

月23日から24日にかけては、市長並びに国道整

備促進特別委員会の皆さんと国土交通省本省・

関係国会議員の先生方に要望してまいりました

ので、御報告いたします。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さんおはようございま

す。６月定例議会後の議会に報告すべき主な事

項について報告をいたします。 

 初めに、平成28年熊本地震の被災地に対する

垂水市の支援につきまして、報告をいたします。 

 本市の支援につきましては、大隅半島４市５

町復興支援チームによる取り組みとして、宇城

市に対しまして物資支援のほか、事務職員や保

健師など、これまで述べ49日間21名の職員を派

遣をいたしました。 

 また、義援金につきましては、市役所本庁、

牛根支所、新城支所の３カ所に義援金箱を設置

し、944万111円が寄せられましたので、７月26

日に私と総務課長で宇城市長へ直接お渡ししま

したところ、大変感謝され、垂水市民の御善意

に厚く御礼を申し上げておられました。 

 ６月29日、発令しました深港地区への避難指

示につきましては、７月15日に梅雨明けしたこ

とから、降水量及び地下水が減少傾向にあり、

さらに深港川河道内の土砂は除去され、24時間

監視体制の維持、大隅河川国道事務所及び鹿児

島県による土石流応急対策も各種施行され、住

民の安心感が増してきていることや、専門家に

よると、壁面からの流水量が非常に少なくなっ

てきていることから、１万立米を超える崩壊は

起こりにくい、3,000立米級の崩壊が発生して

も土石流は国道まで達しない、到達しないとの

見解も示されていることから、７月19日をもっ

て避難指示の解除と牛根地区公民館避難所の閉
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鎖、あわせて災害警戒対策本部を解散をいたし

ました。 

 ただ気象情報に注意し、土砂災害など危険を

感じた場合は早目に避難していただくというこ

とは、お願いをしておきたいと思います。 

 避難指示の発令から解除まで、御支援を賜り

ました関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 梅雨期間における大雨につきましては、これ

まで計３回の災害警戒本部の設置、避難所の開

設で対応いたしました。早目の避難を呼びかけ、

早目の情報収集、早目の情報伝達で防災対策を

進め、人災ゼロの対策・体制に努めてまいりま

す。 

 次に、企画政策課所管事項について報告をい

たします。 

 初めに、地方創生関連でございます。国が新

たに創設した、地方創生応援税制、いわゆる企

業版ふるさと納税を活用した事業でございます

が、８月２日、森山衆議院議員ほか関係機関の

御理解もあり、無事に認定をいただきました。 

 申請した事業は、地域若者就地拡大事業で、

県内大学等と連携して教育プログラムをつくり、

学生の就業や定住につなげる人材育成事業とな

っております。 

 全国で102事業、県内でも６事業しか認定さ

れておらず、注目される可能性も高いこともあ

り、事業成果を意識しながら取り組んでまいり

ます。 

 次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

本年度は現在までに8,040件、約１億4,530万円

の御寄附をいただいております。 

 本年度は、ふるさと納税返礼品取り扱い事業

者の拡充と返礼品の充実を図ったことから、昨

年の同時期と比較をし、研数が7,728件増の

25.7倍、金額が約１億4,414万円増の12.6倍と

伸びております。 

 次に、定住促進関係でございますが、本年度

から２つの新規事業に取り組んでおります。子

育て世帯住宅取得費助成事業は、中学生以下の

子供がいる市内子育て世帯を対象に50万円の住

宅取得費を助成するもので、これまでに６件の

相談があり、８月末現在で３件の方に助成金を

交付しております。 

 空き家バンク移住促進事業につきましては、

空き家バンクに登録された賃貸物件にかかわる

家賃補助を行うもので、これまでに４件の相談

があり、３件の方の手続が終了いたしておりま

す。 

 既存の定住促進事業とあわせまして、移住定

住の促進及び転出の抑止を図り、定住人口の増

加につなげてまいります。 

 次に、水産商工観光課所管事項について報告

を申し上げます。 

 まず、６月19日に昨年度に引く続き、東京都

内のレストランにて鹿児島たるみず観光物産展

を開催し、飲食業を初め、流通商社やブロガー

など59名の皆様に本市の特産品でつくったコー

ス料理を会食形式でじっくりと味わっていただ

きました。 

 参加していただいた皆様からは、本市の特産

品の素材の質のよさを非常に高く評価していた

だき、その成果として７月から８月にかけて、

水産物流バイヤーやミシュラン一つ星のレスト

ランのシェフが本市においでになり、直接生産

者との交流や商談をされ、少しずつではござい

ますが、物流が開始されているところでござい

ます。 

 このような取り組みを継続していくことが、

本市の特産品や６次産業化で開発された加工商

品の認知度の向上と販路拡大の実現、さらには

ふるさと納税の取り組みの強化となると考えて

おりますので、今後も本市の財源確保並びに生

産者の収益増と雇用の安定を目指して取り組ん

でまいります。 

 次に、８月13日に開催されました、たるみず

ふれあいフェスタ2016夏祭りでございますが、
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まずは、ことしも市内外の多くの事業者様や個

人の皆様方からも、大変ありがたい協賛金によ

り実施することができましたこと、そして主催

された垂水市商工会青年部の皆さんに対し、こ

の場をお借りして深く感謝を申し上げたいと思

います。 

 当日は、お盆の時期と重なったこともあり、

帰省された方々を初め、市内外から昨年より１

万人多い、約４万人のお客様に音楽花火など約

6,000発の花火を堪能していただきました。 

 今回は、パン祭りやたるりんピックなど昼間

の取り組みも強化したことで、市内に長く滞在

していただき、会場内の出店者はもちろんのこ

と、周辺商店の皆様の活性化に貢献できたもの

と考えております。 

 次に、スポーツ合宿の受け入れ状況でござい

ますが、４月から８月にかけて、鹿児島実業高

校、慶誠高校サッカー部、鹿児島商業、鹿児島

女子高校、中京高校、都城東高校の剣道部、鹿

児島実業高校、志布志高校のバスケットボール

部などが本市で合宿を行っていただきました。 

 昨年と比較をいたしますと、４団体ふえてお

り、誘致活動の結果が出てきているようでござ

いますので、今後も継続して実施していただけ

るよう取り組んでまいります。 

 次に、水産関係でございますが、７月４日の

垂水市漁協において、テレビ番組、ジョブチ

ューンの撮影など、数社の放送局の撮影があり、

本市の水産物を全国に情報発信できたところで

ございます。 

 次に、観光関係でございますが、特に、森の

駅たるみずにおいて、指定管理者の積極的な取

り組みにより、７月から８月にかけての来場者

数が、昨年より１万人増の２万2,000人と大幅

にふえており、本市の重要施策の一つでござい

ます交流人口増に大きく貢献していただいてる

ところでございます。 

 今後も関係機関と連携を密にし、各種メディ

アンやＳＮＳ、ホームページ等を通じて垂水市

のすばらしい資源をＰＲしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、農林課所管事項について報告を申し上

げます。 

 ６月下旬の梅雨前線豪雨によりまして、農業

用施設では、農道１件、水路２件、農地１件の

災害が、また林業用施設では、林道海潟麓線と

林道二川線の２件の災害が発生をいたしました。 

 当面の対応といたしましては、仮設道路の設

置や、道路面に堆積した土砂の除去を行い、通

行の確保を図りながら、災害復旧に向けての準

備を進めております。なお、復旧事業費を今回

の補正予算に計上しておりますので、御審議の

ほどよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、保健課所管事項について報告を申し上

げます。 

 垂水徳洲会病院の閉鎖問題についてでござい

ますが、６月議会の一般質問答弁においてもお

答えいたしましたとおり、市民に及ぼす影響に

は、非常に大きなものがございます。報道でも

大きく取り上げられており、市民の関心も高く、

議員の皆様におかれましては、６月24日に垂水

徳洲会病院の存続を求める議員連盟を全会一致

で結成され、垂水徳洲会病院を存続させる会に

おかれましても、中心的役割を担われ、署名活

動等を行われていることに対し、感謝を申し上

げます。 

 存続という共通の方向に向かって、各方面と

協力し、本市としてできる限りの対策を講じて

まいりたいと存じております。 

 次に、学校教育課所管事項について報告を申

し上げます。 

 ８月９日、10日の２日間、「あつまれわんぱ

く！夏の勉強会」を、市内小学校４年生から６

年生の希望者を対象に、垂水中央中学校で行い

ました。本年度は、128人の子供たちが自分の

希望する教科を重点的に学習しました。指導者
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は市内の各小中学校の38人を超える先生方がボ

ランティアとして協力をしてくださいました。

参加者及び指導者は、昨年を大きく上回り、こ

の事業が定着してきているものと考えておりま

す。 

 取り組みに参加した子供たちからは、友達と

一緒に集中して勉強することで学習がよく進ん

だ、先生方が丁寧に教えてくださったのでわか

りやすかった、来年もぜひ参加したいなどの感

想が寄せられました。 

 また、指導してくださった先生方からは、個

別に指導することで、よく理解してくれた、２

学期に向け、子供たちによい学習の機会となっ

た、他校の子供に教えることは、貴重な経験と

なったという声が寄せられました。 

 次に、社会教育課所管事項について報告を申

し上げます。 

 ７月18日海の日に、第10回錦江湾シーカヤッ

ク大会イン垂水が、柊原垂水南漁港隣の海岸で

開催をされ、小学４年生の部から親子の部まで

の８部門、鹿児島市など県内７市のほか、遠く

は宮崎県小林市や都城市から80チーム、160人

の御参加をいただきました。 

 大会は、大隅青少年自然の家のほか、関係団

体の皆様初め、地元の方々に御協力をいただき、

天候に恵まれ、盛会のうちに終了することがで

きました。 

 次に、８月19日、垂水市文化会館自主文化事

業、「蒼空・癩空どこまでも蒼く癩」公演を開

催し、小中学生約100名を含む、約600名の皆様

に御来場いただきました。 

 さきの大戦の鹿屋基地からの特攻を題材にし

たこの公演により、来場者の皆様には、命の大

切さと平和の尊さを感じていただき、また久し

ぶりに本物の舞台劇を鑑賞できて本当に感動し

たとの声をいただきました。 

 市立図書館では、図書館機能の発揮と、市民

の皆様により施設を身近に感じてもらうための

活動の一環として、本年度から新たに図書館講

座を開設し、第１回目として８月９日に俳句講

座を開催し、小学生27名を含む約40名の市民の

方に参加をいただきました。 

 次に、本市の交通事故の発生状況についてで

ございます。 

 交通死亡事故発生状況は、４月11日午後７時

35分ごろ、指導浜平大都線を垂水港から、ゴル

フ場方面へ自転車で走行していた新御堂の86歳

の情勢が、鹿屋市の38歳の男性の運転する軽自

動車にはねられる交通死亡事故が発生し、今年

に入りまして、初めての死亡事故犠牲者となり

ました。 

 ７月末日現在、交通事故発生件数は30件、死

亡者数１名、負傷者数39名となっております。

前年同時期と比較しますと、発生件数は13件、

死亡者は２名、負傷者は22名、いずれも減少し

ております。今後も、交通事故の発生や、死亡

事故の減少を図るために、鹿屋警察署交通安全

協会など関係機関並びに振興会の御協力を賜り

ながら、交通安全対策に努めてまいります。 

 次に、主な出張用務について報告をいたしま

す。 

 県外出張につきましては、６月18日には、さ

きに報告いたしました、鹿児島たるみず観光物

産展において、トップセールスを行ってまいり

ました。 

 ７月12日には、上京いたしまして、過疎関係

都市連絡協議会総会に出席をいたしました。 

 ７月22日には、福岡にて、暑気払い夏の夕べ

に参加し、財界関係者との情報交流を行ってま

いりました。 

 ７月26日には、さきにも報告をいたしました

が、熊本県の宇城市へ義援金を寄附してまいり

ました。 

 ７月27日には、福岡にて開催をされました、

一億総括・地方創生全国大会ＩＮ九州に参加し、

全国の首長と情報交流を行ってまいりました。 
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 ８月３日には、本市と鹿児島市、霧島市、鹿

屋市の４市で構成しております、桜島火山活動

対策協議会の要望事項について、地元選出国会

議員や関係省庁に対して、要望活動を行ってま

いりました。 

 ８月18日には、福岡にて九州地方整備局に対

し、また23日には、関係省庁に対して、国道整

備促進特別委員会の要望活動を行ってまいりま

した。 

 翌日24日には、大隅総合開発期成会として関

係省庁に対し、要望活動を行ってまいりました。 

 次に、県内の主な出張用務ですが、６月22日

に、県観光連盟総会に出席し、各種議案の審議

を行うとともに、観光関係者との意見交換を行

ってまいりました。 

 ６月24日には、曽於・肝属保健医療圏地域医

療構想懇談会に出席をし、県、医師会、各関係

自治体との意見交換を行ってまいりました。 

 ７月22日には、大隅国道河川事務所に対し、

国道整備促進特別委員会の要望活動を行ってま

いりました。 

 ７月25日には、大隅地域行政懇談会に出席し、

大隅半島スマートエネルギー構想についての講

演・意見交換を行ってまいりました。 

 ７月31日に、肝属地区消防団操法大会が鹿屋

市で開催され、本市消防団を初め、出場消防団

の操法技術の視察を行ってまいりました。 

 ８月10日に、桜島以南四火山合同火山防災協

議会が鹿児島市で開催され、各種議案の審議を

行ってまいりました。 

 その他、役員を務めます、県森林整備公社総

会、県漁協信用基金協会理事会、県治山林道協

会総会、県漁港協会通常総会、地域経済委員会、

市町村社会基盤整備推進協議会等に出席し、各

種議案の審議を行ってまいりました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、市長の報告を終

わります。 

   △報告第13号上程 

○議長（池之上誠）  日程第４、報告第13号の

報告１件を議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第13号 専決処分の承認を求めることにつ

いて 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。

報告第13号専決処分の承認を求めることについ

て御説明申し上げます。 

 平成28年６月下旬から降り続いた大雨の対応

を行うため、災害復旧費、災害応急対策費等の

執行に急施を要しましたことから、平成28年７

月19日に、平成28年度垂水市一般会計補正予算

（第４号）を地方自治法第179条第１項の規定

により、専決処分いたしましたので、同条第３

項の規定により報告申し上げ、承認を求めよう

とするものでございます。 

 主なものといたしましては、農林課所管の水

路、農地、農道、林道にかかわる災害復旧費、

土木課所管の市道、河川等にかかわる災害復旧

費、その他は、農業共済敷地内にあるアコウの

木の倒木にかかわる撤去費用、牛根麓簡易水道

組合災害復旧事業補助金、避難所用の食糧費、

毛布クリーニング代、警戒本部待機や避難所開

設にかかわる時間外手当でございます。 

 今回、歳入歳出とも8,605万9,000円を増額い

たしましたので、これによります補正後の歳入

歳出予算額は99億3,009万3,000円になります。

補正の款項分、及び区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は２ページから３ペー

ジの第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

りでございます。 

 地方債にも補正がありましたので４ページを

ごらんください。現年発生補助災害復旧事業債

への借り入れを右の欄に示す限度額に変更し、
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本年度の借り入れ総額を８億8,270万円に補正

するものでございます。 

 ８ページをお開きください。事項別明細でご

ざいますが、まず歳出から御説明申し上げます。

総務費の財産管理費は、肝属農業共済組合へ貸

し付けている敷地内のアコウ木の倒木したこと

に伴う撤去費用でごいます。 

 次に、衛生費の環境衛生費は、牛根麓地区簡

易水道の災害復旧にかかわる補助金です。 

 次に、消防費の災害応急対策費は、避難所用

の食糧費、毛布クリーニング代、警戒本部待機

や避難所開設にかかる時間外手当でございます。 

 次に、一番下の災害復旧費の農林水産業施設

単独災害復旧費は、水路、農地、農道、林道の

災害にかかわる調査、測量、設計、管理委託料

及び、梅雨災害対応分の重機借り上げ料で農業

用施設補助災害復旧費は、農道城山線、是川等

にかかる水路災害復旧工事請負費でございます。 

 次に、９ページになりますが、公共土木施設

単独災害復旧費は、災害対応による時間手当、

市道の災害にかかわる調査、測量、設計、管理

委託料、梅雨災害に伴う重機借上料、市道狐ケ

丘線、追神川の災害復旧にかかる工事請負費で、

道路橋梁河川補助災害復旧費は、市道高峠線、

柊原新城線の災害復旧にかかわる工事費でござ

います。これらに対する歳入は、７ページの歳

入明細にありますとおり、国庫支出金、県支出

金、繰越金、市債を充て、収支の均衡を図って

おります。 

 以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。日程第４、報告第13号の

報告１件を承認することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、報告第13号の報告１件は承認することに

決定しました。 

   △議案第43号・議案第44号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第５、議案第43号及

び日程第６、議案第44号の議案を一括議題とい

たします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第43号 27年度垂水市水道事業会計剰余金

の処分及び決算に認定について 

議案第44号 平成27年度垂水市病院事業会計決

算認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで、決算特別委員長

の審査報告を求めます。 

   ［公営企業決算特別委員長北方貞明議員登壇］ 

○公営企業決算特別委員長（北方貞明）  おは

ようございます。去る６月24日の平成28年第２

回定例会において公営企業決算特別委員会付託

となりました、閉会中の継続審査となっており

ました、議案第43号平成27年度垂水市水道事業

会計剰余金の処分及び決算に認定について、並

びに議案第44号平成27年度垂水市病院事業会計

決算認定について、去る７月28日に公営企業決

算特別委員会を開き審査いたしましたので、そ

の結果を報告申し上げます。 

 審査に当たりましては、予算が議決の趣旨、

目的に従って適正にかつ効率的に執行されたか

どうか、問題点はなかったか、そしてどのよう

な行政効果が発揮できたのか、そのことで今後

の行財政運営において、どのような改善工夫が

必要かに重点を置き、さらに計数的なことにつ

いては、監査委員の審査意見書を十分尊重し、

決算報告書、監査意見書に基づいて審査を進め、

関係課長の説明を求めながら予算執行の実績を

確認し、その適否について慎重に審査いたしま
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した。 

 それでは、両決算の主な質疑について申し上

げます。 

 まず、水道事業会計決算において、大雪の際

に水道管が破裂したが、ほかには破損しそうな

水道管はないのかとの質疑に対し、本年度の当

初予算で市役所近くローソン垂水上町店の横断

歩道部分を、試し掘りをして点検を行うとの答

弁がありました。 

 次に、水道料金改定についての見通しは、と

の質疑に対し、平成29年30年が水道ビジョンの

見直し時期となっており、水道管の耐震化を図

る上で、どうしても値上げの時期がくるのでは

ないかと考えているとの答弁がありました。 

 次に、病院事業会計決算において、患者数が

ふえたにもかかわらず、収入減というのは、国

からの補助に変更があったのかとの質疑に対し、

国の診療報酬改定が減額となったことから、患

者数はふえているが収益は逆に減額となったと

いう状況になっているとの答弁がありました。 

 次に、垂水中央病院ベッド数に対する入院者

数が80％台に対し、垂水徳洲会病院は90％台と

ほぼ10％の開きがあるが、何が違うのかとの質

疑に対し、垂水中央病院のベットは一般病床が

91床、療養病床が35床の割合で、徳洲会病院は

一般病床は25床、療養病床が53床ということで、

その割合によって、そういった状況が生じてい

るのではないかとの答弁がありました。 

 次に、平成26年に比べて、平成27年度は人件

費が１億近く減少しているが、その理由は、と

の質疑に対し、看護師を中心とした20名ほど退

職されたことにより、人件費が減少したためで

あり、給与の削減等は行っていないとの答弁が

ありました。 

 次に、ホームページで医師、薬剤師及び看護

師を募集しているが、状況はどうなっているか

との質疑に対し、看護師については、奨学金制

度で来年度、３名から４名はいるが、それ以外

にはなかなか募集がなく、常時不足な状態が発

生しているとの答弁がありました。 

 以上、主な質疑について申し上げました。 

 まとめといたしまして、監査委員の決算審査

意見書にもありますように、水道事業会計につ

いては収入基礎となる給水人口が減少傾向にあ

り、営業収益が左右される上、施設の減価償却

や企業債の借り入れによる償還額等が経営を圧

迫していることが懸念される中、新たに企業債

の借り入れは行わず、利益が増加し借り入れ残

高が順当に減少しているということが、経営努

力の大きな成果である点、病院事業に置いては、

老朽化が進んだ電子内視鏡システム一式を最新

することによって、より年々高度化、専門化、

多様化については、医療事業に対応し、高度の

医療サービスの提供を果たしており、年々患者

数は減少している中で、医療の質の向上と安定

収益の確保を図りながら、経営改善に努力して

いる点などが評価されています。本委員会委員

としましては、両事業とも引き続き経営基盤の

安定化と経営の健全化に努めていただくよう求

めたものです。 

 以上の質疑などを踏まえた上で、議案第43号

27年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決

算に認定について、剰余金の処分については、

原案のとおり可決し、決算については、適正で

あると認め、認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第44号平成27年度垂水市病院事業

会計決算認定について、適正であると認め、認

定することに決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑がありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませ

んか。 
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   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第43号27年度垂水市水道事業会計剰

余金の処分及び決算に認定については、原案の

とおり可決、決算については認定することとし、

議案第44号平成27年度垂水市病院事業会計決算

認定については、認定することに決定いたしま

した。 

   △議案第45号・議案第46号上程 

○議長（池之上誠）  日程第７、議案第45号及

び日程第８、議案第46号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第45号 垂水市教育委員会教育長の任命に

ついて 

議案第46号 垂水市教育委員会員の任命につい

て 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  議案第45号の垂水市教育

委員会教育長の任命について御説明を申し上げ

ます。 

 現在、垂水市教育委員会委員であります長濱

重光氏が平成28年11月６日をもって任期満了と

なりますことから、同氏を改正後の地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づき、新教

育委員会制度の教育長として任命しようとする

ものでございます。 

 任命しようとする長濱重光氏の住所は、垂水

市錦江町１番地45ウルーズメゾン201、生年月

日は昭和26年12月８日でございます。任期は３

年となりますので、平成28年11月７日から、平

成31年11月６日までとなります。なお、本議案

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求

めるものでございます。御同意いただきますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、議案第46号の垂水市教育委員会員の任

命についてを御説明申し上げます。 

 現在、垂水市教育委員会委員であります田原

正人氏が、平成28年10月14日をもって任期満了

となりますことから、同氏を再任しようとする

ものでございます。再任しようとする田原正人

氏の住所は、垂水市本城3576番地、生年月日は

昭和23年１月29日でございます。任期は４年と

なっておりますので、平成28年10月15日から平

成32年10月14日までとなります。なお、本議案

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求

めるものでございます。御同意をいただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ここで、暫時休憩します。

休憩時間中、全員協議会室におきまして全員協

議会を開きますので、ただいまの議案をもって

御参集願います。 

     午前10時42分休憩 

 

     午前10時55分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題といたしました議案２件に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  新しく法改正後、初めて教育

長の任命ということで、以前、法の改正があっ

たとき、この問題については議論させてもらっ

た経過があるんですが、１点確認しておきたい

んですけど、今まで市長部局、教育委員会と対

等の関係であったわけですけども、今後このこ

とによって多くの危惧もされてるということ、
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あのとき指摘もしたというふうに思います。い

わゆる教育機関に対して市長の権限が強まって

いるのではないかと、そういう点が危惧をされ

てたんですけども、あのとき市長はそんなこと

はない、今までどおり対等な関係でその役割は

担っていくんだということでしたけども、その

ことは初めて実施されるこの法改正のもとで、

任命について、今後もその教育行政と市長部局

との関係は、今までどおりの関係であるのか確

認しておきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  国においてルールが変わ

りまして、今回このような形になったわけです

けども、基本的には前回答弁をしたような形で、

それぞれの役割がございますので、しっかり承

認しながら基本的には変わらないという形でや

らせていただくということで考えています。 

○議長（池之上誠）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。まず議案第45号については、

同意することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第45号については、同意することに

決定しました。 

 次に、議案第46号について、同意することに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  よって、議案第46号につ

いては、同意することに決定しました。 

   △議案第47号・議案第48号上程 

○議長（池之上誠）  日程第９、議案第47号及

び日程第10、議案第48号の２件を一括議題とし

ます。 

 件名の朗読を省略します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第47号 垂水市道路線の廃止について 

議案第48号 垂水市道路線の認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。土木課

長。 

○土木課長（宮迫章二）  おはようございます。

御説明の前に図面表示に誤りがありましたので、

図面の差しかえをさせていただきました。まこ

とに申し訳ございませんでした。 

 それでは、議案第47号と議案第48号は、関連

がございますので、一括して御説明申し上げま

す。 

 まず、議案第47号の垂水市道路線の廃止につ

いて御説明申し上げます。 

 本日差しかえをお願いしました図面をごらん

ください。提案理由でございますが、農地組合

法人大隅養豚生産組合より、事業拡大のため、

市道の終点部分約80メートルにつき、払い下げ

の申請があったことを受け、現地を精査した結

果、申請箇所の周辺の土地所有者は、すべて大

隅養豚生産組合で、利用も生産組合だけと限定

的であり、その他の利用者もない状況であるこ

とから、公共用に供する必要がないと思われま

す。 

 このため、終点部分約80メートルを処分する

ことで、終点を変更する必要があり、新たに認

定するために、先に道路法第10条第３項の規定

に基づき、市道路線廃止の議決を受けようとす

るものでございます。 

 廃止します路線は、路線番号907号、路線名

垂桜駒ケ丘線で、起点は垂水市大字田神字後平

1228の89番地先、終点は大字田神字後平1228の

15番地先の２級市道田地明垂桜線の交点から、

西側の駒ケ丘に走る、延長1,419.49メートルの

その他市道でございます。 

 次に、議案第48号の垂水市道路線の認定につ

いて御説明申し上げます。 

 添付の図面をごらんください。提案理由でご

ざいますが、同じく農事組合法人大隅養豚生産
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組合より事業拡大のため、市道部分の払い下げ

の申請があったことを受け、終点を変更する必

要があるため、道路法第８条第２項の規定に基

づき、新たに市道認定の議決を受けようとする

ものでございます。 

 新たに認定する路線は、路線番号、路線名、

起点は同じでございますが、終点が字後平1228

の16番地先となります。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○村山芳秀議員  議案第47号と48号につきまし

ては、産業委員会への付託案件ということで、

基本的な部分だけを質問させていただきます。 

 ２点ほどです。大隅養豚生産組合の事業拡大

のために市道の廃止、認定ということですが、

具体的に事業拡大の部分、どういう形で事業拡

大をされるのか、わかっていたら教えていただ

きたいと思います。農林課のほうですかね。 

 それともう１点だけですが、今回の事業拡大

で環境保全協定、いわゆる公害防止協定ですけ

ど、新たに環境保全協定を結ばれるのか、ある

いは現在、当初施設が造られた時の公害防止の

協定、地元と協定結ばれてると思いますが、協

定がそのまま生きて、これまでの防止協定の内

容で対応されていかれるのか、こっちのほうは

生活環境課だと思いますけど、あと水質基準な

ど、法的に基づくものだと思いますけど、当初

の計画、協定どおりのことの部分で対応される

のか、そこをお尋ねします。 

○農林課長（川畑千歳）  大隅養豚生産組合の

事業について概要を申し上げます。 

 国の畜産クラスター事業を導入しまして、平

成28年度、29年度にわたりまして、豚舎、管理

棟、堆肥舎棟を整備する事業でございます。豚

舎が14棟、管理棟が２棟、堆肥舎棟が２棟、合

計18棟を整備するものでございます。建物が約

１万2,000平方メートルの計画になっておりま

す。土地が約２万8,000平方メートルというこ

とで、計画が上がっております。養豚一貫経営

でございまして、５トン、母豚ですね、650頭

の増頭を計画しております。 

 この事業によりまして、規模拡大によります

生産コストの低減、雇用の増大、そして資源循

環型農業の実現が期待をされております。 

 以上です。 

○生活環境課長（田之上康）  お尋ねのとおり、

豚の頭数がふえますと、環境に与える影響等も

懸念されるわけでございますけれども、御指摘

のとおり、既に公害防止協定を結んでおりまし

て、その公害防止協定の中身を確認いたします

と、もし万一事故があったとしても、それで十

分対応できるものと考えておりますので、従来

の公害防止協定によりたいと思っております。 

 また、水質につきましては、従来通りの水質

検査を実施して、基準で実施していきたいと思

っております。 

 以上です。 

○村山芳秀議員  わかりました。事業拡大につ

きましては、ほんとに雇用の確保とか生産量の

拡大につながるということで、大変よいことだ

と思います。 

 それから、環境保全、地元の公害防止協定に

つきましては、地元と組合で結ばれていらっし

ゃるということで、市が立ち合いということで、

今の水質基準、それから当初の協定どおりに進

められていくということで理解したいと思いま

す。ありがとうございます。 

○議長（池之上誠）  ほかにございませんか。 

○堀添國尚議員  村山議員と語り合ってるわけ

じゃないですけど、ちょっと市道を売却すると

いうことは、ほかの遊休地を売却するという意

味とは、ちょっと意味がやはり変わってくるだ

ろうというふうに私は思うわけです。 

 そこで、あそこの地形は、私もよく知ってる
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わけですが、行きどまりで、先ほど土木課長が

説明したように、将来にわたって振興策みたい

なのは考えていない、当分は考えていないとい

うなことでしたが、市長あれから奥も垂水市は

続くわけですが、もし何らかのこの振興策をや

らなきゃならないというときの場合、出てくる

かもしれない、そこらあたりは関係課で、非常

に慎重に議論をした結果、こういう議案を出さ

れたと思うんですが、将来にわたってもう全然、

あそこは垂水市は振興策というものは、今の時

点で出なければ答弁はできないと思うんですが、

どうなっているんでしょう。どう市長はお考え

なんでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  お尋ねの件なんですけど

も、現段階において、そのような計画はござい

ませんし、先ほど担当課長が説明したような状

況を踏まえて判断をしております。市民の皆様

に何らかのデメリットがあると、またこれは別

ですけれども、総合的に判断をして今回の御提

案の内容が一番いい方法だということで、提案

さしていただいてるところでございます。 

○堀添國尚議員  わかりました。ですけど、こ

の生産組合との話し合いの中では、もしそうい

うことが起こった場合のときのことちゅうのは、

その話は出なかったんでしょうか、そこらあた

りは。 

○農林課長（川畑千歳）  先ほど土木課長のほ

うからございました、市道の先のほうにつきま

しては、大隅養豚生産組合が所有する民有地だ

けでございます。その先につきましては、森林

管理省が管理する国有林でございまして、今後

の利用については、展開はないということで聞

いております。 

 森林管理省につきましても、森林管理省は管

理します国有林の中を通って林道が開設されて

おりますので、森林の管理には問題がないとい

うふうに聞いております。 

○議長（池之上誠）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案第47号及び議

案第48号は、いずれも産業厚生委員会に付託の

上、審査したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第47号及び議案第48号は、いずれも

産業厚生委員会に付託の上、審査することに決

定しました。 

   △議案第49号上程 

○議長（池之上誠）  日程第11、議案第49号平

成28年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

を議題とします。 

 説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（野妻正美）  議案第49号平成28年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案を御説

明申し上げます。 

 補正の内容を記載いたしました参考資料をお

配りしておりますので、あわせてごらんくださ

い。今回の主な補正は、歳出については、土地

開発基金所有の土地を購入するための公有財産

購入費、保育所ＩＣＴ化事業、し尿処理場修繕

費、河川寄州除去費など、歳入については、各

事業に伴う国庫支出金及び県支出金、ふるさと

応援寄附金、教育費寄附金等を増額補正しよう

とするものでございます。 

 また、ふるさと応援基金充当事業につきまし

ても、使途選定委員会の審査結果に基づき、21

事業１億6,272万9,000円をあわせて計上してお

ります。 

 今回、歳入歳出とも９億5,876万4,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は108億8,885万7,000円になります。 

 補正の款項の区分及び等倍区分ごとの金額な
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らびに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから４ページまでの第１表歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、５ページ

から６ページの第２表地方債の補正をごらんく

ださい。まず５ページの追加ですが、消防防災

施設整備事業は、消防第５分団水槽式小型ポン

プ積載車購入にかかるもので、当初過疎債を充

当予定としていたものを緊急防災・減災債に変

更するものです。金額につきましては、契約後

の金額で借り入れを予定しております。 

 次に、児童福祉事業は、こども医療費への過

疎債のソフト事業を新たに充当するものでござ

います。 

 ６ページの変更でございますが、消防防災施

設整備事業は、先に説明しました消防第５分団

水槽つき小型ポンプ積載車購入にかかるもので、

過疎債を減額補正するものです。 

 現年発生補助災害復旧事業は、林道二川線、

林道海潟麓線の災害復旧事業に伴うもので、災

害復旧事業債を増額補正するものです。 

 臨時財政対策債は、発行可能額が確定したこ

とにより、借り入れ額を発行可能額にあわせて

変更するものでございます。 

 地方債の変更につきましては、それぞれの事

業に伴う起債額を右の欄に示してあります限度

額に変更し、本年度の借り入れ総額を９億

1,235万7,000円にしようとするものでございま

す。 

 次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。 

 11ページをお開きください。１款議会費１目

議会費の委託料ですが、議会中継システム改修

委託でございます。 

 次に、２款総務費３目文書広報費の旅費、需

用費、役務費、委託料ですが、垂水応援カード

を活用した広報促進事業にかかわる費用でござ

います。 

 同じく８目財産管理費の公有財産購入費です

が、土地開発基金所有の垂水絹糸跡の土地を購

入するための費用でございます。 

 12ページをお開きください。２款総務費18目

ふるさと納税制度事業費の報償費は、ふるさと

応援寄附金の返礼品にかかるもので、同じく積

立金は、ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴

うふるさと応援基金への積立金でございます。 

 次に、12ページの一番下にありますが、３款

民生費６目老人福祉費の扶助費は介護手当費に

なります。昨年まで介護保険の地域支援事業と

して特別会計で計上しておりましたが、ことし

より対象外となったことにより、一般会計で計

上するものでございます。 

 13ページをごらんください。一番上の３款民

生費１項社会福祉費８目老人福祉施設費の需用

費ですが、垂水地区老人憩いの家のボイラー修

繕料でございます。同じく２項児童福祉費１目

児童福祉総務費の負担金補助及び交付金は、保

育所等の業務効率化推進事業費補助金でござい

ます。この事業は、保育所等における保育士の

業務負担軽減を図るため、保育所の電算システ

ムを導入、園児の事故防止のためのカメラ設置

にかかわる費用について補助するもので、国の

４分の３補助の事業となります。 

 14ページをお開きください。次に４款衛生費

１項保健衛生費４目環境衛生費の負担金補助及

び交付金は、牛根深港地区簡易水道の災害復旧

にかかる補助金です。同じく、８目の健康増進

費の備品購入費は、市民の健康促進のための歩

行強度計、ノルディックウォーキング用品の購

入費でございます。同じく２項清掃費２目し尿

処理場費の需用費は、し尿処理場のガスフィル

ター等の修繕費でございます。 

 15ページをごらんください。６款農林水産業

費２項林業費２目林業振興費は獣害鳥獣捕獲器

具貸し付け企業の捕獲用の箱わなの購入費でご

ざいます。これは、市で捕獲器具を購入して獣
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害鳥獣の捕獲を実施しております猟友会に対し

貸し出しをするものでございます。 

 次に、７款商工費２目商工業振興費の負担金

補助及び交付金は、プレミアムつき商品券発行

補助金でございます。同じく３目観光費の委託

料は観光看板の政策及び設置にかかるもので、

備品購入費は現在あるイベント用作業車の老朽

化に伴い、買いかえるものでございます。同じ

く４目観光施設整備費の委託料は、千本イチョ

ウ園シャトルバス業務委託料でございます。同

じく６目道の駅運営事業費の備品購入費は、道

の駅誘客支援事業としての送迎用のバス購入費

でございます。 

 16ページをお開きください。８款土木費１項

土木管理費１目土木総務費の備品購入費はホ

イールローダとダンプの購入費でございます。

同じく２項道路橋梁費１目道路維持費の委託料

は市道の除草作業にかかる委託料、使用および

賃借料は、市道の舗装修繕等にかかる重機借り

上げ料でございます。同じく３項河川費１目河

川維持費は、河川の寄州除去、除草等にかかわ

る重機借り上げ料でございます。 

 17ページをごらんください。９款消防費５目

災害応急対策費の委託料は垂水市総合防災マッ

プ防災井戸看板の作成委託料でございます。 

 次に、10款教育費２項小学校費２目小学校教

育振興費の備品購入費は、小学生の体力アップ

のため、各小学校へ一輪車や竹馬を整備するも

のでございます。同じく一番下の５項社会教育

費２目文化祭保護費は、垂水氏絹糸跡に保管し

てあります出土品について、旧協和中学校に移

動させるための委託料でございます。 

 18ページをお開きください。10款教育費５項

社会教育費５目公民館費の需用費、委託料、工

事請負費、備品購入費は、各地区公民館の外壁

改修や空調機の修繕等にかかるものでございま

す。 

 次に、一番下の11款災害復旧費１項農林水産

施設災害復旧費３目林業用施設補助災害復旧費

の工事請負費は、６月下旬の豪雨による林道二

川線及び林道海潟麓線の災害にかかるものでご

ざいます。 

 以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして

７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国庫支出金、県支出

金、ふるさと応援基金繰入金、寄附金、市債な

どの特定財源を充て、一般財源は繰越金と特別

会計繰入金等を充てて収支の均衡を図るもので

ございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○堀添國尚議員  済みません、17ページのこの

文化財保護費のところですが、今の課長の説明

を聞いて、多分今給食センターの上にある文化

財が保護、保管してあるところの文化財を移転

するというふうに思ったわけで、そこらあたり

はそうなんでしょうか。 

○社会教育課長（野嶋正人）  堀添議員の御質

問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、今錦町の倉庫に直してあ

ります文化財の収蔵品を、このたび協和中学校

のほうに、教室のほうに移転させるための費用

計上してあります。 

 以上です。 

○堀添國尚議員  金額を見ると、570万9,000円

ということで、ちょっと大きな数字ですけど、

あそこはもともと市の土地で、あの道路が海側

から来るところから国道側に出る手前から急に

狭くなっておって、やはり市道のこの垂水市の

道路の整備上、問題があらへんかということで、

ずっと早くあれを市の土地なんだから、民有地

を買い上げるわけじゃないんだから、早くあそ
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こは整備するべきじゃないかということを、地

域の方々もそういう気持ちがあったりして、何

回か教育委員会にも申し入れたことがあるんで

すけど、ということは、あそこの文化財を移動

させるということは、あのプレハブの館を移動

させるという意味が、あそこの道路を広くする

ために、あの館を壊す、したがって文化財を協

和中のほうへ移動させなきゃならないと、こう

いうことなんでしょうか。そこらあたりは、そ

の先は何でしょうか。移動するその次は何を考

えていらっしゃるのか。そこらあたりを。 

○財政課長（野妻正美）  あそこの土地は市の

土地ということでありましたが、実際は土地開

発基金の所有の土地で、もう何年も前の話です

が、目的がありまして、先行取得ということで、

土地開発基金で取得しております。そのために

現在南の拠点の関係の事業でいろいろ事業が推

進してるとこなんですが、もしあの土地を利活

用するとなったときに、そのままでは目的で購

入しておりますので、そこの土地の活用が制限

されております、市の目的で。そのために今回

市へ買い戻すという形をとっているところです。

そのために土地購入費を計上しているところで

す。そして、市のほうで購入し、普通財産へ変

えておくと、これでもってその利活用が幅が広

がるということでございます。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  わかったような、わからない

ようなですけど。であるから利活用のできるよ

うにすると、普通財産にしてということ、その

先ですよ、私が言うのは。その先は何でそうす

るのかということ。 

○財政課長（野妻正美）  今、御質問のところ、

内容は道路を広げるかというところ、道路が通

ってる。そこのところも今後検討の一つという

ことになっております。また具体的にはそこの

ところは、この実際購入については、南の拠点

の事業にも関連してくるところですので、今後

の動向等によって、その可能性と動きがあると

思います。現状ではそこのところどうするとい

うところは決まっておおりません。 

○議長（池之上誠）  ほかに。 

○篠原炮則議員  18ページ公民館費ですけれど

も、ちょっとこの補正が大きいようで、課長、

節の部分を詳しく説明いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、篠原

議員の質問にお答えいたします。 

 今回の補正の内容につきまして、まず需用費

のほうがございますが、これは各地区公民館の、

ごめんなさい、エアコン修繕５カ所予定してお

ります。 

 13番目の委託料につきましては、先ほど説明

が財政課長からありました、今回各地区公民館

の外壁修繕を行いますので、それの設計管理委

託になっております。 

 15の工事請負費につきましては、今回大野は、

外壁塗装が済んでおりますので、大野地区公民

館を除いた８地区公民館を今回外壁塗装と危険

箇所等がありますので、それの修繕対策を含め

て、８カ所、地区公民館の８カ所を行う予定で

あります。 

 それと備品購入費につきましては、新規にエ

アコンを１カ所つけようとするものです。 

 以上です。 

○篠原炮則議員  この８カ所の公民館を、塗装、

全部きれいになされるわけですね。ということ

で大変いいことだと思いますけれども、耐震の

ほうはどうなってるのかお尋ねをいたします。 

○社会教育課長（野嶋正人）  確かに耐震のほ

うが課題でありますけども、実際実は各地区公

民館が結構建築後経過年数が経過しておりまし

て、中の鉄筋コンクリートがさびて、表面に出

てくる、通称爆裂って呼ばれてて、通行にもち

ょっと危ないようなところもございましたので、

とりあえずは今回その危険防止も含めての外壁
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改修というふうに捉えていただきたいと思いま

す。 

 今後の耐震につきましては、今後の長寿命化

計画等もございますので、その辺で計画的にや

っていきたいというふうに考えてるところです。 

○篠原炮則議員  よく言われることはわかりま

すけど、腐食して鉄筋がむき出しになってるよ

うであれば、これはちょこちょこ修理をしても

どんな効果がありますかね。疑問に思っており

ます。ぜひ、表をきれいにすることはいいこと

だと思いますけれども、避難所にもなってるわ

けですよね、各公民館。そこらっていうのよく

考えて、いただいては予算は予算として執行し

てもらいますけれども。その後ですよね、その

後の問題、市長、耐震をせずにお化粧だけする

いうこと、何かこのちょっと安心・安全の面か

ら、ちょっとどういいますか、言葉と行動とか

み合わんと思うんですが。私はそう思うんです

けども、市長のお考えをよろしくお願します。 

○市長（尾脇雅弥）  東日本大震災、あるいは

熊本震災の後、耐震の問題どうしていくかって

いうの重要な課題だと思います。象徴的なのが、

この市役所庁舎もございますので、これまで学

校施設を中心に、そのことを、耐震、外壁やっ

てまいりましたので、次にはやっぱり地域の公

民館、おっしゃるとおり、いざというときに、

そこに拠点でやっていくということがございま

す。これまで、振興連、公民館の皆様方の御要

望も踏まえて、外壁の問題あるいはそのクー

ラーの問題もございました。ただ、おっしゃる

とおり、お化粧ばっかりしてということでは、

そういう意味ではございませんけれども、しっ

かりと耐震の問題が大きな課題としてあります

ので、そのこともしっかりと協議をして、予算

がちょっと大きくかかるもんですから、しっか

りと協議をして対応をこれからしていくという

ことになると思います。 

○篠原炮則議員  ぜひ、きれいにすることはい

いことだと思いますけれども、ぜひかねて市長

言われておりますように、安心・安全を優先し

ていただきたいと思います。もう今回は、質問

はしないつもりですけれども、庁舎問題でまた

公民館も含めて、安心・安全庁舎建設、前向き

に考えていただきたいと思いますので、質問さ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。終わります。 

○議長（池之上誠）  ほかに。 

○持留良一議員  質疑を１点だけしていきたい

と思います。一応課長には若干の説明をお聞き

をしたんですけども、児童福祉総務費で業務委

託関係の補助金が出るということで、この中身

として保育所等における保育士の業務負担軽減

を図るためというなことが出て、その中で園児

台帳管理、保護者連絡一覧、出欠管理、請求書

作成と相談・苦情等ということで、実態、ほん

とに私たちから見たら保育士さんは、子供たち、

保育の仕事をしてるというふうに見てたんです

けども、実態をどのようにつかんでらっしゃる

のか、そしてこのことで、本当に保育士が保育

士の仕事ができる環境というのができる、効果

が発揮できるのか、その点について実態と、導

入することによっての改善、どんな中身なのか、

そうでないとやっぱりこの効果が発揮できない

だろうというふうに思うんですけど、その点に

ついて。 

○福祉課長（保久上光昭）  持留議員の御質問

ですけれども、おっしゃったように保育士さん

の場合は、本来の保育業務のほかに、書類作成

等の業務があわせもっていらっしゃるという方

が多いということで、今回のこの事業導入する

ことで、その全てが改善されるというわけじゃ

ないと思いますけれども、改善の方向に進んで

いくものというふうに思っております。実態と

すれば、その軽減が見られるということで、今

回事業を導入したということであります。 

○持留良一議員  それについては、例えばどっ
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かの事例とか、もしくは国がいうデータを示し

たということがあるのかどうなのか。というの

は、この問題がこういう形で一つの方向として

はそういう方向があるよと、改善されるよと。

しかし実態として今現場を見ても、保育士さん

の労働というのはほんとに厳しい中におかれて

保育をやってるし、その他の業務もあるという

中で、やっぱり改善されるのは当然だろうと思

うんです。 

 しかし、このシステムが果たして導入されて、

そのあたりほんとに改善されるのかっていうの

は、やっぱり、どっかで導入して、実証的なそ

ういうものがあるという中であれば、その一定

程度の効果、導入する目的が達成されると思う

んですが、そのあたりがあって、本市もその導

入というのをそれぞれ保育園が導入っていうこ

とで求めてきたんだろうと思うんですが、やっ

ぱりその指導を援助する行政としては、そのあ

たり実態を把握されて、なおかつそういう検証

結果も踏まえてのことだろうと思うんですが、

その点についてはどうなんですか。というのは、

市の一般財源を４分の１導入されますからね。

その点について。 

○福祉課長（保久上光昭）  今の御質問ですけ

れども、この事業自体ができた時点で、国のほ

うではある程度そういったデータっていうもの

は踏まえた上での事業導入、創設だというふう

に理解しております。 

 本市においても、これ導入することで、園の

ほうとしては、そういったものを期待しての導

入でもあります。こちらのほう、行政としまし

て、市としましては、そこら辺がどういうふう

に改善されていくのか、また期待どおりの改善

となっていくのかっていう意味では、本市なり

の検証を進めていきたいというふうに思います。 

○議長（池之上誠）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は、各所管常任委員

会の付託の上、審査したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第49号は、各所管常任委員会に付託

することに決定しました。 

   △議案第50号～議案第54号上程 

○議長（池之上誠）  日程第12、議案第50号か

ら日程第16、議案第54号までの議案５件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

───────────── 

議案第50号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）案 

議案第51号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第１号）案 

議案第52号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第１号）案 

議案第53号 平成28年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計補正予算（第１号）案 

議案第54号 平成28年度垂水市課に水道事業特

別会計補正予算（第１号）案 

───────────── 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○市民課長（森山博之）  議案第50号平成28年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。記載してありま

すように、今回の補正は歳入、歳出とも260万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を29億1,206

万9,000円とするものでございます。主な補正

の理由でございますが、法定外繰入金の精算に

伴い、一般会計への繰出金の補正などでござい

ます。 

 それでは、歳入、歳出補正予算事項別明細に

より御説明いたします。なお、金額はお示しし
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てございますので、省略をさせていただきます。

それでは歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。８款２項特定健

康診査等事業費は、特定検診の保険指導にかか

ります管理栄養士の謝金並びに生活習慣予防の

ためのリーフレットに不足が生じましたので、

消耗品を増額するものでございます。 

 11款４項繰出金は、平成27年度国民健康保険

特別会計決算に伴います法定外繰入金の生産で

ございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。６

ページをごらんください。４款国庫支出金並び

に７款県支出金は、特定健康診査等事業の増額

に伴います補正でございます。 

 11款繰越金は、平成27年度国民健康保険特別

会計決算に伴います前年度の繰越金でございま

す。 

 12款諸収入は、一般被保険者延滞金の実績に

よります増額分でございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願いを申し上げます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議案第51号平成28年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号）

案について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、平成27年度決算に伴う国等へ

の返還金や市負担金の精算に伴う繰出金が主な

ものでございます。 

 １ページに記載しておりますとおり、補正の

額は歳入歳出それぞれ9,615万2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を21億8,266万円とするも

のでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明い

たします。７ページをお開きください。１款総

務費１項総務管理費１目一般管理費は、介護給

付費準備基金への積立金を計上しております。 

 ４款諸支出金１項償還金及び還付加算金第１

号被保険者保険料還付金は、平成27年度保険料

の還付未済分の還付金に対応するものでござい

ます。３目償還金は平成27年度事業費確定によ

る、国、県、支払い基金への返還金でございま

す。 

 ４款諸支出金２項繰出金１木一般会計繰出金

は、同じく平成27年度事業費確定による一般会

計への返還分でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。６

ページをお開きください。４款１項支払い基金

交付金１目介護給付費交付金は、平成27年度事

業費確定による追交付分でございます。 

 ８款１項１目の繰越金は、平成27年度決算額

の確定に伴い補正するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第52号平成28年度垂水市老

人保健施設特別会計補正予算（第１号）案につ

いて御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。今回の補正は、

歳入歳出それぞれ553万2,000円を増額し、歳入

歳出予算の総額を５億9,835万4,000円とするも

のでございます。補正の理由でございますが、

平成27年度繰越金の確定に伴う補正でございま

す。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明い

たします。７ページをお開きください。３款諸

支出金１項１目の繰出金は、前年度繰越金を一

般会計へ繰り出すものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。６

ページをごらんください。４款１項１目の繰越

金は、平成27年度決算額の確定に伴い補正する

ものでございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○生活環境課長（田之上康）  議案第53号平成

28年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補

正予算（第１号）案について御説明申し上げま

す。 

 １ページに記載しておりますように、補正の
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額は歳入歳出それぞれ209万9,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を3,242万8,000円とするも

のであります。今回の補正の理由でございます

が、平成27年度繰越金の確定に伴う補正でござ

います。 

 まず、事項別明細書の歳出から御説明申し上

げます。７ページをお開きください。３款諸支

出金１項１目の繰出金につきましては、前年度

繰越金を一般会計に繰り出すものであります。 

 続きまして、歳入でございますが、６ページ

でございます。３款繰越金につきましては、平

成27年度漁業集落排水処理施設特別会計の繰越

金の確定に伴い補正するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○水道課長（北迫一信）  議案第54号平成28年

度垂水市課に水道事業特別会計補正予算（第１

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。今回の補正額は、

歳入歳出それぞれ163万8,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、それぞれ6,314万8,000円に

するものでございます。補正の主な理由は、平

成27年度簡易水道事業繰越金の確定に伴い補正

をするものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より、歳出から御説明申し上げます。 

 ７ページをお開きください。１款総務費１項

１目一般管理費の９節旅費は、普通旅費の支払

いに不足を生じるため増額補正をお願いするも

のでございます。 

 ３款諸支出金１項１目繰出金の28節繰出金は、

平成27年度の繰越金の確定に伴い、一般会計へ

繰り出すものでございます。 

 次に、歳入でございますが、前のページをご

らんください。１款使用料及び手数料１項１目

使用料の１節簡易水道使用料は、平成27年度簡

易水道使用料の未納額を滞納繰り越し分として

計上するものでございます。 

 ２款繰入金１項１目一般会計繰入金の１節一

般会計繰入金を一般会計からの繰入金を減額補

正しまして、収支の均衡を図っております。 

 ３款繰越金、１項１目繰越金の１節前年度繰

越金は、平成27年度簡易水道事業特別会計の繰

越金確定に伴い、繰り越し額を計上するもので

ございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池之上誠）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第50号から議案第54号ま

での議案５件については、いずれも所管の各常

任委員会にそれぞれ付託の上、審査いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って、議案第50号から議案第54号までの議案５

件については、いずれも所管の各常任委員会に

それぞれ付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

   △鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

議員の選挙 

○議長（池之上誠）  日程第17、鹿児島県後期

高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内市町村の長及び議員のうちから市長区分６

人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、町

村議会議員区分４人から構成されております。 

 現在の広域連合議会議員のうち、市議会議員

から選出する議員について、一人の欠員が生じ

ているため、広域連合規約第９条第３項及び広

域連合議会の議員の選挙に関する規則の規定に

基づく選挙の公示を行い、候補者の届け出を締

め切ったところ、市議会議員から選出すべき人
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数を超える２人の候補者がありましたので、広

域連合規約第８条第２項の規定により選挙を行

います。この選挙は、同条第４項の規定により、

全ての市議会の選挙における得票総数の多い順

に当選人を決定することになりますので、会議

規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のう

ち、当選人の報告及び当選人の告知は行いませ

ん。 

 そこでお諮りします。選挙結果の報告につい

ては、会議規則第32条の規定にかかわらず、有

効投票のうち、候補者の得票数までを報告する

こととしたいと思いますが、御異議ありません

か。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って選挙結果の報告については、会議規則第32

条の規定にかかわらず、有効投票のうち、候補

者の得票数までを報告することに決定いたしま

した。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

   ［議場閉鎖］ 

○議長（池之上誠）  ただいまの出席議員は、

13人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第31条

の規定によって、立会人に持留良一議員、池山

節夫議員及び北方貞明議員の３人を指名いたし

ます。 

 候補者名簿を配ります。 

   ［候補者名簿配付］ 

○議長（池之上誠）  候補者名簿の配付漏れは

ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  配付漏れなしと認めます。 

 投票用紙を配ります。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名で

す。 

   ［投票用紙配付］ 

○議長（池之上誠）  投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

   ［投票箱点検］ 

○議長（池之上誠）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 投票は、１番議員から順番に投票願います。

それでは、順次投票願います。 

   ［１番議員から順次投票］ 

   １番  村 山 芳 秀 議員 

   ２番  梅 木   勇 議員 

   ３番  堀 内 貴 志 議員 

   ４番  川 越 信 男 議員 

   ５番  感王寺 耕 造 議員 

   ６番  堀 添 國 尚 議員 

   ７番  池之上   誠 議員 

   ８番  持 留 良 一 議員 

   ９番  池 山 節 夫 議員 

   10番  北 方 貞 明 議員 

   12番  川 菷 達 志 議員 

   13番  篠 原 炳 則 議員 

   14番  川 畑 三 郎 議員 

○議長（池之上誠）  投票漏れはありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 先ほど指名いたしました持留良一議員、池山

節夫議員及び北方貞明議員は、開票の立ち合い

をお願いいたします。（「開票は事務局がやり

ますから、確認だけですからね、確認だけ」と

呼ぶ者あり） 

   ［開票・点検］ 

○議長（池之上誠）  選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数13票 
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 そのうち 

  有効投票 13票 

  無効投票 ０票 

 有効投票のうち 

  上門秀彦君 11票 

  竪山清隆君 ２票 

 以上のとおりです。 

 議場の出入り口を開きます。 

   ［議場開鎖］ 

   △請願第２号上程 

○議長（池之上誠）  日程第18、請願第２号耐

震診断助成等を早急に求める請願書を議題とい

たします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

請願第２号 耐震診断助成等を早急に求める請

願書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  お諮りいたします。ただ

今の請願については、産業厚生委員会に付託の

上審査したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。よ

って請願第２号耐震診断助成等を早急に求める

請願書は、産業厚生委員会い付託することに決

定いたしました。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明３日から12日までは、

議事の都合により休会とします。 

 次の本会議は、13日お帯14日の午前９時半か

ら開き、一般質問を行います。質問者は、会議

規則第62条第２項の規定により、６日の正午ま

でに質問事項を具体的に記載の上、文書で議会

事務局へ提出願います。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

○事務局長（篠原輝義）  御起立願います。一

同、礼。 

○議長（池之上誠）  議員の皆様にお知らせい

たします。この後すぐ全員協議会室で全員協議

会を開きますので御参集願います。 

     午前11時56分散会 
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本会議第２号（９月１３日）（火曜） 

  出席議員  １３名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇             １０番  北 方 貞 明 

       ３番  堀 内 貴 志             １１番  森   正 勝 

       ４番  川 越 信 男             １２番  川 菷 達 志 

       ５番  感王寺 耕 造             １３番  篠 原 炳 則 

       ６番  堀 添 國 尚             １４番  川 畑 三 郎 

       ７番  池之上   誠              

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   １名  

       ９番  池 山 節 夫 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          農 林 課 長   

   副  市  長  岩 元   明          併    任   

   総 務 課 長                   農業委員会   

   併    任                   事 務 局 長  川 畑 千 歳 

   監査事務局長  中 谷 大 潤          水 産 商 工   

   企画政策課長  角 野   毅          観 光 課 長  髙 田   総 

   財 政 課 長  野 妻 正 美          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   税 務 課 長  楠 木 雅 己          水 道 課 長  北 迫 一 信 

   市 民 課 長                   会 計 課 長  堀 内 昭 人 

   併    任                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   選 挙 管 理                   教 育 長  長 濱 重 光 

   委 員 会                   教育総務課長  池 松   烈 

   事 務 局 長  森 山 博 之          学校教育課長  下 江 嘉 誉 

   保 健 課 長  鹿 屋   勉          社会教育課長  野 嶋 正 人 

   福 祉 課 長  保久上 光 昭          生活環境課長  田之上   康 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  篠 原 輝 義          書    記  野 村 宏 治 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 
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平成28年９月13日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △発言の申し出について 

○議長（池之上誠）  ここで、財政課長より発

言の申し出がありますので、これを許可します。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。

議案第49号平成28年度垂水市一般会計補正予算

（第５号）案の参考資料の一部訂正をお願いし

ます。 

 総務費の財産管理費の公有財産購入費の説明

で、土地開発基金所有の垂水絹糸跡の土地を市

が購入する費用という説明をしましたが、別紙

でお配りしております参考資料の中では、米印

で南の拠点整備事業という記載をしておりまし

た。 

 現在のところ、垂水絹糸跡の活用については

未確定であり、参考資料の表記について誤解が

生じるおそれがあるため、財産管理費の補正理

由段の米印、南の拠点事業関連の記載について、

申しわけございませんが削除をお願いいたしま

す。 

 今後、参考資料の表記の仕方について十分気

をつけます。 

 以上でございます。 

   △一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第１、これより一般

質問を行います。 

 １回目の質問は登壇して行い、再質問は質問

席からお願いします。なお、本日の質問時間は、

答弁時間を含めて１時間以内といたします。 

 また、質問回数については、今回から制限な

しといたします。また、いずれも初回の発言時

間を20分以内に制限しますので、御協力をお願

いいたします。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、４番、川越信男議員の質問を許可し

ます。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。異常な

ほどの８月の猛暑が終わり、９月の声を聞きま

したが、まだまだ暑い日が続いております。

年々、今までにない気候変動が起きているよう

に思えてなりません。台風の進路が関東から東

北・北海道へ変化し、迷走した台風10号が東

北・北海道で甚大な被害を起こし、高齢者の

方々が多くお亡くなりになられました。行方不

明の方々もおられるようであります。お亡くな

りになられた方々の御冥福をお祈りいたします

とともに、今回の台風12号、13号は本市への影

響はありませんでしたが、気候変動に対する防

災計画の再点検も必要になってくるのではと思

います。 

 また、猛暑を一層熱くしたのが、４年に１回

のブラジル・リオのオリンピックでありました。

寝不足になりながらも日本選手の頑張りに拍手

をし、活躍に感動を覚えました。パラリンピッ

クも開催されて、日本人選手が活躍してくれる

だろうと願っております。いよいよ４年後は日

本での開催、おもてなしの心で大成功を期待し

ております。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりましたとおり質問いたしま

す。市長、教育長並びに関係課長の明快な答弁

をお願いいたします。 

 まず、９月議会冒頭で教育長人事案が提出さ

れて、全会一致で承認されました長濱教育長に

質問いたします。 

 まずは、２期目の就任おめでとうございます。
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行政の中で、教育行政は地味ではありますが、

垂水市を担う多感な子供たちを大きく問題なく

育てておられることに対しまして、敬意を表し、

また、子供たちに夢を与え、夢の実現、学びの

喜びを育てることの難しさを実感されてこられ

たと思います。 

 平成24年11月７日に教育長に就任されて以来、

３年10カ月が経過しました。この１期目の４年

近くをどのようなことを念頭に置きながら垂水

の教育を具体的に進めてこられたか伺います。 

 次に、教育旅行に対する取り組みについて伺

います。 

 教育旅行は、垂水市の観光資源や産業、受け

入れ家庭のおもてなしにより、関西が中心であ

ると聞いておりますが、関東からも毎年多くの

中高生が訪れていると承知しております。また、

近年、インドネシアとの交流もテレビ等で報道

されて、インバウンド観光地としても人気が高

まりつつあると理解しております。 

 これは、本市の経済効果や町のＰＲ、受け入

れ家庭の活力にもつながっており、市長の公約

である「経済への挑戦、未来への挑戦」の一躍

を担い、重要な施策の一つであると考えます。 

 しかしながら、受け入れ家庭の方々は、こと

しは昨年に比べて受け入れ数が減少していると

言っておられるが、これまでの実績と今年度の

予定数について、具体的な数値をお聞かせくだ

さい。 

 ３番目に消費生活相談の実態についてお聞き

します。 

 警察庁が今年度上半期の振り込め詐欺事件な

どの特殊詐欺被害報告を発表しましたが、それ

によりますと、昨年より被害額は全国的に減少

し、県内においても９件で約5,700万円減少し

ているようです。しかしながら、依然として高

齢者の被害割合は高く、65歳以上の被害は全体

の78％であるとの報告がなされています。また、

高齢者だけでなく、スマートフォンの急速な普

及により、若い世代を狙ったラインゲームの利

用にかかわる不正請求や個人情報の不正入手に

関する事案など、多岐にわたり犯罪が繰り返さ

れているようです。そこで本市において、この

ような相談はないのか、その実態についてお聞

きします。 

 最後に、南の拠点整備事業についてお聞きし

ます。 

 ６月議会で南の拠点整備事業、基本設計業務

委託は、９月末を工期としているとの答弁をい

ただきました。現在、基本設計の完成に向けて

関係機関と協議がなされていると思います。こ

の南の拠点整備事業は、エリアの一部を道の駅

の事業を取り入れる計画となっているようです

が、道の駅は駐車場やトイレなどの休憩機能、

道路情報や地域に関する情報を発信する情報機

能、交流を促進する地域の連携機能の３つの機

能をあわせ持った施設で国の認定が必要である

と思いますが、国との協議はどうなっているの

かお聞きしまして、１回目の質問を終わります。 

○教育長（長濱重光）  川越議員の就任してか

ら、どのようなことを念頭に置きながら本市の

教育を具体的に進めてきたのかとの御質問にお

答えいたします。 

 教育長に就任いたしまして３年10カ月が経過

いたしましたが、この間、市長、副市長を初め、

議員の皆様方の御指導を賜り、また、教育委員

会の職員だけでなく、市長部局の職員の皆様に

も支えられ、職務を遂行することができました

ことに、心から感謝を申し上げます。今日まで

日々教育長職の責任の重さをひしひしと感じな

がら職務を遂行してきたところであります。 

 それでは、私が就任以来どのようなことを念

頭に置いて取り組んできたか、主なもの７点に

ついてお答えいたします。 

 まず１点目は、児童生徒が安全で安心して学

べる教育環境を整えることが重要であると考え、

取り組んでまいりました。 
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 具体的な取り組みといたしましては、老朽化

が進んでおりました協和小学校ほか５校の外壁

改修や垂水小学校の屋外運動場の改修及び水之

上小学校の体育館の新築工事などに取り組み、

計画どおり完了したところでございます。 

 また、垂水中央中学校につきましては、プー

ルや武道館の新設及び屋外運動場の整備に努め、

生徒が楽しく学べるよりよい教育環境が整った

と考えております。さらに、小学校の遊具施設

の改修等につきましても、５カ年計画に基づき

計画的に進め、本年度で終了することとなって

おります。 

 ２点目は、垂水の子供たちに夢を与える教育

を推進したいとの強い思いから、子供たちの夢

を育む総合プランを策定し、平成26年度から取

り組んでまいりました。夢を持たせる取り組み

として、子供たちに一流のものを見る、聞く、

触れる機会を設けることにより、夢を持たせ、

さまざまなことにチャレンジする意欲を育む取

り組みを進めてまいりました。具体的には、一

昨年はバレーを、昨年はオペラを市内の全小中

学校の全員が鑑賞をいたしました。 

 また、本市の教育にも掲げております、ふる

さと垂水を愛し、誇りにする子供を育成するた

め垂水検定を実施し、昨年度は小学生249名の

児童が挑戦をいたしました。この取り組みは、

検定試験へ挑戦することにより、垂水っ子とし

て必要な知識を得るとともに、ふるさとに愛着

を持ち、ふるさとを大切に思う心が育まれ、将

来社会に出てから垂水を語れる人材が育ってく

れることを願い始めたところでございます。 

 ３点目は、学校教育についてでありますが、

学力向上を最重要課題に位置づけ、校長、教頭

研修会において毎回このことについて協議を重

ね、管理職が本気になって取り組むよう意識改

革に努めてまいりました。その結果、管理職を

初め、教職員の学力向上に対する意識の変容が

図られてきていると感じております。また、小

学生を対象に夏休みに実施します「あつまれわ

んぱく！夏の勉強会」や本年度から中学１年生

を対象に、月２回土曜日の午後に市民館で開催

しております「夢の実現！学びの教室」などを

通して子供たちの学習意欲を高めるための取り

組みを行ってきたところでございます。 

 次に、４点目は、社会教育についてでありま

すが、昨年度本県で開催されました国民文化祭

におきましては、職員の努力や関係者の皆様方

の御理解と御協力により、３つの主体事業や応

援事業に取り組み、成功裏に終了することがで

きたと考えております。国民文化祭を機に結成

いたしました「垂水おもてなし少女・少年隊」

の活動を通して子供たちの成長を見ることがで

きましたことは、教育長として感慨深いものが

ございました。 

 ５点目は、垂水中央運動公園についてであり

ますが、施設のあり方検討委員会の提言を踏ま

え、現在、陸上競技場の改修を市民が集う安全

で快適な都市公園整備事業として土木課により

進めていただいております。この施設の改修に

当たりましては、まずは市民のニーズに応え、

健康増進が図るための施設となるにはどうある

べきか。また、スポーツ少年団やグラウンドゴ

ルフ等の高齢者スポーツの利用促進、さらには、

各種大会やスポーツ合宿等によります交流人口

を一層促進するための施設となるにはどうある

べきかなど念頭に置いて、取り組みを進めてき

たところでございます。 

 次に６点目は、垂水高校の支援についてであ

りますが、部活動の支援や検定試験等の受験費

用に加え、通学費補助の支援策を講じてまいり

ました。さらに、東進スクール講座の受講費の

補助等も行い、その結果、高校入試の出願者数

も増加しており、支援策の効果が少しずつあら

われてきているところでございます。垂水高校

の振興支援は、地域の活性化の側面もあわせ持

ちますことから、どうしても必要との考えのも
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と取り組んできたところでございます。 

 次に７点目でありますが、教育委員会のあり

方についても、積極的に情報公開に努めるとと

もに、地域に出向いて行います移動教育委員会

の開催や教育委員と地域住民との意見交換会を

実施し、教育委員が市民の考えや意向を把握し、

市民の声を教育行政に反映させる取り組みを行

ってまいりました。 

 このような取り組みは、開かれた教育委員会

でありたいとの思いで、１人でも多くの市民に

教育委員の役割を理解していただきたいとの思

いから取り組んできたところでございます。こ

のほか、教育委員が全ての学校長から学力向上

への取り組みや信頼される学校づくりに向けた

取り組みなど、学校経営全般について聞き取り

ます学校経営報告会を導入したところでござい

ます。 

 以上、これまで取り組んでまいりました主な

ものについて答弁をいたしましたが、私は就任

以来、本市の教育を一歩でも二歩でも前進させ、

充実発展させるためには、何をどのようにすれ

ばよいのか、常に思案しながら教育行政を進め

てきたところでございます。これまで取り組ん

でまいりました施策や事業につきましては、市

長を初め、議会の皆様方並びに財政当局の御理

解をいただいたからこそできた事業等でござい

ます。心から感謝を申し上げます。今後とも本

市の教育行政の推進に責任を持ち、成果が得ら

れるよう誠心誠意取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  おはようご

ざいます。川越議員の教育旅行に対する取り組

みにおいて、これまでの実績と今年度の状況に

ついての質問にお答えいたします。 

 本市の教育旅行は、垂水市ツーリズム推進協

議会が主体となって進めており、国内の受け入

れにつきましては、平成22年度から体験型教育

旅行として民泊による受け入れを開始し、各家

庭独自の体験活動や垂水市漁協の餌やり体験等

をメニューとして、これまで多くの中高生に垂

水市を訪れていただいているところでございま

す。 

 これまでの実績でございますが、平成27年度

まで延べ61校8,750人を受け入れており、平成

28年度につきましては、11校1,584人を受け入

れる予定でございましたが、熊本地震の影響に

より８校がキャンセルとなったところでござい

ます。残りの３校につきましては、９月１日に

１校を受け入れており、10月と11月に１校ずつ

受け入れる予定でございます。 

 続きまして、国外からの受け入れでございま

す。インドネシアの教育旅行につきましては、

平成25年度から民泊による受け入れを開始し、

平成27年度まで延べ13校332人を受け入れてお

り、平成28年度につきましては、４月に２校64

人、５月に１校53人を受け入れ、今後の予定と

いたしましては、10月から受け入れを行う予定

でございます。 

 以上でございます。 

○市民課長（森山博之）  おはようございます。

川越議員の消費生活相談の実態についての御質

問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、消費者を取り巻く環境

は、高齢化や高度情報化の進展などを背景に大

きく変化してきております。特に、高齢者は在

宅していることが多いことから、訪問販売や電

話勧誘販売の対象となりやすく、被害に遭う

ケースがふえているのではないかと考えられま

す。本市におきましても、高齢者を狙った事案

が発生しており、希少価値の高いリンゴですと

言葉巧みな説明に高額で購入してしまった方や、

80歳代の女性が業務用消火器を購入させられた

などの消費生活に関する相談が前年度は38件ご

ざいました。そのうち、60歳以上の方の相談は

26件で全体の68％を占めております。また、全
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国的に後を絶たない振り込め詐欺においては、

手口が巧妙化しており、それぞれの役割を分担

して、電話応対を行ういわゆる劇場型詐欺が横

行し、多額の現金がだましとられている事案が

報告されております。 

 本市におきましても例外ではなく、80歳代の

女性が、医療費の払い戻しがありますとの電話

連絡を受け、タクシーで近くのコンビニエンス

ストアへ行き、２回にわたり98万円を振り込ん

だ事例がございました。２日連続して同一場所

への乗車を不審に思ったタクシー会社の通報に

より被害が発覚をいたしました。垂水幹部派出

所によりますと、被害者は、ＡＴＭ機の前で携

帯電話により加害者からの指示に従い操作を行

ったとのことで、振り込め詐欺にあった自覚は

全くなかったと話されるほど手口が巧妙であっ

たとのことでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。川越議員の１回目の御質問でございます。

道の駅の協議状況についてお答えをいたします。 

 国との協議状況でございますが、議員御指摘

の３つの機能と施設配置計画について、大隅河

川国土事務所と協議を重ねております。また、

先月８月29日には、大隅河川国土事務所の御案

内もあり、九州地方整備局道路部に計画案の御

説明を行ってまいりました。説明のポイントで

ございますが、本市としては、この南の拠点整

備事業が道路交通インフラの整備と大隅半島の

発展に道の駅の機能が必要であること、そして、

トイレや情報発信施設等の配置案の考え方がご

ざいました。そのほか、早期認定をいただくた

めにどういった点に留意すればよいか御指導も

いただきました。国、特に大隅河川国土事務所

の御理解も高いことから、国にとってもよりよ

い施設となるよう引き続き連携をしてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。そ

れでは一問一答でお願いいたします。 

 まずは、教育長の２期目就任に当たり、敬意

と期待を込めて質問したところです。 

 ２期目への思いと取り組みについて、長濱色

を全面に出して本市の教育の充実、発展のため、

どのような取り組みをしていこうと考えておら

れるか、お聞きいたします。 

○教育長（長濱重光）  本市の教育の充実発展

のために、今後取り組んでまいります主なもの

についてお答えいたします。 

 １点目は、学校の施設の整備についてであり

ます。 

 現在、垂水小学校の校舎につきましては、民

間会社に委託し、外壁の状態や改修方法等につ

いて調査を進めております。今後この調査結果

をもとに改修に向けて検討してまいりたいと考

えております。また、垂水小学校を初め、各学

校の体育館の外壁や床の補修などにつきまして

も取り組むべき課題だと考えております。 

 次に２点目は、学校教育についてであります。 

 子供たちに発達段階に応じた学力を身につけ

させることは、学校のみならず教育に携わる者

として最も大切なことであり、使命であります

ことから、今後は学校の取り組みだけでなく、

家庭での取り組みとも連動させながら学力向上

に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目は、子供たちの夢を育む総合プランに

基づき事業を展開し、子供たちに夢を与える教

育を継続してまいります。特に、「わくわくど

きどき！夢教室」では、多額な経費は要します

が、今後、宇宙飛行士やオーケストラの招聘な

ど実現できるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。都市部に居住しております児童生

徒と違い、一流のものを見たり聞いたりする機

会の少ない垂水の子供たちが、優れた芸術やス

ポーツ競技などを鑑賞することにより、感動を
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覚え、自分もあのようになりたいという憧れや

夢を持つとともに、優れた技術を身につけるに

は、相当な努力をしなければならないことを悟

ることにより、勉強や部活に懸命に頑張ろうと

する意欲や、何事にもチャレンジする心が育ま

れ、あわせて豊かな人間性が育つものと確信を

いたしております。 

 ４点目は、社会教育関係についてであります。 

 陸上競技場の改修につきましては、より効果

的な活用を図ることを目的に行うものでありま

すことから、この趣旨を踏まえた施設となるよ

うに、関係課と連携しながら来年秋の完成に向

けて取り組んでまいりますとともに、交流人口

を図る手だても講じてまいりたいと考えており

ます。また、平成32年に本県で開催されます鹿

児島国体の正式競技のフェンシング及び公開競

技の綱引き大会、さらには国体の前年度にリ

ハーサル大会として開催されます全日本フェン

シング選手権大会の本市での開催に向けて、人

員を整え機運の醸成を図りますとともに、体育

館の耐震化や内外の改修を進めてまいりたいと

考えております。さらには、国民の集いの場や

地域の活動の拠点として利用され、また避難所

として指定されております地区公民館は、建設

から長年が経過しておりますことや、関係者か

らの要望を踏まえ、今議会に外壁改修や空調施

設の取りかえや新設などに要します予算を計上

させていただいておりますので、御審議くださ

いますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 このほか、２年後は、本市の偉人であります

瀬戸口藤吉翁の生誕150年になりますことや、

行進曲コンクールも20回目の記念大会となりま

すことから、職員と知恵を出し合い、何らかの

記念事業を実施したいと考えております。 

 ５点目は、垂水高校の支援についてでありま

すが、今後とも関係課、民間団体を含めた団体

とも連携しながら、生徒一人一人の可能性を高

める支援を講じ、存続に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上、今後取り組んでまいります主な事業等

についてお答えいたしましたけれども、教育に

ゴールはありません。学校関係者、保護者並び

に市民の皆様が私に求めておられますことは、

本市の学校教育及び社会教育並びに社会体育な

ど全般について、さらに前進させるための実行

力と成果を上げることだと考えております。多

くの課題や取り組まなければならない事柄も

多々ございますが、これまで取り組んでまいり

ました有効な施策や事業につきましては、継続

しつつ新しい発想と考えをもとに、さまざまな

施策に誠心誠意全力で取り組んでまいる所存で

ございますので、引き続き議員の皆様方の御理

解と御支援を賜りますようによろしくお願い申

し上げます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 ぜひとも頑張っていただき、垂水市の宝であ

ります子供たちに夢を与えてください。 

 次に、教育旅行に対する取り組みで、今まで

の実績と今年度の予定については理解しました。

今年度の減少はさまざまな要因が重なったと思

いますが、原因をどう分析しているか教えてく

ださい。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川越議員の

教育旅行に対する取り組みにおいて、実績減の

理由についての質問にお答えいたします。 

 本市の教育旅行の実績につきましては、受け

入れ家庭の充実や体験メニューの確立並びに誘

致活動により平成25年度に大幅にふえ、その後

も継続して誘致活動等を行っているにもかかわ

らず、昨年度まで横ばい状態が続いていたのが

現状でございます。 

 その理由といたしましては、自然災害に起因

するものが大きく、平成26年度の桜島の地鳴り

や空振、平成27年度の噴火警戒レベルの引き上

げが考えられ、また、平成28年度におきまして
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は、先ほど申し上げましたように、ことし４月

に発生した熊本地震の影響によりキャンセルが

相次ぎ、大幅に減っているのが現状でございま

す。 

 そのほかには、教育旅行における学校の基本

的な方向性といたしまして、３年周期でメニ

ューの見直しが行われているようで、今回のよ

うに何らかの理由により、行き先が他の地区に

変更された場合、即座に本市での教育旅行を復

活させることは容易ではないことも理由の一つ

として上げられるようでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  さまざまな要因がありますが、

風評被害が一番怖いのではと思います。本市は、

教育旅行に関しては、先進的な取り組みを展開

してきたと承知しております。しかしながら、

現在では、ほかの自治体でも積極的に教育旅行

に取り組む中、自治体間の競争も激しくなって

いると思います。そこで必要となってくるのが、

マンネリ化したのではない効果的な誘客活動と

考えますが、これまでの誘客活動について教え

てください。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川越議員の

教育旅行に対する取り組みにおいて、誘客活動

の展開についての質問にお答えいたします。 

 これまでの本市の教育旅行の誘客活動につき

ましては、平成23年度から関西、中国地区を重

点的に、中学校や高等学校並びにエージェント

に対して、年２回ほど平成27年度までに延べ62

校57のエージェントへ誘致活動を行ってきたと

ころでございます。 

 平成28年度につきましては、鹿児島県教育旅

行受入対策協議会において、九州観光推進機構

との連携など教育旅行の誘致活動にこれまで以

上に力を入れていく旨の事業計画が示されたこ

とから、本市におきましても、８月に関西地区

で開催された教育旅行説明会相談会に県と連携

のもと参加し、あわせて今年度キャンセルにな

った３校並びに２エージェントに対して誘致活

動を行い、早目のフォローを行ったところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  教育旅行事業は、受け入れ家

庭なくして実現できない事業であります。また、

受け入れ家庭の中心は、60から70歳代の家庭で

あると理解しております。受け入れが負担にな

るようでしたら長続きせず、受け入れ家庭の減

少が教育旅行事業の推進に支障を来すものであ

ると思います。現在の受け入れ家庭の登録数は、

また今度の課題と対策はどのように考えている

か教えてください。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  川越議員の

教育旅行に対する取り組みにおいて、受け入れ

家庭の現状と今後の課題対策についての質問に

お答えいたします。 

 本市の教育旅行の受け入れ家庭の現状でござ

いますが、現在の登録総数が109家庭で、その

６割程度が実際に受け入れを行っている状況で

ございます。現在、受け入れ家庭の皆様に対し

ては、民泊受け入れに必要な知識を身につけて

いただくために、毎年講習会を実施しており、

今年度も８月８日に鹿屋保健所や垂水市消防本

部の協力をいただき、食品衛生講習及び安全対

策講習を実施したところでございます。今後も

垂水市を訪れた教育旅行生が安心して滞在して

いただけるよう、受け入れ体制の充実に向けた

取り組みを継続するとともに、新たな受け入れ

家庭の発掘に向けて取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

 続きまして、今後の課題と対策でございます

が、先ほど川越議員が御指摘されましたように、

風評被害の払拭は重要な課題であると考えてお

りますので、垂水市の安心・安全のＰＲを最重

点課題として取り組むとともに、本市での教育

力を継続していただけるよう既存の取り組みを

厚くフォローしながら、新たな体験メニューの
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確立など本市の魅力を高め、多くの教育旅行生

に垂水市を訪れていただけるよう受け入れ家庭

の皆様や関係機関と連携のもと、積極的に取り

組んでまいります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  改良や改善策も残っているか

と思います。例えば、雨天時の体験型観光プロ

グラムが必要であったり、関連施設等の有効活

用や官民連携のさらなる推進事業が必要であっ

たりと考えます。 

 今後も学校側や受け入れ家庭のニーズに対応

した、ここでしか味わえない教育旅行を準備し

ていただきたいと思います。頑張ってください、

要望です。 

 次に、消費生活相談の実態についてお聞きし

ましたが、答弁を聞きまして、本当に本市にお

いても振り込め詐欺の実態が発生していたこと

に多少驚きました。年々進んでいく高齢化社会

において、今後このような事案が多発しないか

と危惧しております。今後類似した事案発生の

抑制につながればとの思いから、巧妙な手口で

あったとの答弁でしたが、どのような手口であ

ったのか、お答えできる範囲でお聞かせくださ

い。 

○市民課長（森山博之）  それでは、巧妙な手

口とはとの御質問にお答えをいたします。 

 垂水幹部派出所によりますと、その被害者は、

「市役所国保係からです。医療費の払い戻しが

あります」との連絡が発端であったようでござ

います。「払い戻しには、これからお伝えする

６桁の暗証番号が必要になりますので控えてお

いてください。お金は振り込みになりますので、

この後銀行から改めて詳しい連絡があります」

その後、銀行員を名乗る加害者からの連絡で、

キャシュカードを持って行き、コンビニエンス

ストアのＡＴＭ機の前から改めて連絡を入れた

そうでございます。加害者は、「操作は難しく

ありません。画面を見ながら説明しますのでそ

のとおりに操作をしてください。まずカードを

入れてください。次に画面の振り込みと書かれ

たところを押してください。これは振り込まれ

ますという意味です。次に、市役所からお知ら

せのあった暗証番号を入力してください」、こ

の暗証番号こそが振込金額に相当するところで

あります。最後に加害者の口座番号を入力して

操作は完了です。操作に詳しくなかった被害者

にとりましては、市役所から振り込まれる手続

だと思い、まさか自分が振り込んでいるとの自

覚は全くなかったということでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。確か

に操作に不慣れな高齢者にとって、疑う余地も

なく言われたとおり操作するのではと感じさせ

られました。行政関係者や身近な方からの連絡

は疑うことなく信用してしまうのが現状である

と認識いたしました。そこで、こうした高齢者

にあった犯罪に対し対策は検討していないのか

お聞きします。 

○市民課長（森山博之）  それでは、今後の対

策についての御質問にお答えをいたします。 

 本市におきましても、少子高齢化が進んでお

り、同時に、高齢者の独居化がますます進展し

ている状況の中で、さまざまな被害がございま

す。高齢者の単身世帯や高齢者夫婦のみの世帯

は周囲の目が届きにくく、悪質業者に狙われや

すい上、消費者トラブルに巻き込まれた際に相

談することもできず、被害が深刻化する傾向が

ございます。こうした状況を踏まえ、今年度は、

各地区公民館並びに各振興会などが主催をいた

します高齢者学級や老人クラブでの活動の一部

を活用させていただき、消費者トラブルの実態

や悪質商法などについて周知を行ってまいりた

いと考えております。 

 これまでに協和地区公民館高齢者学級を初め、

上馬場振興会や社会福祉協議会が主催をいたし

ます高齢者サロンにおきまして、これまであっ
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た事案等について消費生活相談員が出前講座を

実施しております。なお、参加していただいた

方々には、その内容について近隣の方にも周知

をお願いし、地域全体で見守りができればと考

えております。 

 今後は、消費者被害から高齢者を守るために、

垂水幹部派出所並びに関係機関との連携を緊密

にし、事案が発生した場合には、速やかに情報

の提供が関係者相互で行われるよう組織の強化

を図るとともに、多様化する相談に対応できる

よう相談員の資質向上に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。垂水

市は高齢者が年々ふえてまいります。犯罪も悪

質化、高度化して、次々に新たな手口で高齢者

を狙ってくるのではと大変心配しております。 

 市長の施策の大きな公約でもあります、安全

で安心して生活できるまちづくりの推進のため

には、周囲の見守りも大切ではないかと考えま

す。犯罪やさまざまトラブルの未然防止や被害

の拡大防止には周囲の気づかいが必要不可欠で

あります。家族や近隣住民等が協力し、高齢者

の消費生活相談センターにつなげる仕組みを構

築していただきたい。加えて、相談内容が多様

化している現状を踏まえ、相談員の資質向上に

もぜひ努めていただくよう要望します。 

 最後に、南の拠点整備事業について質問いた

します。 

 大隅河川国土事務所の対応については、国土

要望活動においても非常に協力的であったと聞

いております。九州地方整備局で早期認定に向

けた指摘内容で、何か特に重要であったか差し

さわりがなければ教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の御質

問にお答えをいたします。 

 本年度より、道の駅の認定に国交省内に審査

会の工程が追加され、道の駅の持つ本来の機能

のチェックが行われるとのことでございます。

具体的な機能のチェックでございますが、駐車

場、トイレ、情報発信施設の配置計画について、

特に、情報発信施設の利用率を上げるため、利

用者の動線、発信する情報の内容等が重視され

るということでございました。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  本市には、牛根に道の駅たる

みずもありますが、この点で何か指摘はありま

せんでしたか。 

○企画政策課長（角野 毅）  道の駅たるみず

との関係でございますが、設置位置、つまり、

ほかの道の駅との位置関係については、道の駅

登録要綱の確認事項の一つにあり、10キロ以下

の場合、利用者の差別化をどう考えているかに

ついて書類に記述するようになっております。

現在計画中の南の拠点整備事業地区と道の駅た

るみずとは16キロ離れていることから、書類上

は問題はございませんが、九州地方整備局から

は、同一市内に設置されるということもござい

まして、設置の位置づけの違いについて説明を

求められるということがございました。設置の

位置づけの違いについての説明につきましては、

道の駅たるみずは、足湯や温泉を地域交流機能

の中心としていること、南の拠点は６次産業化

と観光振興を地域交流機能の中心としており、

あわせて防災情報発信拠点としての活用という

ものを考えているというふうにお示しをしたと

ころでございます。 

○川越信男議員  うまくお互いが連携し合い観

光振興につなげてほしいものです。 

3,000平方メートルを超える開発の場合は、都

市計画法に基づく開発許可が必要ですが、手続

を含めて土地所有者への説明はどうなっている

か教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  御指摘いただき

ました土地計画法に基づく開発許可を初め、各

許認可のための手続も基本設計と並行して進め
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ております。 

 土地所有者については、登記名義人及び管理

者に一通り説明を終え、口頭ではありますが、

事業同意をいただいております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  事業同意書はもらっているん

ですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  現在、開発行為

申請に必要な作業を行っており、この同意書に

ついても書類をそろえ手続に入っております。

一部土地につきまして相続が発生しているとこ

ろもございますので、現在調査を行っている部

分もございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  土地所有者の同意がいただけ

ていることについては、市の担当課として十分

な説明がなされたと思います。用地交渉の考え

方ですが、これまで、この開発エリアは公的部

分である道の駅や拠点施設、そして民間開発エ

リアがあるとの説明を受けておりますが、用地

交渉をどう進めていくのか教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  南の拠点エリア

は、道の駅エリアと民間開発エリアがございま

すが、道の駅の駐車場エリアと国道に付帯する

道路施設等は国土交通省に整備を進めていただ

くよう要望をしております。道の駅の拠点施設

と民間開発エリアは、エリア構想を確実に実現

すること。一方で市の財源等の問題もございま

すので、庁内で総合的に判断をしながら、最善

の方法を決定していきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  地方創生は地域の力をつける

ため、民間の知恵を取り入れて官民がうまく連

携する形をつくることが必要です。この南の拠

点整備は、官民連携の新しい形になるのではと

大変期待しているところです。しかしながら、

大きな開発であることから財政問題も慎重に考

える必要があります。市の財政負担が特に大き

くならないように要望しまして質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  次に５番、感王寺耕造議

員の質問を許可します。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さんおはようございます。

それでは議長の許可をいただきましたので、早

速質問に入らせていただきます。 

 まず小中学校の施設整備について教育総務課

長に伺います。各校の要望をどのように取りま

とめ事業実施しているのか。また、愛校作業時

に出る草・木・土・草木土の処分についてどう

対応しているのか答弁ください。 

 次に、草木土の処分についての各課の対応に

ついて伺います。生活環境課、市民課、農林課、

土木課それぞれ課長答弁で構いませんので答弁

ください。 

 最後に、土木課長についてお伺いいたします。

処分場新設についての取り組み状況と今後の方

向性について答弁ください。 

 簡潔明瞭な答弁をお願いいたしまして、１回

目の質問を終わります。 

○教育総務課長（池松 烈）  おはようござい

ます。感王寺議員の小中学校の施設整備につき

まして、各学校の要望をどのように聴取し事業

実施しているかにつきましてお答えいたします。 

 学校からの要望の聴取から事業実施に至るま

で一年の流れの中で説明をさしていただきます。 

 まず８月上旬へ各学校へ施設整備に係る要望

の提出依頼を、それを受けまして、学校は９月

上旬までに自校の施設を調査した上で、改修等

を希望する要望書を本課へ提出いたします。本

課では９月から10月にかけて各校からの要望を

精査し、児童生徒に危険が及ぶものなどの優先

度の高い事業を選定し、現地調査を実施いたし

ます。その後、10月から11月にかけまして改修
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等に要する経費の積算や見積書を土木科建築係

及び業者に提出していただき、それらをもとに、

11月下旬には翌年度の予算として要求し、財政

課及び市長の査定後新年度予算として議会に上

程されております。 

 予算成立後の執行につきましては、各校の行

事等に支障のないように、長期休業中に工事を

行うなど配慮するとともに、できるだけ早期の

着工に努めているところでございます。また、

当初予算に計上されていない緊急を要する事態

や災害等の影響等によるものにつきましては、

随時各校の報告を受け、補正予算による早急な

対応を図り実施しているところでございます。 

 しかし、都合により予算措置に至らなかった

場合には、土木課環境整備班の協力をもらって

の実施や本課と学校の先生方との協力のもと実

施しているケースもあります。また、全ての学

校で保護者の方々、地区の方々、そして公民館

活動等での施設の整備など御協力をいただいて

おりますことに、心から感謝申し上げてるとこ

ろでございます。 

 次に、愛校作業時の草木土の処分につきまし

ては、校長研修会、教頭研修会等で作業日程が

決定しましたら、早目に本課に御報告いただけ

るようにお願いしてるところでございまして、

土木課に協力依頼し、日程調整をしてもらった

上で環境整備班に搬出してもらっているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○市民課長（森山博之）  感王寺議員の御質問

の草木土の処分に係ります市民課の対応につい

てお答えをいたします。 

 平成27年度市民課相談係におきましては、草

木土の処分について相談が２件ございました。

内容は、いずれも空き家の草木が生い茂ってお

り支障を来しているとの相談でありましたので、

生活環境課に依頼し、その対応をお願いをいた

しました。 

 平成28年度につきましては、８月までに空き

家及び空き地の草木が道路にはみ出しており、

通行に支障があるため除草してほしいなどの相

談が４件、その他樹木が電線にかかっており危

険であるなど管理に関する相談が４件ございま

したので、関係企業並びに所有者へ適切な管理

を行っていただくよう依頼をいたしました。 

 また、振興会によります清掃作業において発

生いたしました草木や土の処理依頼が、平成27

年度及び平成28年度でそれぞれ２件ございまし

たので土木課へ依頼し、対応をお願いしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（田之上康）  それでは生活環

境課の対応についてお答えいたしますします。 

 生活環境課では、市民の一般廃棄物の処理に

かかわっておりますが、そのうち自宅等の草木

の処分を行うケースについてお答えいたします。 

 この場合３つの方法がございます。１つが通

常のごみ同様、ごみステーションへの搬出、２

つ目が中俣の清掃センターへの直接持ち込み、

そして３つ目が、鹿屋市にある肝属地区清掃セ

ンターに持ち込む方法でございます。 

 ごみステーションに草木を搬出する際は、燃

えるごみ袋に入れて収集日の朝に搬出するよう

お願いしております。また、直接清掃センター

に持ち込むときは、燃えるごみ袋に入れるか、

袋に入らない太めの枝等はパッカー車に入るサ

イズに切断し、束にまとめていただいてからの

持ち込みをお願いしております。 

 肝属地区清掃センター搬入の場合は10キロ80

円と有料になっておりますが、こちらは長さ２

メートル、直径15センチ以内の規定に従い持ち

込むようお伝えしております。また、御自分で

処分できないときは、市内ごみ収集許可業者を

紹介し、処分を依頼するよう御案内しておりま

す。 

 以上でございます。 
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○農林課長（川畑千歳）  感王寺議員の質問に

お答えします。 

 農林課所管施設において、現在農道５路線

5,335メーター、林道３路線１万2,500メーター、

治山施設３地区770メートルを委託発注し、維

持管理に努めているところでございます。 

 委託業務の内容としましては、各施設の刈り

払い行務、刈り払い後の集積業務のみを委託費

に計上しております。草木の処分は、道路敷地

の残地や通行に支障のない箇所に集積している

ところでございます。集落で農道の除草等をし

ていただいた場合は、環境整備班が収集し、ま

た、状況によっては重機借り上げにより対応す

る場合もございます。災害等で発生した土砂に

ついては、災害復旧事業に係るものは処分料を

工事費に含めて発注し、請負業者が土砂を処分

場に搬入しております。重機借り上げで対応す

る土砂については、受注業者が垂水市建設残土

処分場へ搬入しております。また、園芸等にお

ける草木の処分でございますけれども、各農家

が圃場内で焼却等による処分をしている状況で

ございます。 

 以上です。 

○土木課長（宮迫章二）  土木課の対応につい

てお答えいたします。 

 市道などの除草につきましては、森林組合と

建設会社への委託で対応し、処分は上野台地の

残土処分場に仮置きをしております。環境整備

班が各課から依頼を受けて除草した草木につき

ましても、処分は残土処分場に仮置きをしてお

ります。また、各集落のボランティア作業いわ

ゆる自助・共助の部分で除草していただいた草

木や学校内の清掃作業で発生した草木、その他

公共施設から発生した草木につきましても、処

分の依頼があったものについては、環境整備班

で集積し残土処分場へ運搬をし仮置きをしてい

るところでございます。 

 この仮置きした草木につきましては、年度末

にまとめて処分業者に委託をし処分していると

ころでございます。また、土砂の処分につきま

しては、平成27年３月議会でもお答えしている

ところでございます。現在、地域ボランティア

作業等で出た土砂の処分につきましては、道路

脇など車の通行に支障のないところに集めてい

ただき、後日環境整備班や建設業者に依頼し、

残土処分場に搬出しているところでございます。 

 次に、処分場新設についての取り組み状況に

ついての御質問は、平成27年３月議会でも感王

寺議員よりございまして、同じ内容の回答にな

りますが、お答えいたします。 

 現在、所有しております市の残土処分場は、

保安林解除や林地開発許可の手続をとり、建設

残土や桜島降灰を搬入しておりますが、たび重

なる大災害や近年の桜島降灰量の増加に伴いま

して、受け入れ許容量が少なくなってきたこと

から、平成25年４月からの公共工事や降灰対策

事業の残土処分につきましては、桜島にありま

す民間の残土処分場に搬入しております。 

 現在、市の残土処分場への搬入は、環境整備

班が対応している地域ボランティアや公共施設

の清掃による土砂などを受け入れているところ

でございます。この市の残土処分場は、林地開

発の許可条件としまして、調整池や排水路を整

備し、植林をして山の形態に戻すことになって

おります。平成26年度は基幹排水路を布設しま

したので処分場内の土砂流出の対策につきまし

ては、一応実施されたところでありますが、今

後も排水路や調整池の整備をし、最終的には植

林もして山にへ返さなければいけません。 

 このように、市の残土処分場を確保するため

には、これまで用地買収費や委託費、土砂流出

防止工事費等かなりの費用がかかっているとこ

ろでございます。市で管理する残土処分場があ

れば、大災害時に即対応できることから必要だ

と考えられますが、災害復旧事業や社会資本整

備事業など補助事業では、市で管理する残土処
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分場へ搬入する場合は、その処分費を計上する

ことが認められません。しかし、桜島の民間の

残土処分場に搬入しますと補助事業に処分費が

計上できるとともに、補助金と補助残につきま

しても、各種起債が充当できますので、一般財

源の持ち出しは少なくなるようでございます。 

 これまで、新たな市で管理する残土処分場に

つきましても調査研究をしてまいりましたが、

運搬経路の問題や保安林指定等の問題、さらに

費用対効果の問題もございますことから、今後

も桜島にあります民間の残土処分場に搬入する

ほうが有利であり、現状におきましては、最善

の方策だと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  一問一答方式でお願いいた

します。 

 まず、小学校の施設整備ですけども、要望の

聴取から当初予算の部分ですね、あと補正予算

の部分、わかったんですけども、そのとおりだ

と思うんですけれども、ただ、私も地元の新城

小学校、ちょくちょくお邪魔します。何かお手

伝いできることはありませんかということでお

伺いするんですけども、Ｐのほうからは、親の

ほうですね、保護者のほうからは、ああしてく

れ、こうしてくれっていう部分について、施設

の整備であったりとかそういう部分多うござい

ます。ただ、管理職の先生方ですね、なかなか

私にも相談していただけません。ちょっと語弊

のある言い方なるかもしれんですけど、やはり

校長先生、教頭先生も教育委員会に対して率直

に、こうしてくれっていう部分、なかなか窓口

が何というかな、高いっていうか、敷居が高い

っていうか、そういう部分もちょっと私、これ

は個人的な感覚かもしれんですけど、あります。

親のほうがより強い要望持ってます。（発言す

る者あり）そうなんです。 

 そういうことで、やはり当初予算の部分につ

いても、８月聴取する、要望を上げなさいとい

うことなんですけども、要望上げなさいじゃな

くて、何か教育委員会お手伝いできる部分はあ

りませんかっていう部分が、教育総務課長、そ

ういう姿勢でお仕事をなさってると思うんです

けども、そういう部分が必要かなと思うんです

が。 

 学校、実際行きますと、昔の建造物結構多う

ございます。堆肥舎として使ってたとか、ごみ

置き場として使ってたとか、花壇として使って

たけども、先生の数も少なくなった、児童の数

も少なくなったっていうことですね、そういう

ことで手が回らなくて、その花壇も壊してもら

いたいという部分があるんです。そういう部分

も自助・共助の部分で、できる部分はやっぱ限

られているんです。やはりブロックとか、これ

は産廃扱いでございますから、これはもう公助

の部分でやっていただけなきゃいけない。この

部分について、ちょっと答弁求めたいんですが、

教育総務課長、率直に要望をどんどんどんどん

吸い上げていくその姿勢ですね。お願いします。 

○教育総務課長（池松 烈）  まずは、校長先

生、それから教頭先生も本市の財政状況が厳し

いのではないかというような配慮があったりと

かしまして、大変お願いしにくい部分もあるの

ではないかということなんですけれども、毎年

４月当初に、校長、事務職員等が出席して行っ

ております予算説明会において、教育長から当

初予算が全てではないこと、また市はどうせ予

算がないからと言って諦めることなく、必要な

ものについては、要望していただければ補正な

りで措置できるよう努力をするということで、

教育長ほうからもお話をされております。 

 今後は、各学校との連携を深め、さらに相談

や要望のしやすい関係を構築できるように努力

するとともに、関係課とも協議の上、なお一層

の配慮が図れるよう努力していきたいと思いま

す。 

 これは、市長のほうからも、「課長、足を運
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んでね」っていうような言葉でいただいており

ますので、ここのところは私も肝に銘じて、学

校のほうには出向いてくようにしているところ

でございます。その中で、関係、要望がしやす

い、あるいは相談がしやすいというような関係

を構築していきたいと思います。 

 それから、保護者の方々、地区の方々、そし

て公民館活動等での施設整備の実施につきまし

ては、本市は小規模校が大変多うございますの

で、大変感謝を申し上げておるところでござい

ます。自助・共助でもういっぱいいっぱいのと

ころでさらに公助の必要ではないかということ

でございますが、これにつきましても、やはり

校長先生初め、教頭先生、また他の係をされて

る先生方につきましても、この保護者の方々、

あるいは地区の方々からのアイデアとか、そう

いうのを拾い上げたのを、教育委員会のほうに、

私どものほうに上げやすい体制ちゅうのが今後

さらに必要ではないかというふうに感じてると

ころでございますので、そこのところもまた教

育長に指示を仰ぎながらしっかりとやっていき

たいというふうに考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  市長、教育委員会をめぐる

制度が変わってきたと。今、教育総務課長がき

ちっとやっていくということで期待したいんで

すけども、やはり予算の裏打ちという部分がや

っぱり必要だと思うんです。財政的に本市厳し

いという部分は重々わかってますけども、その

部分やっぱきちっと対処していただきたいと思

うんですが、市長、答弁いただけるんだったら

お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  子育て支援あるいは教育

の充実ということについては、垂水市にとって

最重要課題の一つであるというふうに理解をし

ております。 

 現場においては、教育長が中心となりながら、

ハードの面につきましては、先ほど申し上げま

したような教育総務課長が中心とし、という形

で進めているんだというふうに理解をしており

ます。 

 大きく共通認識としては、中学校の大規模改

修、あるいは各小学校の耐震、あるいは外壁の

工事、さらには遊具等の改修等につきまして、

議会の皆さんの御理解も賜りながら順調に推移

をしてまいったというふうに思っております。 

 ただ、細部にわたりまして、今お話がありま

したようなＰＴＡ等からも要望があるというこ

ともあろうかと思いますので、積極的にいただ

いたことを待ってるだけではなくて、担当課長

答弁しました、現に一生懸命現場に足を運びな

がら声を拾っていただいておると思いますので、

さらに、どうあったらもっといいのかというよ

うなことで、予算の面も含めて、しっかりと応

えていけるように対応していきたいというよう

に思ってるところでございます。 

○感王寺耕造議員  前向きな答弁ですね、あり

がとうございました。教育長にも伺おうと思っ

たんですけども、市長がもうお金をくれるちゅ

うことで頑張ってくださるんですね。 

 愛校作業時の草木土の処分ですね、この部分

の処分についても各学校困っておられます。新

城小学校も本年度からＰの戸数が減ったもんで

すから、地域の方々もお手伝いもらって８月の

下旬の日曜日済ませました。パワーショベルや

ら２トン車、３トン車、あとユンボですね、こ

の辺も持ち寄りまして校庭からグラウンドから、

また草木の剪定から全てきれいになったわけで

す。これは自助・共助の部分でいいんですけど

も、ただやっぱり捨てるところがないというこ

とですね、教育総務課長はきちっと土木課と連

携してやっていただいてるということなんです

けども、やはり、草木が伸びるのがものすごう

早いんです、はっきり言って。この春から夏に

かけては特に、もう３回も４回もやらなきゃい

けないということですね。それで、やっぱり伸
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び具合も、そのとき、そのときで違いますから、

雨があったりなかったり、私もちょくちょく行

くんです、どんどんどんどんたまっていくんで

す。それで、先ほどの施設整備の部分でも言い

ましたけども、なかなか学校のほうから教育委

員会のほうにお願いしづらい状況もちょこっと

見受けられますんで、その都度、その都度きち

っと対応していただくように、これはお願いに

かえさしていただきます。きちっと、学校側の

要望ですので受けて、きれいな環境の中でやは

り勉学に励めると、これが教育の基本だと思い

ますので、これについては、ぜひ財政がどうの

こうのということじゃなくて、その都度要望を

くみ上げていただきたいと思っております。教

育委員会に対する質問についてはこれで終わり

ます。 

 ２点目の草木土の処分について、教育委員会

所管のほかの課に聞いたんですけども、それぞ

れの課で、市民課については空き家の部分です

ね、公有部分であるとか、あと、振興会からの

要望とか、そういう部分は対処していただける

と。生活環境課については自宅の部分の持ち分

ですね。ほいで農林課、土木課については所管

課の部分の答えをいただいたんですけど、自

助・共助の部分ですね、各種でやはりいろんな

取り組みをしてますね、農道であったりとか、

林道の部分であったりとか、その辺の部分の除

草作業であったりとか、土を持ち出したりとか。 

 土木課長の答弁の中で、残土処分場の部分で

すね、上野台地の部分、ここで仮置きをしてる

と、草、木、土についても。ただ、南北海岸線

に35キロぐらいですか、また山間部抱える本市

においては、自助・共助の部分で出た部分を残

土処分場まで運ぶということについては、物す

ごい労力と時間を要すわけです。だから各地に

仮置き場を設けて、その都度その都度、処分し

ていくっという方向が私は必要だと思うんです

けども、その分について、まず土木課長の答弁

を求めます。 

 あともう一点、各課個別に生活環境では生活

環境の持ち分、教育委員会は教育委員会の持ち

分、そういう形で縦割りのものになっているん

ですけども、市民にとっては、これはどこ持っ

ていけばいいのっていう相談を受けるんです。

だからやっぱり、どっか一つ窓口をきちっと一

つ決めて、ワンストップ窓口を設けて、もうす

ぐに対応する、こういう体制が必要だと思って

おりますが、この点については、市長に答弁を

求めなければいけませんので、市長答弁いただ

きたいと思っております。 

 以上で２回目終わります。 

○土木課長（宮迫章二）  ２回目の各地に仮置

き場を設け、行政で処分すべきではないかとい

うことについて答弁いたします。 

 感王寺議員の地域におかれましては、地域の

美化活動で発生した土砂については、集積場所

を自分たちで確保していただいており、そこに

仮置きされているようで、自助・共助の部分で

協力いただき大変助かっております。なお、公

助の部分、市道等に係る除草作業についての重

機借り上げ料とかリース料に対しましては、内

容によりまして土木課で対応したいと考えてお

りますので御相談ください。 

 その仮置き場でございますが、満杯状態との

ことでありますので、市のほうで搬出しなけれ

ばならないと考えております。また、議員が言

われますように、市の残土処分場も満杯に近い

状況でございますので、将来的には、各地域に

おいても周知等の空き地があれば仮置き場とし

て指定し、ある程度たまりましたら大型ダンプ

で桜島の民間処分場に持ち込む方法を検討して

いかなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員の草木関係の

窓口を一本化ということであります。心情的に

はよく理解をいたします。一本化してそのほう
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がいいんじゃないかと。ただ、結果的には、一

本化しても今のシステムと同じように各課が対

処していくという形に結果的にはなるもんです

から、結果としては二度手間に近い形になって

おります。ただ、その視点というのは重要なこ

とだと思いますので、この場でこうだというこ

とは申し上げられませんけれども、先ほどの仮

置きの部分のことも含めてどういう方法ができ

るのか、そのことが市民の利便性とか、わかり

やすさとかていうことにつながっていくのかと

いうことは、検討をしたいというふうに思って

おります。 

○感王寺耕造議員  ワンストップ窓口について

は、議論していただいて、とにかく方向性とす

れば、市民の方々が困っているという事実はあ

るわけですから、これをどういう形で相談を受

けて事業実施していくのか、やっぱり素早いス

ピードが必要だと思うんです。この点について

は、またよろしく市民の要望にも応えられるよ

うなシステム、つくっていただきたいと思って

おります。 

 土木課長の答弁もいただいたんですが、本当

に各地に仮置き場を設けてもらわんことにはど

うしようもない状況です、はっきり言って。こ

の分はうちの分については、新城の仮置き場、

現在あるところについては、予算化していただ

けるっていう話もいただいたんですけど、新城

だけではなくて、各地でそういう各地の御協力

をいただきながらそういう場所を仮置きして桜

島のほうに持っていくということですね。こう

いうことの部分、きちっと検討してください。

これは要望にいたします。 

 あともう一点、通告にはなかったんですが、

要望を述べさしていただきます。 

 ８月、土木課長も御承知ですけれども、重機

借りまして県河川の小谷川ですね、これは県の

管轄ですけども、そのほか新城市内、新城一円

の農道、林道ですね、そういった部分の除草作

業ですね、ユンボできれいにやってきました。

まる一月かかりました。以前もこの質問の部分

で土木課長にお願いしたんですけど、もう高齢

化になって、地域の自助・共助つうのはもう限

界になってきております。私の地域もあと10年

もすれば、多分５人か６人の人間で農道の管理

しなきゃいけない、こういう時代になっていき

ます。年齢構成見ていきゃ。そうなった場合、

やはり人間の手ではなくて、機械の力っていう

のはやっぱりすごいんです。やっぱふるさと応

援基金の部分活用して、土木課で１台買ってい

ただいて、土木課の環境整備班のほうでふだん

は使う。ほいで、あいた日には各地でオペレー

ター持ってますから、資格を持ったのが。その

人たちをお願いして各地できちっとしていく、

そういった部分が必要だと思ってるんです。こ

の分については、市長、ぜひとも早目に購入し

ていく方向で各課のいろんな部分聞きながらや

っていただきたいと思っておりますんで、これ

はもう要望にかえさせていただきます。 

 最後の質問ですけども、残土処分場の新設で

すね、この部分については、費用対効果ですね、

の部分においても、桜島持っていったほうがい

いということですんで、これはまあしょうがな

いのかなと納得いたします。 

 ただ、やっぱり、補助金の部分のありました

が、それはいたし方ないとは思うんですけど、

それであれば、やはり自前の仮置き場部分です

ね、前の議論に戻りますけども、各地できちっ

と整備していただきたいということをお願いし

まして、いつもは１時間みっちりなんですけど

も、きょうはこれで私の質問を終わらしていた

だきます。 

 熱心な答弁ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、11時から再開いたします。 

     午前10時48分休憩 
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     午前11時０分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ３番、堀内貴志議員の質問を許可いたします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  本日３番目で登壇いたしまし

た垂水の実り生む風の堀内貴志でございます。

きょうの質問は、私にとって２期６年目、22回

目の一般質問になります。また今議会から、先

ほど議長からもお話がありましたとおり、質問

の回数についてこれまで４回までと制限がされ

ていましたが、その回数が撤廃され、時間内で

あれば何回でも質問できることになりました。

最初はまとめて質問しますが、一つのテーマに

ついて２回目からは単発で数回に分けて質問し

ますので、質問内容をよく聞いた上で、端的に

御答弁をしていただくことをお願いしまして、

質問に入らしていただきます。 

 まず、大きな１つ目は、垂水徳洲会病院の存

続に向けた取り組みについてお尋ねいたします。 

 垂水徳洲会病院が来年の３月末をもって鹿屋

市にある大隅鹿屋病院と統合し、実質的に垂水

徳洲会病院が閉鎖される問題について、本年６

月議会の一般質問の中で取り上げたことで、新

聞、テレビなどで報道され、その結果、市民や

病院利用者の皆様の多くが知るところとになり

ました。 

 ６月議会の中で、垂水市に対して、垂水徳洲

会病院の役割と必要性、仮に病院が閉鎖された

場合の市民や病院利用者に与える影響などにつ

いて質問さしてもらい、改めて垂水徳洲会病院

の存続について、命を安心して預けられる病院、

健康と生活を守る病院として、この地域でなく

てはならない貴重な病院であるとの確認をいた

しました。そして、市長に対して、病院存続の

ために徳洲会グループとの粘り強い折衝を経て、

できる限り最善を尽くして取り組んでいただき

たいということを訴え、市長自身もしっかりと

存続してもらうように働きかけると約束をされ

ました。 

 その後、議会において６月24日には垂水徳洲

会病院の存続に向けた活動を確認するために、

議員全員一致による議員連盟を結成し、それぞ

れの議員の立場で存続に向けた取り組みをして

います。私個人も垂水徳洲会病院を存続させる

会の事務局長という立場で活動していますが、

本日は存続を願う議員の一人として、この一般

質問で訴えていきたいと思います。 

 またその一方で、市民においても、垂水徳洲

会病院を存続を求める一人一人の小さな声が一

致団結して大きな声となり、８月１日には市民

主導による垂水徳洲会病院を存続させる会を結

成させ、その後、街頭での訴えや署名活動など

存続に向けた取り組みを積極的に展開していま

す。そして先日、その取り組みの一つとして、

８月１日から８月31日間までの１カ月間という

期間を定めて署名活動した結果が発表されまし

た。その結果を見ますと、垂水市の人口は８月

１日現在で１万5,202人に対して、１カ月間で

集まった存続を求める署名の数が１万2,248人

です。単純の人口比較で80.57％、垂水市の人

口の約８割の方々の署名が、それも１カ月間と

いう短期間で集まったことになります。 

 存続させる会では、署名活動について集約す

るために、一旦は締め切っているようですが、

署名活動の期間をもっともっと延ばすことにな

ったならば、市外や県外などお住いの方で、親

や兄弟、親戚を垂水市や近隣市町村に持たれる

方々の署名、また垂水市の地域医療に対して御

理解していただける方々の署名などなど、垂水

徳洲会病院の存続に対して御理解していただけ

る方々の署名もまだまだ多く集まったものでは

ないかと思っています。 

 存続させる会では、この署名活動の結果を、

市民や病院利用者の強い訴え、市民の声として
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９月９日には大隅鹿屋病院に赴き、事務長と面

接して報告をしてきました。また、９月30日に

は存続をさせる会役員で徳洲会東京本部に赴き、

署名簿に嘆願書を添えて提出する計画も立てて

います。６月議会においてこのことが公表され

てから以降に、垂水徳洲会病院の存続を願って

議会も動き出し、市民主導による存続させる会

も積極的に活動を展開しています。 

 そこでまず存続させる会が、垂水市の人口の

約８割もの署名１万2,248人の署名を集めたこ

とに対して、どのように考えているのか。そし

て６月議会以降、垂水市としてどのような動き

をとられたのか。また、垂水徳洲会病院、大隅

鹿屋病院、徳洲会グループのその後の動向につ

いて、わかる範囲で教えてください。 

 さらに市長は、本議会開会の９月２日の諸般

の報告の中で、この垂水徳洲会病院の存続問題

に触れられ、その中で、垂水市としてできるだ

けの対策をすると話されています。できるだけ

の対策とは、具体的にどのようなことか教えて

ください。 

 大きな２つ目は、困り事相談等に対する垂水

市の取り組みについてお尋ねします。 

 先日市民の方から、みずから解決できない事

案で困り果てて市に相談したが、的確なアドバ

イスもなく問題解決に至らなかった旨の相談を

受けました。その方にとっては、市に相談した

ら何らかの解決策が見出されるのではないかと

期待感から相談されたのでしょうが、見事にそ

の期待を裏切られて、逆にその対応のあり方に

市に対する不信感まで抱き、その結果納得に至

らなかったものに終わったようです。 

 市民相談について一部でこのようなことがあ

ると、市民との信頼関係を損ねることにもなり

ます。そこで市民に対する期待に応えるために

も、市民から寄せられた相談事に対して、もっ

と親身になって親切な対応に心がける必要があ

るのではないかという思いからこの問題につい

てテーマにいたしました。垂水市の場合は、市

民からの困り事や要望、苦情については、一般

的には市民課相談係が対応し、事案の内容によ

っては、担当各課に割り振って対応しているも

のと思います。また、市民課相談係を通さず直

接担当課に相談される方もいるのが現状ではな

いかと思います。 

 そして市民課においては、相談係、消費生活

センター設置要綱に従い、その目的は、消費生

活に関する相談及び苦情を適切かつ効率的に処

理するため、つまり消費生活に特化して相談員

を配置していることは理解しています。そして

その相談員は、資格試験において難問を突破し

た優秀な職員だということも理解していますし、

その結果、消費生活問題に関する相談について

は、的確なアドバイスにより問題を解決してい

るものということも知っています。本市の場合

は、消費生活相談に関する根拠は整備されてる

と思いますが、一般的な困り事、要望、苦情の

相談に関しては、その根拠となるものが見当た

らないのではないかと思いました。 

 例えば、千葉県佐倉市や神奈川県大和町では、

市民相談員設置要綱があり、その趣旨の中で、

市民に対する適切な助言を行うことにより問題

解決を図るために設置すると明確に問題解決ま

で取り組む姿勢が明記してあります。一般的な

困り事相談に対する本市の根拠、そしてその取

り組み、取り扱いの状況、行政相談の対応のあ

り方についてお尋ねいたします。 

 大きな３つ目は、選挙権年齢が18歳以上に引

き下げられて行われた選挙に対する検証と課題

についてお尋ねをいたします。 

 選挙権年齢が18以下に引き下げられることに

対して、私は投票率アップのための啓発活動の

推進について、平成27年第３回、平成28年第１

回においては一般質問の中で質問をし、また平

成28年第２回では、冒頭において再三にわたり

訴えてまいりました。そして、ことしの６月に
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おいて行われた参議院選挙及び鹿児島知事選挙

において、初めて新たに有権者になった18歳と

19歳の投票が行われました。三日前の９月10日

の新聞には、参議院選挙において新たに有権者

となった18歳、19歳の投票率の結果について、

全国の平均は18歳が51.28％、19歳が42.3％、

18歳と19歳を合わせた場合46.78％、鹿児島県

の平均は18歳が40.03％で全国40位、19歳は

34.33％で全国35位。この数値を見ると、18歳

と19歳を合わした場合、38.94％で全国40

位癩癩ごめんなさい、この数値を見ると鹿児島

県の場合は全国平均を下回った結果となってお

ります。さらに、県の有権者全体の投票率

55.86％に対して16.92ポイント下回るという期

待外れの結果が掲載されていました。まずは、

垂水市の18歳と19歳の投票率の実績と投票率ア

ップに向けて実施した啓発活動の具体的な取り

組みの状況について教えてください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○保健課長（鹿屋 勉）  堀内議員の垂水徳洲

会病院の存続に向けた取り組みについての御質

問にお答えいたします。 

 まず、その後の進展状況から申し上げます。 

 ５月中旬の市長室訪問以降、垂水徳洲会病院、

大隅鹿屋病院及び徳洲会本部のいずれからも垂

水市に対しての報告及び連絡は何もございませ

んが、７月15日の垂水徳洲会病院を存続させる

会準備会の会場において、垂水徳洲会病院関係

者の話として、７月13日に本部から３名の方が

病院へ訪れ、各部門の責任者を前に来年３月末

での閉鎖を伝えられたと聞いております。それ

以降はまた何の情報もありませんでしたので、

８月の末に社会医療法人鹿児島愛心会、大隅鹿

屋病院の事務長に面談を申し込み、状況を伺っ

てまいった次第でございます。事務長によりま

すと、垂水徳洲会病院の廃止統合の方針には変

更はなく、受け入れる側として体制の整備を進

めていること、垂水徳洲会病院職員の意向調査

を既に実施したこと、大隅鹿屋病院の医師不足

は深刻な問題であり、負担が非常に大きいこと

などの実情を教えていただきました。強調して

言われたことは、「今回の方針は、今後の徳洲

会グループ全体の存続をかけた経営方針であ

る」ということでございました。全国展開する

民間の医療法人である徳洲会の事業運営方針に、

一公共団体が関与することの困難さを感じた次

第でございます。 

 次に、１万2,000を超える署名が集まったこ

とに対して市としてどう受けとめるかとのこと

でございますが、垂水徳洲会病院が担ってきた

役割とそれがなくなることに対する市民の不安

の大きさを改めて認識したところでございます。

その上で、垂水市としてできる限りの対策がど

のようなものかということでございますが、垂

水徳洲会病院の撤退理由として徳洲会本部の方

が挙げられたことは、第一に、国が推進する医

療改革とそれに基づいて鹿児島県が策定する地

域医療構想における病床機能と病床数の規制へ

の対応、そして徳洲会グループ内における医師

不足、３点目に、垂水徳洲会病院施設の老朽化

ということでございました。施設の建てかえに

は50億円を超える費用がかかるということであ

りまして、厳しい経営状況にある徳洲会全体か

ら見て、100床に満たない規模の病院施設建て

かえへの設備投資は、費用対効果の点から非常

に厳しいということであります。徳洲会からは、

撤退の理由として挙げられた事柄について本市

に対してどういった支援をといった具体的なお

話はしておりませんし、医師不足の問題にいた

しましても、垂水中央病院においても現在整形

外科の常勤医師が不在で、入院患者を受け入れ

られない状況があり、院長を初め大変御尽力い

ただいておりますが来ていただけない状況が続

いておりまして、優先すべきはそちらであろう

と考えております。 

 なお、市長におきましては、これまでも上京
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の際に理事長との面談の申し込みをしてきたと

ころでございますが、今後も機会を捉えて粘り

強く働きかけを行いたいと考えております。 

 以上です。 

○市民課長（森山博之）  それでは、市民の困

り事、要望、苦情の取り扱いについての御質問

にお答えをいたします。 

 議員御指摘の千葉県佐倉市や神奈川県大和市

など、市民に対し問題解決を図るため、適切な

助言を行うことを目的に相談員の設置に関する

規則を設けている自治体もございます。任期を

定め、非常勤特別職員として委嘱しているのが

現状のようであります。 

 本市は、市民からの相談、要望及び苦情に関

することにつきましては、垂水市課設置条例第

３条の事務分掌で定義されており、職員ならび

に消費生活相談員が責任を持ってその役割を果

たしております。市民課相談係で受けておりま

す平成27年度の相談の件数は全体で178件ござ

います。その内訳は、不審電話や通信販売、訪

問販売などの消費生活関連の相談が38件、相続

問題や福祉関連などの相談が53件、道路の除草

依頼や降灰除去、ごみ・動物の死骸除去などの

行政相談が87件ございました。なお、行政相談

につきましては直接来庁される方や電話での相

談もございますが、いずれにいたしましてもそ

の内容をお聞きした上で、関係課に相談者の意

図を伝え対応しているところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、先の選挙における啓発活動の取

り組みと投票率の実績についての御質問にお答

えをいたします。 

 御承知のとおり、平成27年６月に公職選挙法

の改正がなされ、平成28年６月19日に施行され

ましてから初めての選挙でございました。今回

の選挙で新たに有権者となった18歳から19歳の

方は参議院選で212名、県知事選で180人でござ

いました。参議院選挙の有権者数は１万3,869

人、投票者数は8,060人で、投票率は58.12％で、

県知事選挙は有権者数１万3,640人、投票者数

は8,033人、58.89％で前回を上回る結果となり

ました。なお、18歳から19歳の県全体の参議院

選挙の投票率は38.94％に対し、本市は37.74％

と県平均を下回り、県知事選挙は43.77％とい

う結果でありました。 

 また、具体的な啓発活動でございますが、大

型商業店舗での啓発用チラシなどの配付や告示

後からは候補者ならびに防災無線による啓発を

行いました。加えまして、地元垂水高等学校に

おきまして、６月21日には選挙啓発のための出

前授業を実施いたしました。授業では、有権者

としての役割や選挙制度の仕組み、選挙運動で

の禁止行為などについて説明をいたしました。

また、政治に対して関心が低いと言われれてい

る現状を踏まえ、選挙は政治に参加する最も身

近な手段の一つであるということ、有権者から

選出された代表が議会において法律や予算を決

定することなど、その重要性を伝えたところで

ございます。さらに、新有権者となりました４

名の生徒には、県内で初めて期日前投票所にお

きまして投票立会人ならびに選挙事務に従事し

ていただき、その取り組みを報道各社に取り上

げていただき広報の一翼を担えたのではないか

と考えております。生徒からは、「選挙現場に

立つことで他人事ではないと実感した」、「政

治への関心を深め投票に臨みたい」などの感想

が聞かれました。このような取り組みの成果も

あり、垂水高等学校からは有権者の全てが棄権

することなく投票した旨の報告がございました。

これからの未来を背負う若い世代の人たちが、

自分が暮らしている地域や社会全体のあり方に

ついて調べ、考えていただくよい機会になった

のではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  まず、徳洲会病院の存続に向

けた取り組みについて、今、市のほうから答弁
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いただきましたけれども、私、できるだけの対

策をするとおっしゃったのは市長なんです。市

長から答弁いただけるものと思ってましたけれ

ども、担当課長からお話がありました。その中

身、薄っぺらいものだと私は感じておりました。

本当に動いておるのかと真剣に、そのように思

っております。市の動きがいま一度見えてこな

い。市長も何回か訪問されとるはずなんですよ

ね、そのことが出てきてないような気がします

けれども、その対応の仕方について今後、いま

一度考えていただきたい。今回は、徳洲会本部

から一方的に告げられてるわけです。この一方

的に告げられていますけれども、グループのこ

の特に病院の合併、入院施設のある病院の合併

っちゅうのは全国で初めてです、徳洲会グルー

プ。クリニックの閉鎖は数件あるようですけれ

ども、なぜ全国初の閉鎖が垂水だったのか、そ

うした理由も明らかにされてない。垂水徳洲会

病院については、単独でいくと黒字経営してお

るということも聞いております。施設の老朽化、

ドクターの不足考えられますけど、やはりそう

いう動きをするのであれば市民も納得したい。

そのためには、やはり市民との事前説明会を開

催するように要望していきたいと思うんですけ

れども、市としてそういうことを取り組んでい

ただきたいなというふうに思います。市民、利

用者の不安もそして聞いてほしい、病院側には

ですね。なぜかというと地理的な環境、垂水市

というのは南北37キロメートルに及ぶ地形です。

垂水徳洲会病院というのは、そのほぼ中心地に

ある。うちの地区の人、今30分から40分かけて

その垂水徳洲会病院に通院されている方お見え

になります。これが仮に大隅鹿屋病院へと通う

となると、さらに30分から40分通院しなければ

ならない。いわゆる倍の時間と距離を費やして

通院しなければならない、肉体的・精神的にも

ダメージが大きくなるのではないかというふう

になります。ただ地図上で見るように、大隅半

島の系列病院を統合すればという問題ではない

というふうに理解してます。そういったことを

説明をさらに詳しく聞きたい。 

 また入院施設の関係も、垂水市内全体で223

床の入院病棟、それの約35％、78床が垂水徳洲

会病院。特に療養ベッドについては88床中の53

床、約60％が垂水徳洲会病院です。それらの施

設がなくなる。現在、徳洲会病院で入院されて

おる約７割の方が、施設や住宅で治療できない

患者の受け入れをしているということでもあり

ます。療養病床の不足は、垂水市にとって命の

危機にも及ぶ深刻な問題になってきます。あと、

救急医療体制の問題です。垂水市の救護隊が搬

送する約２割ぐらいが垂水徳洲会病院に搬送さ

れているという事実がある。このようなさまざ

まな問題点が発生する。一方的に３月末をもっ

て閉鎖するということではなくて、市民や利用

者の訴え、まあ徳洲会側についても経営上の説

明などあると思います。それらのことを市民と

十分に話し合う機会を開催してもいいのではな

いか。そのことについて、垂水市としてその意

見交換会の開催の要望について依頼できないか、

教えていただきたいと思います。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議員御指摘のとおり、

徳洲会が占めている重要性、本当に大きなもの

でございます。特に療養病床に入院中の患者様

の行く先というか、大変重く重大な課題だと思

っている次第でございます。その上で、徳洲会

本部に対して市民、利用者の不安を聞いてほし

いというそういった趣旨での市民説明会開催要

望についてでございますが、説明会を開催する、

しないこれは最終的に申し上げますと、徳洲会

本部の決定することでございますが、市民から

１万2,000を超えるこれだけ多くの署名が集ま

っているということを伝えまして、社会医療法

人鹿児島愛心会、大隅鹿屋病院を通じてお願い

することは可能かと存じます。なお、存続させ

る会の皆様が徳洲会東京本部へ署名を届けられ
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る際には、市長も同行いたしまして、市民の皆

様の気持ちを一緒になって届け存続を訴えたい

と考えておりますので、その際にもあわせて説

明会開催のお願いをしたいと考えております。 

 以上です。 

○堀内貴志議員  市長にはぜひともそのときに

は同行していただいて、９月30日、団体が徳洲

会本部を訪ねる予定でおりますので、市長も同

行して市民の声を訴えていただきたい、そのよ

うに思います。 

 その前に、ちょっと戻りますけどね、市長、

市長のこれまでの動きが見えてこないですけれ

ども、市長はこの存続をかけて、この前回の議

会から今回の議会までの間にどういう動きをさ

れたのか、その点だけ確認のために教えていた

だきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  この徳洲会問題に関しま

しては、以前の議会でもお話をしました、３月

の中旬に来られて、理由は基本的に三つであり

ます。一つは、国の大きな方針という中で、鹿

児島県下においても当時約１万床のベッド数を

減らすということが１点、２点目には、鹿児島

県内で最も古い徳洲会の建物でございますので、

それの建てかえに先ほど担当課長が答弁しまし

たように約50億かかるという問題。そして一番

大きいのは、78床の病床ですね、院長先生１人

で診ておられるという現状でございます。そう

いった中で、お話をされに来られましたけれど

も、私としては、先ほど議員がおっしゃったよ

うな形で、本来徳洲会病院さんというのは、命

だけは平等だという理念のもとでこれまでされ

てきたのではないでしょうかと、垂水から鹿屋

までは30分という話もありましたけれども、牛

根においてはさらに30分、岳野だとさらに30分

かかるという状況がありますと。そういった中

で、しっかりと当初は９月で閉鎖ということで

ありましたけれども、来年の３月末をもってと

いうことでございまして、そのときに再度しっ

かりと我々の意向を伝えて、存続に向けて強く

お願いをしたところでございます。その後、皆

さん方も署名活動等々いろいろ御尽力はされて

おられるわけですけども、我々としてもさまざ

まな方法を通じてアポイント、ただ実際のお話

ですね、なかなか会ってもらえないというのが

現状でございます。上京の際には、飛び込みで

行って本部のほうに行きまして、会わせていた

だくようなお願いもしましたけれども、たまた

ま不在ということもございまして会えない、連

絡が取れないというのが現状でございます。 

○堀内貴志議員  存続がかなわなかったときの

ことは考えたくもございませんが、現実に徳洲

会病院、垂水市の中ではベッド数についても入

院病棟35％の78床、さらに療養病床に限っては

88床中の53床、約60％を占めてる。なくなるこ

とによってこういったことが本当に垂水市民に

とっては大きな痛手となってくる、これは確実

なんです。だから今、動かなければいけない。

存続がかなわなかったことを、最悪のことは考

えたくもありませんけども、もしも、垂水市か

ら垂水徳洲会病院が全面撤退したならば、どの

ような事態が発生するかということは、考えて

いかなければならない問題でもあると思います。

住民の命の安心・安全を守る上にて困るのは、

間違いなくこの地域に居住する住民です。既に

最悪を考えておいたほうが、垂水市においた上

で垂水市に今できること、すぐに準備にかから

なければならないことはないのか、検討しなけ

ればいけないと思いますが、その対応の継続が

かなわなかったことに対して、今、検討してい

るのかどうか教えていただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  もしも、ということがご

ざいますけれども、今、先ほど話がありました

とおり、１万2,000人という皆さんの思いをい

ただいたわけであります。存続へ向けて努力を

していくという状況でありますので、現状に関

しては先ほど担当課長が答弁をしたとおり、私
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が思いを述べたとおりであります。私自身も、

存続をする会に署名をいたしましたし、市の職

員あるいは消防の職員も含めて署名活動もして

おりますし、実際にいろいろ会においては多く

の職員が参加をしております。なぜかといえば、

垂水徳洲会の病院っていうのは、存続というの

は必要だと感じてるからであります。ですので、

それに関して今できることは最大限やっている

し、先ほどお話しさせていただいたように、市

内の方約１万人近く、市外の方も合わせて１万

2,000人を超える多くの署名をいただいたとい

うことは重いことでありますから、現状におい

てはしっかりと、先ほどありました９月30日に

おいても、同行させていただいて、今でき得る

策としてしっかりとそのことを訴えていくとい

うことが何より大事だと思いますので、まずは

そういうことに向かって一生懸命、厳しい状況

ではあると思いますけれども、しっかりと訴え

てまいりたいというふうに思っているところで

ございます。（発言する者あり） 

○堀内貴志議員  この徳洲会病院の問題、本当

に今後、垂水市の今後のことを考えると大変な

ことになります。まず、雇用が減る。今、93名

の方が垂水徳洲会病院で働いている。間違いな

くこの方はどこかの病院で働くことになるだろ

うと、そうすると間違いなく過疎化に拍車がか

かるんだと。人口減少いわゆる減収にもなる、

当然食料品、日用品の消費が少なくなる、商店

の売り上げも減る、税収の減少にもつながる。

人口減少が市の収入源となる税収の減少は明ら

かなんです。その結果、過疎化は一層進むんだ

と。この徳洲会の問題、そういうことに発展し

ます。93名の雇用、これを確保する、さらに垂

水市の安心・安全を守っていく。そのためには

どうしても残っていただく、もしくは延期して

いただく、最悪の場合ですね、延期していただ

く、そういう取り組みが必要なのではないか。

もう期限迫られています、垂水徳洲会３月末に。

この３月末で期限迫られて撤収された場合に、

じゃあ垂水市どうなるんだということを考えた

ことありますか。その辺ちょっと担当課にお聞

きします。 

○保健課長（鹿屋 勉）  市全体ということで

あれば、いろいろな施策、過疎化を防ぐ、人口

減を防ぐ、税収減それらに対応したあらゆる施

策を講ずるべきと考えますが、保健課管轄の立

場で、議員あえていうことでの質問でございま

すので、そういった立場からお答えを申し上げ

ます。 

 市といたしましては、垂水市民の生命と財産

を守るという立場から、御指摘のとおり万が一

徳洲会病院がなくなった後に備えての医療、介

護体制というものについて、考えておかなけれ

ばならないところでございます。垂水市は垂水

中央病院と、介護老人保健施設「コスモス苑」

という施設を有しております。垂水中央病院に

ついては、垂水市における最上位の行政推進計

画である第４次総合経過におきまして、地域の

中核病院として位置づけているところであり、

その機能の充実を図るため、肝属郡医師会及び

鹿児島大学医学部との協力と連携をさらに強固

なものにしていかなければなりません。また、

「コスモス苑」におきましては、施設の一部を

改修し、地域包括ケアセンターの整備を行って

いるところでございまして、ここを拠点として

地域の医療、介護の連携すなわち包括ケアシス

テムの構築に向けた体制づくりを進めていく所

存でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私への質問ではないです

けれども重要なことですので、私のほうでお答

えさせていただきたいというふうに思っており

ます。現状の徳洲会の問題に関しては、先ほど

申し上げたようにしっかりと声を上げていくと

いうのが基本的な考え方でありますけれども、

万が一ということに関してお答えをしたいと思

います。 
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 安心・安全そしてその中で生命・財産、特に

生命をしっかりと守っていくというのが、私に

課せられた最大の課題であろうかというふうに

思います。そのことにつきまして徳洲会病院さ

んが万が一ということがあることは、大きな後

退であるということは、先ほどさまざまな分野

においてもそのとおりだというふうに思ってお

ります。じゃあどうするのかということは、や

はり基本的には肝属医師会、垂水中央病院との

連携というのが基本でありますので、今の状況

を踏まえてしっかりと連携をして、市民の皆さ

んの不安がないような体制をつくっていくとい

うことが、医療介護の部分においてはそういう

ことだと思いますし、最終的には大きなやっぱ

り財源が必要な部分が出てくると思いますので、

そういった意味で、大きなその歳入確保の部分

をどういった形で経済財政を回していくかとい

うのも課題でありますので、そのことにも全体

的にしっかりと取り組んでいきながらやってい

かなければいけないというふうに思っておりま

す。形は変わると思いますけれども、しっかり

と市民の皆さんのそういった部分の医療の部分

でありますとか介護の部分でありますとか、不

安に対してしっかりと応えていけるような体制

づくりというのを再考していかなければならな

いというふうに思っているところでございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。入院

ベッド数の確保、これが病院ベッドが60％削減

されるんだと、あとまだ地域医療体制、地域包

括ケアシステムの充実もまだまだ課題の中の一

つ。唯一入院施設が残る中央病院、この医療体

制の充実もこれからの課題です。まだまだやる

べきことはたくさんある。そんな中でやはり今、

来年の３月に徳洲会病院が撤退するということ

になると、垂水市の過疎化に大きな影響を与え

る。今、できることは、この徳洲会病院の存続、

継続、要は延長、これをしっかりと訴えること

だと思います。訴えた上で、その間に包括ケア

システムだとか、中央病院の体制づくりだとか

いろいろやるべき事がある。その体制が整うま

では、いま一度徳洲会病院には存続を願って

（発言する者あり）していただきたいと、これ

は市民全員署名活動の結果なんです。８割の人

がこの署名活動に賛同しているわけです。この

重みは重要なんです。このことをしっかりと徳

洲会本部に訴えていかなければいけないと思い

ます。どうかいま一度、困るのはこの垂水市に

住む住民ですから、いま一度市として存続に向

けた取り組みをしっかりとしていただきたいと

いうことをお願いしまして、この問題は終わり

ます。 

 次にいきます。 

 次は、困り事等に対する垂水市の取り組みに

ついて、困り事については市民相談課にあると

いうことであります。１点、市民課長に確認で

すけど、この相談窓口というのは、行政が責任

を持って解決するということでよろしいんでし

ょうか。 

○市民課長（森山博之）  はい、そのとおりで

ございます。 

○堀内貴志議員  なぜこの問題を出したかって

いうと、先日市民から相談を受けました。「交

通事故に遭って弱っている猫を保護している。

生活環境課に相談したが対応してくれない、困

っているがどうしたらいいか」と相談を受けま

した。私も生活環境課に電話して確認しました。

「死んでいる猫であれば処理できるが、生きて

いる猫は処分できない。弱っているのであれば

死んでしまったら電話をかけ直してください。

そのときには民有地に置くと持っていけないの

で、道路に置いてください」旨の回答をもらい、

残念ながら親切な対応がされなかった。この事

実はあったのか否か、担当課長お答えください。 

○生活環境課長（田之上康）  確かに、１カ月

ぐらい前にそのような電話を、相談をいただい

ております。 
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○堀内貴志議員  今回から何回でも質問できま

すので、単発で質問したいと思います。 

 生活環境課の相談件数の実情、そのうちで犬

に関する相談件数、猫に関する相談件数は何件

でしょうか。 

○生活環境課長（田之上康）  平成27年度を実

績で申し上げますと、犬の相談件数が32件、猫

が49件でございまして、その相談内容といたし

ましては、犬の場合、迷い犬の保護と首輪のな

い犬の捕獲依頼等でございます。猫関連の相談

でございますと、市道等で死んだ猫の回収依頼

と野良猫への餌やり、悪臭、それにふえた子猫

の相談等でございます。 

○堀内貴志議員  犬の関係、野良犬というのは

まあ少なくなった。これは狂犬病予防法により

犬の登録と予防接種の義務化がされているから

だと思います。一方猫のほうは法整備がされて

ない、これが大きな問題点ではないかと思いま

す。野良猫はふえている、この事実は課長認め

ますか。 

○生活環境課長（田之上康）  実数は把握でき

ておりませんけれども、ふえているものだろう

と思います。 

○堀内貴志議員  確かに私が町を歩いても、野

良猫というのはふえてます。そう思ってます。

私、夜中に仕事の関係で国道を走ることがあり

ます。時によっては、国道に一日一晩のうちに

２カ所、道路でひかれている猫も見たこともあ

ります。そんなふうにふえている、そうすると

環境浄化、そんな関係でもう猫の関係もちょっ

と視点を変えて整備しなければいけないかなと

いうふうにも思っております。 

 和歌山県と京都市では、猫に餌を与えたら５

万円の罰金というようなこともしておるようで

す。猫の供給ルートといっても、普通ペットと

いうのはペットショップから買ったり、友達か

ら買ったりしますが、猫の場合は拾ってきた猫

が40.7％と統計が出とる。友人、知人から譲り

受けたのが30.5％、そんだけ世の中には猫がふ

えてるんだということなんです。猫が多い原因

は、自然繁殖による過剰だと思います。猫の減

らすための不妊、去勢もまた必要になってくる

のではないかと思いますが、その点は差しおい

て、この猫の関係に関する問題、道路に死んだ

猫これは撤去できるということですが、ひかれ

てまだ生き耐えとる猫は持っていけない。この

ことについて何か法整備かできる根拠ってない

のか、その点ちょっとお聞きします。 

○生活環境課長（田之上康）  いわゆる動物愛

護法がございますけれども、その中の規定で申

し上げますと、やはり保健所でありますけれど

も病気であるとかそういった弱っている犬猫に

ついての収容っていうのは行っていない、行え

ないという規定がございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  市民からの困り事、相談、今

後ふえてる可能性のある相談。垂水市環境条例

の中で、生活環境課の事務分掌を見ますと、廃

棄物処理及び環境衛生に関することというのが

事務分掌の中にあります。この環境衛生に関す

ることの中に、犬・猫、今回猫に特化しますけ

ども、猫の問題というのは入るのか入らないの

か、その点ちょっとお聞きします。 

○生活環境課長（田之上康）  大きなくくりで

ございますので、その点で申し上げますと猫の

対応というのも含まれるかと思います。 

○堀内貴志議員  このことを根拠に、例えば死

んだ猫は廃棄物で処分できるけど、悪く言えば

負傷している猫については保護できないという

のは、ちょっと意にそぐわないような気がしま

すが、その点もっと臨機応変に対応してもらう

ということはできないんでしょうか。その点お

聞きします。 

○生活環境課長（田之上康）  私どもといたし

まして、法令の定めにのっとりまして対応する

わけですけれども、市民の皆様がお困りの際は、
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説明を丁寧に行いました上で、状況に応じまし

てできるだけの対応を行っていきたいと思いま

す。 

○堀内貴志議員  そのできるだけの対応という

のは、過去のことを言っているのか、それとも

今後未来について言っているのかその点だけ確

認します。 

○生活環境課長（田之上康）  過去におきまし

ても、これからにおきましてもという意味合い

でございます。 

○堀内貴志議員  市民が困って相談しているこ

と、もっと親身になって取り扱い、そして問題

解決につなげてほしいというふうに思います。

今、猫の問題だけを例に捉えて言いましたけれ

ども、市民からの相談事というのは幅広くござ

います。ただ型にはまってできるできないとい

うんではなくて、市民から相談を受けたことに

ついては、しっかりと結果出るまで親身になっ

て対応していただきたい。それが行政の責任だ

と思います。これは、今、生活環境課にだけ言

いましたけれども、ほかの関係課もしっかりと

胸に手を当てて今までの行動をしっかりと考え

て、今後適切な対応をしていただきたいという

ことで、この問題は終わりにいたします。最後、

行政が責任を持って問題解決まで至るような取

り組みをしていただける、そういうような方針

を打ち立てておるということでいいのか、最後、

市長確認いたします。 

○市長（尾脇雅弥）  今の問題もそうですけれ

ども、先ほど感王寺さんも言われました、少子

高齢化人口の中で課題があるんだと。ただ垂水

市としては基本的に変わらないエリアの中で、

課題がどんどんふえていくということだと思い

ます。ただ一方で、市役所のほうも単独でいく

という中で、10年で50名職員を減らしていると

いうことでございますから、以前に比べてかな

りの負担がきているのも事実であります。じゃ

あどうするのという中で、じゃあ無理なのかっ

ていう話になりますと難しゅうございますので、

そういった中で財源を確保してどういう形でや

っていくかということがありますので、今、そ

ういう工夫で、例えばふるさと応援基金であり

ますとか、歳入確保の南の拠点まちづくりとか

で歳入を確保して、その点をパイが減ってく中

で対応していくというのが基本的な考え方でご

ざいます。ただ、職員は一生懸命頑張っていた

だいているということをまず前提として御理解

賜りたいというふうに思っているところでござ

います。 

○堀内貴志議員  この財源の問題もありますが、

臨機応変に適切に対応していただきたいという

ふうにします。今後、またこのような問題があ

った時には、また議会の中で取り上げて質問い

たしますので、相談された方の気持ちになって

しっかりと対応していただくことを強く要望し

てこの質問は終わりたいと思います。 

 最後の質問になりますが、選挙権年齢18歳に

引き下げられてからの検証と課題。この担当課

は一生懸命やってもらったというふうには思い

ます。ただ、結果を見るといい数値が出ていな

い。若い人にもっとこの興味を持ってもらう、

この最初の投票ですから、最初の投票に行けば、

２回目、３回目の投票も必ず行くわけです。そ

の関係で、私は再三にわたってこれまで質問を

しました。テーマにも上げてきました。しかし、

結果はその数値がなかった。しっかり検証した

上で、今後に反映してもらいたいと思いますが、

その点どう思われるのか聞きたいということで

す。そして、実際数字的な問題で見ますと、垂

水市の場合、18、19歳合わせた投票率が

37.74％、全国平均46.78％、県平均でも

38.94％いずれも下回っていると。この現状に

ついて、担当課はどのように考えて、今後どの

ような対策を講じるのかその点についても教え

てください。 

○市民課長（森山博之）  それでは、現状どの
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ように考え、今後どのような対策を講じるかの

御質問にお答えをいたします。 

 御指摘のとおり前回と比較をいたしますと、

参議院通常選挙で5.52％、鹿児島県知事選挙で

15.56％投票率は実際は上回っているのが現状

でございます。しかしながら、18歳から20代の

若年層は投票率の高かった60代と比較をいたし

ますと、おおむね30％の開きがございます。こ

の要因につきましては、総務省の調査によりま

すと、仕事やプライベートな用事、病気などを

除けば、政治や選挙に興味がないなどの政治的

無関心、また選びたい候補者もなく、選挙では

政治はよくならないといった政治的無力感を理

由として挙げております。加えまして、新聞紙

上でも議論されておりましたが、住民票を残し

たまま転出をしている学生の現状もその一つの

要因ではないかと推察をいたします。今回、垂

水高等学校への出前授業では３年生を対象に実

施をいたしましたが、今後は選挙権の有無を問

わず、じき有権者となります１、２年生にも対

応した内容での実施を学校と協議し、検討して

まいりたいと考えております。また、中学校に

つきましては、平成27年９月議会におきまして、

教育長からも「早い段階からその意義を教え、

啓発を図ることが大切である」との答弁がござ

いましたので、教育委員会とも連携を図り、選

挙啓発に係るポスターの応募について取り組む

とともに、主権者として民主主義社会における

社会参画や、政治参加の意識が高められるよう

周知に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  この数値、やはり担当課長が

一生懸命取り組んだその状況はわかります。し

かし、まあ全国的にですけどね、結果的にいい

データが出てない。特に垂水市は、ほかと比べ

ても極端に悪いわけでもない、いいわけでもな

い。もっと数値を上げると。要は最初の投票な

んです。最初の投票に行くと２回目、３回目も

必ず行くんです。だから、私はあえてこの18歳、

19歳に年齢が下がったということに対して強く

これまで訴えてまいりました。今回のデータ見

ますと19歳の投票率、軒並み下がっていると、

これも事実だと思います。だったらどうするん

だということをしっかり今後考えていただいて、

引き続き投票率のアップに向けた取り組みをし

ていただきたいということをお願いしまして、

この問題を終わります。 

 最後に、もう１回徳洲会に戻りますけれども、

私の思いをちょっと述べさせていただきます。 

 垂水徳洲会病院、残り半年でもう撤収です。

残された期間は少ないです。もう方針はほぼ決

まってとるかもしれません。ただ、方針を変え

るこの動きはこの１カ月に変わっとると思いま

す。９月30日は徳洲会本部にまいります。しっ

かりと垂水市の現状を訴えて存続させていただ

くように、市長も、一生懸命訴えていただきた

いということをお願いしまして本日の私の質問

を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、13時10分から再開いたします。 

午前11時57分休憩 

 

午後１時10分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 14番、川畑三郎議員の質問を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  ８月に入り、相次いで台風が

発生。そのうち台風10号は異例の進路をたどり、

東北の太平洋側に直接上陸、山間部の川沿いに

集落が点在する岩手県、岩泉町をかつてないほ

どの豪雨、災害が襲い、９月11日現在、岩手県

で20名が死亡、北海道でも２人の死亡が確認さ

れております。御冥福をお祈りいたします。 

 「川の水量が尋常ではない、倒れ方が違って
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いる、80年生きている中で一番ひどい」住民の

言葉、豪雨のすさまじさを物語る。岩泉署には

救助要請が相次いだが、部策などで、ほぼ全て

の現場にたどり着くことすらできなかった。台

風12号の接近が危ぶまれた。町長は早々と全域

に避難指示を出した。空振りがあってもいい。

今回の経験で得た教訓は、「災害は予測できな

いということだ」と新聞報道されております。 

 鹿児島も12号13号と接近してまいりました。

大きな影響はありませんでしたが、いつ災害が

起こる不測はできません。かねてから緊張感を

持って対処しなければならないと考えます。 

 それでは、先刻、通告しておいた案件につい

て質問をいたします。 

 なぎさ荘跡地について、太陽国体の年には、

天皇陛下が皇太子のときに、宿泊されたなぎさ

荘も、経営を中止してから相当な期間がたって

おります。海潟温泉、海潟のキャンプ場もあり、

当時のにぎわいは、大隅半島を初め、県下にも

知れ渡っていたと聞きます。宿泊者も多く結婚

式も多く行われたなぎさ荘でしたが、現在は、

草木も生い茂っていて、見るに見かねない状況

であります。 

 協和づくり計画策定委員会のアンケート調査

でも、現在のなぎさ荘の状況を、これでいいの

かという意見が多数あり、委員会の協議の中で、

持ち主のいわさきグループの代表にお願いして、

周辺をきれいにするよう要望、または地域の人

がやれるところはやりたいからと、お願いをい

たしたつもりでございます。 

 話はいたしましたが、なかなか先に進まない

というような答弁をもらったことがあります。

その後、いわさきグループと接触はされたのか、

されたのであればその状況をお知らせください。 

 中山間地域総合整備事業について、平成24年

度から始まったこの事業は、垂水市にとっては

ありがたい事業であると考えます。29年度まで

の計画であったかと思われます。28年、29年と

あと２カ年となっておりますが、これまでの事

業の経過と、最初予定の事業計画どおり進んで

いるのか、進んでいないとすれば、どういった

利用があるのかお知らせください。 

 ことしの梅雨時の降水量は全体として多かっ

たようでありますが、幸いにして垂水市は大き

な災害はなかったかと考えますが、それでも各

地で災害対応されていると聞きます。梅雨時期

の災害発生状況は、また台風はどうだったのか、

質問いたしまして１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  川畑議員のなぎ

さ荘跡地についての質問にお答えをいたします。 

 なぎさ荘跡地につきましては、議員がおっし

ゃるとおり、現在、活用が行われていない状況

にあることから、敷地内の雑草、雑木等が生い

茂っており、環境上、また防犯上におきまして

も、よい環境でないと認識いたしております。 

 また、協和地区の地域振興計画おきましても、

美しい景観を取り戻すよう、なぎさ荘跡地の有

効活用を地域住民が望んでおります。そのため

所有者を訪問し、今後の対策について、協議を

さしていただきましたが、対応に係る明確な回

答は、現在もいただいておりません。 

 なお、平成26年９月以降、所有者との協議に

ついては、行われていないところでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の中山間地

域総合整備事業の経過についての質問にお答え

いたします。 

 まず、中山間地域総合整備事業についての事

業説明を行います。 

 中山間地域が国の農業において重要な役割を

担っているにもかかわらず、不自然的、社会的

制約等から不利な状況にあるため、その解消を

図り、地域条件に沿った農業の発展を目的に、

生産、そして生活環境基盤整備等を行う県営事

業でございます。 

 この事業は、議員のほうからもございました
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が、平成24年度から平成29年度までの６年間を

計画期間として、進めているところでございま

す。 

 事業の内訳としましては、農業生産基盤の整

備が、農業用排水施設整備23カ所、農道整備14

カ所、圃場整備１カ所の計38カ所、農村生活環

境基盤の整備としまして、集落道整備９カ所、

集落排水整備３カ所、防火水槽等の農業集落防

災安全施設整備等12カ所の計24カ所、合わせて

62カ所の整備を行うものでございます。 

 平成27年度までの事業実施状況は、農業生産

基盤整備におきまして、事業費ベースで76％、

工事着手箇所数で42％、農村生活環境基盤整備

を含めた全体計画に対しては、金額ベースで

48％、工事着手箇所数で27％となっています。 

 進捗率の低い理由といたしまして、工事着手

箇所数においては、事業費の大きな農業生産基

盤整備の圃場整備等を先行して着手しているこ

とや、事業計画時期から事業実施時期までに年

数が経過して、採択要件を満たさない箇所の出

現、また、土地の民事・相続等により用地買収

が難しくなってきていること、さらには国の農

業・農村整備事業費が予算要求額に対し、要求

通りにつかないことなどが上げられます。 

 以上です。 

○総務課長（中谷大潤）  梅雨時期の災害につ

いてでございますが、本年は６月４日梅雨入り

し、７月15日に梅雨明けしましたが、総務課の

大雨対策として、災害警戒本部を３回設置して

対応いたしましたので、そのことについて、先

にお答えさせていただきます。 

 まず、６月19日の大雨につきまして、午前10

時に災害警戒本部を設置し、新城南地区憩いの

家、市民館、牛根地区公民館の３カ所を自主避

難所として開設したところ、市民館に３世帯、

３名の方が避難されました。 

 同日、午後３時30分に避難所を閉鎖。４時30

分に災害警戒本部を解散しました。 

 次に、６月28日の大雨につきまして、就業後

すぐに、災害警戒本部を設置し、深港地区対し、

独自の避難基準により、避難準備情報を発令し

て、同日中に避難勧告に移行しております。 

 その後も情報収集に努め、関係機関との情報

共有を図っておりましたが、大雨による災害が

懸念されたため、翌29日に深港地区を除く、市

内全域に避難準備情報を発令。特に、上市木、

中市木、下市木１区、２区、３区の５振興会に

対しましては避難勧告。深港地区に対しては、

避難指示を発令、８カ所の避難所を開設して対

応しました。 

 30日に、深港地区と市木地区を除く、市内全

域への避難準備情報と、市木地区５振興会への

避難勧告を解除、あわせて牛根地区公民館を除

く、７カ所の避難所を閉鎖しましたが、最大で

５カ所の避難所に32世帯53名の方が避難されま

した。 

 また、７月８日にも、新城南地区憩いの家、

市民館、水之上地区公民館、協和地区公民館、

境小学校体育館の５カ所を避難所として開設し、

最大で21世帯28名の方が避難されましたが、翌

９日には５カ所、全避難所を閉鎖しました。 

 深港地区への避難指示については、３回の小

規模な土石流の発生がありましたが、いずれも

深港橋まで到達するほどの量ではありませんで

した。 

 ７月15日に梅雨明けし、降水量及び地下水が

減少傾向にあり、さらに深港川は稼働内の土砂

が除去され、24時間監視体制の維持、大隅河川

国道事務所及び鹿児島県による土石流対策も各

種施工されて、住民の安心感が増してきたこと

や、専門家による壁面から湧水量が非常に少な

くなって、「大規模な崩壊は起こりにくい、小

規模な崩壊が発生しても土石流は国道まで到達

しない」との見解が示されたことから、７月19

日に避難指示の解除、牛根地区公民館避難所の

閉鎖、６月28日設置していた災害警戒本部もあ
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わせて解散しました。 

 情報伝達手段につきましては、防災ラジオや

防災無線、垂水ホットメール、市ホームページ

等を活用しました。 

 防災対策につきましては、市長公約において、

「安心・安全な垂水のまちづくり」を今年度も

重点施策として掲げておりますことから、今後

も早目の情報収集、早目の情報伝達で防災対策

に努め、早期避難、人災ゼロの対策・体制を整

えてまいります。 

 本年度、発生しました災害につきましては、

それぞれの担当課長が順次お答えいたします。 

○土木課長（宮迫章二）  梅雨時期の災害発生

状況について、土木課分の状況を御報告いたし

ます。 

 ６月19日から７月10日かけましての、梅雨前

線に伴う豪雨災害でございますが、この期間の

うちに、６日ほど豪雨に見舞われ、その都度、

市内全域を降雨量にもよりますが、２班から、

３班に分けて災害調査を実施いたしました。 

 市民からの通報も含め、現地を確認しまして、

市道への土砂流出など通行に支障来たす被災箇

所につきましては、環境整備班や建設業者への

重機借上で早急な対応したところでございます。 

 被災内容は、道路への土砂流出や崩土で、件

数としましては約50件実施したところでござい

ます。 

 また、深港川につきましては、床どめ工から

上流については、県施工の災害関連事業で土砂

除去を実施していただいているため、市としま

しては、その下流側につきまして、かなり小規

模ではございますが、２回ほど土石流が発生し、

土砂が堆積しておりましたので、周辺への安全

性を考慮し、河川への土砂除去を実施したとこ

ろでございます。 

 また、公共土木施設災害復旧事業による道路

災害が高峠線と柊原・新城線の２件発生してお

りますが、これにつきましては、国からの補助

を受けて実施するものでございまして、９月８

日に災害査定が実施され、申請額高峠線1,432

万4,000円、柊原・新城線444万4,000円に対し

まして、100％の査定率で承認されたところで

ございます。 

 そのほか、災害の対象とならない事業費60万

円未満の単独災害につきましても、道路災害狐

ヶ丘線が１件、河川災害、追神川が１件となっ

ております。 

 県の管理する県道や河川につきましても、被

災箇所については、その都度報告しているとこ

ろですが、今回の査定には、河川災害本城川、

小谷川、中俣川を３件申請されたようでござい

ます。 

 以上でございます。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の梅雨時の

災害についての質問にお答えします。 

 平成28年６月下旬の梅雨前線豪雨による農林

課所管施設の被災件数は、重機借上で対応した

農業用施設被災箇所が38カ所、林業用施設は10

カ所ございました。 

 このうち、城山の農道１件、中俣と水之上の

農業用排水路２件、新城の農地１件、二川と牛

根麓、海潟の林道２件を災害復旧事業として報

告し、災害査定の準備を進めているところでご

ざいます。 

 農道につきましては、先週に査定を受けてお

り、水路と農地の査定時期は、11月中旬予定で

ございまして、その後、補助金申請手続を経て、

できるだけ速やかに災害復旧工事を発注するこ

とにしております。 

 林道につきましては、本日13日、査定を受け

ている最中でございまして、農業用施設同様に

査定終了後、災害復旧工事を発注することにな

ります。 

 なお、被災をしましたいずれの箇所につきま

しても、農林課職員が現地を確認した後、速や

かに従前の機能を回復するべく、仮設道路の設
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置や道路面に堆積した土砂の除去を、市内の建

設業者に発注して、対策が完了しております。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  それでは２回目、一問一答で

お願いいたします。 

 なぎさ荘跡地についてであります。これは前

も、この件について質問いたしまして、「ちょ

っと岩崎さんと折衝したけど、なかなか前に進

んでいない」と、今の答弁でもそういうことで

ありました。あのまま放置していいのかなと言

うのが、地域の皆さんの声だと私も思います。 

 にぎやかであった、あの海潟の時期を思い出

しますと、やっぱりなぎさ荘が中心のような気

がしております。あのまま放置にしてはいけな

いなと思うんですけれども、課長にお伺いしま

すけれども、今後、折衝する予定でいるのかど

うか、お願いいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  日程と調整する

必要はございますけれども、今後も粘り強く、

お話は続けていきたいと考えております。 

○川畑三郎議員  粘り強く、折衝していきたい

ということですけど、やっぱりこれもあのまま

置いて引き継いでしまわず、どこかで区切りを

つけて、やっぱり相手と折衝してなければ、そ

こは先に進まないと思うんですよ。 

 先日も、盆前だったと思うんですけれども、

やっぱり見るに見かねた人たちがいらっしゃっ

たんですよね。あのかぎ型の郵便局の道路があ

るんですけれども、そこで、数名の人たちが垂

れ下がった木をきれいに切ってらっしゃいまし

た。その切った木をまたなぎさ荘のほうに返し

ていたので、私は、了解をもらって切ったのか

なと、わからないんですけれども。普通であれ

ば、持ち帰ると思うんですけれども、そのまま

置いておったということは、やっぱり見るに見

かねずに切ってそのままにしたと。いわさきさ

んと交渉されたかどうか知りませんですけれど、

そういう状況がありましたので、市長ともお話

をして、なるべく、なぎさ荘の問題もあるでし

ょうけど、駐車場の問題も、いつも市長は話を

されていますので、前向きに、やっぱり早目に、

ここは折衝していってもらいたいと思います。 

 市長も南の拠点で忙しいでしょうけれども、

職員もたくさんいらっしゃいますので、また市

長とお話をして、その旨は対処していただきた

いと、お願いします。 

 それと、あそこは協和小学校、協和中学校の

敷地だったのをいわさきグループに売買したわ

けですね。その当時の売買の中で、契約書は前

のことですけど、買い戻しの契約とか、そうい

うのはなかったのかどうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  なぎさ荘の現在

の敷地の契約の内容につきましては、確認をし

ておりますけれども、現在のところ、買い戻し

等の資料は確認できておりません。 

○川畑三郎議員  そういうことであるようです

けれども、もしもですよ、あのまま置いといて、

岩崎さんがやっぱり手をつけられないから、売

りたいという話があったらとした場合、垂水市

としても、市長のここは決断でしょうけども、

垂水市として、もしもそういうことがあったら、

購入をしたいと思われるのかどうか、よろしく

お願いします。市長でいいかな。 

○市長（尾脇雅弥）  現状については、今、担

当課長が申し上げたようなことでございます。 

 よく我々も、何とかしなければということは

思っております。ただ、単純に跡地だけの問題

ではないということがございますので、これま

でも何回も説明をしたとおりでありますけれど

も、今、御質問がありました、いわさきグルー

プさんのほうは、購入を希望されるということ

であれば、当然、その分は、十分検討していか

なければいけないというふうに思っております。 

○川畑三郎議員  わかりました。 

 地域の議員として、是が非でも、なぎさ荘を、

売買は成立しなかったとしても、あそこをきれ
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いにしたいと希望もありますので、さっき言い

ましたように、なるべく折衝して地域の人が少

しでも、してもいいですかというような、やっ

ぱりそういう、約束事でも、全部はできないで

しょうけれども、見える分だけでも、何かした

いという意向がある人もいらっしゃいますので、

またそこら辺を折衝していただきたいと要望し

ておきます。 

 市長のほうで答弁をいただきました。その土

地の件ですけれども、これでまとめて、市長の

お父さんもなぎさ荘に勤務されておった、そう

いう状況の真ん中で、市長は今後、なぎさ荘跡

地の件について、お考えあったら一言お願いい

たしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど答弁したようなこ

とと重なるわけですけれども、うちの父も勤め

ておりましたし、私も小さい頃、遊びに行って

おりましたから、皆さんそれぞれに思い出があ

って、すばらしい場所であるということは、そ

のとおりでございます。 

 有効活用ということを念頭に置きながら、せ

めて今の状態を改善をしたいということで、地

域の皆さんもいろいろ御尽力をいただいている

わけですけれども、厳密に申しますと、草１本

取っていくにしても、いろいろ課題があるとい

う状況がございます。そのことも積極的に提案

をしても、なかなか受け入れてもらえない、一

方で、もう一つのその駐車場の過去において、

裁判起こされた、起こした経緯が岩崎さんとし

ては、あります。そのことで、切り離して考え

ましょうという話も再三おしていくわけですけ

れども、そのようなお考えが今のところない、

ということでありますが、このままであっては、

課題が残っていくということでありますから、

その課題解決に対しては、これまで以上に策を

講じて、積極的にまずは足を運んで、我々とし

ても、跡地をある方々に見ていただいたり、ま

ずはその跡地利用の可能性として、どういった

ものがあるかということで、大手企業グループ

の皆様方にも見ていただいたりしながら、可能

性も探っていただいたところでありますけれど

も、今のところ、提案をできるような跡地の手

もございませんし、現に、岩崎さん自体が、そ

ういうような希望があるかというところで返事

も甘い状況でありますので、ただ、今再三、同

じような話になりますけれども、川畑議員がお

っしゃるように地域にとっての課題が残ってい

る、なぎさ荘跡地の問題として残っているとい

う事実はよく理解をしておりますので、一歩で

も前に進めるような形で、取り組みを進めてま

いりたいというふうに考えているところでござ

います。 

○川畑三郎議員  なぎさ荘の問題については、

相手が相手ですので、個人的な会社ですので、

なかなか交渉も難しいでしょうけれども、今後、

粘り強く交渉していって、少しでもあの付近が

きれいになるような状況、地域の人が望んでお

りますので、市長が先頭に立って、交渉のほう

をしていただきたいということを、お願いいた

して終わりたいと思います。 

 次に、中山間の総合整備事業について。 

 これは県の事業ですけれども、課長のほうで

いろいろ説明していただきまして、24年から29

年度の６カ年の事業ということで始まっている

わけですけれども、協和地区におきましても、

鶴田地区のパイプラインの設置、それと飛岡地

区の圃場整備と終了いたしましたけれども、本

当に助かっております、この事業で。大きなお

金を前出ていただいて、済んでいるわけですけ

れども、残されたのは28、29年ということであ

るわけですけれども、なかなか進んでいない面

もあるように聞きますけれども、今後のこの２

年間に対する計画によって、いろいろあるでし

ょうけれども、見直しも検討をしたいというこ

とですけど、これについて、お問をお願いしま

す。 
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○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の今後の計

画予定について等の質問にお答えいたします。 

 まず、最近の事業実施状況をお答えさしてい

ただきます。 

 平成26年度は、海潟の鶴田団地パイプライン

敷設、原田の芝原排水路、垂桜の後平１農道、

後平３農道、原田の時永農道を実施しておりま

す。 

 平成27年度は、飛岡団地圃場整備、水之上用

水路、大野原の大羽重農道、中俣の野本農道、

新城麓の愛宕農道を実施しているところでござ

います。 

 今後の計画予定でございますが、農業生産基

盤整備では、高城用水路、下本城用水路、新城

の岩下堰、井川２堰、岳野集落道・農道等を農

村生活環境基盤整備では、脇田市木集落道、横

間田平集落排水路等を整備していく予定でござ

います。 

 なお、計画終了年度の平成29年度を控え、現

在、農林課で事業計画の見直し作業を行ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  今後の計画予定ということで、

お知らせいただきましたけども、当初の計画か

らすれば、相当積み残しも、僕はあると思うん

ですよね。今、課長のほうで事業計画がされて

いるというようなことでありましたが、この28

年29年で終わりなんですけれども、これで積み

残した事業も相当あると思うんですけれども、

これに続く、この事業をまた続けて行けるのか

どうか、新しい事業が始まるのか、じゃないと

残された事業が、これでストップというような

ことになると思うんですけれども、これの見通

しというのは、どうなんでしょうか。 

○農林課長（川畑千歳）  川畑議員の事業完了

しない場合の対応というような内容かと思いま

すけれども、その質問にお答えいたします。 

 １回目の答弁で、事業の進捗状況を申し上げ

ましたが、これまでのような予算措置等でまい

りますと、平成29年度までの期間内に事業が完

成しないことも見込まれます。 

 また、２回目の答弁で、事業計画の見直し作

業を行ってる旨、お答え申し上げました。今後

も整備すべき事業で、29年度までに完了しない

場合の対応につきまして、事業主体の鹿児島県

から方向性が示されておりませんので、何とも

申し上げられませんけれども、整備すべき重要

な事業につきましては、何らかの形で引き続き

整備できるよう、大隅地域振興局等を通じて、

県のほうに要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 これは、県の事業ですので、なかなか市の思

うとおりに行かない面もあろうかと思います。 

 今の課長がおっしゃったようなことで、県と

も粘り強く折衝しながら、また事業の継続をし

ていただきたいということをお願いします。 

 この事業で、私さっき言いましたけれども、

海潟も本当によくなりました。パイプライン化

されて、今、米が実ろうとしている時期で、大

変らくをしてるんですけども、ただ１つ一番心

配するのは、イノシシの害ですね。もうあちこ

ちで害が出て、なかなか難しいなと、いい米が

できてるんですけれども、イノシシのお蔭で、

後２週間すれば刈取りなんですよね、早いとこ

ろは。それがまた最近になって出てきたと。も

う、四方八方から出てきますね、イノシシは。

だからこれも対策も大事だと、こう思います。

耕地整理できれいになったんですけど、そうい

う面もあるということです。農林課長、そこら

辺もひとつ地域の声を聞いてください。これは

また、御苦労、思いを語っただけですけど。 

 それと、飛岡の耕地整備をしていただきまし

て、ことしから作付をしています。先日の議会

でも、道路の水が田んぼに流れてくる等々、ど
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うかというお願いもいたしまして、そこら辺も

また業者の方が見に来て、どうにかせにゃいか

んなと県の対応だったそうですので、１年見て

またしましょうということですので、ありがた

いことですけど。 

 あとは、今、工事が終わりました。そして確

定の測量に入ります。準備をする、この様な説

明ありましたけれども、県のほうで土改連と組

んでするわけですけれども、前も僕はお願いし

たような気がするんですけども、本会議ではし

てないですけれど。 

 後は、受益者への負担金ですね。これが、最

初の段階では、こんだけで必要ですよというこ

とで、みんなにお願いしたんですけれども、今

の状況は、高齢化されてきました。最初取り組

んだこの事業も、僕たちが最初取り組んだのも、

もう６、７年の前から取り組んでる、やっとこ

れが完了したということですね。だから当時と

それは大分状況が変わって、高齢化もしてきた

し、また、耕作放棄地もあちこちふえてきまし

た。ですから、この状況を踏まえて、後でまた

市長にもお願いしたいんですけれども、また負

担金の軽減というんですかね。だから、向こう

は計算すれば４町５反だそうです。だから、そ

れの10％……、反当10万にしたら450万ですね。

それを負担するわけですけれども、そりゃもう

しなきゃならないわけですけども、その部分の

一部を負担、どうにかこう、今状況で勘案して

いってもらいたいと。一ケタぐらいはどうかな

と思うんですけれども。100万か200万、多くて

200万というくらいですので、海潟の飛岡地区

に、ちょっと農道を舗装した何したというよう

な気持ちで見ていけば、僕はできると思うんで

すよ。これは、もう副市長、前、副市長にも、

これはね、市長が副市長にお願いしなさいよ、

ということを僕は言ったんですけれど。やっぱ

り決断は市長ですよね。で、農林課長ともお話

ししているんですけど、そこら辺も、今からで

すので、確定がしますので、測量は。とにかく

これもまた、負担は軽減するとは言っていらっ

しゃいますけれども、そこら辺をよく周りから

聞いて、よくしていただきたいなという、これ

はもう要望ですので、聞いといていただけたら

それでいいです。 

 以上で、この中山間の事業のほうは終わりま

す。 

 続いて、災害の状況ですけれども、今、土木

工事のほうで聞いていますと、それなりの災害

があったんだなと思っております。 

 各課でやっぱりすぐ対応をしていただいたと

いうようなことですので、査定をする土木は済

んだと、きょうも耕地のほうが、林道の査定が

来ているというようなこと、行ってきますとい

うことでしたけれども、こういう面も早急に、

いろんな面で対応されていると思いますので、

まだまだ台風はもう来ます。そういう意味では

やっぱりすぐ対応していただくように、これは

もう、あれをなにかないじゃなくて、対応をし

っかりとしていただきたいということをお願い

して、私の質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、10番、北方貞明議

員の質問を許可します。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、議長の許可をいた

だきましたので早速、質問に入らせていただき

ます。 

 観光事業について、質問させていただきます。 

 イベント開催状況と来場者の状況について質

問いたします。 

 垂水市で開催される観光事業におけるイベン

トはどのようなものがあるか、また、イベント

を開催で交流人口による大きな経済効果もある

と思います。 

 垂水市に多くの人が集まるイベント。フェス

タ夏まつり、かんぱち祭り、秋の産業祭など各

イベントがあると思いますが、平成27年度の各
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イベントの来場者数を教えてください。 

 安心・安全について、農地から宅地への土砂

流出対策について質問いたします。 

 私の住んでいる城山団地では、これまで生活

環境整備において、水道管の老朽化による布設

替えや貯水タンクの新設、治山事業・急傾斜地

崩壊事業の工事を初め、現在も社会資本整備事

業による工事が進められて、住民の方々も大変

喜んでおられます。 

 しかしながら、団地の東側と南側は、畑作地

帯であります。耕作地からの雨水が団地内を縦

断し、川崎川へ流れているのは現状です。 

 過去において、梅雨時期の大雨で団地内の側

溝を排水が、側溝の排水管が受け切れず、数戸

の家が床下浸水の被害を受けたこともあります。 

 また、ここ数年、東側の市道は土砂崩れで通

行止めになったり、また、南側の畑作に近い家

では、土砂が崩れ毎年のように被害を受けてお

ります。 

 本年の梅雨でも、３所帯の宅地内に土砂崩れ

が発生し、今もそのままの状態です。 

 そこで、お聞きします。農地からの雨水対策

として、排水側溝整備、また、宅地内への土砂

流出防止対策はできないか、お尋ねいたします。 

 土地開発公社について。６月議会の一般質問

の答弁で、共同店舗側が、潮彩町商業用地の土

地明け渡しに応じなかったため、平成28年５月

16日付で、鹿児島地方裁判所鹿屋支部に訴状を

提出したとの答弁がありました。その後の裁判

の動きを教えてください。 

 南の拠点整備事業の土地購入について質問い

たします。 

 南の拠点整備に伴う、用地境界立会確認が、

９月11日に現場で、土地所有者との間で確認作

業が行われてました。大方の方々が、地元発展

のためにと協力しますという旨のことを伝え、

また、私も聞きました。 

 南の拠点は３つのエリアになっています。道

の駅の部分は、国土交通省が土地購入をされる

と思いますが、２カ所のエリアと、道の駅物産

館の部分は、どこの団体が土地購入するのかお

聞かせください。 

 次の土地開発基金についてですが、今朝、一

般質問前に財政課長より訂正があり、「南の拠

点事業とは関連がない」とのことでしたので、

今回は質問をカットいたします。補正予算で、

総務委員会に付託されておりますので、委員会

のほうで議論させていただきます。 

 これで、１回目は終わります。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  北方議員の

観光事業におけるイベントの開催状況と、来場

者の状況についての質問にお答えいたします。 

 本市で開催されております観光事業における

主なイベントでございますが、まず、４月末か

ら５月のゴールデンウィーク期間中にかけて、

垂水春フェスタといたしまして、高峠春のつつ

じ祭り、春のかんぱち祭り、日帰り体験in森の

駅、ジュニオール・サッカースーパーリーグ、

６月には、婚活イベント出会っちゃいな・たる

みずinアザレア、８月には、たるみずふれあい

フェスタ夏まつり、10月には、秋のかんぱち祭

り、11月には、秋の産業祭、ぶり大将祭り、出

会っちゃいな・たるみず・愛の収穫祭、垂水千

本イチョウ祭り、12月には、クリスマス会。明

けて１月には、アンダーテン・サッカー大会な

ど、関係機関や市民の皆様の協力をいただきな

がら、地域の活性化に向けたさまざまなイベン

トが開催されているところでございます。 

 続きまして、主なイベントの平成27年度の来

場者数でございますが、たるみずふれあいフェ

スタ夏まつりが約３万人、秋の産業祭が約

9,000人、かんぱち祭りが春・秋合わせて１万

2,000人、千本イチョウ祭りが約２万3,000人と、

多くの皆様に垂水市にお越しいただいており、

本市の重要施策に掲げる交流人口増に大きく貢

献していると考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○農林課長（川畑千歳）  北方議員の農地の土

砂流出対策についての質問に、お答えをいたし

ます。 

 御質問の現場は、城山団地の南側、宅地、斜

面の上側にあります農地一帯の降雨により、斜

面下側にあります宅地内へ水が湧きだして来て

いるものと思われます。 

 基本的に、個人所有地の問題でありますこと

から、行政が直接関与し、対策を講ずることに

つきましては、市内に同じような事例もあり、

難しいと考えております。 

 そうした中で、農林課としまして、県単補助

治山事業で対応できないか、大隅地域振興局担

当課と現地で検討をいたしましたが、事業採択

の要件に合致しないので、事業は実施できない

という結論でございました。 

 その理由といたしまして、１つ目に開発によ

る傾斜地であること。２つ目に、山地災害危険

地区の指定がないことなどでございました。 

 地域住民の皆様方の不安を少しでも解消する

ような対策は考えられないものか、今後も検討

を続けてまいります。 

 以上です。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の土地

開発公社についての６月議会以降の経緯につき

ましてお答えいたします。 

 垂水市都市開発公社が所有する土地の明け渡

しと損害金支払を求めている訴訟につきまして

は、土地開発公社から第１回口頭弁論が平成28

年６月23日、第２回口頭弁論が平成28年９月５

日に開かれ、それぞれ公社さんと職員が傍聴し

経過確認を行っているとの報告を受けておりま

す。 

 続きまして、南の拠点整備事業、土地の購入

についての御質問にお答えをいたします。南の

拠点整備エリアは、道の駅エリアと民間開発エ

リアがございます。先ほど川越議員の御質問に

もお答えをいたしましたけれども、御指摘のと

おり、道の駅の駐車場エリアと国道に附帯する

道路施設等は、国土交通省に整備を進めていた

だけるよう協議を進めてまいります。 

 その他の部分である道の駅の拠点施設と民間

開発エリアは、エリア構想を確実に実現するこ

と、一方で、市の財源等の問題もございますの

で、庁内において総合的に判断しながら最善の

方法を決定していきたいと考えております。 

○北方貞明議員  観光について、ただいま伺い

ました。ありがとうございました。 

 来場者数も夏のフェスタが３万人、また、漁

協のカンパチ祭りが２回により１万2,000人と

お伺いしました。ありがとうございました。 

 そこで質問いたします。市内で開催されるイ

ベントには市外から多くの方が垂水に来られる

と思います。市長が重要政策に挙げておられま

す交流人口に大きな役割を果たしていると思っ

ております。 

 イベントに対し、市の支援が必要だと思いま

すが、現在の各イベントに対する市の補助金や

支援の状況を教えていただきます。よろしく。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  北方議員の、

観光事業におけるイベントに対する市の補助金

等の支援状況についての質問にお答えいたしま

す。 

 まず、各イベントに対する市の補助金の状況

でございますが、たるみずふれあいフェスタ夏

祭りや婚活イベント「出会っちゃいなたるみ

ず」、アンダーテンサッカー大会、クリスマス

会と、商工会の青年部や女性部が中心となって

開催していただいているイベントに対して、平

成28年度予算において地域をこれまで以上に盛

り上げていただけるよう、新たな形で商工会イ

ベント補助金として200万円予算化したところ

でございます。 

 また、実行委員会への参加、看板作成、安全

対策等、イベント開催に係る準備や当日の役員
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について、関係者や職員の皆様のお手伝いをい

ただきながら支援を行っているところでござい

ます。 

 また、秋の産業祭につきましては市の主催で

あり、会場設営費用や来場者の皆様が楽しみに

していらっしゃいます抽せんの賞品代として50

万円を補助金として予算化しているところでご

ざいます。 

 続きまして、水産関係のイベントでございま

すが、カンパチ祭りに15万円、ぶり大将祭りに

５万円を補助金として、平成28年度から新たに

予算化したところでございます。また、実行委

員会の参加やイベント当日の役員により、支援

を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  金額のお伺いをしました。各

イベントの補助金についてはわかりました。交

流人口をふやす上でもイベント開催は大変重要

であると思っています。市の支援は絶対必要で

あるとも考えております。今聞いたところ、皆、

基幹産業であり、水産業のイベントはありまし

たけども、まず、垂水商工会が主催するイベン

トの補助金が200万円ということでしたね。私

の聞いたところによると、その100万円ぐらい

が安全対策として、ガードマンですか、警備費

用になってます、あるいは使っておると聞いて

おります。 

 年２回開催するカンパチ祭りの補助金が15万

円と聞きましたけど、この金額は執行部のほう

では妥当と考えておられるかもしれませんけど

も、垂水の基幹産業であるこの水産業に対して

のイベントに対しての補助金が大変少ないとい

うような感じがしております。増額はできない

ものか、まず伺います。 

 ということは、漁協は自主努力によるＰＲ活

動とか、それで、カンパチのつかみ取りなんか

が、安くで提供すると、そういうような自主努

力をされております。そういう面から言いまし

ても、我が垂水の基幹産業であるこの水産業は

カンパチ祭りに対して15万円、そして、ぶり大

将祭りに、これは１回だけですけども、５万円

というのは大変少ないような気がいたしますが、

市長の考えをちょっとお伺いしたいんですが、

よろしいでしょうか、お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  今の北方議員がおっしゃ

いました市長の政策、６次産業化と観光振興じ

ゃないかと、そういった中で、６次産業に関し

ましては水産が大きな柱になっております。現

にイベントではなくて、その部分のさまざまな

財政支援とか制度上の問題はかなりできている

のかなというふうに思っておりますけれども、

一方でイベントの額として、今、おっしゃった

ような形で、15万というのがどうなのかという

お話はそのとおりだというふうに思います。 

 今回に関してもフェスタの部分で安全対策と

いうことで、200万円ということで補助金の増

額ということが安全対策を中心にということで

ございましたし、カンパチ祭り等々のイベント

に関しても、今度18日ですか、天気の関係でど

うなるかわかりませんけれども、当然そういっ

たことに対しての支援は検討していかなければ

いけないと思いますし、逆にイベント開催の主

催者の皆さんからも、こういったことでこうい

うものが必要だということでお話をいただけれ

ば、ありがたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○北方貞明議員  市長、ありがとうございます。

前向きな回答をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 今、水産業は大変厳しい状況の中で漁協の

方々も頑張っておられます。そういうことでカ

ンパチ祭りだけではなく、市の漁協のぶり大将

ですか、の祭りとか、また他のイベントにも支

援のほうを、手を差し伸べていただければあり

がたいなと思っています。 

 また、垂水の伝統行事である女男河原祭りも、
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私が資料をもらったところには、もう伝統のあ

る女男河原の補助金がわずか４万円です。こう

いうほうにも温かい手を差し伸べていただけれ

ばなと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 次ですね、安全安心の癩癩農林課の課長

が癩癩現状をお聞きしました。今のところは無

理だというのが結論だと思います。それには、

開発をされたときは、乱獲とは言いませんけど

も、急勾配になったとかそういうようなことを

含めて無理だということだと思います。 

 そこで、市長の公約であります、安心安全ま

ちづくり、住みよいまちづくり、そして災害に

強いまちづくりを一層進めておられます。 

 まず、市長、私はこの現場を、市長、現場、

足を運んでいただいて、まず、見ていただけた

らと思います。見ていただきたいと言いました

かね。見て行か……、おいでだったら、ありが

たく思うんですけれども、副市長さんとは、僕

は現場は行ったことはあるんですけど、まず現

場を見てですよ、判断していただきたいと思い

ます。 

 それから、市長の公約の中で「何々だからで

きないじゃなくて、どうしたらできるかをして

いく」というような公約もされております。そ

ういうことで、一言お願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  この問題に関しては、基

本的に、先ほど担当課長が申し上げたように、

ほかにも幾つも事例がございますし、法令の問

題がありますのでそう簡単にいかないというこ

とは、先ほど説明をしたとおりであります。 

 私も現場を見させていただいて、その中で、

先ほど担当課長が申し上げたのは、個人所有の

問題というのが１点、また、その開発による傾

斜地であるということが２点目、そして山地災

害施設箇所の指定がないということが客観的な

事実としてはあるんだということでございます。 

 法令遵守というのは、基本であるということ

は、北方議員も御理解いただいているというふ

うに思いますが、その上で課題があるじゃない

かということの心情もよくわかります。 

 その方法としては、北方議員は議員であると

同時に振興会長さんでもありますので、ある程

度、我々がやれることというのもあると思いま

すので、まずは地元の地域の皆さん方とも協議

をしていただいて、こういう方法だったらこう

いう支援をもらいたいというようなことという

方法もあろうかと思いますので、そういう形で

検討していきたいというふうに思いますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○北方貞明議員  ありがとうございます。よく

わかります、法令を遵守してやるということは。

現状はですよ、ちょっと、これが私が住んでる

地域なんですけど、大方これ囲まれております

よね。それは現場に行かれたらわかるんですけ

ど、毎回、毎年、すぐ梅雨はこの土砂がこの４

軒の所に、ことしは３軒でしたけども、入り込

んでくるんですよ、毎年ということ。それで、

ここの市道、先ほど言うたように、毎年、ここ

から土砂が崩れてきます。そういうような状況

なんです。大方が畑作地帯ですから。 

 そして、この雨水は、この水はここを通って、

縦断して、一番下のほうに流れて、ここ河崎川

へ行っとるわけです。だから先ほども言いまし

たように、側溝が受け切らず、以前、床下浸水

が発生したわけですけども、このように今、そ

れこそここ数年続いていますから、もうここの

あれには雨水の道ができとるんです。だから、

だんだん多くなってきとるんですよね。 

 災害とは確かに、一番下の畑の中で１軒だけ

だったんですけれども、だんだん今度は東へ行

って、３軒、４軒となりましたので、大きな災

害が発生しないうちに、人災がないうちに何と

かしていただきたい。 

 そこでお尋ねしますが、市の単独事業ではで

きないか。最後、この質問をさせていただきま
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す。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどお話をしたような

状況がございますので、この中で特別にという

ことになるとなかなか難しい問題もあろうかと

思いますので、その辺はどうすれば可能性とし

てあるのかということは、検討する必要がある

というふうに思っております。 

○北方貞明議員  本当、どうすればできるかと

いうことを検討していただければ、ありがたい

なと思っております。 

 次に入ります。土地開発の公社ですけど、今、

経緯を伺いましたが、９月１日もあったという

ことで、その内容は私たちにもわかりませんけ

ども、今後はもう司法の場に移っておるわけで

すから、私たちもそれを静観していくしかない

と思っております。 

 今後の展開はどうなるのか、私も今のところ

はわかりませんけども、今後の、わかれば、論

点といいますか、裁判の予定といいますか、も

しわかれば、論点だけはわかると思いますけど

も、どうなっているのか教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  今後の動きとい

うことでございますけれども、土地開発公社か

らは、次回が第３回口頭弁論ということで、平

成28年10月の17日に予定をされておりまして、

委任弁護士と協議をしながら対応していくとい

う報告を受けております。 

 論点につきましてですけど、訴訟内容につき

ましては、発言は、今、論争中でございますの

で、控えさせていただきたいと思います。 

○北方貞明議員  それでは３回目で。今後の行

方は、先ほども言いました、結果は逐次、司法

の場に行ったからごめんなさい、そうかとは言

いませんけども、その結果は逐次、議会に報告

をお願いしときます。 

 そこで、最後に伺いますけど、市長にお伺い

します。まだ結論は出ないわけなんですけども、

この問題に関しては、この裁判の判決が出て勝

訴したとなった場合は、土地開発公社はこの時

点で解散に向けて速度を速めていかれるのか、

そこ、解散、判決の最終結果が出た場合は。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど担当課長が申し上

げたとおり、今、司法の場に委ねておりますの

で、しっかりと結論が出て、その後の対応とい

うことになると思います。 

○北方貞明議員  結論が出たら等々の対応ちゅ

うのは、早目に解散できるように努力をお願い

いたします。 

 今度は、南の拠点についてです。市の負担が

かからないような最善の方向にというお答えだ

ったと思うんですけども、最善の方向とはどう

いうような、ちょっと具体的に教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  最善の方法とい

うことでございますけれども、最善の方法は、

我々が今、考えておりますのは、財源的な負担

が市に大きくのしかからないやり方ということ

につきまして、どのような方向性が一番よいの

か、どの方法が最も負担をかけないやり方にな

るのかということについて協議をしているとい

うことでございます。 

○北方貞明議員  市に負担のかからないように、

当たり前といえば当たり前のことなんですけど

も、ちょっとそこ辺が、ちょっと私には理解し

がたいんですけども、当たり前のことを当たり

前に答えていただいてありがとうございますと

言うていいんか。 

 今ですよ、道の部分は、道の駅部分は、エリ

アですね、エリアで国土交通省と、物産館のと

ころは国土交通省やなくして、垂水市で取得せ

なならんと私は思っておりますが、それで間違

えないでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  エリア整備につ

きましては、南の拠点整備エリアによるものが

あったり、民間で開発する部分でございますけ

れども、用地取得及び造成等の整備主体は市の

政策として実施いたしますことから、市または
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市から委任を受けた土地開発公社等が整備主体

となることが、現在考えられる選択肢だと思っ

ております。 

○北方貞明議員  今、土地開発公社がというよ

うなこと、耳に届きましたけども、市が、それ

では最終的なこの土地購入は、市から土地開発

公社に買収を委託するわけですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  土地開発公社と

市とが。 

○北方貞明議員  そうですね、市から土地開発

公社にこの土地を買ってくださいというような

依頼があると言われましたかね。その方向で言

われたね。その点について。 

○企画政策課長（角野 毅）  その方向でとい

うことではございません。現実的にエリア整備

をする実施主体として考える手法として、市が

直接的に購入をするパターンと、市から業務の

委任を受けた土地開発公社が整備主体とする、

なるという、そういう方法があるということで

ございます。 

○北方貞明議員  今、手法、２通りがあるとい

うことでいいですね。はい。そしたら、まだそ

の２通りがあるということで、具体的にどの方

向で進むちゅうことは、まだ決まってないんで

すね。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほどから申し

ておりますけれども、そのことについて協議を

行いながら、どの方法が最善の策になるのかと

いうことを、今、検討・協議しているところで

ございます。 

○北方貞明議員  そしたら、例として言うとき

ます。 

 垂水市で購入するとなれば、行政財産として

取得せないかんわけですよね、と思います。そ

うなると、市で購入するということなると、

2,000万以上は議会で議決して承認せにゃなら

ないと思いますが、この方法でいくか、また、

土地開発公社で購入とすれば公共性でやっぱり

ならないと私は思っておるんですが、購入する

ならば、その土地開発公社の理事会で購入する

ことになりますよね。この場合、議会に承認は

たしか要らないんだったんじゃないかと思うん

ですけども、土地開発のメンバーといたしまし

て、市長を初め、副市長、財政課長、企画課長、

総務課長ですか、それと議会から２名送るわけ

で、教育長もだ、教育長もだな。それで、農業

委員会ですか、このメンバーで購入するとなれ

ば、どこまでこの責任が持てるのか、土地開発

公社として。市長、お伺いします。 

○企画政策課長（角野 毅）  今、御質問の意

味がいまいち把握できていない気がいたします

が、私の解釈の中で答弁をさせていただきます

とします。（発言する者あり）答弁をさせてい

ただきますけれども。（発言する者あり）北方

議員にまことに申しわけ……反問権を……。 

○議長（池之上誠）  何についての反問権かは、

ちゃんと述べてから言ってください。 

○企画政策課長（角野 毅）  土地開発公社の

購入ということで、責任が持てるのかという質

問でよろしいんでしょうか。 

○議長（池之上誠）  北方議員、立って答弁し

てください。 

○北方貞明議員  議会で購入するときは2,000

万円以上のが要る、議会の承認が要るというこ

とですよね。まず、そこから。 

○議長（池之上誠）  土地購入については議会

の議決が要るということ。 

○北方貞明議員  だから、この南の拠点の土地

がこれよりはるかに大きい数字になると思うん

ですが、土地開発公社で購入した場合は理事会

で購入するという形になりますけども、それで、

その理事会の人たちでどこまで責任が持てるの

かなと。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、市単独で

土地購入をする場合ですけれども、議決事件と

いたしましては、5,000平米以上の土地の購入
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につきましては議決事件というふうになってお

ります。 

 それから、土地開発公社でどこまで責任が持

てるのかという御質問でございますけれども、

土地開発公社に対して市より事業委任をいたし

ますので、その際に、その事業としては議会を

通じた形の中で事業認定をすることになります。 

 土地開発公社といたしましては、その、市か

らの政策委任を受けた形で理事会の中でその事

業をするかを採択するという権限になりますの

で、その事業そのものにつきましては、土地開

発公社としての実施責任といったような部分は

別になると考えております。（発言する者あ

り） 

○北方貞明議員  要は、土地開発公社で購入す

るということで質問いたします。 

 公社で購入すれば、これから市民、議会にど

のような手順で説明していかれるか、最後に伺

います。 

○企画政策課長（角野 毅）  議員のほうから、

土地開発公社で購入すると想定してるお話でご

ざいますけれども、土地開発公社で購入する、

しないの前に、この事業をどのように運用する

かということについて議会で十分御説明をしな

がら、議会に理解を求めた上での事業展開にな

ると思いますので、土地開発公社の事業云々の

話ではないと我々は認識しております。（発言

する者あり） 

○北方貞明議員  ちょっとかみ合わないんです

けども、土地開発公社で、私は最終的には買わ

れるんじゃないかなと思っております。 

 そのとき、今も共同店舗側とも訴訟があるわ

けですけども、このようなことが発生しないよ

うに十分気をつけて土地購入はしていただきた

い。要望です。 

 かみ合わないから、これで終わります。（発

言する者あり） 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、２時35分から再開いたします。 

     午後２時21分休憩 

 

     午後２時35分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、梅木勇議員の質問を許可いたします。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。ことしは台

風が発生しても台風の常襲地帯と言われている

鹿児島にはなぜか上陸せず、東北や北海道方向

に接近、上陸し、大雨による農作物や人的被害

の災害が発生し憂慮されてますが、亡くなられ

た方々の御冥福をお祈りいたします。 

 幸運なことにこのままでの状況で過ぎれば、

順調な農作物の生育や収穫が見込まれ、実りの

秋を迎えられるのでは思っているところです。 

 さきの鹿児島県知事選では三反園知事が誕生

しました。鹿児島県では初めての民間人出身と

いうことで、これまでとは違った視点での県政

が期待されます。 

 また、リオのオリンピックでは日本選手の活

躍は目覚ましく、メダルの獲得数は前回のロン

ドン大会の38個を上回り、過去最高の41個を獲

得し大きな喜びとなりました。現在、パラリン

ピックが行われ、こちらも健闘が伝えられてい

ますが、活躍を願います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 定住促進事業について質問いたします。 

 本市においては、人口減対策として定住促進

を図るため、種々定住促進事業に進んだ取り組

みがなされていると思っているところです。 

 促進事業を挙げてみますと、まず、垂水市空

き家バンク制度、空き家有効活用推進事業支援

補助金、垂水市空き家リフォーム促進事業、垂
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水市住宅取得費等助成金、さらに今年度から垂

水市空き家バンク移住促進事業補助金、子育て

世帯住宅取得費助成金制度が設けられました。

ほかに交流体験施設があります。これら制度の

利活用が高まれば定住促進が進みますが、これ

までの取り組みと各事業の実績をお聞かせくだ

さい。 

 次に、鹿児島県果樹試験場の移転について質

問いたします。 

 昨年９月に、果樹試験場が平成28年度に農業

開発センターに移転統合されることが明らかに

なり、その後、議会報告会において跡地の利活

用についての意見があり、また、昨年、第４回

定例市議会にて篠原炳則議員からも一般質問が

なされたところであります。意見・質問は、雇

用の場がなくなり人口減にもつながること、試

験場の第１圃場にある農業大学校寄宿舎等施設

の利活用に関するもので、議会での答弁では副

市長が、「私には大変いい御提案だとお受けし

たところでございますけれども、かなり政治的

な要素もございますので、隣にいる市長がおる

ところで、私が先走って余計なことを言うわけ

にはいきませんけれども、個人としては大変お

もしろい、今までそういった、先ほどから言い

ますように、第１圃場の建屋を利用した形での

御提案というのは、私、初めて聞きましたので、

非常に検討に値することなんだろうなと思うと

ころでございます」と答弁されています。 

 また、平成27年12月22日付、議長から市長へ

議会報告会での意見等を取りまとめた要望事項

の依頼に対して、平成28年２月５日付の議長宛

ての市議会からの要望事項に対する回答では、

「鹿児島県農業開発総合センター果樹部の移転

に伴う跡地利用の窓口は農政部経営技術課であ

ることから、情報交換を密にして双方で果樹部

移転後の跡地利活用が図られるよう努めてまい

ります。垂水市が農業者等研修施設として利活

用するには、次の３つの課題があります。課題

の１つ目は、牧集落内の第１圃場は面積が約４

ヘクタール、うち庁舎敷地が約１ヘクタールあ

ることから、その取得費及び取得後の維持管理

費用に相当な費用を要するものと思われること

です。課題の２つ目は、農業者等研修施設とし

ての機能を発揮するための指導者の確保と相応

の人件費を要することです。課題の３つ目は、

農業大学校寄宿舎や果樹部本館の施設のほとん

どが昭和30年代から50年代に建設されたもので、

老朽化が進んでいることです。ついては、現地

調査等を実施しながら関係課と連携して検討し

てまいります」と、なっているところですが、

その後の経過動向をお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の定住

促進事業におけるこれまでの取り組みと各事業

の実績はどうであったかについての御質問にお

答えをいたします。 

 本市における移住定住の関連事業は、議員よ

り述べられました５事業がございます。 

 初めに、垂水市空き家有効活用推進事業支援

補助金について報告をいたします。こちらは、

垂水市空き家バンクに登録された物件について

家財道具の撤去費用の一部を補助する事業でご

ざいますが、平成26年度から現在まで24件の実

績がございます。 

 内訳といたしましては、平成26年度は12件と、

空き家の有効活用を目指すニーズを受け、当事

業を開始した直後だったこともございまして、

多くの利用がございました。27年度は４件とな

っております。28年度につきましては、８月末

現在で既に５件の実績があり、３件の申請、そ

れから２件が申請予定でございます。本年度に

入り、再び申請が増加しているところでござい

ます。当制度の一定の定着がなされたものと考

えております。 

 垂水市空き家リフォーム促進事業補助金につ

きましては、事業を開始いたしました平成27年
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度は４件、28年度は８月末現在で既に５件の実

績があり、計９件の実績がございます。本年度

は交付を行った５件に加えまして２件が申請中、

５件が申請予定と、本年度につきましては、既

に10件以上の実績が見込まれております。 

 この結果から、当事業につきましては空き家

所有者の空き家の利活用についての意識が変化

してきていると考えております。 

 垂水市住宅取得費助成金交付事業につきまし

ては、事業開始いたしました平成26年度から計

17件の実績がございます。 

 内訳といたしましては、平成26年度が３件、

27年度が９件、28年度が８月末現在で５件の実

績であり、５件の内訳は５世帯、計13名でござ

います。本年度につきましては、今、述べまし

た５件の交付に加え４件の問い合わせが来てい

るところでございます。 

 実績につきましては順調に増加をしておりま

すが、当事業は利用者数の増加が垂水市への転

入者の増加という結果に直結することから、さ

らなる促進をかける意味でも、市外さらには県

外へのＰＲに今後は力を入れていきたいと考え

ているところでございます。 

 また、本年度から新たに開始いたしました２

事業について実績の報告をいたします。 

 空き家バンク移住促進事業補助金についてで

ございますが、当事業は垂水市へ移住される方

に対し、空き家バンク登録物件の家賃を補助す

る事業でございます。８月末現在で既に３件の

実績があり、加えて１件が申請予定とのことで

ございます。３件の実績の内訳としましては単

身世帯が２件、２人以上の世帯が１件でござい

ます。 

 今後は、子育て世帯の利用促進に向けてＰＲ

が必要になってくると考えております。 

 垂水市子育て世帯住宅取得費助成金事業につ

きましては、子育て世帯の市外への転出抑制を

図るため、市内在住の子育て世帯の方が家を新

築または購入された際に、取得費の一部を助成

する事業でございます。こちらは８月末現在で

３件の実績があり、加えて１件が現在申請中で

ございます。 

 また、当事業は建設が終了し所有権が申請者

に移った後の申請になりますので、建設中に当

該事業について御相談をいただき、完成後申請

予定の方が現在４件ございます。申請をされた

方々からは「これからも垂水に定住するきっか

けになった、これから学費等何かとお金がかか

るが、家の助成があることでとても助かりま

す」とのお声をいただいております。 

 以上のように移住定住の関連事業につきまし

ては、広報誌での定期的な周知や不動産会社、

リフォーム会社の方々からの積極的な紹介等に

よりまして一定の周知が図られ、全体的に実績

は増加傾向にあると考えております。 

 次に、交流体験施設の利用実績につきまして

報告をいたします。 

 交流体験施設とは、垂水市への移住希望者に

対しまして、垂水市民との交流を目的に田舎暮

らしを体験できる簡易施設でございます。平成

26年度の利用者数が12名、利用日数が19日、27

年で７名の２日、28年度が２名で18日と計21名、

39日の御利用がございました。また、本年度に

つきましては９、10、12月に計９名、10日間の

御利用の予約が現在入っております。 

 交流体験施設につきましては、今後も利用者

の増加を図るため、施設の維持管理に努めてい

きたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（川畑千歳）  梅木議員の果樹試験

場の移転についての中で、平成27年12月以降の

経過動向についてお答えします。 

 平成27年度議会報告会で市民から出された意

見要望事項に基づき、平成27年12月22日市議会

から鹿児島県農業開発センター果樹部移転に伴

い、跡地利活用について検討されたいとの要望
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に対しての回答依頼があり、現地調査して関係

課と連携して検討したいと農林課のほうで回答

をいたしました。 

 ２月２日、副市長、農林課、財政課で農業開

発総合センター果樹部職員の案内で果樹部の現

地視察を行っております。その後、県総務部財

産活用対策室から３月25日付で県有財産の買い

受け要望についての照会文書が財政課に届き、

市役所各課に配信されました。 

 農林課としては２月２日の果樹部の現地視察

結果等をもとに、上野台地にある第２圃場は面

積が約11ヘクタールで農用地区域であることか

ら、農業者や農業法人による利活用を図ること

が適切である。農業者等研修施設としての利活

用は難しい。 

 その理由としましては、１つ目には、農業者

等研修施設としての機能を発揮するための指導

者の確保と相応の人件費を要すること、２つ目

には、ほとんどが昭和30年代から50年代に建設

されたもので老朽化が進んでいることから、改

修に多大な費用が必要であること、３つ目には、

第１圃場は面積が約４ヘクタール、第２圃場は

約11ヘクタールと土地が広大で、その取得費は

原則時価で取得することになること及び取得後

の維持管理費用に相当な費用を要することが見

込まれることとして、果樹部の県有財産の買い

受けを要望しないと副市長、市長に説明、決裁

を受けた後に、財政課にその旨回答をいたしま

した。 

 最終的に、垂水市として県有財産の買い受け

要望なしと回答がされております。 

 以上です。 

○梅木 勇議員  それでは、一問一答方式でお

願いいたします。 

 先ほど、企画課長からの各事業の実績等をお

聞きしましたけれども、８月末現在での報告に

よりますと、一応、各事業の助成件数と申しま

すか、予算的に見たときに、そういう面からす

るとほぼ半分ぐらい行っている事業もあるなと

いうようなことで、受けたところでございます

けれども、しかしながら、交流施設についての

利用がいまいちかなというような感じがしてお

ります。これについて、またさらなる対策等を

していただいたらなと、こういうふうに思って

いるところでございます。 

 各事業の中には、空き家バンクの登録物件が

条件となっている事業あるいは事業活用後、空

き家バンクに登録することが条件の事業もあり、

空き家を有効活用した定住促進が図られている

ところですが、近年、空き家が増加する中でこ

のような取り組みは進めるべきだと思います。 

 これらの事業を推進するためには空き家バン

ク登録が必要でありますが、これまでの登録と

登録対象となり得る空き家の件数はどのぐらい

あるのかお聞きいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の空き

家バンク登録、これまでの登録と空き家の件数

の御質問にお答えをいたします。 

 垂水市空き家バンク登録の登録件数について

ですが、企画政策課では居住可能な空き家につ

きまして、平成17年度から垂水市空き家バンク

制度を設けて、市内空き家の利活用を促進する

取り組みを継続してきております。登録件数は

直近３年度で申しますと平成26年度に16件、27

年度に20件、28年度は８月末現在で既に27件の

申請がございまして、現在22件の登録が完了し

ております。４月から８月の５カ月間で、昨年

度の件数を上回ってはおります。この結果につ

きまして、空き家の貸し手の意識の変化がある

と考えております。特定空き家の問題がある中、

各種補助金制度を利活用し、空き家バンクに登

録して人に貸すことで空き家の管理がしやすく

なるという方がふえてきているように思います。 

 次に、空き家の件数についてでございますが、

空き家調査は平成24年11月に土木課が中心とな

って市内全域の空き家状況を把握するため関係
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課で協議し、地域担当職員や災害調査員の割り

当て地区を参考に基礎調査として実施をいたし

ました。調査の方法は調査委員の主観で住宅敷

地外からの外観の調査でありましたので、利用

可能かどうかの把握まではできておりません。

調査の結果は、空き家総数が1,061戸でござい

ます。そのうち廃屋と判定された物件が214戸

でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいま空き家バンクの登録

件数をお聞きしましたけれども、これについて

は賃貸物件と売却物件がありますけれども、こ

れを両方合わせた件数と受けとめていいんでし

ょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  両方合計した数

字ということでございまして、登録物件としま

しては賃貸のほうが本年度５カ月間で15件、売

買のほうが７件という数字になっております。 

○梅木 勇議員  ちなみに登録件数をインター

ネットで見てみますと、現在、８月30日現在で

の賃貸登録件数が掲載されておりますけれども、

賃貸登録物件が12件になっております。そのう

ちの２件はこの定住促進に該当しないような、

例えば倉庫とか、そういうのが２件ほどありま

して、10件だろうと。 

 売却登録物件が９件となっておりますけれど

も、今はこの事業を進める中で、事業を利用す

るためにはこういう登録が必要だということで

すけれども、先ほど、これまでの登録件数もお

聞きしましたけれども、ちょっとそこあたりを

件数的にどのように思っていらっしゃるかお聞

かせください。 

○企画政策課長（角野 毅）  空き家バンクの

現在の登録件数をどう考えるかということでご

ざいますけれども、先ほど答弁でも申しました

が、本年度の垂水市空き家バンクの登録件数は

現在で22件、議員がおっしゃいますとおり、今

現在インターネット上で掲示をしておる件数は

もう既に10件と、売却のほうが９件ということ

で、アップをしますとすぐに契約をなされて、

消すという作業になりますので、実際の登録件

数と画面上に出ている件数というのは、なかな

かかみ合わないということ。 

 それから、昨年度以降ずっと継続的に載って

おります倉庫の物件とかは、結構長い間掲示を

されたままの状態で売却がなされなかったりす

る物件もございますので、受付の申請件数とあ

すこに載っている件数というのは、なかなか一

致しないというふうに御理解いただきたいと思

います。 

 先ほども申しましたけれども、すぐに１年間

の登録件数20件を本年度は上回っております。

要因としましては、垂水市空き家有効活用推進

事業補助金や垂水市空き家リフォーム促進事業

補助金、広報誌等を通じての周知等により、空

き家バンク制度の申請件数は、年々、増加の傾

向にあるものだというふうに、今、考えており

ます。空き家の利活用の観点から、空き家への

移住を促進するために、本年度より開始をいた

しました垂水市空き家バンク移住促進事業補助

金も運用を開始したところでございます。 

 なお、空き家バンク登録物件の契約数は、本

年度の実績は８月末現在で賃貸合わせてという

ことではございますけれども、市外からの転入

が５件、内訳としては市内の住みかえが５件と

半数程度が転入でございます。 

 以上のように、空き家関連事業の充実に伴い

まして空き家バンクの登録件数は増加、一定の

周知が図られてきているものだというふうに考

えているところでございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。私は、

今、説明を受けて、ある程度理解はしたところ

でございますけれども、それぞれの事業の予定

件数と比較して考えた場合、また事業利用希望

者にとっては物足りない現在登録件数ではない

だろうかと、こういうような思いもするわけで
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す。 

 先ほどの空き家件数からすれば、まだまだ登

録に向けての対策、掘り起こしが必要ではない

かと、こういうふうに思うところで、そのこと

が事業の推進が図られ、予定件数に届いていく

ものと考えますが、この空き家バンク登録に向

けての対策、先ほど空き家件数は24年時点で

1,061戸、廃屋これが214戸と。それでも、差し

引き単純にすると800戸が、単純に計算すれば

その登録可能ではないかと、単純に勘ぐればそ

ういうふうな思いがするってことも、それにつ

いての掘り起こし、対策等はないかお聞かせく

ださい。 

○企画政策課長（角野 毅）  空き家バンクの

登録件数をふやすにはということであると思い

ますので、御質問にお答えをいたします。 

 現在、周知方法といたしましては、５月に市

が発送をいたします。固定資産税の納税通知書

に空き家バンク登録のチラシを同封いたしまし

て、案内を行っているところでございます。そ

のほか移住定住関連の制度紹介につきましては、

市のホームページ及び広報誌への定期的な掲載

を行うことによりまして、広く内外へ告知をし、

また市内不動産会社でありますとかリフォーム

施工会社、事業者の方々へ制度の紹介を通じて

空き家所有者へ同制度を案内していただくよう

取り組んでいるところでございます。 

 しかし、制度の認知度をさらに高める必要が

あることから、各振興会長さんと連携をした空

き家調査及び登録の呼びかけを行うことが、今

後、重要になってくると考えております。 

 また、移住定住関連制度のさらなる充実を図

るため、既存の制度の見直しでありますとか、

拡充といったものを利用者のニーズを捉えた新

しい制度の新設等も含め、検討をしていきたい

と考えております。 

 さらに、１回目の答弁で申し上げましたとお

り、空き家所有者の空き家の利活用につきまし

ての意識の変化が見受けられますけれども、ま

だ不十分なところもございます。空き家に対す

る意識改革という意味でも、空き家管理につい

てチラシもしくはリーフレット等の配布を行う

ことも必要ではないかと考えているところでご

ざいます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 １件でも多くの物件を登録をすることが事業

の促進そして定住につながりますので、登録の

取り組みを強めていただきたいと思います。 

 次に、果樹試験場の移転でございますが、こ

れまでの経過について答弁をいただきましたが、

12月の農林課長の答弁では、果樹試験場は昭和

２年に県かんきつ研究所として垂水市に創設さ

れ、昭和33年には果樹試験場として独立、本城

町の現在地に移転、平成18年には農業開発総合

センター果場として組織改変などを経て現在に

至り、90年近い歴史を持つ施設であると説明さ

れております。 

 垂水は気候が温暖なことからミカン栽培が盛

んであり、これまでミカン農家にとっては栽培

の問題点や病害虫等について、飛び込んで相談

等もできる身近なよりどころの施設でありまし

た。私も６月に相談に行きましたが、すぐ現地

の畑に行っていただき、助言、指導をいただき、

ミカンの障害が解消されました。移転について

は非常にさみしい思いがします。 

 これまで90年近い歴史の間には、地元のかん

きつ栽培関係者の活力や雇用など、少なくとも

地域の活性化につながってきたと思っていると

ころです。試験場が移転することにどのように

考えておられるのか、市長にお聞きいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  梅木議員の果樹部の移転

をどのように考えているかという質問にお答え

をいたします。 

 鹿児島県は平成８年から17年にかけて、吹

上・金峰地区に農業開発総合センターを整備し

て、平成18年には谷山地区にあった県農業試験
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場を移転しております。その他の研究施設も計

画的に順次移転することとし、平成22年度に21

世紀における農業試験研究体制あり方検討委員

会にてとりまとめられた提言に基づき、平成27

年度の鹿児島県当初予算に果樹部を、農業開発

総合センターへ集約・移転するための費用を計

上していることが明らかになっております。 

 本市といたしましては、県農政部との情報交

換を経て、また市議会からの要望を受けて跡地

の利活用について現地調査など検討を行いまし

た。先ほど農林課長が答弁しましたような理由

で、鹿児島県からの県有財産の借り受け要望に

ついての紹介に対して借り受け要望はなしと回

答をいたしましたところでございます。 

 長い歴史を有し本市の果樹振興と地域振興に

も貢献をした施設でありますことから、移転は

非常に残念でございますけれども、農業開発総

合センターの整備目的が農業の技術開発や担い

手育成ということでありますれば、今後は果樹

部を含め農業開発総合センターを有効活用して

いきたいと考えております。移転は大変残念に

思うところでございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁で、これまで

検討された第１圃場の施設等については、課題

を検討したが施設の老朽化や取得後の維持管理

の費用を考慮して取得を断念したということで

ありますが、今、私は、この場で初めてこれの

問題についてそういう結果を知ったわけでござ

います。しかしながら、これは先ほども言いま

したみたいに第１圃場を中心とした施設等が中

心であったかとこういうふうに思っているとこ

ろでございます。 

 それで、第２圃場の利活用について述べさせ

ていただきたいと思うところでございます。 

 第２圃場は上野台地にありますが、台地と言

われるだけに広々と大平原のように広がり爽快

感を感じます。東を見れば高隈連山がくっきり

とそびえ、西を見れば錦江湾が池のように映り、

北には富士山型の美しい桜島、南前方には開聞

岳が見渡せる景観景色のすばらしいところであ

ります。このような場所にある第２圃場を農業

分野の観光交流人口の場として、さらに市民の

憩いの場として利活用はできないか。 

 ちなみに鹿屋市にはミカン狩りのできる観光

農園、オレンジパーク串良があります。運営は

鹿屋市から指定管理を受けた有里みかん管理組

合が運営して９月下旬から12月までミカン狩り

を行っていきます。 

 長島町には、皆さん御存じだと思いますが日

本マンダリンセンターがあり、ミカンの歴史、

文化などをビデオや模型で楽しく学べる施設で

す。また、展示園には180品種のかんきつ類を

収集展示、果樹農家の研究などに活用されてい

ます。また、10月上旬から12月中旬までミカン

狩りもできるとなっております。 

 鹿児島市には喜入に観光農業公園グリーンフ

ァームがあり、41.3ヘクタールの広大な敷地に

農産物直売館や農園レストラン、体験用農地キ

ャンプ場、遊歩道、遊具、滞在型市民農園など

があり、豊かな自然の中で農業や食、環境など

の体験や学習ができる施設であります。年間19

万人ほどの入園者があるそうです。 

 また、鹿児島市犬迫町には都市農業センター

があります。総面積は約30ヘクタールで、農業

研修ゾーン、市民農園ゾーン、ふれあいゾーン

の３つのゾーンに分かれています。ふれあい

ゾーンのほぼ中央に面積が約8,000平方メート

ルある大花壇、四季の花壇では主に年に３回四

季の花を栽培しています。春は菜の花、夏は百

日草、秋はコスモスなどが咲きますと案内され

ております。ここで咲いた菜の花やヒマワリ、

コスモスは毎年のようにカラー写真で新聞に報

道され、写真を見ると行ってみたいと気持ちに

駆られます。私は６月にここの睡蓮が咲いてい

る状況が新聞に出ましたので見に行きましたが、

入れかわり立ちかわりという状況で見に来られ
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ておりました。春の菜の花、夏には約10万本の

ヒマワリ、秋には約30万本のコスモスが咲く四

季の花壇は観光スポットであり、市民の憩いの

場でもあるようです。 

 ４カ所の事例を挙げてみましたが、このよう

なことを参考にして、市街地から10分程度で行

ける立地条件のよい第２圃場を歴史の名残とし

て、ミカン狩りや農作物の収穫狩りなどが楽し

める。四季には菜の花やヒマワリ、コスモスな

どが広大な面積に咲き誇る風景をつくることで、

たるみず道の駅、猿ケ場森の駅、現在計画中の

南の拠点を結ぶ観光スポットとして交流人口の

拡大につなげるためにも、また市民の憩いの場

として観光農業公園の検討はできないかお聞き

します。 

○市長（尾脇雅弥）  梅木議員の跡地有効利用

の検討につきましてお答えをいたします。 

 果樹部圃場のうち上野台地にある第２圃場、

農業振興計画の農用地区域内農地であるという

ことから、今後の農業振興のためには意欲的な

農家、あるいは農業法人が取得をして有効に活

用されることが望ましいと考えております。 

 今後どのような利活用がなされるか明らかに

なっておりませんけれども、議員提案の観光農

園のような使われ方、ひとついい方法だと私も

思っておりますので、いろんな場面で意見がで

きればというふうに思っております。 

○梅木 勇議員  90年近い歴史があり、かんき

つ農家のよりどころであった、また垂水の誇り

でもあった施設が移転していくことは損失であ

り、この移転をチャンスと捉え、我が町の現状、

これからを思い浮かべれば、さらに交流人口の

拡大、活性化につながる方策の検討に値する絶

好の場所であります。 

 市長のうたわれております３つの挑戦の中に

経済への挑戦があります。３つの柱の２つ目に

観光振興に取り組み、交流人口の増加による雇

用を生み出し、所得向上を図るとありますが、

これに沿うものでいま一度検討されんことを望

み終わります。ありがとうございます。 

○議長（池之上誠）  次に、１番、村山芳秀議

員の質問を許可します。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  本日７番目の登壇ということ

で、最後になるかどうかわかりませんが、よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 ことしの夏は猛暑の中で台風接近もなく安堵

いたしていたところ、先月末、岩手県で台風10

号によってグループホームの入所者の皆さんが

全員濁流にのまれてなくなるという悲惨な被害

が発生しました。早目の避難ができなかったの

かと悔やまれる事案でした。垂水市では台風12

号の接近もありましたが、幸いにも被害もなく

ほっといたしているところです。 

 それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、前回の一般質問以降に気づいた点や、

これまでの質問事項等を振り返りながら、次の

４点について質問をさせていただきます。 

 まず、第１点は空き家対策と、これは廃屋を

含めた形で空き地等の雑草・雑木等の除去対策

でございます。先ほどもありましたが、空き家

対策につきましては、以前、調査によれば

1,000戸を超す空き家があり、このうち廃屋と

呼ばれる住めない空き家も200戸を超すという

ことで、これまでも多くの先輩議員の皆さんか

ら質問があり、防犯上やイノシシのすみかとな

ったり近隣の住宅の迷惑な事案として、また集

落の課題として長年の懸案事項であります。 

 本市では、これも先ほどありましたように、

10年ほど前から空き家バンク制度を初め、今年

度からは空き家の解体撤去補助など定住策とし

て充実をしてまいりました。空き家対策をめぐ

っては社会問題化して、御承知のとおり、国も

昨年の５月、空き家等対策の推進に関する特別

措置法を施行し、老朽化が進み周辺への悪影響

が心配される空き家などを特定空き家に認定し、
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所有者への助言や指導、勧告、命令、代執行が

できることを定めました。 

 特別措置法の施行以前からも、県内でも10を

超す自治体が危険な特定空き家対策に条例等を

整備して着手をしております。先の３月議会で

は感王寺議員の質問に対し、28年中には例規の

規定をつくり、協議会も設置して、その協議会

の中で空き家利用に対する対策も協議していき

たいとの回答でございましたが、まずはこうし

た長い間放置されて問題のある空き家対策や空

き家利用に関することを話し合う垂水市の協議

会の発足について、今後の予定をお伺いします。 

 また、仮称ですが、空き家等の適正管理に関

する条例制定の時期についてもあわせて伺いま

す。県内の状況等を踏まえて答弁をお願いしま

す。引き続き、また空き地等の雑草除去対策に

ついて、これは実績が昨年度から今年度にかけ

てでよろしいですので、関連からあわせて質問

をいたします。 

 次に、南の拠点事業についてです。 

 本日も、先輩議員の皆様からさまざまな質問

が出されております。これまでの間に示された

情報の中で質問をさせていただきます。 

 とにかく、この南の拠点整備事業、情報が極

めて少ないと思われます。午前中の川越議員の

質問の中で、浜平の道の駅は６次産業化と観光

振興をコンセプトにやると回答がございました

が、議会を含めて市民に対して構想の段階での

案、基本設計の方針など具体的に手法等で示す

時期はいつなのかお尋ねします。 

 10年ほど前でしたが、道の駅たるみずを建設

する際は、運営を開始する４年ほど前には、平

成13年３月ですが、市民へのある程度の青写真

を示しております。当然、設計等はいろいろ変

更になりましたが、具体的に税金をつぎ込んで

計画づくりを行っていくわけですから、情報を

公開しながら市民とのかかわりや大まかな状況

説明を重ねながらやっていくのが当然だと思い

ます。 

 浜平の道の駅は、こういう考えがあってこう

いう形で何を目標にしてるんだとか、日常サー

ビスの福祉機能がこういうものがあるのだ、地

域の特産品を生かして産業振興は具体的にはこ

うしていくのだと、市民生活に密着した情報か

ら将来計画まで理想どおりのビジョンを示して、

市民の信任を得ていくのが普通ではないでしょ

うか。 

 あともう一点、さきの議会で100人の雇用を

生み出すと理解したのですが、これはアクショ

ンプランの全体の計画で110人の雇用と訂正も

ございました。今度の道の駅、さまざまな南の

拠点事業ですが、さまざまな職種で人手不足が

叫ばれているとき、南の拠点で何人規模のどう

いう職種の雇用を今の段階で考えられているの

か、具体的にわかっていたら教えていただきた

いと思います。 

 次に、地域振興計画です。 

 平成22年の大野地区から始まった地域振興計

画づくりは、今年度の垂水地区の振興計画策定

で全ての校区が終わります。それぞれに計画年

度が違っており、早い大野校区では、もう６年

目を迎えております。まずはこれまで策定され、

二、三年の地区の状況を含めて、動き出してる

地域振興計画の各地区の進捗状況をお尋ねしま

す。 

 次に、今回の９月議会の補正で、ふるさと創

生資金を活用して各地区の地区公民館に対する

外壁やクーラーなどハード的な予算面も配慮し

ていただいております。しかしながら、この地

域振興計画の進捗状況、当然、地区公民館の運

営委員会等を通じて行われてるとは思いますが、

牛根地区では３年目、４年目を迎えた地区の進

捗状況やフォロー体制が見えない部分がござい

ます。 

 特に、地区公民館の活動内容が行事型からこ

うした事業型に変わってきております。今、ち
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ょうどまさに敬老会や校区運動会の行事の準備

が行われておりますが、こうした行事をこなし

ていく体制から地域振興策を含め、地域福祉、

地域防災、人づくり、先ほどの空き家、耕作放

棄地など、地域環境など教育委員会枠で捉え切

れない施策の展開をする事業型に変わっていき、

人口減少が進む中でその達成が地域づくり、公

民館活動にも求められております。新しい地域

コミュニティーのあり方や地区担当職員のバッ

クアップが必要と考えますが、10年スパンとい

う中期的な期間の中で、地区公民館への公助の

必要性、方向性、その辺はどのように考えてい

らっしゃるか、あわせてお伺いします。 

 最後に、文化財行政についてを御質問いたし

ます。 

 今回の補正予算に垂水絹糸跡の土地購入費用

を含め、埋蔵文化財の収納庫移転を挙げていら

っしゃいますが、大部分は貴重な柊原貝塚遺跡

の出土品が収納されていると思います。これら

の出土品の現在の整理保管状況はどうなってい

るのか、また旧協和中学校の校舎へ出土品を移

転して保管されるとお聞きししたが、現在あっ

た作業場などどのように考えられるかお尋ねを

いたします。 

 また、７月10日の南日本新聞３面に大きく取

り上げられていました。明治日本の産業革命遺

産の記事でございます。 

 「世界文化遺産登録から１年がたち、鹿児島

県の世界文化遺産化はことしから来年度にかけ

て鹿児島産業遺産の道事業として、県内各地に

眠る遺産をリストアップしてデータベース化し

て、各遺産をつないで地域おこしにも役立てた

い」との記事が掲載されておりました。この中

に、幕末に島津斉彬公の命によって、ひそかに

大型帆船をつくった牛根造船所跡も掲載されて

おりました。 

 御承知のとおり、島津斉彬公は西洋列強が武

力で圧力をかけてきた際に、海の防衛の重要性

を認識し、桜島と牛根麓の３カ所に造船所を設

け、大型船の建造を始めました。1,854年安政

元年に桜島の瀬戸村でつくられた昇平丸、次い

で牛根麓造船所でつくられた鳳端丸、万年丸、

そして桜島の有村でつくられた大元丸、承天丸

の計５隻の大型帆船が完成をしました。それ以

前は、幕府の方針で大型船の建造が禁止されて

いたため、これが近代的な大型帆船の造船の発

祥となりました。 

 大正大噴火の流れ出した溶岩で埋まった桜島

の瀬戸村、有村の２カ所の発掘が不可能となっ

ている現在、牛根麓造船所跡は近代造船発祥の

地として、唯一、発掘調査が可能な地であり、

その遺跡は大量の火山灰や礫で埋まっており保

存状態もよいと思われます。道の駅たるみずに

は、近代造船の発祥の地、日の丸発祥のふるさ

ととして、対岸の瀬戸村で建造された昇平丸の

モニュメントが設置をされております。 

 まずは、幕末から明治にかけてのこうした文

化遺産について、牛根造船所跡を含めて、現在

の状況はどうなっているのか、また鹿児島県の

動き、発掘次第だとは思いますが、世界文化遺

産への追加施設の可能性はどうかということで、

第１回目の質問を終わります。 

○市民課長（森山博之）  それでは、特定空き

家指定に向けた協議会の設置並びに基本条例制

定に向けた取り組みについての御質問にお答え

をいたします。 

 空き家対策協議会の設置につきましては、平

成28年３月議会に議員仰せのとおり、感王寺議

員の御質問に設置に向けて、関係課と協議する

旨の回答をいたしております。 

 それでは、まずそれ以降の御相談並びに進捗

状況について御説明をいたします。 

 これまで、空き家・空き地の除草並びに樹木

の伐採、家屋の老朽化など９件の相談がござい

ました。そのうち２件につきましては、家屋の

老朽化により瓦が落下しており、近隣家屋に悪
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影響を及ぼしておりますことから、土木課、生

活環境課と現地調査を行い、所有者もしくは管

理者に対し、適正管理並びに補助事業を活用し

た解体の検討を行っていただく旨の、土木課か

ら通知をしていただいております。 

 しかしながら、こうした対応はしてはおりま

すけれども、所有者もしくは管理者において、

迅速な対応ができていないのが現状でございま

す。こうした現状を解消することができず、こ

れまでもその対応について御指摘をいただいて

おります。 

 議員御指摘の空き家対策協議会の設置につき

ましては、県内で霧島市、姶良市、出水市を初

め、大隅管内の肝付町を含めまして７市１町で

設置をしております。本市におきましても、昨

年２月に肝付町で研修を行い、空き家対策に係

る条例や協議会の設置について御教示いただき

ました。 

 しかしながら、他の自治体の状況も踏まえ方

針を定めたいとの考えから、10月初旬に南九州

市及び薩摩川内市へ研修を依頼をしております

ので、関係課とその成果等も十分踏まえ、今後、

検討をしてまいりたいと考えております。 

 続いて、条例の制定につきましては、御承知

のとおり空き家等対策の推進に関する特別措置

法が平成27年５月に全面施行されております。

県内の条例制定の状況は43市町村のうち、鹿児

島市や枕崎市、薩摩川内市を初め、大隅管内で

は鹿屋市を含む11の市町で制定されております。

議員御指摘の特定空き家の指定につきましては、

条例を制定することにより市の取り組みを強調

し、なおかつ空き家放置の抑止力になるのでは

ないかと考えております。 

 しかしながら、県のアンケート調査では、条

例の制定を行っている自治体においても「空き

家によって特定空き家の判断に迷う」「指導後

の勧告や命令等に踏み切る判断に迷う」「相続

者が複数いて責任者を特定できない」など運用

上の問題も抱えております。 

 また、空き家活用に関する課題として、空き

家バンクの登録を促しても家財道具があるため

に登録はできないなど、さまざまな問題を抱え

ているようでございます。今後、条例制定に向

けては、こうした背景があることや、国が定め

ました特別措置法を活用し運用していく方法な

ども視野に入れて調査研究を行ってまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の南の

拠点整備事業の構想は、基本設計の方針等を具

体的に仕様で示す時期はという御質問にお答え

をいたします。 

 初めに、広報誌への掲載の考え方でございま

すが、広報誌の使命は市民に対して市政情報を

正しく伝えることでございます。そのため、掲

載する内容については誤解を招くことがないよ

う配慮しなければならないと考えております。

そのため、計画形成過程の情報については、慎

重な取り扱いを行っていることを御理解いただ

きたいと思います。 

 それでは、南の拠点整備の基本構想や基本設

計の広報時期についてお答えをいたします。 

 基本構想については、本年４月号で市政方針

の記事の中で浜平地区に観光、食、雇用の拠点

機能を持つ施設整備を、国や県と調整を行いな

がら整備を推進していくという内容を掲載いた

しました。 

 基本設計の方針等の公表でございますけれど

も、基本設計の業務委託後期が９月30日となっ

ておりますことから、現在も作業中でございま

す。市としても、できるだけ早い時期に基本設

計案を市民へ公表したいと考えていることから、

早急に御報告できる内容をとりまとめ、９月議

会最終日でございます23日に、議会の皆様に御

説明をした上で広報誌により広報をしていきた

いと考えておるところでございます。 
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 続きまして、南の拠点整備事業について、ど

の程度の雇用を生み出すかということでござい

ます。 

 現在のところ南の拠点施設の詳細がまだ定ま

っておりませんため、試算は行えておりません

が、今後、本事業にかかわりのあるさまざまな

民間事業者へ雇用についての働きかけを進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、地域振興計画につきまして、本

年度の各地区の進捗状況の御質問にお答えをい

たします。 

 地域振興計画につきましては、各地区住民が

こうありたいと願う姿を目標として掲げ、地区

住民の手で策定された行動計画に基づき、まち

づくりが行われております。 

 また、市のまちづくり交付金や国県の事業を

活用することにより、各地区におきまして特色

あるまちづくりが展開されております。本年度

の各地区におけるアクションプランにつきまし

て、昨年度の実績を含めた進捗状況でございま

すが、大野地区では総務省事業の過疎地域等集

落ネットワーク圏形成支援事業を活用し、つら

さげ芋増産に向けた干し場の新設でございます

とか、ニジマス養殖等の取り組みが行われてお

ります。また、これまでの取り組みが評価され、

昨年度は過疎地域自立活性化優良事例表彰にお

きまして、全国過疎地域自立促進連盟会長賞を

受賞いたしました。本年度は豊かな村づくり表

彰におきまして、鹿児島県代表に選出されたと

ころでございます。 

 水之上地区におきましては、まちづくり交付

金により、女男河原の懸垂幕作成や、新規事業

としまして、軽トラ市に取り組んでおられます。

本年度もフラワーロードの整備に係る機械の整

備を行っております。また、大野地区に次いで

三和づくり計画の見直し作業が行われ、地区の

中・後期に向けた行動計画の見直し協議が行わ

れたところでございます。 

 牛根地区におきましては、行動計画に掲げて

おります牛根中学校跡地の有効活用としまして、

グラウンドゴルフなどで地区住民の健康づくり、

交流の場として活用されておりますけれども、

トイレを利用することができるように、まちづ

くり交付金により給水配管の修繕を行いました。 

 新城地区では、おたけどんの郷やグラウンド

ゴルフ場を中心といたしまして、地域活性化が

図られているところでございます。おたけどん

の郷につきましては、本年度10周年記念式典が

開催されましたが、高齢農家、小規模農家の収

入確保や生きがいづくりに寄与されております。 

 松ヶ崎地区におきましては、垂水高校の協力

のもと、まちづくり交付金により、道の駅レン

タサイクルのシャッターを作成されました。本

年度は鉄道跡地への植栽事業を予定されており、

地区が目指す着地型観光による地域づくりが推

進されております。 

 柊原地区は、自治公民館がないことから、唯

一の拠点でございます地区公民館をさらなる地

域活動の拠点するため総務省事業を活用し、サ

ロン化に向けた公民館改修でございますとか、

街路樹のＬＥＤ化などを実施いたしました。本

年度まちづくり交付金を活用した国道花壇の植

栽など、明るくきれいなまちづくりに取り組ん

でおられます。 

 境地区におきましては、総務省事業を活用し

て境浜ふれあい館を建設されました。毎月農水

産物の物販が開催され盛況であることから、地

区住民の憩いの場として活用をされております。

また、約30年ぶりに盆踊りを復活させるなど、

伝統行事の継承にも取り組んでいるところでご

ざいます。 

 協和地区におきましては、総務省事業を活用

して、海潟造船所跡地の看板設置でありますと

か、手湯施設の建設等を実施いたしました。本

年度も安全入浴講習会を計画されており、海潟

温泉の魅力を引き出し、アピールする地域づく
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りを推進しているところでございます。 

 最後に、垂水地区におきましては、県の地域

貢献活動サポート事業や市まちづくり交付金を

活用し、昨年度から計画策定に係る協議を行っ

ております。年内の策定に向け、大詰めを迎え

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、村山

議員の地区公民館への今後の公助の方向性につ

いてどう考えるかにつきまして、地区公民館を

所管しております社会教育課としてお答えいた

します。 

 本市では、社会教育法に基づき９カ所の地区

公民館を設置し、その設置目的にありますよう

に、教育、学術及び文化に関する各種の事業を

行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉

の増進を図るために地区公民館長、主事を中心

にその役割を果たしていただいているところで

ございます。 

 これに加えて、近年、少子高齢化、高度情報

化、価値観の多様化、人間関係や連帯感の希薄

化等、地区公民館を取り巻く環境は大きく変化

してきており、地域活動の拠点としての地区公

民館の役割は地域内の相互扶助、住民の連帯の

輪の促進、地域の活性化など、従来の枠を超え

て、その役割もますます大きくなってきており

ます。 

 このような中、垂水市では、先ほどの企画政

策課長の答弁にもありましたように、市内の地

区公民館のそれぞれの地区を地域拠点地区とし

て、地域振興計画づくりが進められ、それぞれ

の行動計画をもとに、地域の特性を生かしたま

ちづくりが始まっております。 

 また、これらの地域振興計画は、地域住民が

みずから考え、計画し、行動することを基本に、

地域の連帯感の醸成や地域の活性化に貢献して

おり、これらの活動の中心としての地区公民館

の活動が、さまざまな分野に広がっていると認

識しております。 

 このように、住民みずからの手による地域活

性化の気運が高まってきている中で、地区公民

館を初めとした地域住民の皆様の活動において

は、行政の支援をうまく活用していただき、一

方、行政側もさまざまな支援や相談活動を積極

的に行うなど、これまで以上に相互に連携し、

協力していく必要があると考えております。 

 このような中、社会教育課としましては、各

地区における独自性や地域性を尊重しながら、

今後も公助の立場から各地区公民館の活動を支

え、年４回開催しております各地区公民館の館

長、主事が一堂に会し、協議を行う地区公民館

連絡協議会をさらに充実させるとともに、各地

区公民館を訪問した際の地区公民館としての要

望等を真摯にお聞きしながら、ともに学んでま

いりたいと考えております。 

 次に、村山議員の文化財行政関連の、現在の

整理、保管状況についての質問にお答えいたし

ます。 

 柊原貝塚は、南九州では最大級の規模を誇り、

また保存状態も大変良好で、その価値は、全国

的に見ても貴重であるとの評価をいただいてお

ります。 

 現在、垂水絹糸跡にあります収蔵庫には、柊

原貝塚以外に宮下遺跡など、合わせて６カ所の

遺跡の出土品を保管しております。 

 これらの出土品の整理保管につきましては、

国や県の定めた基準にのっとり、まず文化財と

しての価値が高く、修復可能なものについては、

どの遺跡から出土したかを記録する注記作業の

後、接合、復元、図面化、写真撮影等経て、こ

れまでに刊行された垂水市埋蔵文化財発掘調査

報告書全10冊にまとめ、保管しているところで

ございます。 

 これらのうち、一部については文化会館や柊

原地区公民館で常設展示を行っているほか、市
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内各小学校に一定期間展示をする垂水移動考古

展において、毎年活用を図っております。 

 そのほかの一部破片しか残存してないものや、

表面や接合面がすり減って復元が不可能な破片

等については、一部は報告書にも記載しており

ますが、大半は洗浄等の一連の作業を行った後、

分類項目に従ってデータベース化し、収蔵用

ケースにおさめ、垂水絹糸跡倉庫にて保管して

おり、これらの出土品は全体の約９割を占めて

おります。 

 現在収蔵しております出土品等は、収蔵用

ケースに換算して約1,900箱ありますが、これ

らは文化財保護上、我々垂水市民はもちろんの

こと、県、ひいては国民共有の後世に託すべき

貴重な財産として、将来にわたり保存すること

とされております。 

 平成25年度に国が実施いたしました調査では、

全国で約812万箱あり、毎年約30万箱ずつふえ

ていると報告されており、各自治体においても

その対応に苦慮している状況であります。 

 収蔵庫につきましては、他の自治体では、収

納スペースの問題から何カ所かに分散して収納

せざるを得ない事例が多いようでありますが、

今回の移転では、幸いにも協和中学校跡の教室

を利用して１カ所での保管ができておりますこ

とから、適地であると考えております。収蔵品

の保管管理につきましては、今後とも万全を期

してまいりたいと考えております。 

 次に、作業場に問題はないのかの質問につい

てでございますが、移転先におきましても、あ

る程度の広さの確保は可能であります。なお、

現在は新たな発掘作業もなく、作業場を使って

の調査作業自体は行っておりませんが、将来広

い作業場のスペースが必要となった場合には、

適宜対処してまいりたいと考えております。 

 次に、世界文化遺産登録決定を受けての牛根

造船所を含めての現況についてでございますが、

これまでの流れを申し上げますと、昨年の平成

27年７月、第39回世界遺産委員会において、明

治日本の産業革命遺産が九州、山口を中心に、

23件の施設等が世界文化遺産に登録されました

が、その際に、鹿児島県においては尚古集成館

ほか外２カ所が指定されたところでございます。 

 その指定された３カ所以外に、垂水市の牛根

麓造船所跡を含めて、県内には現時点で約90カ

所の関連施設があるようですが、これらの関連

施設につきましては、鹿児島県としては世界遺

産への追加登録をするのではなく、世界遺産を

支える関連遺産として紹介していく考えである

と聞いております。 

 この考えのもと、県では平成28年、29年度に

鹿児島産業の道事業として関連施設の調査を行

い、今後は集成館事業がどのように行われたか

など、より深い理解につなげること、また世界

遺産登録による観光振興や経済波及の効果を県

下一円に広げること、さらには集成館関連遺産

の保護に努めることとしております。 

 このような県の考えや方針がありますことか

ら、牛根造船所跡の世界遺産への追加登録は、

残念ながら見込めない状況であります。 

 なお、今年度、鹿児島県は先ほどの鹿児島産

業の道事業の基礎情報の収集のため、牛根造船

所跡を現地調査する計画があるようでございま

す。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  それでは、一問一答でお願い

いたします。 

 今の空き家対策、それから雑草除去対策、こ

れ、もう一回雑草の現況を今度聞きたいと思い

ますが、肝付町の状況などを視察をされたとい

うことでございますが、全国的にもその条例を、

空き家の適正管理の条例をつくっていらっしゃ

るんですけど、なぜ中止をされているのか、い

ろいろ課題があるということなんですけど、当

然課題はあると思います。それから、特措法で

対応するというような部分、なかなか難しい部
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分はあるかと思います。せっかく定住促進策が

充実して、空き家の有効利用を進めているわけ

ですから、その受け皿づくりとか、廃屋の撤去

の促進策を進めていかないと、やはりそちらの

ほうはなくなって、空き家バンクはふやしてい

くというような、やっぱりそういう対応という

か、それが必要ではないかと思います。 

 実態把握、以前したわけですけど、そういう

所有者と所有地を把握することによって対策が

始まるということで、対策が必要な人には必要

な情報や助言ができると。つまり、空き家につ

いて、条例に基づいた指導ができるのではない

かということです。 

 また、立ち木や雑草が生い茂って、防犯とか

火災とか、衛生上の問題、害虫が発生したりと

か、けさほどもありましたけど、市長は３月議

会ではまちづくり、この問題はやっぱりまちづ

くりの問題だということも答弁されております。 

 市長にお尋ねしますけど、こういう空き家の

適正管理に関する条例の制定とか、あと、空き

家の対策を総合的に検討する対策協議会とか、

この空き家問題に対する入り口だと思うわけな

んですが、どうお考えでありますか。 

 それから、先ほど答弁がなかったんですけど、

昨年度から今年度にかけて、雑草のそういう立

ち木等の駆除の件数、それにどれぐらい応えて

いるのか、そこら辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（池之上誠）  まず市長、向こうからい

きますから。答弁漏れがありましたから。 

○生活環境課長（田之上康）  それでは、空き

地等の雑草除去につきまして、対応状況と現況

を生活環境課のほうからお答えいたします。 

 雑草除去に関する苦情や相談は例年寄せられ

ておりますけれども、平成27年度が68件、本年

度は現在35件が寄せられております。 

 相談を受けまして、私どもで現地確認を行っ

た上、土地所有者に対し、現況写真と市内の作

業受託事業所の連絡先を添付いたしまして、文

書により雑草除去の実施を依頼しております。 

 しかしながら、依頼に対し、応じていただい

た件数は実数の把握はなかなか困難なんですけ

れども、実施完了の連絡があったもので、平成

27年度が10件、本年度が２件程度となっており

まして、応じていただけない件数が多いのが実

情ということでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  私にお尋ねの件ですけど

も、まずは担当課長からお答えさせていただき

たいと思います。 

○市民課長（森山博之）  条例制定に向けての

お考えということでよろしいでしょうか。先ほ

ど……。 

○議長（池之上誠）  村山議員、もう一回、さ

っき、最初は答弁漏れで指名しましたけれども、

もう一回その内容を、もう一回質問してくださ

い。 

○村山芳秀議員  今、市長のほうにお尋ねなん

ですが、この条例制定について、協議会設置も

含めて、これはこの空き家対策、空き家問題の

取り組むその入り口ではないかというような、

それを答弁お願いしますというようなことでい

うことでございます。 

○市長（尾脇雅弥）  条例制定ということにつ

きましては、先ほど市民課長が答弁したとおり

でございまして、運用上さまざまな問題があっ

て、また国が定めております特別措置法を活用

することで対応することができるのではないか

と現段階においては考えております。 

 この空き家対策問題につきましては、私自身

大変重要な施策案件であると認識をしておりま

すので、先ほどお話しいただいたようなまちづ

くりという認識もございます。 

 これまでに、この空き家問題につきましては

感王寺議員を初め、議員の皆様方から御質問が

ありまして、これまでその対策の検討を行って

まいってきたところでございます。その結果と
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して、先ほど御指摘があったような課題に応え

るために、本年度から空き家解体撤去助成事業

を実施をしております。今年度予定をしており

ました30件に対しまして、８月末までに既に15

件の実績がございました。 

 これまで空き家の処分方法について心配され

ておられた方々にとりまして、こうしたソフト

面の整備も有効な施策ではなかったかと考えて

いるところでございます。 

 今後は、本事業の制度をより一層広く市民の

皆様方に周知をするために、10月の「広報たる

みず」並びに「ＦＭたるみず」において広報を

行いまして、多くの方々に御活用いただければ

というふうに思っているところでございます。 

 空き家対策の抜本的な解決には、今後さまざ

まな課題を解消していかなければならないと認

識をしております。先進的に取り組んでいる自

治体もあるようでございますので、その成果を

検証して、関係課に指示をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○村山芳秀議員  今の答弁、さまざまな問題が

あるから、条例等協議会の設置はできないとい

うような内容なんですけど、もう既にその法律、

特措法ができる前から、適正管理をする全国に

はたくさんあるわけですよね。当然協議会も設

置をされて、さまざまな問題、ここは特定空き

家にして、どうしてもやっぱり危険度があると

いう判断をして、そこについて、じゃあ、どう

いう対策をとろうというような部分の話し合う

場を、なぜ垂水の場合は設けられないのかとい

う部分を、ちょっと市長にお尋ねしたいと思い

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  協議会設置の場だと思い

ますけど、それはやりますということでござい

ます。 

○村山芳秀議員  この協議会設置、協議会設置

というのは、条例をつくってから適正管理に関

する条例という、私、きょう、後で言いますけ

ど、この空き家と空き地、これを合わせたよう

な、やっぱり空き地もかなりのいろいろな迷惑

な事案として、それからそういう立ち木の伐採

とか、そういうのもあるということで、その条

例を制定することによって協議会までつくって、

そこでいろんな事案、それからまた、これは空

き家の総合対策にもなっていくと思うんですけ

ど、今企画課が推し進めている部分とリンクし

ながら、一つのやっぱり総合的な空き家対策を

するような協議会、そういうのをつくったらど

うですかというような話です。市長に。 

○市長（尾脇雅弥）  条例の設置の前に協議会

を設置するというのが基本的な考え方でござい

ます。 

○村山芳秀議員  条例の中にそういう規定を設

けないで、その中で、協議会の中で特定空き家

の指定をしていく部分とか、そういう形で、協

議会というのを条例の中でうたえばスムーズに

行くのかなというふうに自分は考えたもんです

から、その協議会設置を含めた形の条例をつく

って、これからまた南九州市とか視察をされる

ということですので、３月の答弁では、先ほど

言ったように例規の規定をつくって、28年度中

には何とかしたいというような前の市民課長の

答弁もございましたので、これは本当に前向き

に考えていただくと。 

 条例をつくるということは、やはりその抑止

力に、空き家を解体せんといかんね、空き家を

解体するにはこういう補助がありますよとか、

今のままじゃ今のままで全く変わらないと思い

ます。最初に行われるのは修繕とか解体とか、

助言や指導からですので、やっぱりそれをでき

ない場合は、その猶予期間を設けて改善勧告と

か、やっぱりその条例に基づけばそういうこと

もできていきます。そういうことをやって、固

定資産税の特例措置、６分の１のそういう部分

まで踏み込める部分もありますので、やっぱり

そういう部分が改善勧告を含めて、そういう特
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例対象から外されるということも含めて、空き

家対策に対するやる気を見せていただければと

思います。 

 これに関しては、先ほども言いましたように、

その空き家を特定空き家に指定するだけじゃな

くて、今進めている、充実している空き家バン

クの制度、いろんな補助事業も含めて、いろん

なのを総合的にやりながらする協議会の場をつ

くって、どんどん進めてくださいというような

ことですので、市長、じゃあ。 

○市長（尾脇雅弥）  村山議員がおっしゃると

おり、同じ方向性だというふうに思います。 

 現在1,000件近くある空き家をどうやってい

くのかと。先ほど企画課長が話をしたような、

いろいろ人口増に対しての施策は講じてはいる

んですけど、一方で空き家の問題をどうしてい

くのかということがございますよね。空き家特

措法という、前、感王寺議員の質問でもどうな

んだという中で、空き家特措法という法律の制

定を待って対応させていただきますということ

で発言をさせていただいたと思いますけども、

ただ、その空き家特措法自体には先ほど抽象的

な話を申しましたけども、さまざまなやっぱり

課題がプロセスも含めてございますので、まず

は協議会をしっかりと設置をして、どういう課

題があって、どのように対応していくのかとい

うことを考えているところでございますし、ま

た先ほど申し上げましたけれども、前段として

空き家解体撤去助成事業なども、現実的な空き

家を解消していくことの方策として有効ではな

いかということで提案をして、今、現実的に30

件の申請に対して15件の皆様が対応していただ

いているということでありますから、それらの

施策も含めて、空き家を何とかしなきゃいけな

いということがございますので、そういうこと

にしっかりと関係課とまたさらに協議をして、

一歩でも前に進むように調整をしてまいりたい

というように思っているところでございます。 

○村山芳秀議員  協議会を設置すると。それか

ら条例の部分をやられる、検討すると、行くと

いうことで理解をしたいと思います。 

 今、生活環境課長のほうからありましたよう

に、今年度は35件文書で勧告というか、そうい

う払ってくださいよと、立ち木を切ってくださ

いと言っても、２件しか応じないと。やはり、

市民が迷惑をしている部分の度合いというか、

先ほどありましたなぎさ荘跡なんかも含めて、

やはり地域住民が困っている部分が、やはりそ

ういう特定な部分をいかにやっぱり潰していく

かというのも非常に大事なことだと思います。 

 先ほど言ったように、生活環境課の空き地の

雑草、立ち木等の除去に一緒に、空き地と空き

家と一緒にしたような、それは協議会で協議を

していただいて、条例を、全国にはいろんな条

例がありますので、検討していただきたいとい

うことをお願いしまして、南の拠点事業に入り

ます。 

 これにつきましては、今、回答をいただきま

した。本議会の最終日に基本設計の部分の計画

案を示すということで、早くても、その内容等

がわかるのは11月号の市報等と思われます。 

 現在の状況は、地権者には話はしていらっし

ゃいますが、これからいろいろな関係してくる

であろう市民は、ほとんど説明はない状態です

し、そんな形で進められても、今度は、はい、

そうですかというような形にはならないと思い

ます。 

 特に、運営、経営主体、複数の企業の名前が

挙がっておりますけど、10年先、15年先がどう

なるんだとか、これ、まだ我々も情報がないま

まに質問もできませんので、示された段階でい

ろいろお尋ねをしていきたいと思います。（発

言する者あり） 

 一応南の拠点については、最終議会で出され

てからということで、次に移ります。 

 地域振興計画についてですが、振興計画の各
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地区の状況が説明がございました。事業導入に

ついて、職員の皆さんが積極的に図りながら、

各地域を盛り上げようという努力に対しまして

は、本当に敬意を表したいと思います。特に、

ソフト事業等の導入に当たっては、そういう意

気込みが感じられるところでございます。 

 しかしながら、地域地域によっては、その行

動計画の部分を進み方の確認と、毎年みんなで

進み方の確認をしたりとか、行動計画の見直し

をやっていくと、例えば５月ぐらいとか、年度

初めにやるということを、私、松ヶ崎校区にい

るんですけど、みんなで見直しをやったという、

３年ほどですが、そういう開かれた形跡もあり

ません。役員さんの一部は知っていらっしゃる

のかもしれませんけど、そういう意味では、策

定をしたああいう部分で、年に一回でもいいか

ら、そういう見直しの方法が職員の方々、地域

担当職員も含めて、そういうのがつくっていた

だければなというような思いがしております。

例えば、松ヶ崎ではレンタサイクル、自転車を

買いました。でも、その利用については思った

ほど利用がない、そういう状況もございます。

じゃあ、それをどうするかということを含めて、

やっぱりそれは、その行動計画を振り返る機会

が少ないというか、計画はつくったんだけど、

じゃあ２年目はどうしよう、３年目はどうしよ

う、４年目は。そのように、やっぱり地域のみ

んなで話し合うようなそういう体制をつくる、

役所はローリング、やっぱり事業の見直し等を

含めて毎年毎年やっているわけなんですけども、

そういうのが、ある意味でいえば自主的に開か

れるような体制まではやっぱり必要なんじゃな

いかというふうに思います。 

 ３年目とか６年目とか８年目、ある中で、大

野なんかは５年で見直しをしたというふうなこ

とも聞いておりますので、そこら辺を地域住民

の背中を押してあげるのも地域担当職員、それ

から市の職員、特に企画政策課を中心にという

部分がありますので、その地域のボランティア

団体も含めて、巻き込んでいくような感じでや

っていただければと思います。この地域振興計

画自体を10年計画で具現化していくという形を、

スムーズに行くまではフォローしていただきた

いということです。 

 この問題も、質問というよりも、できれば財

源、権限と財源じゃないんですけど、やっぱり

自由に、そこは難しい部分もあるかもしれませ

んけど、そういう部分、それから去年もちょっ

とお話をしましたけど、振興会自体がもう本当

に一つ一つが小さいものですから、歳の方のと

言うと失礼かもしれないんですけど、なかなか

活性化、振興会で活性化、小さいところなんか

は難しい部分もありますので、そういう合併も

含めたようなことも含めて、思い切った改革案

というか、そういうのもいろいろな役所の持っ

ているノウハウを生かして、提示して示してい

ただければと思っております。 

 それでは、この振興計画につきましても、こ

の公助の必要性というのはそういう部分からと

いうことで、これについても要望にかえていき

たいと思います。 

 それでは、文化財行政なんですけど、今話が

ありましたように、貴重な柊原貝塚遺跡が多数

あって、今もありましたように、今後も将来に

わたって保存をしていかなければならないと。 

 この埋蔵文化財の問題というのは、これまで

も多分多くの先輩たちが質問やら追及というか、

していらっしゃると思うんですけど、あそこが

収蔵庫というか、ちゃんとした埋蔵文化財セン

ターというような、これまでもそういう形であ

ったかなというのを非常に疑問に思うところが

ございます。 

 それで、プラス垂水の偉人の作品、民族品と

か民芸品とか、民俗資料、その収集展示する、

収蔵展示する館がなかったということに、やは

り尽きると思います。 
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 行政として、本来伝えないといけないことや

未来へ残すべきものというようなのを本気でや

らないと、このことは始まらないのではないか

と思っています。 

 資料館を新たにつくるということは、この本

庁舎の建設同様に多額の財源を必要とするため、

すぐにというのは難しい部分がありますけど、

今度協和中学校に移されるということで、ふる

さと応援基金の利活用を図って、仮であります

けど、そういう作業場とか、埋蔵文化財セン

ターというような形で、ちょっとグレードアッ

プしたような形で着手すべきではないかと思い

ますけど、市長はどんなふうに思われるでしょ

うか。 

○市長（尾脇雅弥）  文化財の保護ということ

だと思いますけれども、これは文化財をしっか

りと後世に引き継ぐべきものでありますし、そ

のために、適切な方法で保管、管理を行うべき

であると私もそう思っております。 

 しかしながら、これまで歴史民俗資料の建設

が結果として行われなかったことは、社会教育

課の答弁にもありましたように、過去の財政事

情や類似館の維持管理費や人件費など、運営コ

ストが多額となったこと、これに加えまして、

建設に伴う国の補助金が平成８年度に廃止をさ

れたことなど、さまざまな要因があったという

ふうに思います。このことは、市民のための各

種事業をやっていく上で、国、県の補助金を活

用したり、有利な起債を選択してきましたもの

の、その時代時代において、市民の貴重な税金

等で賄われる一般財源部分については少しでも

少額に抑えて、市民の皆様のために優先順位を

つけて、効果が発揮されるように進めてきたか

らだというふうに考えているところでございま

す。 

 ふるさと応援基金を活用した事業を行うに当

たりましても、まずは寄附者の指定した分野や、

寄附者の思いを十分に尊重した上で、市民の安

心安全や福祉や市民の生活の向上など、優先順

位をつけて、効果が発揮されるように進めてい

かなければならないというふうに考えておりま

す。 

 文化財の保護、活用につきましては、社会教

育課のほうで新しい取り組みも含めてさらに前

向きに取り組んでもらいたいということで考え

ております。指示をしていきたいと思います。 

 なお、再来年の平成30年のＮＨＫ大河ドラマ

は西郷隆盛を題材にしたものに決定をしたとこ

ろでありまして、平成30年は明治維新150周年

の節目の年を迎えますことから、鹿児島県や鹿

児島市などにおいて、いろいろな記念事業に取

り組まれようとしておりますので、本市におい

ても垂水島津家墓地など脚光を浴びてくるもの

と思われます。これらの動きが文化財保護活用

に役立ち、さらには地域の活性化にもつながる

よい機会となりますことから、本市といたしま

しても、できる限りのことを取り組んでいく必

要があると考えております。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  今、もう時間がないのであれ

なんですけど、今150周年……。 

○議長（池之上誠）  村山議員、時間が来まし

たので、以上で終わってください。 

○村山芳秀議員  市制施行60周年もありますの

で、ぜひその辺の取り組みをお願いしまして、

質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  本日は、以上で終了しま

す。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  次は、明日、午前９時30

分から本会議を開き、一般質問を続行します。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後４時13分散会
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平成28年９月14日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（池之上誠）  日程第１、昨日に引き続

き一般質問を続行します。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、13番、篠原炳則議員の質問を許可し

ます。 

   ［篠原炳則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  おはようございます。２日目

のトップバッターということで、少し緊張して

おりますけれども、よろしくお願いをいたしま

す。 

 また、台風が接近しておりまして、日曜前後

接近するんじゃなかろうかと心配をしておりま

す。昔から、暑さ寒さも彼岸までとよく言われ

たもんでございまして、あちこち彼岸花も見え

ているようでございます。稲の穂も垂れてきて、

実りの秋を待っているかのようでございました。

台風が来ないことをお祈りいたしまして、質問

をさせていただきます。１週間ほどまだ天気が

悪そうですかっとしませんけれども、すかっと

した答弁をよろしくお願いをいたします。 

 それでは、最初に、今ごろ何事かと言われる

かもわかりませんけれども、議会答弁について、

議会答弁の重み、重要性、またその辺について

考えを、御答弁をお願いをいたします。 

 そして２番目、市職員についてでございます

けれども、今月の市報に服務について掲載され

ておりましたけれども、こっちについても何事

じゃろうかいと思われると思いますけれども、

初心を忘れず頑張っていられると思いますけれ

ども、指導はどうなさっていらっしゃるのか、

お尋ねをいたします。 

 次に、庁舎建設について質問をさせていただ

きます。 

 その前に、８月４日、鹿児島市民文化ホール

で市町村政研修会がございまして、名古屋大学

の減災連携研究センターの教授、センター長で

ございます福和伸夫氏の講演を聞くことがござ

いました。ちょっと紹介させていただきます、

いろいろございましたけれども。 

 先生の専門は、建築耐震工学、地震工学、地

域防災、早期の耐震化を強く訴え、小泉純一郎

政権時代に国の防災戦略を見直す原動力となっ

たということでございます。そして、自然災害

は防ぐことはできないけれども、その被害を減

らすことはできるという信念のもと、研究の傍

ら、全国の小中学校などで減災講演を続けてい

らっしゃるそうでございます。また、巨大な建

物を実際に揺らすことのできる世界に類を見な

い研究施設、名古屋大学減災連携研究センター、

減災館はその結集ともいえるということでござ

いました。 

 また、その研修内容をちょっと紹介させてい

ただきますというと、講演の中身です。どこの

市町村も学校等の施設については行っているも

のの、庁舎においては後回しとしている。しか

しながら、災害があった際には、庁舎は中心機

能として必須である。庁舎の耐震を検討するこ

とが最優先であるというお話もされました。 

 それと、最近の建物は耐震対策がされている

ものの、都市開発により、川や海への埋立地に

建築された建物は地盤が弱く、崩壊しやすい傾

向が大きいというお話もされました。 

 それと、福和先生は橋下徹前大阪市長とも会

談されて、大阪市長が臨海部に庁舎を移転され

るということをお話されました折に、福和先生
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とお話されて断念されたということもお話をさ

れました。 

 最近建築されている庁舎の構造は、全面ガラ

スなどのデザイン重視の建物が多いが、地震の

際に崩れやすい建物でもあると。熊本地震の際

にも、このような建物は崩壊していると。逆に、

壁が多い建物は、見た目的にはまだ利用可能に

思われる建物が多かったということでございま

す。 

 それと、高層建築物については、高階層にな

るほど揺れが大きく、そのため、結果的に地震

に対し弱くなると。庁舎としては２階か３階ま

でがいいのではないかというようなお話をして

いただきまして、ああ、大変よか話だったなと

いうことで、役所の皆さんも見えていらっしゃ

ったのかはわかりませんけれども、参考になさ

ればよいんじゃないかと思いました。 

 そこで、質問しますけれども、熊本県や大分

県で発生しました地震により、５つの自治体の

庁舎等が使用不能となり、災害対策や行政機能

の低下を招きました。現在でも仮庁舎で業務を

行っているところもございます。 

 今回の第１回定例会で市長の答弁でありまし

た、「市長の任期中の建設は考えていない」と

いう答弁をされましたが、本市の庁舎が建設さ

れた五十数年、もう実際には58年も経過しよう

としております。耐震性にも問題があり、基金

を設けて建設に向けた準備を行っているとのこ

とでございました。現在でも、台風、桜島爆発

等の自然災害が発生すれば、庁舎に災害対策本

部が設置されると思いますけれども、もし災害

等で庁舎が危険な状態となり庁舎が使用不能と

なった場合、本部機能はどうなるのか、お尋ね

をいたします。 

 次に、地区公民館についてお尋ねをいたしま

す。 

 今回、初日のほうに御説明がございましたけ

れども、お化粧をしていただけると。外壁改修

だけではなく、安心安全面から耐震診断、また

は耐震工事をしていただけないかとお聞きいた

します。よろしくお願いいたします。 

 それと、次に、土捨場についてですけれども、

これまでの答弁では、山だったから山に返しな

さいという御指導があったのかわかりませんけ

れども、もっといい発想はないのかという御質

問をさせていただきます。 

 そして、また、山に返すというお話、どっか

らどういう指示があったのか、わかっておれば

お答え願いたいと思います。 

 それと、ガードレール設置についてお尋ねい

たしますけれども、柊原小学校裏の市道、垂水

南１号線でございますけれども、小学校裏の市

道、垂水南１号線が、ちょうど小学校裏がちょ

っとややカーブをしておりまして、道路と下の

畑との段差が高いところで１メーター80ぐらい

ございまして、大変危険じゃなかろうかと感じ

たところでございます。 

 これで、第１回目の質問を終わります。 

○総務課長（中谷大潤）  おはようございます。

篠原議員の質問にお答えします。 

 まず、議会答弁の重み、重要性についてどの

ように考えているかということでございますが、

議会答弁というのは、私の中でもですが、役所

の中でも非常に重要視されております。答弁し

た内容は、質問された議員の方への約束であり

ます。このことは、ひいては市民への約束だと

認識しておりますので、答弁した内容について

は責任を持つべきだと考えております。そのた

めに、迅速に行動し、成果を示していくことを

心がけることが肝要だと考えております。 

 次に、服務規律の遵守についてお答えいたし

ます。 

 市報９月号で、平成27年度垂水市人事行政の

運営等の状況を掲載しておりますが、これは、

垂水市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例に基づき、毎年掲載しているものでござい
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ます。 

 この服務とは、公務員が職務上、または公務

員の身分として遂行すべき義務や規律のことを

いい、憲法第15条第２項におきまして、「すべ

て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉

仕者ではない」と規定され、地方公務員法第30

条におきまして、「すべて職員は、全体の奉仕

者として公共の利益のために勤務し、且つ、職

務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない」と規定されており、本市

においても垂水市職員服務規程により定めてお

ります。 

 このほか、服務に関しましては、法令及び上

司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の

禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、

政治的行為の制限、営利企業等の従事制限など

が設けられており、職員はこの義務を遵守し、

職務を遂行しなければなりません。 

 この服務遵守についての指導につきましてで

すが、公務員としての根幹にかかわる義務でご

ざいます。職員がこの義務に違反した場合は、

行政に対する市民の信頼を損ねることになりま

すので、不祥事と位置づけ厳格に対処し、その

行為を戒める意味で懲戒処分の対象としており

ますことから、服務規律を遵守し、市民から信

頼され、期待に応える職員の育成を目的に、法

令遵守等に係る研修を実施して職員の周知徹底

を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  篠原議員の議会答弁の重

みをどのように考えているかの御質問にお答え

をいたします。 

 議員の皆様の御質問は、ただいま総務課長が

答弁をいたしましたとおり、地域住民の声を反

映したものであることを念頭に置きまして、答

弁は非常に重要であることを十分認識、理解を

しております。私を含め、関係各課の答弁につ

きましても、庁内での共通認識を図りながら、

議員の皆様の理解を得られるよう最大限努力を

しているところでございます。 

 御指摘されております、答弁内容が大きく変

わってしまうことにつきましては、災害等を含

めた社会情勢や経済状況の変化など、さまざま

な要因に伴い、市民生活を第一に考えた上での

迅速な対応が必要であることを考えた結果であ

ります。このために、方向性を変えざるを得な

くなり、結果として答弁内容が変わることはご

ざいます。しかしながら、本市の発展を目指し

ていることの本質は変わっておりませんので、

御理解をいただければと思います。 

 これまで、内容が変わる際には関係各課に方

針の変更を伝え、庁内での共通認識を図り、説

明責任を果たすために、議員の皆様や市民の皆

様には十分説明をし、理解してもらうよう取り

組んでまいりました。しかしながら、方針の変

更について、説明不足等により十分な理解を得

られない場合もあったと思います。今後は、方

向性が変わる際の説明責任を十分に果たし、よ

りわかりやすく、慎重、丁寧に説明をし、理解

を得られるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

○企画政策課長（角野 毅）  篠原議員の新庁

舎建設についての御質問にお答えをいたします。 

 新庁舎建設でございますが、熊本地震を受け、

防災拠点となる市庁舎建設の検討を急ぐよう市

長から指示がございましたことから、５月18日

に第８回庁舎建設等庁内検討委員会を開催し、

新庁舎建設に関する共通認識事項や災害時対応

等の考え方を整理いたしました。 

 ６月22日には第９回、６月24日には第10回の

庁舎建設等庁内検討委員会を開催し、公共施設

の整備手法であるＰＰＰ／ＰＦＩの制度の概要

を初め、制度の手続、職員のかかわり方等の理

解を深めさせていただきました。 

 また、熊本震災後、本庁が被害を受け、防災

拠点として機能しない自治体があったことから、
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国の支援を求める動きも出てきております。垂

水市としても、積極的に国に働きかけを行って

おります。 

 今後の動きでございますけれども、庁内検討

委員会で庁舎建設検討結果を取りまとめた後、

議会の皆様に公表をし、基本構想の策定に着手

をしたいと考えております。 

 なお、基本構想の策定に当たりましては、市

民や外部専門家による新庁舎建設検討委員会を

組織するなど、市民の合意形成を図る体制づく

りにも配慮してまいりたいと考えております。 

○社会教育課長（野嶋正人）  おはようござい

ます。篠原議員の質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、本市の地区公民館につきましては、昭

和56年の新耐震基準後に建設されましたのは、

大野、牛根、松ヶ崎地区公民館の３つの施設で

あり、その他の６つの施設は基準前に建設され

た施設であります。その６つの施設を建築の年

数の古い順から申し上げますと、柊原、協和、

水之上、垂水地区公民館と併設の市民館、新城、

境の順となっております。 

 地区公民館に関する耐震対策につきましては、

国におきましても、学校施設のように平成27年

度までに耐震化率100％を目標づけるといった

ような国の方針が明確に示されておらず、また

補助制度もない中で、本市におきましては、こ

れまで地区公民館の維持、保全につきましては、

財政状況を勘案して、予算枠内で施設の修繕等

を行ってきたところであります。 

 議員御指摘のとおり、地区公民館は地域活動

の拠点や地域住民の集いの場として利用され、

また避難所としても指定されており、安心安全

な施設として整備されることが求められるとこ

ろでございます。 

 今回、補正予算を要求するに当たりましては、

耐震化工事の可能性についても検討いたしまし

たが、耐震化工事は耐震化診断や耐震補強計画

などを経てからの本格的な工事となりますこと

から、どうしてもある程度の年数を要しますこ

とや、また、これまで外壁が一部落下していた

り、また落下の恐れがあり通行が危険であるな

ど、地区公民館から要望が出ており、危険防止

や安心安全な面から対応を急ぐ必要がありまし

たことから、本議会に地区公民館等の外壁危険

箇所対策と塗装を優先して予算計上させていた

だきましたので御理解ください。今回、外壁を

改修することで、一定の危険度を低減できると

ともに、利用される方々に安心感を与えられる

ものと考えております。 

 社会教育課といたしましては、今後、所管の

施設において課としての方針を策定し、計画を

進めていかなければならないと考えております。

既存の地区公民館施設の今後のあり方としまし

ては、耐震化や大規模改修、建てかえと、いろ

いろな形態がありますが、そのためには、まず

は建物の状態や耐震化診断や耐震補強計画を作

成する必要がありますことから、関係課と協議

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  上野台地の土捨場に

ついて、これまでの答弁では、山だったから山

に返すとの答弁だが、もっといい発想にできな

いかとの御質問にお答えいたします。 

 上野台地の残土処分場は、垂水市建設残土処

分場設置及び管理に関する条例を平成17年７月

１日に施行し、公共工事の建設残土及び桜島降

灰を処分するための施設として運用していると

ころでございます。 

 この処分場建設に当たりましては、平成19年

度に保安林解除の手続と林地開発許可申請をし、

その許可条件として土地利用計画では、造成森

林ということでクヌギやクリを植林し山林に返

すことが条件となっているようでございます。

したがいまして、山林以外の土地に整備するこ

とは、林地開発事業の土地利用計画と違う整備
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となるため、ルール上できませんので、御理解

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 次に、ガードレール設置につきましてお答え

いたします。 

 篠原議員御質問の柊原小学校裏の市道でござ

いますが、この道路は、施工年度平成３年度か

ら平成10年度に、鹿児島県の発注による農免農

道整備事業垂水南地区として整備された後、平

成11年度に本市へ財産譲渡され、農道として管

理されておりました。平成21年度に、通行車両

等の増加によりまして、農林課から移管を受け、

現在は市道垂水南１号線として土木課で管理し

ているところでございます。 

 御指摘の箇所でございますが、改良当時の図

面を確認しましたところ、当初からガードレー

ルは計画されておりませんでした。道路法の防

護柵、ガードレールの設置基準によりますと、

車道と隣接地との高低差が２メートル以上から

設置するとの基準があるため、設置されなかっ

たものと思われます。 

 現場を確認しましたが、ガードレールを設置

するといたしましても、車道の端にあるＬ型水

路とＬ型擁壁の間に支柱を立て込む余地がない

ため、設置は難しいのではと判断しております。

したがいまして、道路法によるガードレールの

設置基準から、車道と畑との高低差の問題、

ガードレールの支柱を立て込む余地の問題で

ガードレール設置はできませんが、現場は緩や

かなカーブとなっており、車もスピードを出し

て通過することから、運転者に対しまして注意

喚起を促すため、視線誘導反射板などの設置を

検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  答弁がありましたけれども、

議会答弁について、副市長、３カ月ちゅうのは

長いと思われるか、短いと思われるか。 

○副市長（岩元 明）  それは、議会の開会時

期のことをおっしゃっていると思いますけれど

も、私どもにとりましては非常に短く感じてお

りまして、議員の皆さん方にとりましては長く

感じていらっしゃることだろうと思うところで

ございます。 

○篠原炮則議員  何でといいますというと、３

カ月で変わったのが、考え方が、もう２点ほど

はありますもんで、事情はあったといたしまし

ても、今、副市長が申されましたとおり、短期

間の間にそんなにころころ変わってもらっちゃ、

今、総務課長が言われましたけれども、議員や

市民への約束をそんなに簡単に変えていいのか

と私は思って、この議会答弁について御質問を

したわけでございます。 

 また、きのうにおきましても、南の拠点の雇

用の問題、前回は110人前後の雇用を目指すん

だという答弁をここでいただいたと思うんです

けれども、きのうの答弁によりますと、各事業

者に聞いてから雇用の人数を決めるというよう

な、村山議員の質問に答弁されたかに覚えてお

りますけれども、そこら辺が答弁としての、さ

っき言われました重みといいますか、重要性を

私は思うわけでございまして、まあ、答弁はも

ういいですから、そこら辺はよく考えていただ

きたいとお願いをいたします。 

 それから、もう一つ、きのうは全くございま

せんでしたけれども、「検討する」という答弁

をよくいただくわけですが、この「検討」ちゅ

うことはどの辺での検討をされるのか、わかっ

ておれば教えていただきたいと思います。 

○副市長（岩元 明）  その「検討する」とい

う言葉でございますが、役所用語として広く使

われておりまして、私どもにとりましては非常

によく頻繁に使う言葉ではございますけれども、

いわゆる世間的には大変役所用語として嫌われ

ている言葉のようでございます。 

 それに関して、先日、あるところからお聞き

した話でございますけれども、新知事が鹿児島

県で初めての民間出身ということで誕生しまし
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たけれども、やはり民間出身だけにあって、職

員が「検討する」というような表現を使われた

ときには非常に叱られるということを伺ってお

ります。じゃあ、「検討する」のかわりにどう

いう言葉を使うんですかとお聞きしましたとこ

ろ、「準備する」という言葉を使うんだという

ことをお聞きしたばっかしでございましたので、

それと関連して、今、使わせてもらっているわ

けでございますけれども。 

 確かに「検討」という言葉、議員の皆さん方

にとりましては余り愉快な言葉ではないかもし

れませんが、検討しなければならないことが非

常に役所としては多くて、民間と違いまして、

いわゆる公平性といいますか、公正性といいま

すか、公益性といいますか、そういったこと、

あるいはそれに加えて透明性ということも問わ

れますし、あらゆる角度からそれを、それこそ

検討しなければならないと思っているところで

ございます。 

 とどのつまりが、また財源問題も考えなきゃ

いけないということで、本当の意味での検討を

しているわけでございますけれども、問題は、

議員がおっしゃるように、検討後の検証といい

ますか、検証結果をどのようにしたかという過

程、プロセスにおきましてはなかなかうまくい

ってないんじゃないかという気は私もしており

ます。ですから、そういった検討、検証後の報

告といったものは、今後、直接的、間接的に伝

える努力をしたいというふうに関係各課、ある

いは職員等に指示したいと考えているところで

ございます。 

○篠原炮則議員  何でこれを聞きますとかいう

と、「検討する」と言えば市民は期待するわけ

です。例を挙げますというと、もう約２年ほど

前になりますか、26年３月５日午後２時20分か

ら私は質問をさせていただいております。その

中で当局の答弁でありますけれども、いろいろ

語れば長いですから、「現在、総務課で津波等

に対する避難行動の作成の検討に入っておりま

すので、津波に対する適切な避難場所である公

共施設や福祉施設に対しましても、海抜表示す

るよう検討してまいります」という答弁を、も

う２年前にいただいてるんです。それが、いつ

まで検討、まだ検討されるのか、もう設置され

たのか、そこら辺の報告がないわけです。 

 だから、議会についてお尋ねします、いや、

議会答弁についてですけど、これも言いかえれ

ば言葉のあやになると思いますけれども、ここ

ら辺をやっぱりちゃんとせんと、本当の意味の

検討をされているのか、そこら辺がわからんと

ですよね。ぜひ、まあ、答弁は要りませんけど、

こういう問題があったと。ほかにもあると思い

ます。「検討します」と、皆さんの答弁の中で。

確かにきのうは、耳を澄ましておりましたら

「検討します」という答弁はなかったやに思っ

ておりますので、今申し上げました平成26年の

私の質問に対しての「検討します」、これは後

もって教えていただければ助かりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、２番に入りますけれども、市報に掲載

されておりましたけれども、この服務について。 

 本当、皆さん一生懸命されていると思います

けれども、ぜひ忘れずに指導していただきたい

なと思って取り上げたわけでございます。とい

いますのは、採用時には、服務規程ちゅうのが

あって、宣誓書を読み上げられるわけですよね。

そういうときに、まず我々もですけれども、議

員に初めて出るときは、本当に一生懸命考えて、

皆さんのためにお役に立つように頑張りますと

言うわけですけれども、時間がたつとたまには

忘れたりします。そういう中で、職員の皆さん

も一緒やなかろうかと思って、たまたま市報に

掲載されておりましたので、ぜひこういう宣誓

書、職員の皆さん、もう一回見直していただき

たいなと考えております。 

 そういう中で、ひとつお願いしたいんですけ
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れども、今、上下関係がいろいろあろうかと思

いますけれども、今から若い人たちが意見を上

司にも申す、部下の方にも意見を言わんと垂水

市は発展しないと思うんです。だから、職員を

育てる中で、ぜひ上司の方にも厳しく、優しく、

部下の方にも厳しく、優しく指導していただき

たいなと、そこの中間にいらっしゃる方は思い

ます。たまに耳にするのが、上の人には優しい

ども、下の人にはあらいというようなことも耳

にしますので、そういうことがないようによろ

しくお願いをいたします。厳しく、上下関係は

大事と思いますけれども、意見を言える職員を

育てていただきたいなと考えております。もう

要望にしておきますけれども。 

 それと、時間外、土日、祝日、５時15分以降、

それは職員の皆さんの権利だと思いますけれど

も、以前は往々にしてというより、時間外でも、

よく課長さんを初め、職員の皆さんは連絡がと

れておったと私は思っております、携帯がなく

ても。今、どういうわけか、携帯があっても電

源を切ってあったりしてなかなか連絡がとれな

いという方もいらっしゃいます。職員として、

市民から見た場合、そこら辺をどう考えられる

か、一つ、それだけお尋ねいたします。 

 私、以前、ある若い職員にお願いしたことが

あるんですけれども、現場に来てもらえんかと、

業者も困ってる、地権者も困ってる、そういう

ときに、その職員は運動会の日にもかかわらず、

お子さんの開会式にひょっとしたら間に合わん

かったのかもわかりませんけれども、朝早くか

ら現場に来ていただいた、そういう職員が昔は

いらっしゃったような気がします。今どうなん

だかはちょっとわかりませんけれど、そこら辺、

最初に言った時間外の職員の対応、そこら辺ど

うお考えなのか、お尋ねをいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  職員の勤務につきま

しては、原則、土曜日、日曜日、祝日等の休み

の日はそこまで制限はかけていないところでご

ざいます。やはり休みは休みという職員の権利

というのもございますので、そこは言えないと

ころでございますけども、ただ緊急を要するよ

うな場合は、例えば水道課におきましては水道

課での漏水当番を決めたりとかはしてるようで

すし、また各課それぞれで連絡網というのをつ

くって対応するようにしております。たまたま

上司にかけてつながらない場合もあると思いま

すけれども、そのときはその次の課長補佐、係

長につなぐ、あるいはそのまた下というふうに

連絡網をつくっておりますので、そこで順次、

何か緊急時には対応するような体制を整えてる

ところでございます。 

 ただ、特に土曜日、日曜日のいろんな業務に

対するお尋ね、問い合わせにつきましては、宿

直室のほうに行きますので、宿直室の守衛さん

のほうには各課長の連絡網、それからそれがつ

ながらないときは、それぞれよくある水道課等

を含めたときはその次の当番者の連絡先を守衛

さんに伝えておいて、迅速に対応できるように

は努めているところでございます。 

○篠原炮則議員  よくわかりましたけれども、

私、課長が申されましたとおり、連絡がつかな

くて宿直に電話したこともあるんですが、宿直

が電話をしても連絡がとれないと、そういうこ

とがあったもんですから、こういう御相談をす

るわけでございます。職員の皆さんも大変でし

ょうけれども、議員の皆さん、それから市民の

皆さんは、日曜、祭日はあんまり考えんとです

よね。特に農家なんか、きょうは日曜かと初め

てわかるとこがありますので、そこら辺を今後

よろしくお願いをいたします。（発言する者あ

り） 

○篠原炮則議員  それじゃ、次に、庁舎建設に

ついてお尋ねをいたします。 

 先ほどもあったかと思いますけれども、こと

し第２回定例会、川越議員の質問の答弁の中で、

基金が平成28年５月末現在10億66万7,230円あ
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るということで、早く建設ができるよう、庁舎

建設等庁内検討委員会に指示したとありますけ

れども、この委員会のメンバー、それから委員

会が開かれたんであれば、その内容を教えてい

ただきたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  委員につきまし

ては、庁内の課長全員がメンバーとして入って

おります。 

○篠原炮則議員  課長全部。 

○企画政策課長（角野 毅）  はい。 

○篠原炮則議員  それから、内容は。おそらく

検討委員会についてだと思いますけれども、内

容は。 

○企画政策課長（角野 毅）  内容につきまし

ては、開催の回におきましてそれぞれ異なりま

すけれども、先ほども申しましたけれども、５

月18日の第８回の庁舎建設等庁内検討委員会に

おきましては、新庁舎建設に関する共通認識事

項でありますとか、災害時対応等の考え方とい

ったようなものを協議・検討しております。ま

た、９回、10回、それぞれにつきましては、建

設手法につきましての制度の概要でありますと

か、それぞれの特徴といったようなものが職員

の中で共通認識ができるような会を設けており

ます。 

○篠原炮則議員  今、新庁舎の建設について検

討委員会も開催されたと御説明がございました

けれども、進捗状況、それぞれ聞きたいわけで

すけれども、今のとこ、何も実になったような

話にはなっていないようです。 

 そこで、市長、今回、熊本・大分大震災がご

ざいましたけれども、防災拠点としての関連か

ら、市長の前倒しの考えはないか、お聞きいた

します。 

○市長（尾脇雅弥）  私の大きな公約の中に、

安心安全ということがございます。その中で、

庁舎が、先ほど篠原議員が言われるように、拠

点になるのではないかというのは基本的には同

じ考えでございます。 

 正確性を欠くかもしれませんけれども、３月

の議会のときに篠原議員から質問をいただいた

ときには、私の今任期中の建設は考えておりま

せんということを答弁をしたと思います。ただ、

その後、熊本震災があり、６月議会において川

越議員のほうからも同様の質問がございまして、

状況が変わっておりますので、できるだけ前倒

しの建設ということを指示をしているというこ

とであります。 

 ただし、なかなかこの庁舎建設に関しては、

一般論として30億以上かかると言われる中で、

補助的なものがございませんので、ここの財源

をどうするかということで、一定の財をためて、

そしていろいろ場所をどこにするのか、どんな

機能のものをするのかというプロセスが必要で

ございますので、ここをしっかりと急いで準備

をして、少しでも早く建設に向けて取り組みを

スタートしていきたいというふうに考えてると

ころでございます。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。熊

本・大分の震災があって状況が変わったという

ことで、答弁が３月と６月で変わったわけです

けれども、熊本と大分の震災があって状況が変

わったと。でも、この庁舎はずっとそのままな

んです。状況は変わってない。だから、長い目

で考えておけば、早目に建設を考えんにゃいか

んという答弁ができたはずでございます。 

 それから、それぞれの段階で意思決定がされ

ていないから、市民への情報の提供が思うよう

にいかないと思いますけれども、先だっても、

12日でしたっけ、屋久島の庁舎の問題が新聞に

掲載されておりましたけれども、県内での庁舎

建設に関しての論争を考えると、基本的な考え

というか、基本的な状況とかの情報の提供を早

目にしとかんと、そのときになったら、庁舎を

つくるとか言っても市民の理解が得られないと

思うんです。だから、きのうも南の拠点の問題
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が出ましたけれど、市民全体に早く情報を流さ

んと、俺は知らんかったという話が結構あるん

です。そこら辺の市民に対しての情報提供とい

うことについてお尋ねをいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  情報提供というのは非常

に重要なことで、共通認識を持って進んでいく

ということが大事なことだというふうに理解を

しております。 

 そういった意味におきまして、状況のいろん

な変化によって変わったり、あるいは検討して

てもそのことが伝わりにくい、議会の皆様もそ

うだという場面があるということもおっしゃい

ましたし、ましてや市民の皆様方にとってはそ

ういう思いのこともあろうかと思います。 

 ただ、全く情報を提供していないわけではな

くて、広報紙やいろんなツールを使ってお知ら

せはしてはいるんですけれども、結果として、

市民の皆様方の理解度という意味でも、情報と

して足りない部分、あるいは出せない部分もあ

ろうかと思いますので、御指摘いただいたとこ

ろは注意をしていかなきゃいけないことだと思

いますので、せっかくいいことをやっても、そ

れがいいこととして伝わらないということは大

変残念なことでありますので、しっかりと、少

なくともその考え方、あるいは方向性というの

を伝えながら、時期を見て具体的な個別な中身

ということをお伝えしていくというふうに考え

ているところでございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  庁舎建設にかか

わる部分でございますけれども、報告というこ

とでございますけれども、新庁舎建設等の検討

結果報告書の議会への報告につきましても、本

年度中を予定しております。議会の皆様への報

告を行った後、速やかに、広報紙を通じた市民

への広報というのを行っていきたいと考えてお

ります。 

○篠原炮則議員  ぜひよろしくお願いします。

なかなかそのまま情報が伝わらないというんじ

ゃなくて、市長を初め、立派な皆さんですから、

市民の皆さんが理解するような情報の提供をお

願いをいたします。 

 それから、庁舎としては、防災拠点として、

また市民の集うところでございます。また、さ

まざまな役割が求められておりますけれども、

前に今から進んでいくわけですけれども、市長

としての新庁舎にかける思いとはどんな思いな

のか、教えていただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  市役所庁舎、垂水市役所

が60年近くたとうとしております。耐震とかい

ろんなことも検討いたしましたけれども、なか

なかそれをもっても難しいということで、新し

く庁舎を建てかえるということで方向性をこれ

までお示しをしたとおりでございます。 

 それを、どの場所に、どういう機能を有して、

いつということは、今後また、ただいま担当課

長が申し上げたようなことでございますけれど

も、やはり市の中心が市役所ということになり

ますから、そこで働く職員に安全上万が一があ

ると機能いたしませんので、しっかりとそうい

う意味で、人間の体でいったら心臓部であり、

脳みその部分でありますから、そこをできるだ

け早く安心安全を担保し、そしていろんな機能

を充実させた拠点の市役所整備ということを進

めてまいりたいというふうに思っているところ

です。 

○篠原炮則議員  それじゃ、最後になりますけ

れども、この分については。 

 職員は、市長にとっては一番身近な家族と思

うんです。この家族の命を守ることが、市民も

家族でございます。市民の生命、財産を守ると

思うんですけれども、そこら辺にどのような行

政機能を維持していくのか、家族、市民を守る

ために。お尋ねいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  私は、市長として選挙を

戦って、この場に立たせていただいてるわけで

すけれども、それを具現化していくためには市
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役所職員の皆さんの力がなければなりません。

先ほど篠原議員が言ったとおり、家族と同様だ

と思っています。そのための安心安全とか、さ

まざまなものを守っていくというのは必要なこ

とだというふうに思いますし、一刻も早くそう

いう新庁舎の建設というのはやりたいというふ

うに思っておりますけれども、ただ、額にして

も、財源にしても、かなり大きな財源が必要で

あり、またその有効な補助が今のところござい

ません。 

 ただ、いろんな場面で国会議員の先生、ある

いは市長会等を通じてそのことの必要性を訴え

ておりますので、しっかりと声を上げて、その

ことが少しでもまた条件が改善をされていけば、

現段階においても、先ほど答弁したような形で、

今の状況において最大限できる限り急いで進め

ていくように指示はしておりますけれども、客

観的な条件の部分等、お願いをしてる部分がご

ざいますので、まだこれが進むようであれば加

速度的にやっていけるのではないかなというふ

うに思っておりますので、そういう状況である

ということで御理解を賜りたいと思います。 

○篠原炮則議員  ありがとうございます。そう

いうことで、そう簡単にいかないというのはわ

かっておりますんで、早目早目に取り組んでい

ただきたいとお願いをいたします。 

 また、この庁舎建設等庁内検討委員会、たび

たびあると思いますけれども、この会議録の情

報公開はできるんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  議事録等につい

ては作成されておりますので、ごらんいただく

ことはできると考えております。 

○篠原炮則議員  よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次に地域公民館についてでござい

ますけれども、先ほど課長から御答弁をいただ

いたわけですけれども、どうにか御理解くださ

いということで、御理解はいたします。しかし、

議案を提出されるまで何人の方が決裁をされる

のか、それだけ教えていただきたいと思います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  私どものほうは

教育委員会部局でありますので、私を通りまし

て、教育長までが最高決裁者となりますので、

２人です。一応、事業を進めるに当たりまして

は、やはり予算の過程で市長とも副市長とも協

議はさせていただいております。 

○総務課長（中谷大潤）  議案の提出につきま

しては、それぞれの所管課から総務課のほうに、

内容について、文言等について、必ず合議で回

ってきます。総務課の審査を経た後に、副市長、

市長には必ず議案については決裁をいただいて

おります。また、その議案によっては、合議と

申しまして、総務課以外にも関係する課がござ

いましたら、その課にもまた回覧いたして決裁

をいただきます。その後、経営会議のほうにこ

の議案を提出するということを承認いただいて

から、議案として提案しているところでござい

ます。 

○篠原炮則議員  何で誰が決裁をされるのかと

お聞きしたのは、その時点で、化粧だけで済ま

せるのか、それとも耐震診断をしようやという

方はいらっしゃらなかったのかなと思ったから

御質問したわけでございます。ぜひ、ただ、確

認もせずに判を押すんじゃなくて、中身をちゃ

んと見て、まあ、ちょっと飴でもあげようかと

いうような話じゃなくて。そう取られてもしゃ

あないですよね。だから、ちゃんと中身を見て、

耐震工事はできなくても、診断だけでもしてい

こうかというお話があってしかるべきだと私は

思うわけでございます。そういうことでござい

ますんで、ひとつ念には念を入れて。 

 もしこれが商品であって、きれいな商品であ

って、お客さんが買いにいって、ああ、これは

きれいやどと、どうも値段のとこにきれいです

けど安心安全は保証できませんと書いてありゃ、

買いませんよ。そういうこともありますんで、

ぜひ念には念を入れて議案を出していただきた
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いし、事業も進めていただきたいと、そういう

ふうに思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 それから、土捨場についてですけれども、先

ほどございましたけれど、ちょっと聞き漏らし

たのか、いつどっから山だから山林に返せとい

うようなお話があったのか、もう一回。 

○土木課長（宮迫章二）  この残土処分場につ

きましては、平成８年から用地買収やら立木調

査に着手しているようでございます。平成９年

度に測量に入っているんですが、平成10年ぐら

いに林地開発のための説明会を実施してるよう

でございます。現地が浸食谷でございましたの

で、ほとんどが山林ということで、山林の開発

をするためには、１万平米以上は林地開発許可

を出すというふうになっておりますので、ここ

の計画面積が全体で５万1,772平米ございまし

たので、当然、林地開発許可申請を出して整備

をしたところでございます。 

○篠原炮則議員  それはわかりますけれども。

これは、実際、私、一番タッチしておりまして、

大体平成５年災、たしか枝本市長だったと思い

ますけれど、その折に相当のがらくたが出たわ

けでございます。以前は、各土木業者が各浸食

谷に無秩序にあちこち捨てておったと、そうい

う中へ、平成５年災、たしかだったと思います

けれども、何とかせんにゃいかんということで

相談を受けまして、たまたまそこが浸食谷で、

入り口が２メーターほどしかなくて、袋状にな

っておりました。そこに、今は亡き、改良区の

森昭人君、それから技術者であった大迫逸男君

と浸食谷に入って、ここを相談してみようかと

いうことで、地権者が全部私の地元の方でござ

いました、三十数名でしたと思いますけれども。

用地交渉も全部協力したつもりでありまして、

大概わかっております。 

 しかし、今、ここ上野台地、台地面積が大体、

御存じかと思いますけれど440町歩、圃場整備

した耕地面積が318町歩、そういう中で、林地

開発等の許認可の関係はあると思いますけれど

も、跡地の利用の市民のための有効な活用を考

えられないかと。森林へ返すというのもわかり

ますけれども、農林課長はもちろん、農家の皆

さん方が大変苦慮されております。上野台地の

有害鳥獣の被害、大きなものがございます。結

果として、山に返すということは、その巣をつ

くってくれるようなものでございます。イノシ

シ、猿の繁殖場所をつくってくれるようなもの

でございます。時代は変わってきますんで、そ

こら辺をよく考えていただきたいなと思ってお

ります。 

 山に返すということは簡単かもわかりません

けれども、発想の転換で、グラウンドゴルフ場

とか市民の憩いの場の公園とか、利活用はでき

ないのか。高峠のグラウンドもなくなったこと

だし、ぜひそこあたりを検討していただきたい

と思いますけれども。御答弁をよろしくお願い

します。 

○土木課長（宮迫章二）  当初の残土処分場を

つくるということは、私もいきさつは聞いてお

ります。あちこち不法投棄があって、そこであ

れば上野台地の土砂を集められるということで、

我々の大先輩がいい案を出していただいて、今

言う、ああいう処分場になっているわけですけ

ど、当初は土を入れたらいいという発想だった

と思うんですけど、だんだん入れていくうちに、

保安林があったということがございまして、保

安林解除せにゃいかんと。その中で、今度は林

地開発もせんにゃいかんということで、今の規

約になってきたわけなんですけど。 

 その中での土地利用計画というのがやはりご

ざいまして、残置森林といいまして、残置森林

が0.8ヘクタール、造成森林といって新たに穂

木を埋めてつくる面積が2.7ヘクタール、それ

で造成緑地といいまして、のり面を芝を張ると

か、そのほかに防災施設の調整地とか排水路を
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整備すると、そういったことが計画でうたわれ

ている関係で、どうしてもこの計画に沿ったと

ころで整備していかなければならないというと

ころがございます。 

 しかも、中に大きな排水路とか調整地とかつ

くりますので、やはり中に入るためにはそれな

りの防災の施設をせんと危険だと思っておりま

す。 

○篠原炮則議員  課長の言われることはよくわ

かりますけれども、まず行政として、市長、山

だったから山に返せということを言われて、そ

のまま黙ってるのがおかしいんですよね。私の

ちょっと調査した関係では、その後、県とか国

にお願いはできていない。できていないですよ

ね、課長。だから、政治家は動かんにゃいかん

と思うんです。だから、いけんか、山に返して

も管理も大変やと、だから何とかしてもらえん

ですかと、県、また国。その後、相談をなされ

て、だめだと言われりゃ、もうだめなんですけ

れど。それから、これはもう一回も相談をして

いらっしゃらないというようなことで、行政と

してどう思うのか癩癩まあ、もういいです、答

弁は。 

 それと、そういう動きもしていただきたいわ

けですけれども、きのうの感王寺議員に対して

の答弁の中で、桜島のほうに持っていったほう

が有利なんだという答弁もございました。市の

捨て場は満杯に近いという答弁もありました。

ここら辺をぜひ考えていただきたいと。何か言

いたいこともありますけれども、時間がござい

ませんのでやめますけれども、この答弁の大事

さ、よく考えていただきたいと思います。 

 それから、ガードレールですけれども、ちょ

っと無理だというような御答弁でしたけれども。

私は、たまたま下の畑を手伝う機会がございま

して、副市長は帰り、市長も帰り、通ってみて

ください。通行車両も危険ですけれども、下で

畑をしている方はもっと危険でございます。事

故者はもうどうでもいいです、僕に言わせると。

運転が下手なんだから。でも、下で仕事をして

いる方は、爆撃が飛ぶわけですよ。下の畑のほ

うが心配です。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、10時45分から再開いたします。 

     午前10時32分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ここで、企画政策課長より発言の申し出があ

りますので、これを許可します。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほど、篠原炮

則議員の質問の中で、垂水市庁舎建設等庁内検

討委員会のメンバーはという御質問がございま

した中で、私のほうが「全課長になっておりま

す」という発言をいたしました。委員の名簿上

は、副市長を委員長としまして12課長がメン

バーとして入っております。ただし、会議にお

きましては、建設手法等、課長会終了後に行っ

たりをしまして全課長の共通認識をとるような

形で進めてるところでございますので、訂正を

しておきます。（発言する者あり） 

○議長（池之上誠）  それでは、９番、池山節

夫議員の質問を許可いたします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  おはようございます。それで

は、議長に質問の許可をいただきましたので、

さきの通告順に従って質問をいたします。市長、

教育長並びに関係課長の御答弁をよろしくお願

いいたします。 

 市政について。 

 垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略アク

ションプランについて。 

 まず、６次産業化推進組織設立事業について。 

 ６次産業化による農林水産業の成長産業化の
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実現に向けて、農林水産業者に加えて、地元企

業、地元金融機関等の幅広い関係者が連携する

ネットワーク構築を図る事業でありますが、工

程表を見ると、具体性に欠けると感じます。い

つまでにどのような過程でこのネットワークを

構築し、６次産業化推進組織を設立していくの

か、お示しをください。 

 新規作物推進事業について。 

 経営発展を図るために、新規作物を栽培しよ

うとする意欲的な生産者や関係機関との連携を

図り新規作物の栽培を進めるという事業ですが、

インゲン、キヌサヤなどの現在栽培されている

作物以外に、収益率のよい新規作物としてどの

ような作物が考えられるのか、教えてください。 

 創業支援事業計画策定事業について。 

 この事業については、商工会等と連携しなが

ら、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計

画を策定して、国の認定を受けられるように取

り組むとあります。市内の新規創業者等が国の

支援策を活用できるためには策定作業が急がれ

ますが、具体的にお示しください。 

 民間資金活用集合住宅建設促進事業について。 

 市内各地区で民間資金活用集合住宅建設支援

を行う事業で、自己が所有する土地に集合住宅

を建設する法人、または個人の固定資産税の減

免を図るものです。事業としては否定するもの

ではありませんが、中央地区に関しましては、

既に飽和状態にあるのではないかと考えます。

中央地区の分も、周辺地区の事業として活用し

たほうが有効ではないかと考えますが、見解を

伺います。 

 教育環境の充実について。 

 今、子供の貧困が言われます。そして、２学

期が始まってふえるのが、子供の自殺です。教

育環境の充実として、「あつまれわんぱく！夏

の勉強会」や「夢の実現！学びの教室」など、

学習意欲と学力の向上に向けて取り組まれてい

ることは高く評価をいたします。垂水高校には、

東進スクールの講座もあります。 

 先日、ＮＨＫのニュースで、貧しくて専門学

校への進学を断念した生徒が取り上げられ、賛

否両論ありました。現代の貧困は相対的貧困で、

他人からは貧困と見えないことが問題だと考え

られます。 

 そして、最近大きな問題となっているのが、

奨学金の返還問題です。専門学校や大学に進学

するために奨学金を借りて、卒業して就職して

もなかなか返していけないという若者がふえて

います。現在のこのような問題について、教育

長の思いをお聞かせください。 

 あわせて、長島町のぶり奨学金のような垂水

市独自の給付型奨学金の創設はできないものか、

伺います。 

 くらし支えあい条例について。 

 滋賀県の野洲市では、ことし10月施行のくら

し支えあい条例を制定をいたしました。この条

例は、悪質な訪問販売の被害を防ぐために、市

内で訪問販売をしたい業者には登録が義務づけ

られ、トラブルがあった場合には指導をしたり

業者名を公表したりするもので、違反した業者

は登録取り消しもできるものです。 

 垂水市でも、この条例制定に向けて検討して

もよいのではないかと考えますが、見解を伺い

ます。 

 障害者優先調達推進法について。 

 障害者が働く施設から優先的に商品を買うよ

うに地方自治体などに求める、この法律が施行

されて３年が経過をいたしました。2015年度の

鹿児島県と県内43市町村の調達額では、鹿児島

県が1,032万円、市町村では、南九州市が2,676

万円で、鹿児島市の2,010万円を上回っていま

す。垂水市の取り組み状況と今後について教え

てください。 

 成年後見支援事業について。 

 成年後見支援事業は、所得の低い高齢者らに

対する後見人報酬を助成する報酬助成と、本人、
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家族にかわって市町村が請求する首長申し立て

があります。垂水市の実施状況を教えてくださ

い。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  池山議員の

垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略アクシ

ョンプランにおいて、６次産業化推進組織設立

事業についての質問にお答えいたします。 

 この事業は、農林水産業者と地元企業や地元

金融機関等の幅広い関係者が連携するネット

ワークの構築を図り、本市の重要施策でござい

ます６次産業化による農林水産業者の成長産業

化の実現に向けて取り組むことを目的とするも

のでございます。 

 まずはこのような組織づくりに向けた制度設

計といたしまして、これまで垂水市商工会の主

催で市内金融機関や商工会役員、行政で構成さ

れておりました金融懇話会を、平成27年度から

は、生産者団体である両漁協やＪＡ等も構成メ

ンバーに加え、新たに地域活性化懇談会として

組織体制の強化が図られましたことから、この

地域活性化懇談会を推進組織として、６次産業

化に向けた課題等の意見交換を行うなど、情報

共有を含めた連携に取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

 具体的には、ふるさと納税において、他自治

体との競争など激しい状況のもと、返礼品に商

工会会員の商品が多く採用されており、有望な

成長分野であると認識しておりますので、既存

の商品を初め、新たな６次化産品等の商品開発

において、金融機関主催のイベント等に参加し

て消費者ニーズの把握に努めるなど、よりよい

商品をお届けできるような取り組みを進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

○農林課長（川畑千歳）  池山議員の新規作物

推進事業についての質問にお答えいたします。 

 新規作物推進事業は、降灰の影響を受けない

夏場に栽培できる作物を導入して、農業経営の

発展並びに安定を図る必要があることから、新

規作物を栽培しようとする意欲的な生産者に対

し、種苗費等、資材購入費用の２分の１を助成

する事業で、本年度からスタートしたものでご

ざいます。 

 本年度は初年度であることから、新規作物を

選定するための視察研修の旅費と新規作物を栽

培しようとする生産者に対する資材の購入費用、

あわせて34万5,000円を予算計上しております。 

 取り組みの現状としましては、８月24日から

26日の２泊３日で、香川県と岡山県において、

農林課職員３名、垂水市公設地方卸売市場の卸

売業者の職員１名で視察研修を実施したところ

でございます。 

 今後につきましては、今回の視察研修結果を

もとに、売り先、売り方の検討や品目検討を行

い、事業実施に向けて関係機関と協議を重ねて

まいりたいと考えております。 

 事業の目標や方向性としましては、検討した

品目を平成29年から生産者に栽培実証していた

だき、収益性や将来性について関係機関とも協

議・検討しながら、定着できるような品目にし

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  池山議員の

創業支援事業計画策定事業についての質問にお

答えいたします。 

 この事業は、創業を志す皆様が、経済産業省

などの創業支援に係る各種補助金の活用や交付

金事業を実施するに当たり、自治体と商工会や

金融機関が連携して創業者を支援するために事

業計画の策定を行う事業でございます。 

 現状におきましては具体的な相談はございま

せんが、本市の基幹産業であります農・畜産・

水産業の後継者の皆様や、そのネットワークな

どを通じ、策定に向けて情報収集等に努めてま

いりたいと考えているところでございます。 

 具体的には、６月に東京都内のレストランで
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開催しました鹿児島たるみず観光物産展におい

て、参加者の皆様に垂水市の特産物の素材のよ

さを非常に高く評価していただき、その成果と

して、水産物流バイヤーやミシュラン１つ星レ

ストランのシェフが本市で直接生産者と交流や

商談をされ、物流が開始されている状況におい

て、生産者や生産物単体での取引は配送コスト

が高額となるため、農・畜・水産物等の幅広い

食材を一手に取り扱う地元業者の育成をとの強

い要望がございましたので、まずはその分野で

の創業を希望される人材の発掘、支援について、

商工会を初め、金融機関など、関係者の皆様か

ら情報をいただきながら取り組んでまいりたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○税務課長（楠木雅己）  池山議員の民間資金

活用集合住宅建設促進事業についての御質問に

お答えいたします。 

 議員からはもう説明がございましたけれども、

この事業につきましては、垂水市民間資金活用

集合住宅建設促進条例によりまして、民間資金

を活用した集合住宅の建設を促進し、本市にお

いて良質な住宅の確保及び定住促進による地域

の活性化を図るため、土地、家屋の所有者の固

定資産税を減免する支援を、平成27年度から実

施しているところでございます。 

 支援の効果と思われますが、平成28年度は７

件、95室分が申請されております。アクション

プランの策定の目的がＰＤＣＡサイクルによる

進捗管理や外部審議会の評価・検証を実施し、

より効果的な取り組みとなるよう必要に応じて

見直し等と行うということになっておりますの

で、今後、十分な評価・検証を実施してまいり

たいと思っております。 

 なお、中央地区が飽和状態となっているので

はないかということですが、御指摘のとおり、

今後、地域による偏在がないよう、中央地区以

外での建設が求められるところでございます。 

 そのための対策といたしましては、中央地区

以外の建設促進が図られるよう、減免措置の拡

大はできないか、関係課と協議してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  ３点ほど御質問があり

ましたので、お答えいたします。 

 まずは、現在の貧困の状況についての御質問

にお答えいたします。 

 厚生労働省が発表いたしました国の統計調査

によりますと、子供の貧困率は、平成15年度が

13.7％、21年度が15.7％、24年度が16.3％とな

っており、増加の傾向にあります。また、本市

におきます小中学生の就学援助費につきまして

は、平成23年度が19.5％、25年度が20.7％、27

年度が21.7％となっており、貧困率と同様、

年々増加の傾向にあります。 

 この貧困問題につきましては、私は常々、将

来を担う子供たちは、国においても、垂水市に

おいても、一番の宝であります。この子供たち

の将来が生まれ育った環境によって左右された

り、貧困が世代を超えて連鎖したりすることの

ないように、貧困対策を進めていくことは極め

て重要なことであると考えております。 

 このような考え方に基づきまして、本市では、

高校生及び大学生等につきましては奨学金の貸

与を、小学生につきましては、就学援助制度に

より、学用品費、修学旅行費、学校給食費、医

療費等の支援を行っております。 

 また、子供たちの学習の場として、小学校４

年生から６年生を対象にしました「あつまれわ

んぱく！夏の勉強会」や中学校１年生を対象と

しました「夢の実現！学びの教室」、さらには

本物を見る機会の少ない本市全体の小中学生が

一流の芸術などを鑑賞する機会として、「わく

わくどきどき！夢教室」を実施しておりますが、

これらの取り組みを推進します意図の一つには、

垂水市の子供たちに経済的理由により教育格差
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が生じないように、また、貧困の状況にありま

す子供たちに等しく学びの機会を提供したいと

いう強い思いと使命感からでございます。 

 次に、子供の自殺に関しての御質問にお答え

いたします。 

 新聞等でも報道されておりますように、子供

の自殺は夏休みなどの長期休業明け、特に２学

期始めの時期にふえる傾向にあります。 

 その要因といたしましては、夏休み中の宿題

が終わっていないことや、夏休み期間中に行わ

れました部活動等の大会で失敗したことなどを

攻められたり、気の合わない仲間と顔を合わせ

なければならないという心の負担など、学習や

人間関係のことが大きく影響しているものと思

われます。 

 これらの事象は、もうすぐ２学期が始まり、

学校に行かなければならないなどの理由から、

大きなプレッシャーを感じ、精神的に動揺する

ことによって起こる事象であり、将来のある子

供にこのようなつらい思いやみずから命を絶つ

ようなことは絶対にあってはならないと考えて

おります。 

 これまでも、管理職研修会において、一人一

人の子供に寄り添い、きめ細かい対応を求めて

おりますが、先日、９月２日の２学期始め開催

いたしました教頭研修会におきまして、子供た

ち一人一人が発するサインを見逃すことのない

ようにしっかり受けとめ、学校として必要な対

応を積極的にとるように指導するとともに、対

応に苦慮する場合は教育委員会にも相談するよ

う指導を行ったところでございます。 

 このように、教育委員会としましては、学校

と一体となって垂水市の子供たちの状況をしっ

かりと見つけ、問題事象が発生したり、心配な

状況が想定されたりする場合には、積極的に解

決に取り組むとともに、不安を感じる子供に寄

り添っていくよう努めているところでございま

す。 

 給付金の奨学金の創設についてお答えいたし

ます。 

 現在、本市におきましては、御承知のとおり、

貸与型の奨学金制度を実施しており、毎年高校

生及び大学生など、約15人から申請が出され、

審査の上、対応を行っているところでございま

す。 

 なお、現在、来年度からこの高校生及び大学

生等の貸与額を引き上げる方向で検討を進めて

いるところでございます。 

 議員御質問の給付型の奨学金につきましては、

現在、文部科学省におきましても、貧困の連鎖

防止のために検討が開始され、大学生を対象と

した制度を早ければ29年度にも創設するとの報

道がなされております。しかしながら、対象者

の選定や成績基準、給付のあり方、財源などの

課題もあると伺っております。 

 一方、鹿児島県におきましては、鹿児島県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の一

つであります「ひと」をつくるという考え方に

基づき、大学卒業後、本県の産業分野に就職し

た場合、本人の奨学金の返済額と同額を支援す

る制度、いわゆる大学在学時奨学金返還支援制

度が新設されたところでございます。 

 この制度の財源につきましては、鹿児島県と

市町村及び産業会が共同で出資することとなっ

ており、この制度によって支援を受けるのは、

平成29年度から32年度に大学に在学している者

となっております。 

 本市におきます給付型の奨学金の導入につき

ましては、将来のある子供たちの貧困対策に限

らず、将来の本市の発展にとって魅力のある制

度ではあると考えますが、財源等の問題もあり

ますことから、今後の国の制度や本県の取り組

みによります成果や課題等を見きわめつつ、導

入が可能かどうかを含めて検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 
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○市民課長（森山博之）  くらし支えあい条例

についての御質問にお答えいたします。 

 議員から御指摘のありました、滋賀県野洲市

が平成28年10月１日から施行いたします、くら

し支えあい条例は、市民それぞれが成長しよう

とする強い思いと行動、それを支える社会の仕

組みが必要との観点から、地震、水害などの自

然災害、また病気、事故、失業などに加え、日

常生活での消費に伴うトラブルなど、社会経済

的要因によって社会が立ち行かなくなった場合

の問題解決には専門的な支援が必要であるなど

の理由から、条例の制定をしたとのことであり

ました。 

 条例は、消費生活の安定向上並びに消費者安

全の確保や生活困窮者への支援を条文化してお

り、登録した事業者のみが訪問販売できること

や、事業者が自己の利益のみならず、消費者に

も利益をもたらすとともに、社会への貢献にも

寄与する経営を促進することなど、近江商人の

教えが盛り込まれ、自治体の気質を生かした内

容であると理解をいたしました。 

 消費者を取り巻く環境は、高度情報化の進展

や多様化する消費者のニーズなどにより、被害

も複雑かつ悪質化しております。特に、高齢者

においては、独居化の進行により在宅機会が多

いことから、訪問販売や電話詐欺等の被害に遭

うケースが増加しております。こうした状況を

考慮いたしますと、議員御提案の条例に向けて

調査研究の必要性はあると感じております。 

 ただ、平成28年３月に、鹿児島県では消費者

基本計画の策定がなされました。本計画は、平

成28年度から平成32年度までの５年間において、

高齢者の消費者被害の未然防止対策や、消費者

教育の推進、関係機関・団体との連携強化など

を図る内容となっております。 

 本市といたしましては、本計画に沿って、消

費者の安全確保を図るとともに、トラブルに巻

き込まれた際の相談体制強化に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、障害者

優先調達推進法についての御質問にお答えをい

たします。 

 障害のある人が地域で自立した生活を送るた

めには、就労による経済的な基盤を確立するこ

とが重要であり、このためには、障害者雇用を

支援する仕組みを整備するとともに、障害者が

就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤

を強化することが必要であります。 

 このような観点から、国や地方公共団体等が、

率先して障害者就労施設等からの物品等の調達

を推進するよう必要な措置を講じることを定め

た障害者優先調達推進法が、平成25年４月１日

に施行となりました。 

 この法律におきまして、地方公共団体は、物

品の調達等に当たり、優先的に障害者就労施設

等からの物品等を調達するよう努めるとともに、

毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達

方針を作成し、当該年度終了後に調達の実績を

公表することが義務づけられております。 

 本市の取り組みの現状についてでございます

が、法において規定されております毎年度の物

品等の調達方針の作成及び当該年度終了後の調

達実績の公表につきましては、市ホームページ

上において実施済みでございます。しかしなが

ら、法施行からこれまでの３カ年度間の物品等

の調達の実績はございませんでした。 

 実績がなかった理由といたしましては、現在、

市内には、パン、ピザの製造販売事業を行う

「ティンカー・ベル」と、醤油等の瓶詰め、ラ

ベル張り、ペットボトル等リサイクル品の仕分

け作業、農作業といった事業を行う「アルたる

みず」という、２カ所の障害者就労施設がござ

いますが、施設が提供できる商品やサービスが

市のニーズと合わなかったり、既に他の公益法

人等に継続して委託している等の現状から、調
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達実績には結びつかなかったところでございま

す。 

 今後の取り組みについてでございますが、障

害者就労施設等からの物品等を優先的に調達す

ることは障害のある人の経済的自立に不可欠と

の認識のもと、県内の先進的な取り組みを参考

にしつつ、市内の障害者就労施設との情報交換

にも努め、恒常的な調達にこだわることなく、

スポット的な調達はできないかなども含めた検

討を進め、あわせて広報・周知も図りながら施

設とも連携して取り組んでまいりたいと存じま

す。 

 続きまして、成年後見支援事業についての御

質問にお答えをいたします。 

 事業の概要から御説明申し上げますと、成年

後見制度の利用が有用な判断能力が十分でない、

誰かの支援が必要な認知症高齢者、知的障害者

及び精神障害者に対して、制度利用に係る費用

を助成することで、その権利擁護を図ることを

目的とした事業でございます。 

 この助成を受ける前提といたしまして、本市

に住所を有し、日常生活を営むに支障がある、

または家族等から虐待等を受けている、成年後

見等を必要とする状態の者であって、配偶者、

または２親等内の親族がおらず、民生委員、老

人福祉施設や病院等の職員などからの要請に基

づき、市長が本人の判断能力、生活及び健康状

況等を総合的に勘案し、保護のための支援を行

うことが特に必要であると認め、成年後見等の

開始の審判請求を行う者という要件がございま

す。 

 そして、助成の内容でございますが、成年後

見制度利用に要する費用のうち、家庭裁判所へ

の申し立て手数料、登記手数料等の審判請求に

要する費用を支出をいたします。また、成年被

後見人等が生活保護被保護者や支給給付を受け

ている中国残留邦人等、費用負担することで生

活保護法の要保護者等になる生活困窮者、費用

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難

な状況にあると認めた場合には、選任された成

年後見人等の報酬に係る費用、入院・入所中は

月額１万8,000円を、在宅の場合は月額２万

8,000円を上限に助成する内容となっておりま

す。 

 なお、これまでに助成の実績はございません。 

 この成年後見人等の報酬に係る助成について、

市長が審判請求をした者に限られておりますが、

低所得者であるほかの制度利用者まで助成対象

を広げることは考えられないかということでは

ないかと考えますが、成年後見制度を利用する

当たりましての申し立ては、本人、配偶者、４

親等内の親族、市町村長等ができるとされてお

り、成年後見人には家庭裁判所が最も適切な者

を決定することとなっており、家族や親族のほ

か、弁護士、司法書士等の専門職や法人が選任

されることもあります。 

 そして、その報酬については、民法第862条

に、「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資

力その他の事情によって、被後見人の財産の中

から、相当な報酬を後見人に与えることができ

る」と規定されており、成年後見人等からの申

し立てがあったときに、審判で決定されること

になります。 

 なお、親族の成年後見人等からは申し立てが

ないことも多いようでございます。 

 このようなことから、親族等が申し立てて、

成年後見人に弁護士等の専門職等が選任された

場合などのケースが想定されるかと考えます。

つきましては、裁判官が財産管理等の事務や財

産内容等を総合的に考慮し、その裁量により、

適正妥当な金額として決定をした報酬であり、

資産がなければ報酬が支払われないこともあり

ますことや、親族からの支援も見込まれる場合

もあることなどを考慮の上、前向きに対応して

まいりたいと存じます。 

 以上でございます。 
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○池山節夫議員  じゃあ、一括で。今、１回目

に答弁をもらったので、いいところは省きなが

らやっていきます。 

 ６次産業化も、このアクションプラン全体に

ついて、私、これ、見たんだけど、アクション

プランちゅう割にはアクションになってないん

じゃないかちゅうのが率直な意見で、これ質問

してるわけです。年度が５年度にわたったりし

て、こう書いてあるんだけど、同じことが５年

間矢印で引いてあれば、アクションになってな

いんじゃないかちゅうので、幾つか取り上げた

んですよ、ここに。５年間の計画、アクション

プランを立てたんだったら、それ、年次的に、

具体的に、この年度はこれをする、次の年度は

ここまで行きます、その先の年度にこういうこ

とがあって、最終年度にこういうふうになりま

すちゅうのがアクションプランじゃないかと思

うんだけど。これ見た感じで、５年間こういう

同じことをやっていきますよ、ここもそうです

よちゅうようなのが結構多くて、私の頭ん中で、

これを読んだ限り、どういうことかと思ったか

ら幾つか拾い上げたんです。 

 だから、今回の質問で、今の答弁で、いいと

ころはよしとします。だから、もっとこういう

のを我々に下さるときには、もうちょっと我々

が具体的にイメージできるようなアクションプ

ランをつくってほしいと、（発言する者あり）

これは要望しときます。 

 それで、農林課長に、ここのところを一つだ

け。 

 私は、ちょっとイメージが湧かないわけです。

インゲンだ、キヌサヤだって垂水では収益率が

あっていいのがあると、これから新規作物を探

すんだちゅうことで、さっき香川県と岡山行か

れたと。それで、香川と岡山には何があるから

行かれたのか。どんな作物が新規作物として、

垂水に例えば持ってこれるものがあって行かれ

たのか。ただ、とにかく香川と岡山に行ってみ

ようかなと思って行かれたのか、その辺だけ一

応聞きます。それでないと、ちょっとわからな

いんです。 

 それから、この民間資金、税務課長、もうさ

っきの答弁でいいですけど、やっぱり私は市内

を走り回ってると、本当に多いんですよ、中央

地区。もうこれで、今、たしかに低金利の時代

ですから、お金借りませんかちゅう、銀行もお

金貸しますし、住宅業者はアパート経営どうで

すかって、そりゃ、言うでしょう。それで、土

地がある人とか、計画書を見せられて、賃金収

入が、例えば10戸あって、10戸で５万円なのが

月50万だと。ローンは40万だと。月10万ずつも

らいながらでもローンは払っていけるなと。そ

れこそ、その計画に乗る人も多くて、さっきの

くらしの条例じゃないけど、こういうのをいろ

いろ持ってくる人も多いでしょう。 

 そして、ある意味、そりゃ、だますとは言い

ません。合意のもとでつくったりするんだけど、

例えば家賃は、何年分はもし10戸のうち10戸と

も入らなければうちが補償しますとかいうのも

あるでしょう。その辺も小さな細かな契約書の

中に、どういう場合はそれしませんよちゅうよ

うなのもあったりして、なかなかのこともある

んじゃないかと思うんです。中央地区を走り回

ってると、本当に多いんです、新しいアパート

ちゅうか。それで、私が聞いたところでは、結

構十何戸ある鉄筋のマンションちゅうか、そこ

に３戸しか入ってないとこもあるんです。そし

たら、３戸しか入ってなくてどうなるのと、本

当、怖くて聞けませんよ、お宅、どうですかち

ゅうのは。だけど、おそらく無理だろう。 

 だから、こういうこともあって、新城、柊原、

牛根、海潟、この辺には足りないんじゃないか

と思います。ですから、計画がこういうふうに

あるんだったら、この計画自体は否定するもん

じゃないんです。だから、もっと有効に考えて、

各地区１戸なんちゅう、そういう限定しないで、
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中央地区の分は、じゃあ、今回は新城に回しま

しょうとか、柊原に回しましょう、海潟に回し

ましょう、牛根に回しましょう、そういう融通

のあるアクションプランちゅうか、計画にして

くださいと。ここはもう、税務課長、要望でい

いですから、そういうことでお願いします。 

 それから、教育長の思いを聞いて、私はＮＨ

Ｋの、この８月の28日ごろだったかな、ニュー

スの中でやってたんです。私は見てて、これは

貧困だと思ったんです。うちのも一緒に見てた。

うちのは、貧困じゃないちゅうんです。スマー

トフォンも持ってる、別に食べられないわけじ

ゃないと、こういうのは貧困と言わないと。い

や、俺は貧困と思うぞという話になったんです。

そしたら、そのままの議論が、全国でこの女の

子のネットに集中して炎上したらしい。やっぱ

個々人の感覚だと思います。私はこれは貧困に

当たるなと思ったけど、何かその子のネットを

見たら、誕生日か何かに1,000円のランチを食

べたこともあると、そういうのが載ってたらし

い。1,000円のランチを食べるやつが何が貧困

かちゅうて炎上したらしいんです。だけど、そ

したら、１年に１回1,000円のランチも食っち

ゃいけないのかって話になると。 

 だから、人間は普通の、ここにあるんですけ

ど、相対的貧困と絶対的貧困、要するに御飯も

何も食べられないのは、まず絶対的貧困だと。

だけど、社会で普通とされる生活ができない、

こういう子供が６人に１人いると。こういう子

供は、どうせ僕なんかちゅうて、もうやる気を

なくすと。もう貧しいもんだから、どうせ僕な

んか何やってももうだめなんだからってあきら

めてしまうと。このことが、やっぱ相当な問題

になって、将来、活力のある社会をつくってい

くときに問題になると思うんです。 

 私は、教育長が来られてから、さっき言われ

た夢実現とかああいうのをされて、本当にそれ、

評価してるんです。だから、もっともっとこう

いうことをやって頑張っていただきたいと。こ

れには、後で市長に聞きますけど、こっから先

は政治の判断でないと。その町々の首長のちゅ

うかな。やっぱ財源がさっき言われたように伴

うから、政治判断である程度のことをしないと

無理だと思うんです。 

 また別に余談になりますけど、きょうですよ、

たしか。14日のきょうの開会の県議会で、鹿児

島県は初めて子供の生活実態調査を実施する予

算をつけると、それが621万補正予算で、きょ

う上程されると。鹿児島県の子供の実態を調べ

ると、そういうところまでもう子供の貧困とい

うのがいってると。 

 子供の貧困問題に関して、平均的な所得、大

体400万かな。それの半分以下で暮らす18歳未

満の子供の割合は、2012年で過去最高の16.3％、

これ、全部の世帯でです。ひとり親世帯に限れ

ば、ひとり親世帯は54.6％が200万以下で暮ら

してると。もうほとんど相対的な貧困だと。

200万以下での収入で子供を持ってるひとり親

のお母さん、お父さんが暮らしてる、もうそれ

は大変だと思う。それが54.6％ちゅうことは、

子供は２人に１人はもうそういう貧困の状態に

ある。 

 鹿児島県内でも、2012年に生活保護費以下の

収入で暮らす子育て世帯が20.6％だと、これは

全国の県の中の３番目だと書いてあります。

20.6％ちゅうのは、もう鹿児島県内には生活保

護以下で暮らしてる、そういう子供が20.6％ち

ゅうたら、５人に１人はいる。もう本当に、

我々が学生時代からバブルだとかいって、我々

が卒業するころ、教育長も似たような年代、副

市長もですけど、そりゃもう就職するころ、就

職案内、こんな来よりましたよ。もうそりゃ、

どこでも来てくれちゅう状態だけど。そうする

と、当然、給料も競争だから上がってた。右肩

上がりの時代を過ごした我々にとっては、今の

時代の若者は本当にかわいそうだなと思うわけ
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です。それは、こういう社会情勢だから仕方が

ないけど、少しでも政治が手を差し伸べてやら

ないといけないんじゃないかなという、そうい

う気持ちでこの質問をしております。 

 長島町が、ぶり奨学金、これは高校生は月３

万、大学生は月５万、卒業後に10年以内に町に

戻れば、元利返済はもう元金ともゼロにすると。

これを申し込んだ子が、高校、大学生でことし

49人ちゅうたかな。こういうのと、さっき教育

長言われた就学支援、中学生以下のとあわせて、

子供をふやしていくと、そういう町のあれが必

要なんじゃないかということです。 

 我々のころは育英会って言ってましたけど、

日本学生支援機構から借りてる学生は約133万

人、全ての学生の４割だと。そして、滞納して

る額が880億円、３カ月以上滞納、延滞、それ

が16万5,000人。これらは、ワーキングプア、

後で持留議員もこのワーキングプアについて質

問されますけど、ワーキングプアの目安とされ

る年収200万未満は男性の44％、女性は75％、

ひとり者でしょうね。もう、こんな状態です。 

 せめて、市長、垂水市はこのことについて、

教育長の考えがあった上で、財源、いろんなこ

とがあって、先ほどの総務課長がこういう決裁

はどうするんですかって篠原議員の質問で、順

番的にいうと、教育長の考えがあって、やっぱ

り総務課長やら、財政課長やら、市長、副市長

が語って、これについては財源をつけようかと、

そういう話になるんだと思います。ですから、

先ほど、教育長には１回目の答弁で聞きました

から、市長、例えば１人月額5,000円、それを

年間したら６万円。年間６万円を、例えば垂水

市はまず10人からと、これ、もう給付型の奨学

金を創設するとして、それで60万だ。これをわ

ずかと見るか、多額だと見るか、それはもう

個々人の考えだし、私はわずかな金額だと思い

ます、60万。まず垂水市が給付型の奨学金を月

額5,000円、これはもう垂水に住んでる子に、

将来の投資だとして年間６万円、もうあげます

よと。ただし、ぶり奨学金みたいに、10年した

ら垂水に帰ってくださいと、そのぐらいの条件

はつけてもいいでしょう。私はつけなくてもい

いと思うんですけど。そのぐらいの政治をやっ

てほしいと。これはもう、ここの点については、

市長にお伺いします。これを政治決断といいま

すかね、そういうのを。その意味で、この奨学

金、教育の充実のこの３項目を挙げて、まず１

回目に教育長にお伺いをして、奨学金のここに

ついて市長に聞くためにこの質問を取り上げて

ます。よろしく御答弁を下さい。 

 それから、くらし支えあい条例について、こ

れは課長の答弁で、大体県が31年までだったか

な、こんなのがやってるから、それにあわせて

やっていくと。これ、暗に言えば、この条例は

検討するけどつくる気はないちゅう答弁になる

のかなと思うけど。貸与できればいいです。 

 ただ、私が質問をしてから、課長も野洲市の

この条例をちゃんと見てられると思う。この条

例の内容もちゃんと見てられるんじゃないかと

思います。これ見ると、結構な条例です。一つ

の町が条例として制定する、それをやっていく

については大変なものもあると思います。だか

ら、いろいろ検討の余地もあるだろうとは思い

ますから、県のそういうのもあわせながら、今

後も検討してください。答弁はいいです。 

 それと、次の障害者のこれも、まあ、いいん

ですけど、いろいろ垂水市内にそういう施設が

あるかというのと、さっき言われたみたいに、

物を調達しようとすると垂水の業者とも兼ね合

いがあるだろうし、例えば、垂水の市役所を掃

除をしてもらいましょうかちゅうたら、やっぱ

り今やられてるシルバーなんかとの兼ね合いも

あるだろうし、難しいところもあると思います。 

 ただ、どういうわけで南九州市があんなに多

いのか、よくわからんけど。県が1,000万ぐら

いしか使ってないのに、鹿児島市は2,000万と、
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南九州市は2,700万も調達してるちゅうの、こ

の理由はよくわからないんですけど。ただ、努

力をしろちゅう国の方針だと思うから、今後も

なるべく、さっき言われたみたいにスポットで

するちゅうのでもいいです。やっぱりそういう

ふうに、垂水市としてもそういうことについて

努力してるという姿勢を見せてください。答弁

はよろしいです。 

 あと、成年後見についても、私の質問の趣旨

は、さっき言ったみたいに、首長の申し立てに

ついても報酬の助成がないちゅう、新聞にあっ

たんです、垂水市はそれに対して。これから先

は、それを検討するか、やっぱやったほうがい

いんじゃないかなちゅう質問だったですけど、

大体答弁もらいましたから、これについてはい

いです。だから、２回目については、さっき言

った答弁を下さい。 

○農林課長（川畑千歳）  池山議員の２回目の

御質問にお答えをしたいと思います。 

 視察先選定の理由かと思いますけれども、本

市の主要な作物でございますキヌサヤエンドウ、

サヤインゲンの作付時期と重ならないような、

夏場に栽培ができる作物を導入しなければとの

思いで、今回視察研修を行ったところでありま

す。 

 複数の作物を新規作物の候補として選定をし

ておりますけれども、今ここでお知らせする段

階にございません。といいますのが、販路の関

係、作物のつくりやすさ、あと、営農機械の有

効活用、それらにつきまして、県、地域振興局

になってまいりますけれども、あと、農協、市

場関係者と検討を重ねたいということで考えて

おります。そして、29年の作付には間に合うよ

うに、本年度予算を執行していきたいという思

いでおります。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  池山議員の奨学金のこと

です。貸与型から給付型の決断をということだ

ろうと思います。 

 現状におきましては、先ほど教育長が申し上

げたような現状がございまして、それぞれ課題

もあるというのは御理解いただけると思います。 

 ただ、大きな政策決定の中で、垂水市の課題

として、人口減少、少子高齢化と、子育て支援、

教育の充実というのは必要なことであるという

ふうに思います。思い切った政策を講じなけれ

ば自然の流れのままということになりますので、

その点に関してのプラスになるというふうな御

提案だろうというふうに思いますので、中身の

規模とか財源の問題もありますけれども、基本

的には御提案いただいて、前向きに検討したい

というふうに思っております。 

○池山節夫議員  前向きにちゅう答弁がありま

したから、これは市長、新聞ネタになるんだと

思ってるんです、私は。まだ国も、さっき教育

長の答弁にあったけど、2018年ぐらいからはそ

ういうのもちゅうような検討の段階に入ってる

と。何事も先駆けてやることがニュースになる

んです。市長がいつも言われてるように、例え

ばたるたるをつくった、新聞屋が来ました、放

送局が来ました、これは無料の広告になってま

す。そういうのも多いわけです。まず尾脇市長

がここを、私が言った金額、それを上回っても

いいです。ただ、月額5,000円、年間６万円を

10人、60万、10年でも600万だ。これをもし決

断されたら、絶対に新聞も放送局も飛んできま

すよ。間違いなく新聞に載るから。何よりも先

に垂水市がやると、このことがやっぱりニュー

スバリューになって、垂水市の市政につながる

んです。 

 我々議員も、いろんなことを提案して、お願

いをして、実現に向けていっぱい質問するわけ

です。全ての議員が、これをしてもらえば垂水

市の活性化になる、そして垂水市のためになる

ちゅう思いで質問をする。行政の側は、財源の

こともありながら、検討をしながらいろんなこ
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とをする。だけど、思い切った施策を打ちなが

ら、やっぱり決断をする。そして、年間60万円

の広告費だと思って、ぜひ決断をしていただき

たい。これはもう答弁は要りません。ぜひよろ

しく、副市長も横から応援をしていただくよう

にお願いをしまして、私の質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、８番、持留良一議

員の質問を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、質問に入っていき

たいと思います。 

 先ほど、またきのうからも、台風災害の問題、

いろいろと皆さんのほうからも心からの哀悼の

意をあらわす、そういうことも出てまいりまし

た。特に岩手県は、津波の被害に追い打ちをか

ける形での洪水被害でした。特に、そういう意

味でも被害に遭われた方々にはお見舞いを申し

上げますとともに、復興・復旧のために、国等

含めて全面的な支援が求められてるというふう

に思います。私たちも、さまざまな形で支援活

動に取り組んでいくことが必要だというふうに

思います。 

 そして今、私たちを勇気づけ、感動を与えて

るのがパラリンピックです。限界を超えた選手

の挑戦は、可能性が無限であることを示してい

ます。障害者スポーツ権利がさらに一層発展す

るように、私も願う一人であります。 

 さて、今回の質問の全体的な要旨は、自治体

の役割をさまざまな角度から問いただしていた

だきたいと思います。 

 最初の質問は、職員の今後の定員計画につい

てです。 

 今、この計画は目標を達成し、新たな定員管

理計画の策定を検討していくという方針が示さ

れています。私は、この問題は重要な時に来て

ると考えます。東北大震災、熊本地震、原発危

機は、人間社会にとって何にも増して大切なも

のが命と暮らしであり、それを守ることが行政

と政治の根本的課題、使命であることを曇りな

く示しました。これらの災害を通じて、自治体

の役割、住民の命と暮らしを守るという関係と

職員のあり方、さらに行政計画の中で職員の削

減がされたことを正面から問われ、今でも問わ

れ続けてると思います。 

 そこで、１問目は、財政効率化優先の自治体

づくりは問題があったと考えますが、見解を伺

います。 

 ２点目は、東北大震災や熊本地震などの教訓

を生かし、自治体のあり方、自治体が住民の命

と暮らしを守る役割を一層発揮するために見直

しが必要と考えますが、見解を伺います。 

 次に、南の拠点事業について伺います。 

 前回は、ＰＦＩ事業にも多くの課題があるこ

とを、政府の報告書をもとにただしました。さ

らに、地域経済の均衡ある発展のために、公共

事業に必要な視点として何が重要かということ

もただし、市長もその視点については認められ

ました。私は、ＰＦＩだけではなく、住民の立

場に立った公共事業の検討が必要であることか

ら、今回は第２弾の質問として住民の視点から

伺います。 

 １点目は、事業は住民にとって必要なものか。 

 ２点目は、営利事業として、ＰＦＩと自治体

行政の公共性は両立するのか。 

 ３点目は、施設の建設・維持・管理に住民の

意向が積極的に反映される仕組みになっている

のか。 

 ４点目は、地域の中小企業、地域経済の振興

にどうかかわるのか。 

 ５点目は、自治体の政策・事業評価がＰＦＩ

事業の適否を明確にできるようになってるかど

うかです。 

 簡潔な回答を求めます。 

 次に、子供の貧困対策についてただします。 

 最初は、基本的な認識と対策です。 

 先般、地元新聞に、山形大の調査による子供
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の貧困率が報道され、鹿児島20.3％、全国３位

の数字に驚いた方も多かったのではないでしょ

うか。貧困法の課題や目標を示した子供の貧困

大綱が閣議決定され、親から子への貧困の連鎖

を断ち切ることをうたい、教育支援、生活支援、

保護者に対する経済支援の問題を掲げてスター

トしています。しかし、このような実態を見る

と、政府の施策が間接的支援ばかりで、実効性

ある施策の早急な取り組みが国や自治体に求め

られています。 

 さらに、子供の貧困問題で関係してくるのが、

その背景にあるワーキングプアや非正規雇用の

問題です。非正規雇用の多い都道府県でも、子

供の貧困率、ワーキングプア率が高いところが

おおむね位置してることが総務省の統計からも

明らかになっています。このことからも、地方

経済の活性化のためには、子供の貧困、ワーキ

ングプアをなくすことが欠かせない課題です。 

 そこで、１点目は、貧困対策について検討の

場の設置と、貧困対策の計画や実態調査はどう

なってるか。 

 ２点目は、子供の貧困解決のため重要な課題

は、働く貧困層、ワーキングプアをなくすこと

が欠かせないと指摘されていますが、認識はど

うか。 

 ３点目は、貧困対策の重要性の認識と、子供

の貧困をなくすためには総合対策と数値目標を

策定することが重要と考えますが、見解を伺い

ます。 

 次に、子供の問題、２番目の問題として、就

学援助の改善を改めて求めていきたいと思いま

す。 

 今回指摘する点は、今日の子供の貧困問題を

考えたときに、早急な改善が求められる課題で

あるからであります。これを裏づけるものとし

て、全国の実施状況があります。子供の貧困に

対する大綱に基づき、文科省は実施状況等を定

期的に調査し、各市町村における就学援助の活

用・充実を図ることを目的とするため、実施状

況が公表されています。 

 そこで、質問の１問目は、制度の周知の方法

は十分といえるのか。準要保護基準は、検討の

必要があると考えますが、見解を伺います。 

 ２問目は、平成27年度要保護児童生徒援助費

補助金の事務処理について通知が出されていま

す。児童生徒が援助を必要とする時期や、速や

かに支給できるように十分配慮するように通知

してると案内されています。昨年も、必要な貧

困対策解決のための問題提起をしました。入学

前には多額のお金が必要になっていることにつ

いての認識はされ、理解もされてると考えます。

通知が求めているように、就学援助の入学準備

金の支給を入学前にとの要望に応えるべきでは

ないかと考えますが、見解を伺います。 

 次に、介護保険問題についてただします。 

 介護保険制度が、利用者や支える家庭にとっ

て、年々利用しづらくなっていることは市民の

共通のものになってると考えます。この問題は

何回か取り上げて、市長は、サービスは後退さ

せず安心できる取り組みをしていくという回答

もされています。総合事業により要支援１、２

と認定された人は、ホームヘルパーによる訪問

介護、デイサービス等の通所介護が、自治体が

実施する地域支援事業の新しいメニュー、介護

予防・日常生活支援総合事業を設け代替サービ

スを提供するようになっています。しかし、こ

の事業で、国の予算は上限がつけられ、自治体

は給付費の抑制がどうしても求められます。国

は、抑制策として、無資格によるサービスなど、

規制緩和などが行われます。これらは、高齢者

を支える家族も安心できる介護予防など、介護

制度が大きく後退することが心配されます。 

 そこで伺いますが、対象者はどのくらいにな

るのか。確約された介護サービスを取り組むた

めにはどのような計画や内容になっていくのか、

伺います。 
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 次に、土地の相続未登記対策についてただし

ます。 

 垂水市でも、税の未納問題という形で、土地

の相続未登記は課題になっています。担当課で

も大変苦労されてるということは承知をしてい

ます。本市でも、対策として、各担当係と連携

しながら対策が講じられてるようでありますが、

厳しい状況であるということを聞いています。

京都府精華町では総合窓口課を設置し、各課と

連携した取り組みで成果を出しています。これ

以上の所有者の不明確を防ぐためには、機動的

な連携が必要と考えます。総合窓口の設置の提

案についての見解を伺います。 

 最後に、県道の維持管理問題について見解を

伺います。 

 当然のことですけども、県道の管理は県が行

います。基本的な維持管理が日常的にされてい

れば、相談や苦情はないと考えます。しかし、

市民からの県道に対する相談は、各議員や行政

にも寄せられてると思います。確かに維持管理

には、要望の多様化や財政上の問題など考えら

れます。道路は身近な公共施設でもあり、住民

が道路を快適に安全に利用するため、常時健全

に維持管理することが、県に管理上は責任があ

ると考えるのは当然ではないでしょうか。 

 そこでお聞きしますが、維持管理の責任と役

割についてどうなってるのか。 

 ２点目は、苦情等についての対応と解決はど

うなってるか。件数や内容及び解決の取り組み

について、現状、課題、今後の方向についての

見解を伺いまして、最初の質問を終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで、暫時休憩いたし

ます。次は、１時５分から再開いたします。 

     午前11時47分休憩 

 

     午後１時５分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ８番、持留良一議員の質問を続行いたします。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、職員の管

理計画についてお答えいたします。 

 本市は、平成16年の大隅中央法定合併協議会

からの離脱を契機に、単独で自立した行政運営

を行うため、それまでの行政改革を抜本的に見

直し、新たに新行政改革大綱と財政改革プログ

ラムを策定して行財政改革を断行してきました。 

 また、平成17年３月に、総務省から示された

地方公共団体における行政改革の推進のための

新たな指針に基づき、本市においても、平成17

年度から21年度の５年間を計画期間とした集中

改革プランを策定し、新行政改革大綱及び財政

改革プログラムとの整合性を図り、行財政改革

に取り組んだところです。 

 このプランでは、国の指針に基づき、本市の

重要課題に適切に対応できる弾力的で足腰の強

い健全な財政構造を構築することを目的に、事

務事業の再編・整理、廃止・統合、民間委託等

の推進、定員管理、給与の適正化、経費削減等

の財政効果等の目標を掲げ、積極的に改革を推

進してきました。その中でも、簡素かつ効率的

な行政運営を行うためには行政のスリム化を図

る必要があり、平成17年度に垂水市新定員適正

化計画を策定し、このことは議員もよく御存じ

のことですが、財政改革の大きな柱として、平

成17年４月１日現在の職員数285人を10年間で

50人削減しようとするもので、最終年の平成27

年４月１日においては、計画どおりの50人を削

減して、職員数を235人といたしました。 

 この財政効果最優先の自治体づくりに問題が

あったのではといった内容の御質問ですが、行

政改革大綱の策定や組織機構の見直しを行う際

においては、必ず住民サービスの低下を招かな

いよう、住民の利便性等に十分配慮した上で検

討し見直しを行ってきておりますので、10年前

と比較して職員数は減少しておりますが、この

間、耕地課や体育保健課などの廃止、水産課と
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商工観光課との統合などの再編を行うことで、

事務の効率化や業務連携が図られ、社会情勢の

変化により市民ニーズも多種多様化してきまし

たが、行政サービスの水準は維持しているもの

と考えております。 

 国、県から委譲された事務事業は増加の一途

をたどり、その中で、地方交付税を盾にした国

からの職員定数管理の締めつけもあって行政運

営に支障を来す中、社会保障・税番号、いわゆ

るマイナンバー制度の導入を初め、各種事業に

伴う事務量も増大しておりますが、市民が安心

して暮らすためには、持続可能な地域づくりに

取り組んでいかなければならないものと考えて

おります。 

 人口減少期に入り、少子化、高齢化が進み、

高齢者の介護や医療ケアが大きな問題となり、

これからは在宅ケアの仕組みを構築していかな

ければなりません。また、将来を見据えたとき

に、未来を担う子供たちが健やかに育つための

環境も整えなければなりません。さらには、近

年の異常気象による災害や今後予想される大型

地震への備えも怠れませんし、いざというとき

有機的に機能する地域コミュニティーの構築な

ども必要です。 

 これらの事業に対し、必要な職員を配置する

ことも考えていかなければなりません。これか

らも、国から地方への事務事業の委譲は増加す

るものと予想しておりますが、本市における行

政サービスの提供体制は維持しなければなりま

せん。ただ、広域的に取り組んだほうが効率の

よい事業もありますので、広域連合、一部事務

組合など、さらなる広域連携を図ってまいりた

いと考えております。 

 熊本地震からの教訓となりますが、災害時に

おいても同じことが言えます。垂水市で災害が

発生した緊急時は、まずは住民の生命の確保、

暮らしを守ることが自治体の大きな役割だと考

えておりますので、そのような緊急時を想定し

た職員数を定めていくことも必要であると考え

ております。 

 昨年４月の組織再編につきましては、現庁舎

における執務環境やそれぞれが抱えている業務、

課題等の進捗状況などを考慮して、とりあえず

移行できる業務について再編を行ったものであ

り、今後も組織再編に継続して取り組み、あわ

せて現在の職員数235人についても、市民ニー

ズ業務に適した職員数かどうか事務文書の検証

を行い、見直すところは見直して、さらなる改

革に取り組んでまいります。 

 本年度の採用職員につきましても、本年度７

名の定年退職者が予定されておりますが、採用

予定者数は10名程度としております。235人に

こだわらず、ふやすべき部署においては増員し、

代替職員で対応している業務へは職員を再配置

するなど、試行的に職員数をふやして検証を行

い、垂水市の実態に沿った職員数を模索してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  持留議員の御質

問にお答えをいたします。 

 事業が住民にとって必要かでございますけれ

ども、本事業は、国が進めておりますまち・ひ

と・しごとづくりである地方創生事業に位置づ

け、市長公約でもございます６次産業化と観光

振興の機能を持つ拠点づくりでありまして、基

本構想においては、年齢、性別を問わず、地域

住民、観光客、みんなが楽しめる場所、そうい

ったものをつくることを目指していることから、

必要な事業であると認識をいたしております。 

 ＰＦＩと自治体、行政の公共性は両立するか

についての御質問でございますが、ＰＦＩで整

備する拠点施設は、市の政策でもある６次産業

化と観光振興の機能を持つ施設であり、そこで

民間のアイデアやノウハウを生かし、さらなる

成果を目指すことでもありますことから、公共

性は両立していると考えております。 
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 施設の建設・維持・管理に住民の意向が積極

的に反映される仕組みになっているかという御

質問でございますが、施設の設置主体は市でご

ざいます。御指摘いただいたとおり、施設に対

する住民の御意見を市にお寄せいただき、経営

サイドに伝える仕組みは設けたいと考えており

ます。 

 地域の中小企業、地域経済の振興にどうかか

わるかということでございますが、これまで基

本構想づくりの中で産業界を初めとする地域住

民ニーズ調査を行い、アイディアはあるが商品

の売り場がないなどの課題が見えてまいりまし

た。 

 現在、拠点施設のハード事業と並行して、地

方創生加速化交付金事業で地域資源の高付加価

値化を目指すソフト事業である地域資源レビ

ュー事業、商品力向上スクール事業を展開し、

企業の稼ぐ力の向上を目指しているところでご

ざいます。引き続き、地元の企業に対し、この

南の拠点施設をどう活用していただけるかとい

う視点で説明に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 最後に、ＰＦＩ事業の適評を明確にできるか

という御質問でございますが、ＰＰＰ官民連携

の取り組みは国も積極的に進めており、将来は

一定規模の事業に対し、ＰＦＩ手法を検討しな

ければならなくなるときが来るとも聞いており

ます。このような中、ＰＦＩ事業自体が議員同

様、私どもも初めての取り組みでございますこ

とから、ＰＰＰ、ＰＦＩの庁内勉強会を開催し、

制度の認識を深めるよう努めております。 

 御指摘の部分でございますが、ＰＦＩ可能性

調査の結果等につきましては、委託事業者が示

した報告に対しまして行政の立場でしっかりと

した分析・判断を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  子供の貧困対策に

ついての検討の場の設置と、貧困対策の計画は

どうなっているか、実態調査はどうなっている

かとの御質問にお答えをいたします。 

 子供の貧困率やひとり親世帯での貧困率の高

まり、生活保護世帯の子供の高校進学率の低さ、

世代を超えた貧困の連鎖等を背景とし、子供の

将来がその生まれ育った環境によって左右され

ることのないよう、貧困の状況にある子供が健

やかに育成される環境を整備するとともに、教

育の機会均等等を図るため子供の貧困対策に関

し基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、

子供の貧困対策、教育の支援、生活の支援、就

労の支援、経済的支援等の施策を総合的に推進

することを目的とした子供の貧困対策の推進に

関する法律が平成26年１月17日に施行となって

おります。 

 この子供の貧困対策法の中には、貧困対策の

推進体制についても規定されておりまして、国

は基本理念にのっとり、子供の貧困対策を総合

的に策定し、実施する責務を有し、地方公共団

体は国の関係機関相互の密接な連携のもとに当

該地域の実情に応じた施策を策定し、実施する

責務を有しておりますので、子供の貧困対策を

総合的に推進するための庁内関係課等の総合連

携を図る場の設置について検討をしてまいりま

す。 

 貧困対策に関する計画についてでありますが、

政府が子供の貧困対策を総合的に推進するため

に基本的な方針などを定めた子供の貧困対策に

関する大綱を勘案し、都道府県が定めるように

努めるものと規定されているところであります

が、市としての子供の貧困対策を総合的に推進

するために必要との認識のもと、計画の策定に

ついては、国、県や他市の動向も注視しながら

検討を進めてまいります。 

 実態調査につきましては、法にも「貧困対策

を適正に策定し実施するために調査及び研究、

その他必要な施策を講ずるものとする」と規定
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されておりますことから、当該地域の状況に応

じた施策を策定し、実施するという市の責務を

果たす上からも欠かせないものと考えますが、

先行実施している自治体の調査対象や項目等に

ばらつきがあり、情報管理の懸念も出されてい

るようでございますことや、今年度中に鹿児島

県が県内で初めての子供の生活実態を把握する

アンケート調査を実施することとなっておりま

すので、その実施方法や結果等を参考に、また

大綱においても施策の実施状況や対策の効果等

の検証、評価に資する調査研究の実施について

検討する旨の記述もありますことから、国や県

の動向を注視しつつ実効性を伴う施策に反映さ

せるためのものとするため、実施に向け調査・

研究を進めたいと存じます。 

 次に、子供の貧困解決のために重要な課題と

して、働く貧困層、ワーキングプアを無くすこ

とが欠かせないと指摘されているが認識はとの

御質問ですが、子供の貧困率について本年３月

に山形大学戸室准教授が調査結果を発表され、

鹿児島県は生活保護の基準となる最低生活費以

下の収入で暮らす世帯の割合が20.6％と全国第

３位で、５年間で5.8％悪化しており、鹿児島

県における子供の貧困の進展を示す結果でもあ

りました。また、あわせて発表されたワーキン

グプア率は12.9％で全国第５位となっており、

貧困就業世帯、いわゆるワーキングプア世帯が

子供の貧困世帯と重なり合っている状況が明ら

かでありますことから、ワーキングプアを減ら

すことが子供の貧困を減らす、親から子への負

の連鎖から抜け出すことにつながるという認識

を持っております。それに対する対策の必要性

も認識しておりますが、これはいまや労働者全

体の約４割を占めると言われる非正規労働者問

題や労働条件の改善問題等をはらんでおります

ことから、基本的には国に取り組んでいただか

なければならない問題であると考えています。 

 そのようなことから、本市においては厚労省

が平成25年に実施しました国民生活基礎調査で、

子供のいる夫婦が離婚をし、ひとり親世帯にな

った場合に子供の親権者となるのは母親が８割、

その３分の２が貧困層となってしまうという分

析もなされておりますことから、ワーキングプ

アとなりやすい状況にあるひとり親世帯に対し、

家庭の経済的理由で生活状況にできる限り差異

が生じることのないようにするための経済的支

援策といたしまして、母子家庭等につきまして

児童扶養手当の需給、ひとり親家庭等医療費助

成、母子福祉資金貸付事業、保育料負担軽減措

置等を実施しているところでございます。 

 また、母子家庭等が経済的に自立でき、安定

した就労につなげることを目的に、看護師等の

専門的な資格を取得するための自立支援給付事

業や、就労支援のためにハローワークとの連携

業務も行っているところでございます。 

 次に、貧困対策の重要性の認識についてでご

ざいますが、先ほど来答弁してまいりましたよ

うに、貧困対策の重要性に対する認識は持って

おります。今後も自主財源が乏しい地方自治体

である本市としましては、今後も国や県と連携

した施策に取り組むこととし、可能な限りの対

応をしてまいりたいと考えております。 

 また、子供の貧困をなくすための総合対策に

つきましては、国や県との関係機関相互の密接

な連携のもとに、本市の状況に応じた施策を策

定し実施すべく計画策定や庁内関係課等との相

互連携を図る場の設置の検討を進め、総合的に

対策を講じていきたいと考えております。 

 数値目標につきましては、具体的な目標が示

され実効性を高める上でも有効とされておりま

すが、政府が子供の貧困対策を総合的に推進す

るために基本的な方針などを定めた大綱にも数

値目標はなく、県が平成27年度に定めた計画

「かごしま子ども未来プラン2015」においても、

子供の貧困に関する項目の数値目標は一部のみ

しか示されておりません。この前提といたしま
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して、実態調査等による現状把握が必要になる

と思われますので、大綱や県計画の動向を注視

しつつ数値目標の設定のあり方等を含め調査・

研究してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  就学援助制度に

関する周知の方法は十分と言えるのかどうかと

いう御質問にお答えいたします。 

 先ほど教育長が池山議員の御質問でもお答え

いたしましたが、我が国の貧困率の増加傾向と

同様に、垂水市における児童生徒の就学援助率

も年々増加の傾向にあり、教育委員会としまし

ては経済的な理由で就学困難な児童生徒に対し

て学用品費、校外学習費、修学旅行費、学校給

食費、医療費など必要な援助を行っているとこ

ろでございます。 

 議員おただしの就学援助制度の周知の方法に

つきまして、現在本市におきましては毎年度入

学時や進級時に全ての保護者向けに文書配布い

たしますとともに、本市のホームページにも掲

載しております。また、各学校にも文書で通知

を出し、この制度の周知を図っているところで

ございます。今後とも家庭の経済状況に左右さ

れない教育機会の保障の観点から、この就学援

助制度の趣旨や申請方法が援助を必要とされる

保護者に確実に周知できますよう、これまでの

取り組みに加えまして可能な限りの広報を行っ

てまいりたいと考えます。 

 具体的に申し上げますと、市報に掲載しまし

たり、新入生の体験入学時に保護者向けの説明

を実施しましたりしてまいりたいと思います。

さらに、各学校の教職員がこの制度を正確に理

解しておくことも大変重要であると考えており

ますので、教職員への説明につきましても実施

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 次に、準要保護基準は検討の必要があるので

はないかという御質問にお答えいたします。 

 本市の就学援助制度につきましては、垂水市

就学援助事務実施要項及び同取り扱い規定に基

づき、児童扶養手当の受給者や市民税の非課税

世帯、減免を受けている世帯など、全部で８項

目の認定基準を設けております。この８項目の

１つに、所得額が生活保護基準に基づき算出さ

れる額に1.1を乗じて算出した額を認定基準所

得額としております。垂水市を除く県内の18市

のうち９市はこの基準がなく、残りの９市は倍

率を1.0から1.35倍としているところでありま

す。 

 なお、本市におきましてはこの認定基準額を

超えている場合であっても失業や疾病などによ

り経済的に困窮している場合は、特別な場合と

して認定しているところでございます。 

 これに加えて、本年度平成28年度からは給食

費の補助率を70％から80％に10％引き上げるた

めの予算を承認していただき、保護者の経済的

な負担の軽減により就学援助制度の充実につな

がっているものと考えております。 

 一方、この制度の財源の一部が地方交付税化

され、市の単独事業となりましたことや、市の

財政上の課題もありますことから、基準の見直

しにつきましては難しい面もあると考えられま

す。ただ、就学援助制度は子供の貧困対策とし

て教育の機会均等の保障のため大変重要な制度

であると認識しておりますので、基準倍率1.1

倍の引き上げにつきましても可能かどうか、他

市の状況等も踏まえながら検討を進めてまいり

たいと思います。 

 続きまして、就学援助の入学準備金の支給を

入学時にすべきではないかとの御質問にお答え

いたします。 

 この質問の入学準備金は、新入学児童生徒が

通常必要とする学用品や通学用品、例えばラン

ドセルやかばん、通学用服、靴、帽子等の準備

に係る費用としての新入学学用品費のことであ

ると理解しておりますが、現在本市におきまし
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てはこの入学時に児童生徒が通常必要とする学

用品及び通学用品等の購入費として新入学学用

品費を小学校新入学時に２万470円、中学校新

入学時に２万3,550円を支給しているところで

ございます。そして、この新入学学用品費の支

給につきましては、校外学習費や学校給食費の

補助等とあわせて７月の初めに１回目の就学援

助費として支給しております。これは、新学期

の４月に保護者からの申請が出されてから事務

手続が始まりますことと、認定審査が市民税額

の確定される５月末日をもって行われますこと

から、４月初旬の支給になっております。 

 御質問の新入学学用品費を入学以前に支給す

ることにつきましては、小学校及び中学校新入

学前に支給する場合、前年度中に認定審査を行

う必要がありますことや、本市以外の学校、特

に県外等の遠方の学校に入学された場合や、入

学後に認定されなかった場合などに、既に支給

しました就学援助費の回収の方法などいろいろ

な課題があると考えております。 

 文部科学省から出されております平成27年度

要保護児童生徒援助費補助金の事務処理につい

ての通知文によりますと、「要保護者への支給

は年度の当初から開始し、各費目について児童

生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給す

ることができるよう十分配慮すること。（特に

新入学児童生徒学用品費等）」と記載されては

おりますが、他市におきましては中学校入学前、

つまり小学校６年生で支給している例もあると

承知しておりますので、県下における本市を除

く18市の状況等も調査しながら、新入学学用品

費の支給のあり方につきまして研究を進めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  介護問題についての

御質問にお答えいたします。 

 介護保険法の改正に伴い、平成29年４月に新

たにサービス提供を開始いたします総合事業の

サービスにつきましては、これまで全国一律の

介護保険サービスとして給付しております通所

予防介護と訪問予防介護が介護保険の給付から

市の事業へ移行するものでございます。平成29

年４月の移行当初は、現行の介護保険給付で行

っている通所介護、訪問介護サービスを現行相

当サービスとして今までと変わりなく利用して

いただくこととしております。 

 現在のサービス提供状況の対象者といたしま

しては、要支援者全体で介護保険サービスを受

けている方が220名程度いらっしゃいまして、

通所・訪問介護サービスにつきましては合計で

160名程度となっております。 

 総合事業のサービス事業の移行準備につきま

しては、既存の通所型、訪問型事業者及び居宅

介護支援事業所への説明を行っておりますが、

移行当初の支給限度額の取り扱いにつきまして

は、指定事業者保護の観点からも移行当初はこ

れまでと同様の単価設定を行い、スムーズな事

業の移行に向けた作業に取り組んでいるところ

でございます。 

 また、先ほど申し上げた現行相当サービス以

外にも緩和されたサービスやその他の生活支援

サービスも想定されておりますが、ボランティ

ア等の多様な主体の受け皿が年度当初は見込め

ないことが課題となっております。総合事業は

サービス事業だけでなく、介護予防事業もござ

いますので、介護予防事業の充実を図りながら

市独自の多様なサービス提供が可能な体制づく

りを進めてまいります。 

 以上です。 

○税務課長（楠木雅己）  持留議員の土地の相

続未登記対策についての御質問にお答えをいた

します。 

 まず、土地の相続未登記対策の現状と課題に

ついてでございますが、税務課及び市民課にお

きましては現在総合窓口の設置は行っておりま

せんが、死亡届が出された際は市民課から提供



－116－ 

されます住民移動届表に基づき親族関係者等に

向けて相続手続の干渉とあわせて固定資産現有

者、相続人代表者の設定を行ってもらっており

ます。 

ただし、この設定はあくまで死亡者名義での課

税を解消するために納税管理人を定めるもので

あり、本局における登記につきましては相続人

が手続を行わない限り、相続未登記として残る

ものでございます。 

 平成25年度からは本格的に市民課と連携して、

固定資産現有者、相続人代表者設定の取り組み

を本格化しております。課題といたしましては、

相続手続の干渉を行っても手続がなされなかっ

たり、固定資産現有者、相続人代表者設定の通

知を行っても親族間のトラブルや親族等が市外

在住者であったりで、固定資産現有者、相続人

代表者の設定自体が進まないケースもございま

す。相続登記が行われず相続未登記の状態が続

けば、管理者の所在が不明となり、土地が放置

され荒廃したり、各種公共事業の実施に支障を

来したり、課税事務自体にも支障をきたす場合

もあることから、引き続き窓口業務時や広報等

により相続登記の干渉に努めてまいります。 

 また、戸籍の調査など相続人の確定や住所把

握への取り組みも継続してまいります。 

 次に、総合窓口の設置で連携をとり改善を図

ることにつきましては、現在市民課と連携がと

れており、土地未登記対策のための総合窓口設

置については必要ないものと考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  県道の維持管理問題

についてお答えいたします。 

 垂水市内には県道垂水南之郷線12.9キロメー

トル、垂水大崎線7.2キロ、国師境線4.9キロ、

垂水港線0.3キロの４路線ありまして、大隅地

域振興局建設部で管理していただいているとこ

ろでございます。 

 垂水南之郷線につきましては、これまで鉄道

跡地付近の冠水問題や荒廃除去など、市民から

の要望があった場合は現状を確認し、写真を添

付して振興局に進達しております。また、交通

に支障を来すなど急を要する維持補修について

は、土木課から直接振興局に要望している場合

もございます。 

 寄せられる件数と内容でございますが、本年

度に限って申しますと３件要望がございまして、

歩道内の側溝のふたの補修、農道から県道へ出

る際の舗装の段差解消、歩道の除草となってお

ります。また、梅雨時期に冠水が心配で側溝の

確認をしてほしいとの相談がございましたので、

振興局へ連絡し確認をしていただき、異常がな

かったことの連絡がありましたので、その旨報

告したこともございました。 

 このように、現時点での取り組みにつきまし

ては、市民からの通報や要望があった場合に県

へ連絡を行い対応をお願いしておりますが、今

後は市道を含めまして定期的にパトロールを実

施し、改善が必要な箇所が確認されましたら早

急に報告をし、対策を行っていただけるよう努

めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  不十分な点について再質問を

していきたいと思います。一問一答方式でお願

いしたいと思います。 

 職員の管理計画についてなんですけども、先

ほど言われたとおりさまざまな努力をされてる

ということについてはそのように評価があると

思います。だが、一方ではいわゆる非正規、い

わゆる臨時職員、嘱託、もしくは外部からの、

特に地域包括支援センターなんかの関係である

意味では成り立っていると、前の調査でも３割

ぐらいが嘱託、臨時職員というこういう構成で

ありましたですよね。果たしてそれで本当に市

の市民サービス、責任、先ほどから、きのうか

らも出てます住民の暮らしや生活を守るという

観点で本当にその役割を果たしているのかとい
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う点では非常に疑問があるんですよね。それで

今後どんなふうにしていくかという点ではさら

に課題があると思うんですよ。というのは、地

方交付税が今後さまざまな形で削減する、前も

話しましたけどトップランナー方式の問題、そ

れからまち・ひと・しごと創生事業、この関係

でも人件費関係で職員の削減率、ラスパイレス

とかこういうのが加味されていくと。要するに

国はもっと職員を減らしていくべきだというよ

うな、そして出たとおり外部委託、民間委託

等々で乗り切っていけということなんですよね。

ある意味では真正面からこの問題は今の市の方

針からいくとぶつかることになると思うんです

よね。そういう中で本当に、以前財政効率とか

やれ財政改革プランの中でそれに並行しながら

取り組んできたと、これも自主的な努力目標だ

ったんですけども、いろんな点で皆さんがそれ

をやらなきゃならないということに追い込まれ

ていったと思うんですが、果たしてそれで本当

に市民のサービスは守られてくのかっていうの

が非常に私は疑問に感じてるからこの問題を今

回取り上げたんです。 

 この東北大震災が起きたとき、河北新聞とい

うのが２月19日付で１年おくれてですけども出

てますけども、国が地方にしいてきた行政改革

のひずみが震災復興の最前線に立つ自治体を直

撃していると。特に技術関係の不足は過度な人

減らしの弊害が震災を機に噴出した格好だとい

うような問題の指摘もあるんですが、こういう

国がさらなる地方交付税の削減、そしてさまざ

まな事業にそういう形で職員の削減率とかラス

パイレスを加味してくるという中で、本当に住

民の命、暮らしを守る点では堂々とこの定員計

画を主張していかなきゃならないというふうに

思うんですが、そういう点で本当に今後守って

いけるという責任が、確信があるのかどうなの

か、その点についてお聞かせください。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは２回目の質

問にお答えいたします。 

 この東北大震災、熊本地震におきまして、想

定外の災害ということで避難所の運営、それか

ら家屋調査など職員が不足している実態は全国

のマスコミ等で発信されております。また、今

回熊本地震におきましても隣県ということで、

垂水市におきましても職員を多数派遣したとこ

ろでございます。ただ、市役所の雇用というの

は生涯雇用というのが原則でございますので、

あまりにも想定外の事態を想定した職員数とい

うのは、どの程度まで雇用すればいいかという

のは今後検証していかなければならないことだ

と認識しているところでございます。 

 また、市民ニーズ、先ほど申しましたように

多種多様化しておりますので、これにつきまし

ても日々変化しております。今年度対応できた

からといって来年度対応できるかといっても、

それについても私のほうでも完璧であるという

ことは申し上げられないところではございます

が、ただ我々公務員としまして、市の職員とし

まして住民サービスの低下を招かないような対

策、対応をするということは当然のことでござ

いますので、そういったことを踏まえた職員数

を検証していくことを考えてまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  福祉や医療、それから自然災

害と市民のやっぱり要望というのは、また一方

での不安というのは広がってきていると思うん

ですよね。そういう意味で先ほど言いましたと

おり、住民の本当の福祉の増進を図るという本

来の目的をほとんど達成できるというそういう

立場でこの問題をぜひ、国のさまざまな抑制策

ありますけども、ぜひこれを乗り切っていただ

いてそういう市民のニーズに応えられる住民

サービスの機関としての役割をしっかりと構築

をしていただきたいというふうに思います。 

 次は南の拠点事業について質問いたしたいと
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思います。 

 先ほどさまざまな５つの観点から述べたんで

すけども、やっぱり住民の皆さんの中にはさま

ざまな不安があると、第２の道の駅ができてど

うなのかと、本当にこういう目的に沿った形で

できるのかどうなのかいろんな不安がある。そ

して、結果的に最終的にこの問題の整理、もし

破綻した場合は自治体が責任を取らなきゃなら

ない、そういうときに住民サービスはどうなる

のかと。そうなってくると今の現状の中でのや

っぱり市民にどれだけ先ほどから出てますけど

も情報の公開、市民の参加、このことが非常に

重要になってきていると思うんです。先ほど課

長のほうで篠原議員の市庁舎建築の問題で、市

民の合意行政に努めていくということを言われ

ました。非常に重要な観点だろうと思うんです。

この事業もそれがないと私は先ほど言った公共

性の問題、これはいわゆる結果として住民サー

ビスにつながるものでなければならないと思っ

てる。住民サービスというのはあくまでも雇用

問題だったり地域の経済振興、これがしっかり

とそれを通じて果たしていかないとこの事業と

いうのは、いわゆる公共がやる責任、役割は全

くないんですよ。ここで民間がコンサルして儲

かるところですよと、こういう事業やればとい

う、そうしたら全て民間に任せればいいことな

んですよ。しかしそこに公共で小売関係してく

るということはどういうことなのかということ

で先ほど言った公共性の問題を強く私は言った

んです。このことがない限りはやはり私はこの

事業というのはその目的を達成しないだろうと。 

 そういうことで１つ、２点ほどお聞きしたい

んですけども、１つはそういう形で先ほど出た

市民の合意形成を図っていくというこの取り組

みをどのようにこの事業ではされていくのか、

私はこれが非常に住民の参加という点と住民の

協力ということも含めて、この事業で重要な視

点だと思いますのでこの点と、あとＰＦＩ事業

の適正、この問題で三重県では大きな問題があ

ったんですね。避難交流拠点事業というのがあ

ったんですけども、この検証をやったとき何と

４年間にわたってコンサルにお願いして３億円

ものお金をつぎ込んだんですよ。その結果、こ

の事業は無効だということが明らかになったん

です。これだけのお金をつぎ込むわけにはいき

ませんので、当然市の職員の皆さんのそういう

力、いわゆる政策事業評価能力がないとこの問

題はできていかないというふうに思うんですが、

この点についてはどのような形でこの部分を職

員のそういう力をつけていくのか、この点につ

いて２点お聞きしたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  民意の反映とい

うことでございますけれども、先ほども民意の

反映の御質問の中でお答えをしておりますけれ

ども、民意の吸い上げといったようなものにつ

きましては建設の段階からいろいろな組織団体、

また垂水高校の生徒さん方にもどのような施設

内容のものがいいかといったような聞き取り調

査、そういったものも行ってまいりましたし、

今後建設維持管理等に対しましても民意が十分

反映されるような意見を汲み取れる仕組みとい

ったようなものについても構築をしていかなけ

ればということで、今段階的に進めているとこ

ろでございます。 

 また、ＰＦＩ事業としての取り組みの段階に

なりました場合にでもＳＰＣの公募段階におき

ましても、公募要件の中でそのような民意を吸

い上げるシステムというものを要件の中に取り

込むというようなものが可能になってくるとい

うふうに考えております。 

○持留良一議員  アクションプランの問題で議

論になったんですけども、この中にも今後地元

関係者向けセミナー等の開催というのがありま

す。しかし、市民の皆さんにとってもやっぱ

り癩癩地元関係者というのは市民も入るのかど

うなのかわかりませんけども、私はやっぱり市
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民向けのそういうセミナー、そのこともやっぱ

り開く必要があると思うんですよ。市民ととも

につくっていくと。これだけある意味雇用をつ

くり地域経済の振興を図っていくという中にお

いて、やっぱり市民がどれだけ自分の考え方、

希望、そしてみんなでこの施設を本当に重要な

施設だと、みんなで協力し合っていこうじゃな

いかというふうにならない限りはこの事業とい

うのは先ほど言いましたとおり本当に発展性が

見てとれないような気もするんですよ。そうい

う意味では、そういう１つの市民が参加する、

意見を述べる形でもそういうセミナー等の開催、

もしくはシンポジウム等の開催の考え方はない

のか、この点についてはどうでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  この南の拠点整

備事業の段階的な部分におきましては、それぞ

れのレベルでの住民説明会でありますとか、団

体別の説明会でありますとかいう形の中で、そ

ういったような民意の確認とか吸い上げとか要

望等を聞き入れる機会といったようなもの、そ

れから市民の方々の建設に対する疑問に対する

答弁といったものができるそういう会というも

のについては、今後とも継続的に行っていきた

いというふうに考えております。 

○持留良一議員  この前も言いましたとおり、

公共事業に本当に必要な視点というのはそうい

うことも含めて地元の関係づくり、住民サービ

ス、もしくはやっぱり地域産業が振興が図られ

る、こういうのがあって初めて本当に真の公共

事業につながっていきますので、ぜひそのあた

りでさまざまな工夫をして市民の皆さんの声、

事業者の声、商業者の声が反映できるようにぜ

ひしっかりとした取り組みをしていただきたい

というふうに思います。 

 次に、子供の貧困対策、一問目で言われたと

おりとにかくそういう立場で先ほど市のほうと

して答弁されたとおり、そのことをぜひ努力を

していただきたいと思います。特に実態がなけ

れば対策も打てないわけですので、そういう意

味ではこの実態調査、非常に重要な中身にもな

ってきます。そのための検討の場の設置、ぜひ

これは取り組んでいただきたい。それに基づい

て貧困計画も対策も計画も出てくると思います

ので、ぜひその点については努力をしていただ

きたいなと。早急な努力をしていただきたい。

というのは、あしたあさってで困る世帯も多い

わけなんですよね。そういう意味でやっぱりそ

れがしっかりと政策に反映できるように、この

点についてはぜひ取り組みを早急に強めていた

だきたいと思いますが、この点についてはどう

でしょう。 

○福祉課長（保久上光昭）  ただいまの実態調

査の関係につきましては、やはり実態調査で貧

困自体がなかなか見えてこない、見える化を図

る必要があるという意見もある中で、どういっ

た調査にするのかというところで十分な調査・

研究が必要ではないかなと。その時間だけをい

ただきたいかなというふうに考えているところ

であります。 

 以上です。 

○持留良一議員  努力をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 次の就学援助問題なんですけども、周知の方

法はこれらが先ほど述べられたところは非常に

欠落というか、十分でなかったのでこの点につ

いては強めていただきたいというふうに思いま

す。 

 １つお聞きしたいのは、この準要保護基準の

関係で生活保護で生活扶助が引き下げられた、

そのことによって国のほうで通知が出されてま

す。その点について認識はございますか。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  24年だったかと

思いますが、引き下げられたということは認識

しておりますが、本市におきましてはこの引き

下げに対して認められない場合に24年にさかの

ぼって引き上げると、申しわけございません、
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24年にさかのぼって認定を見直すというような

手続を行っているところでございます。 

 以上です。 

○持留良一議員  ではなくてですね、文科省が

生活扶助の機能を見直しに伴う影響と、それと

援助への影響についてアンケート調査をしてい

るんです。その中でそれぞれの自治体がどうい

う態度をとったかということで、その中に件数

を上げるなど前年度の生活保護基準額を使用し

て認定するなど影響が出ないようにしている自

治体もあるということなんですよ。これは何か

というと、要するに貧困がさまざま広がる中で

どこでどのように共済していくのか、生活費は

当然下げられたら対象者が減っていくというの

はこれは当然なんですけども、その中でそうい

う件数分の見直しもされていると。先ほど県内

のことも言われましたけども、確かに圧倒的に

全国の調査でも1.3が平均的になってきてると。

県内でも1.1とか1.0とかありますけども、この

あたりはもう少数な部分だというふうに私は認

識もしてます。そういう意味で今の貧困問題か

ら考えたときにこの問題というのはやっぱりそ

ういう実態等も踏まえて見直しを早急に図って

いかないと、先ほど教育長が言われたとおり使

命感を持ってこの問題については取り組んでい

きたいということも言われましたし、市長は思

い切った対策を必要だということも言われまし

たけども、この点について教育長と市長に答弁

をお願いします。 

○教育長（長濱重光）  生活保護法が引き下げ

られましたときに、私どもがまず取り組みまし

たことは、それまでこの準要保護支援につきま

してのいわゆる認定基準というものが表に出せ

ない形で進められたという現実がございました。

いわゆる内規的なもので事務処理が行われたと

いうのがございましたので、そのことを見直し、

しっかりと８項目をつくって、そしてそれを市

民の方々に示して、こういう基準で我々行くん

だということを明確にしたというのが１点でご

ざいます。そういう中で先ほど課長が答弁いた

しました、持留議員がおっしゃいます我々が目

指しております1.1倍の引き上げというのは確

かに課題でございます。これに限らず経済的理

由によって、例えば火災を受けた家庭でありま

すとか、また失業されました家庭でありますと

か、こういうところはこの基準に乗っからない

で我々は今認め支給しておりますので、生活保

護のこの法が引き下げられたからといって私ど

もは垂水市の家庭においてマイナスでは決して

ないということを答弁させていただきたいと思

います。 

 それから1.1倍の問題につきましては、確か

に1.35倍までのところもございます。これは自

分自身も課題として持っておりますので、今後

さらに検討を進めてまいりたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  子供の貧困問題というこ

とに関しては、先ほども池山議員の質問の中で

も処させていただきましたけれども、そういっ

た環境の中で差があってはいけないということ

は認識をしております。子育て、教育というの

は垂水市にとりまして特に重要な問題でありま

すので、お気持ちとしては大変理解するところ

でございます。ただ、今教育長が申し上げたよ

うな事情がございますので、教育委員会としっ

かり協議してできるだけ一歩でも前に進めたい

というふうに思っているところでございます。 

○持留良一議員  就学援助の事務処理の問題に

ついてはまた別途、時間もまた12月議会ありま

すのでまたしたいと思います。 

 介護問題だけ１点確認をしておきたいと思う

んですが、あと県道と未登記対策については理

解をしていきたいというふうに思います。 

 介護問題で、国のほうで上限が設定されたん

ですけども、この確認なんですけども、市とし
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ては事業所への報酬カットはしないということ

で理解でよろしいでしょうか。 

○保健課長（鹿屋 勉）  総合事業の提供体制

づくりを常に状況に応じて見直し、つくってい

くというものでございますので、状況に応じて

対応することとしております。 

 以上です。 

○持留良一議員  明確じゃないんですけども。

福岡市は報酬を３割カットしたんですよ。その

ことによってもう事業所においてはそんな引き

受けることはできないと、平成25年に2.2％の

介護士のカットがあって今回またこんなことや

られるととてもじゃないということで、もう事

業所は引き受けませんと。そうなってくると事

業所の、この前徳洲会の問題もありましたけど

も、雇用の問題、そういう問題まで発生してく

ると。だからきちっとそこの部分は明確に私は

していただきたいというふうに思うんですが。

報酬はカットしないと、今までのサービスをや

るんだったらきちっと従来どおりの形で、市と

してはそれを補助していくような形でやってい

きますということが言えないのかどうなのか、

この点について市長どうでしょうか、最後の確

認です。 

○市長（尾脇雅弥）  医療、介護、福祉の充実

というのも非常に大事な問題でございます。た

だ、一方で財源等々の問題もあることも御理解

をいただいていると思いますから、その中で

サービスの低下に招かないような方法で担当課

と協議をして検討していくということになると

思います。 

○持留良一議員  終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は２時８分から再開いたします。 

     午後１時56分休憩 

 

     午後２時８分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 12番、川菷達志議員の質問を許可いたします。 

   ［川菷達志議員登壇］ 

○川萇達志議員  ことしも早いもので９月にな

りました。ことしもさまざまな出来事がありま

した。最近では東京都の舛添知事の話、それか

らあれほど大騒ぎをしましたリオのオリンピッ

クも終わって、この２つも我々の記憶のかなた

にあるような気がします。それ以前にことしも

たくさんのことが起きたはずでありますが、な

かなか思い出せない。年の定めでもあるんでし

ょう。そして、今また東京都の魚類市場の問題

も大きく出ておる。また富山では我々の同僚で

あるところの議員の政務調査費の問題。まった

くこの世はいろんなことが次から次に起きるん

だなと。ことしもこれからまだいろんなことが

起きてくるんだろうと思います。そういった時

代の中で政治に求められるのは、一つ一つの結

論を出すことである。そうしていかないといつ

の間にか忘れ去られる。 

 けさほど篠原議員が議会答弁の重さについて

という質問をされました。なぜそういう質問が

出るのか。竹下元総理の答弁をやゆして、当時

の政治評論家が言語明瞭意味不明とおっしゃっ

た。竹下総理は御承知のとおり、あの田中角栄

に弓を引いて総理に上り詰めた方、良弁な政治

家、あの方なら似合うんです。市長、まだ若い

し市長になられて６年目、一つ一つの決断を早

くしていただきたいということをお願いして私

の質問に入ります。 

 南の拠点整備、きのうからいろいろ出ており

ますけれども、私は６月議会このことを質問を

しようとした。事務方と打ち合わせをしました。

ところがなかなか質問の焦点が絞れないんです。

それで前回は取り下げたこと記憶にあられると

思います。また、村山議員も質問しようにも質

問のしようがない。本当にこれで大丈夫なのか

という思いで質問しますけれども、ただ私はこ
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の事業は執行部が垂水浮揚のためにやっている

んだと間違いのないところであります。これに

反対をするつもりは毛頭ない。ところがしっか

りと議論をした上で直すべきところは直す、そ

ういった姿勢でないとなかなかこの問題は議会

を通らないんだろうというふうに思います。 

 質問に入りますけれども、１点目、なぜ南の

拠点整備なのかということですけれども、これ

は私の思いを話をしています。それでよければ

答弁は結構です。 

 もともと水迫市長が道の駅をつくる、森の駅

をつくる、新城に南の拠点をつくる、垂水のト

ライアングルでしっかりとやっていきたいとい

うことから始まったはずであります。私どもの

議会報告会でも新城からそういう話が出たこと

もあります。ところが、南中の跡地が最適地だ

ったんだけれども、財宝さんに売ったほうがえ

かろうということで、これに我々もノーは言え

ませんでした。そのころ国が地方創生というこ

とを言いだしました。そのことと南の拠点をく

っつけて今の事業がスタートしたんだろうと思

います。そのとおりならば答弁はいりません。 

 それと２点目、先ほども持留議員の質問の中

で情報公開が非常に不足をしているということ

であります。私もそのように思います。それで、

これまでの経過についてかいつまんで、時間の

制約もありますので御報告をいただきたい。 

 それと、情報公開がないから全然わからない、

開業予定はまずいつなのか。このことも教えて

いただきたいと思います。 

 土地開発公社ですけれども、じゃあこれでも

う何回目かの質問をします。基本的に土地開発

公社はもう過去の遺物だ、そういうことで解散

をしたほうがいいんじゃないのという提案を何

回もしました。ところが、ズルズルズルズル来

て今裁判沙汰になっております。これは市民の

責任じゃないんです。決断をしてこなかった執

行部にあるのかなというふうに思います。きの

う北方議員の質問の中で、裁判沙汰が終わった

ら解散をするのかという質問に、市長はそのと

きになって考えるという答弁でした。企画課長

が南の拠点のことで、土地を買うときに開発公

社なのか、それとも市が買うのか、２つに１つ

とおっしゃった。こんな大事なことをまだ決め

られずにふらふら二股でやって、まずこのこと

について市長の見解をお伺いをします。 

 それから３点目の高齢者及び病院対策ですけ

れども、この話も前からずっとしていることで

す。老老介護とかいろんな課題が出ている中で、

本市の高齢化率も非常に高いんです。在宅介護

という方針が出ております。在宅介護をするた

めには、家庭に介護をする人がいなきゃいけな

い。そういう家庭が幾らあるの。老老介護とか

独居老人とか、本当に在宅介護で解決ができる

か、本当に一部もできないような気がします。

そうやって悩んでいるさなかにきのうも堀内議

員から質問がありましたけれども、徳洲会が撤

退をします。またこれで困難な道を進まなけれ

ばならない。この問題は後でまた一問一答の中

でやりますけれども、とりあえずベッド数の確

保について、職員の確保について、それと災害

時の対応、この前東北で施設の方が亡くなられ

ました。そのことが念頭にあったもんですから

こういう質問をしましたけれども、本市では台

風災害、それから水害、いろんな災害が想定を

されます。それの全部について質問するのは酷

ですので、これについては一般的な答弁でいい

と、一つ一つ進めなくてもよろしい。 

 １回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  川菷議員の、なぜ南の拠

点の整備なのかという御質問にお答えをしたい

と思います。 

 基本的にはどんなまちづくりをしていくんだ

というようなことだというふうに思います。先

ほど川菷さんがおっしゃったような基本的な考

え方はそう変わらないというふうに認識をして
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おりますが、足らざるを補足させていただきた

いと思います。 

 私が市長に就任をしての理念というのは、垂

水市が発展すること、垂水市民の皆さんが幸福

になることということでございまして、そのた

めに垂水のいろんな状況を踏まえた中で３つの

挑戦というのが主な柱でございます。１つ目に

安心・安全なまちづくりへの挑戦、そして６次

産業化と経済への挑戦、医療・介護・福祉の包

括的な取り組みへの挑戦ということでございま

す。その中で経済施策ということが６次産業化

と観光振興、このことが中心になってまいりま

す。６次産業化に関して申し上げますと、垂水

とその名が示すとおり水資源、焼酎、あるいは

農畜産物、特に水産物等の宝をしっかり確保し

て儲かる仕組みをつくって国内外へ販路を広げ

ていくということが大事なんだというふうに思

っております。よく水産の例で申し上げますけ

れども、垂水漁協で海外販売が４倍、牛根漁協

は40億という形のところまでまいりました。こ

ういった仕組みをほかの産業の分野にも広げて

いって６次産業化を確立したいということと、

加えて観光振興ということをドッキングしたい

と思っております。桜島錦江湾という環境的な

地の利を生かしながら、また37キロの海岸線を

持つ垂水市として縦長でございますので３つ拠

点をつくって、そこの連携を図りながら交流人

口をふやして経済ましということはこれまでも

申し上げてきたところでございます。北の拠点

に関しては、道の駅たるみず昨年800万人と。

ついつい最近のランキングによりますと、行っ

てよかったと思う道の駅ランキング今1,030全

国でございますけれども第13位ということでご

ざいまして（発言する者あり）はい、そこと中

央が猿ヶ城ですね、そこは報告の中で先ほどの

プラスアルファということを申し上げてます。

今現状、合併前が43万人の交流人口でございま

したので、これが現在道の駅等ができまして

120万人というところまできておりますので、

南の拠点の整備をすることによって80万人の交

流人口を呼び込むことによって200万人の交流

人口、そのことが10万人の定住人口の経済圏に

相当するということでありますから、基本的に

はパイをふやすんだということであります。そ

の中でいつも申し上げておりますけれども、人

口減少右肩下がりの中でこのまま何もしなけれ

ばやはりいろんな意味で経済は衰退していきま

すし、そのことは御理解いただいてると思いま

す。なので、挑戦として３つ目の拠点、この部

分を浜平地区にやると。これまでと少し違いま

すのは、先ほどおっしゃったような形で地方創

生という流れの中で雇用の場でありますとか、

経済というところが大きな視点になってまいり

ましたから、そういうタイミングのよさもあり

まして我々が考えていることと合致したと。基

本的には川菷議員がおっしゃるような考え方の

もとにこの南の拠点の整備を進めていくと。た

だ、おっしゃるとおり少し情報公開等々が不十

分なところはあろうかというふうに思っており

ますので、９月23日の全員協議会の席で現状に

おきましての状況の説明、そして広報紙などを

通じて市民の皆様方へどういうことをやるんだ

と、基本的にいいのか悪いのかということ自体

がよくわからないという声もときどき聞きます

から、今申し上げたような形でそれをつくるこ

とによって市民の皆さんにとっていいことなん

だというためにやるわけでございますので、そ

のことをしっかりと伝えられるように進めてま

いりたいというふうに思っております。 

○企画政策課長（角野 毅）  南の拠点に関し

まして、これまでの経過とそれから開業予定と

いうことについてでございます。方針が決定を

された後、平成27年度10月から11月にかけまし

て市民ヒアリングという形で策定に対する住民

のいろいろな方々からの意見の徴収をいたしま

した。そして、平成28年に入りまして１月基本
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構想の策定、３月商工会等に対する事業説明、

それから５月から６月にかけまして観光協会、

それから振興連、地権者といった方々への説明

会を行い、今現在道の駅のエリアの作成という

こともございます関係上国交省との協議、それ

から海岸部の県との協議といったような部分で

現在進行をしているところでございます。 

 また、開業予定ということでございますけれ

ども、開設の予定につきましては平成30年の春

から夏をめどに開業をするということで事業展

開を今進めているところでございます。申しわ

けございません。土地開発公社につきましての

御質問ですけれどもどの様な質問でしょうか。 

○議長（池之上誠）  ということで、もう１回

その質問内容をということでございますが。 

○川萇達志議員  北方さんの答弁の中で、南の

拠点の土地買収の件あったでしょ。そうしたと

きに土地開発公社なのか、直接市が買うのか、

２通りのことをしたと思うんだけれど、方法と

してね。まずそのことの確認ですよ。その上で

市長に伺いたい。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の御質

問の中で答弁をしました南の拠点エリアの整備

の手法としまして、土地購入につきましての手

法としては、市が直接購入をするという方法、

それから市から委託を受けた土地開発公社にお

いて用地の購入をする、道の駅の国交省におい

て購入してもらう以外の部分について（発言す

る者あり）方法がございますということでお話

をしました。それぞれにメリット、デメリット

ございます。（発言する者あり） 

○川萇達志議員  裁判沙汰が終わったら解散す

るのかという質問の中で、そのときに判断する

ということだったがそのことについての質問。

（「ちょっと声が小さいですね」と呼ぶ者あ

り）要するに、垂水との裁判が終わったら解散

するのかとおっしゃったときの質問に対して、

市長はそのときに判断をするとおっしゃった、

この確認です。 

○市長（尾脇雅弥）  今裁判で争っているわけ

でございますので、そこの内容をしっかりと精

査をした上で、その上で判断をするということ

でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  川菷議員の、高齢者

及び病院対策についての御質問にお答えいたし

ます。 

 まず、ベッド数の確保ということでございま

す。垂水徳洲会病院が本市から撤退するとなっ

た場合、現在市内にある病床のうち35％が減少

することとなり、本市医療にとっての影響は大

きなものでございます。徳洲会グループは撤退

の理由を、国の進める入院ベッド数の削減への

対応、医師不足、施設の老朽化としており、そ

のいずれの問題についても解決にはかなり厳し

いものがございます。しかし、きのうも申し上

げましたとおり、今存続させる会の皆様が１万

2,000を超える市民の皆様の署名を集め、東京

の本部へお願いに行くということでございます

ので、そちらのほうへ協力して、市としてもま

ずはそちらをお願いして、何とか存続をお願い

するということが１つでございます。 

 そして、きのうの堀内議員の質問にもお答え

しましたとおり、万が一閉院となった場合の対

応もあわせて考えないといけないところでござ

いますので、議員が御指摘、心配される点につ

きましても対策を講じていく所存でございます。 

 国全体の話をいたしますと、厚生労働省は将

来危惧される社会保障制度の破綻を防ぐために、

医療費及び介護保険関連費用の削減を進めてお

ります。医療診療報酬の引き下げ、介護報酬の

引き下げにより、医療機関、介護保険施設の運

営がどんどん厳しい状況になっていることは報

道等でも大きく取り上げられており、皆様も御

承知のとおりでございます。また、国の施策の

一環として入院ベッド数の適正化と在宅医療の

推進が声高に言われております。都市部におき
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ましてはベッド数の不足、逆に地方におきまし

ては余剰なベッドがあるとして、整備と整理が

必要であるとのことであります。この施策に沿

って今年度鹿児島県は地域医療構想を策定する

ことになっており、同時に公立病院を有する地

方自治体は公立病院改革プランを策定すること

になっております。 

 県が最近公表した地域医療構想に関する資料

によりますと、現状のベッド数と2025年におけ

る病床の室量との差は県全体で約6,800ベッド

の余剰、肝属医療危機・医療圏におきましては

約700ベッドの余剰があるとされており、この

室量を超える分につきましては各医療圏内で調

整するということになっております。地域内に

おける調整となりますと、公立病院が先んじて

調整の対象になるということも考えられますが、

本市といたしましては垂水中央病院の入院病床

126床ございますが、何と言いましてもこのよ

うな状況でございますので確実に残せるよう県

と協議してまいりたいと考えております。 

 なお、入院ベッドがあってもずっと入院して

いられるわけではございません。在宅医療、介

護保険及び福祉施策を初めとする市のさまざま

な施策との組み合わせにより、市民の生活を守

っていくことが重要であると考えます。 

 次に、職員の確保についてでございますが、

施設があってもそこに人がいなければサービス

の提供はできません。垂水中央病院におきまし

ては、勤務体制の状況、診療報酬改定に伴う看

護体制の変化、医療の高度化・専門化等、病院

を取り巻く環境が大きく変化する中で中核的病

院としての質の高い医療の確保と、逆に財政健

全化に向けた経営の効率化及び経費の削減等相

反することを実施していく必要がございますが、

今後とも地域において必要な医療体制を堅持し

てまいりたいと考えております。 

 また、コスモス苑の職員数につきましては、

施設基準上問題はないところではございますが、

現実問題として二、三名の職員の増が必要と認

識いたしているところでございます。人員不足

によりサービスの質の低下を招くことは経営の

維持に直接影響することでございますので、垂

水中央病院、コスモス苑ともに常に職員募集を

かけてはおりますが、なかなか入職を希望され

る方がいないのが実情でございます。 

 なお、市内の介護関係施設におきましても、

法定の配置基準は満たしておりますが、職務体

制上夜勤等が必要で一部の職員にしわ寄せが生

じている状況にあり、職員の入れかわりが早い、

ギリギリの職員数での運営という問題がありま

す。そのため施設においても独自の職員確保の

ための自主努力をしており、浩愛会におきまし

ては今年度からヘルパー養成講座を実施してお

り、本市も後援をしております。 

 本市におきましては、現在金銭的な援助はし

ておりませんが、介護事業所等の職員同士の語

りの場の提供等を実施し、限られた社会的資源

である医療、介護関係職員の質の向上を目指し

て職員の心のケア等を図り、人材育成もサポー

トしているところです。 

 最後に、災害時の対応についてでございます。

本市には宿泊を伴う介護施設が特別養護老人

ホーム１カ所、介護老人保健施設２カ所、グ

ループホームが６カ所、小規模多機能型居宅介

護が４カ所ございます。これらの施設は法によ

り災害対策用の防災マニュアルの作成と年２回

の防災訓練実施が義務づけられております。こ

の防災マニュアル及び防災訓練については、県

及び市による実施指導監査で確認し指導を行っ

ているところです。 

 今回の東北北海道での甚大な被害を受けて、

今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保につ

いてという県からの通知があったところであり、

先日の台風12号の際は以前から行っております

避難時の行動確認とあわせまして改めて注意喚

起を促したところでございます。 
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 本市の介護施設についても川が近いところが

ありますが、これらの施設については本市の過

去の経験等からも事前に避難体制は取られてい

ると考えております。 

 災害はいつどのような形で発生するかわかり

ませんので、事あるごとに注意喚起を促し続け

ることが大切と考えております。 

 以上です。 

○川萇達志議員  ありがとうございました。ま

ず、南の拠点ですけれども、今課長以下企画の

皆さん方とも打ち合わせをさせていただきまし

たけれども、非常によく頑張っていらっしゃる。

とても涙ぐましい努力ちゅうのかな、してる。

しかし、今皆さん方を見てて、私はいつかどこ

かで見た風景だなと思います。道の駅たるみず

をつくるときの企画のスタッフ、それから森の

駅をつくるときもそういう感じ。これが民間だ

とするならば、つくったはいいけれどもそこで

成果が上がらないときには一生響きます。ひり

ひりとした緊張感の中で私も前の会社でしたこ

とを思い出しました。今皆さん方がされた２つ

の施設、既に指定管理になっている。森の駅の

時は丸投げ、ただこれは財宝さんが受けてくれ

たからよかったんだ。もしないことすれば大変

なことになる。私は南の拠点で心配するのはそ

こなんです。あのね、皆さん方一生懸命やるの

が当たり前です。真剣にあちこち勉強に行った

り、今までもずっとしてきたことです。それが

果たして生かされてるかという話です。そこで、

この事業をするに当たって、道の駅たるみず、

それから森の駅、この反省の上に立って進めて

いかれると思うんだが、この反省というのはど

ういうふうにされたか。 

○企画政策課長（角野 毅）  これまでの総括、

反省を踏まえて取り組んでいるかということで

すが、（「具体的にどういう反省をしたかとい

うこと」と呼ぶ者あり）はい。検証する際に視

点として、我々は設置に関する視点と運営に関

する視点、それから将来への影響という（発言

する者あり）今非常に具体的に述べているつも

りでございます。設置の部分に関する視点、運

営に関する視点、将来への影響というこの３つ

の視点に沿ってそれぞれの施設、そしてこれか

らつくるべき施設の注意するべき点であります

とか反省するべき点というものを取り上げなが

ら（発言する者あり）設置に関しての取り組み

に関しましては、いかに一般財源の持ち出しと

いったものを少なくしていくかという視点で進

めているということでございます。運営に関し

ましては、行政が全てに肩代わりしない体制で

運営が行える体制づくりといったものについて

どう取り組むかという視点で考えております。

将来への影響ということにつきましては、３つ

の拠点がそれぞれございますので、この３つが

いかに連携をしながらそれぞれの施設の特性を

生かしながら、それぞれの特性を磨き上げる努

力をしながら相乗効果を得ることができるかと

いう方向性で調整をしていくという３つの視点

で考えながら施設をつくっております。 

○川萇達志議員  あのね、私はみんなにわかり

やすく、例えばなぜ道の駅を芙蓉商事がやらな

きゃいけなかったのか、そういうことなんです。

森の駅を何で財宝さんに渡さなきゃいけなかっ

たかと、ここいらの反省があって南の拠点でな

いといけないと思う。多分そこいらはしてない

よね、そういう答弁だとするならば、まずここ

が問題。税金を投入する以上、しっかりと前の

失敗に学ぶ姿勢がないとだめ。それはしっかり

と反省をしてないということで捉えさせていた

だきます。その中でもきのう企画課長、非常に

ね、ちょっと待って、あなたほんとね、きのう

から一カ所一カ所頑張って答弁をしてくれてる。

俺もつらいんだよ。でね、もう１つ、きのうこ

れも情報公開がされてないということを再三再

四に言われていること、きのう防災発信拠点も

つくるということでしたね。それから道の駅も
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国交省の許可を得てつくりますと。そうしたと

きに防災発信区というのは総務課なんだよな。

総務課とどういう打ち合わせをしたの。多分初

めて聞いたのかな。それから道の駅だって同じ

施設が垂水にできる。前質問したことあったけ

れども、例えば物産を売ります、あっちもこっ

ちも出します、そうしたときに高いほうちゅう

のかな、そっちに荷は集中する、そういったこ

とやらを前もって内部で打ち合わせをしたかと

いうのがちょっと疑問。そこで、総務課長、こ

の防災関係について事前に打ち合わせをしたの

か。それから水産商工観光課長、この道の駅の

ことでとりあえずいっぱいあるんだけれども、

物品の販売ですか、農産物の。ここいらについ

て初めて聞いたのかどうか。 

○総務課長（中谷大潤）  防災につきましては、

私については事前に話があったところでござい

ます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  道の駅に関

しましても、６月に開催されました商工会の総

会に拠点整備についての説明がされており、そ

の中で道の駅たるみずの館長も出席されており

ますので、認識されると思っているところであ

ります。 

 あと、物販に関してはそういう道の駅の物販

とはすみ分けのできる方向でいけるように私た

ちも今先ほど申し上げました相乗効果を生める

ように今道の駅に対して施設整備などを行って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  ぜひそういったことをしっか

りとやっていくことが重要だちゅうこと。内部

で調整が。そういったことをやってるんだった

ら我々にも教えてくれよちゅう話、情報公開。

これもっと上げ足を取るようだけれども、持留

さんの質問の中で住民説明会を継続的にやると

いうことでした。継続ちゅうのは過去から現在

があって未来、これを継続ちゅう。過去にそう

いう説明したことはあるの。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほどもこれま

での経過の中で述べましたけれども、住民説明

会を開催し、地権者への説明会でありますとか

商工会、それから観光協会といったような団体

への事前の説明会というのも実施しております。 

○川萇達志議員  それでね、もう１ついいんで

すけれども、財政課長、今までこの南の拠点事

業に対して一体全体幾ら使ってる。 

○財政課長（野妻正美）  南の拠点整備事業費

としまして予算上でですが、平成27年度から８

年度までの繰越分も含んで5,779万程度でござ

います。財源内訳としましては、そのうち地方

創生推進交付金が3,750万（発言する者あり）。 

○川萇達志議員  財源もいろいろ説明したいん

だろうけれども、ここが間違いがあるはずがな

い。ここが間違えば大変なことになる。だから

私が聞きたかったのは今までどれだけ支払いを

してるかちゅう話。だからここが問題なの。情

報公開がほとんどされてない中でもう既に

6,000万近く使っている。持留さんはおっしゃ

ったけれども、どっかでか３億か２億、そうい

う心配をしてるの。だから言ったでしょ、皆さ

ん方がしてる仕事は間違いがないんだって。間

違っちゃおかしいんだよ。だから僕が言う市民

の立場、議会の立場でしっかりとチェックをし

ていこうという話だよ。私はこう思いますとい

う意見を言ってるわけ。今6,000万があったと

するならこの事業が破綻したときにじゃあどう

するのって、誰が責任を取るのってそういう心

配してる。皆さん方が考えてること僕が考えて

ることと全然違う、市民とは。多分市民もそう

いう思いなんだろうと思う。まだこのことにつ

いて本当に詰めていかなければならないことが

たくさんあるんだけれども、さっき言ったけれ

ども、これについて説明会を議会が、今後も議

会が終わってから説明をしますって、その間12

月まで事業はどんどんどんどん進んでいく。こ
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こいらが言語道断だと、前から言ってるにもか

かわらず。道の駅をつくるときに村山議員おっ

しゃったけれども、全て公開したちゅうて。だ

から今でもこういう質問しなきゃいけないんだ

ろ、我々は。まだ僕ずっといろいろ気を使って

できるんだけれども、村山議員できなかったと、

質問を。こういうことじゃだめなんですよ、市

長。ちょっとそこいらを追加で。 

○市長（尾脇雅弥）  道の駅、森の駅いろいろ

ありました。指定管理ということでその時々に

よって、例えば財源の今6,000万もちょっと認

識違いがあるようでございますので、6,000万

かかったけれども手出しはそんなにないという

ことでありますので、担当から少し説明させま

す。 

○財政課長（野妻正美）  先ほど御説明しまし

た実際はまだ執行は全てはしておりません。こ

れは予算上の数字で御報告しております。その

5,770万の内訳としましては、地方創生推進交

付金が3,750万程度、企業版ふるさと応援寄附

金が200万円、一般財源が1,820万程度となって

おります。財政としましては、歳出総額から見

ましたら一般財源を抑えられているのではない

かと考えております。 

 以上です。 

○企画政策課長（角野 毅）  今予算ベースで

のお話がございましたので、実態ベースでのお

話をさせていただきます。 

 現在までの予算額に対する執行ではございま

せん。でも全てを含めた額としてですけれども、

当初予算を組みました時点、それから昨年度の

補正予算を組んだ時点で国の事業確定を見てい

ないものがございましたので、一般財源ベース

で1,800万程度の予算措置をしておりましたけ

れども、ここにつきましては国の地方創生加速

化交付金、それから地方創生応援税政、いわゆ

る企業版ふるさと納税につきましても事業者の

協力依頼をいたしまして、現在一般財源は650

万程度の執行予算額となっておりまして、

1,173万5,000円の減額で一般財源ベースは進ん

でおります。ですので、総額事業費が4,805万

7,000円という事業費で進んでおり、約13％程

度の一般財源を活用させていただいているとい

うことになります。 

○市長（尾脇雅弥）  今説明をさせていただい

たようなことが足りないというふうに思ってお

ります。川菷さんが御心配をしておられるのは、

そのこと自体はいいことなんだけれどもやっぱ

り税金、無駄がないようにということだと思い

ますので、今冒頭財政課長の話だけだと5,000

何万も使ったのかという話になりますから、そ

こは担当が一生懸命いろんな財源を引き出して

きて、ある程度の手出しで済んでるというここ

をしっかりと伝えていかないと、議員の皆様方

にも御理解いただけないし、いわんや市民の皆

さんにはもっとわかっていただけないというこ

とでありますので、そこが足りてない、あるい

は説明できない状況がございますので、もうし

ばらくお待ちいただいてしっかりとそのことは

説明申し上げたいというふうに思っております。 

○川萇達志議員  財源については了解をします。

前も言ったと思うんだけれども、非常に端的に

答えて。今どこも人がいないということは大体

きょう言ったよね、働く人がいない。それも最

初は僕には110人程度、それでまたきのう説明

が変わってるわけですよ。こういったところが

どうも呑み込めない部分がどうも引っかかるん

ですよ。ここが説明不足だと。一つ一つしっか

り詰めて、だから篠原議員がおっしゃった議会

答弁の重さですよ。別にもう答弁はいいけれど

も、こういったところをしっかりしながら情報

公開を早くしていただきたい。そうしないと今

役所でも庁舎問題いろいろやられておる。ここ

はほかを見ながら本当にいいのかということを

振り返り振り返り業務を進めていただきたいと

思います。 



－129－ 

 時間もないので土地開発公社に移ります。市

長、土地開発公社はなぜできたのか御存じです

か。 

○市長（尾脇雅弥）  要するに有効活用をして

いくということであろうかと、先行的に取得を

して有効活用をしていくという考え方のもとだ

と思います。 

○川萇達志議員  ちょっとはずれなんです。こ

れは日本が高度経済成長のときに行政が不動産

に投資はできない。それで土地開発公社なるも

のをつくって先行投資で土地を押さえたの。そ

のためにできたのが土地開発公社なの。私が言

ってるのは、もう先行投資の必要は絶対ないん

だから、早く土地開発公社を解散をして財政の

管財に一本化すればいいでしょうって、私はこ

のことをずっと言い続けてる。市長、この訴訟

が終わった時点で土地開発公社の解散を語らう

つもりか何もないと思うの。買うなとは言って

ない、しっかりとわかりやすく管財で買えばい

いでしょう、市の財産として。先行投資の必要

じゃないんだから。ここについてどう思われる。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、前もって

さきの質問の中でもうよいということでござい

ましたけれども、非常に間違った考え方をされ

ている部分がございましたので、１つだけ訂正

をお願いしたいと思います。雇用人数の110名

ということにつきましての認識でございますけ

れども、村山議員はさきの質問の中で、南の拠

点での110人という勘違いをしていたというこ

とを言われましたけれども、その後篠原議員に

おかれましても今川菷議員におかれましても、

南の拠点の雇用人数が変わったというような認

識をされております。それではなくて、きちん

と御説明をしましたけれども、地方創生総合戦

略の中のオプションプランの中で市内における

いろいろな各種の事業展開をする関連事業を含

めた中での雇用を110と設定すると。南の拠点

における雇用人数というのは具体的に述べた経

緯は１回もございませんので、そこは確認をし

ていただきたいと思います。 

 それから、今出ました土地開発公社の問題で

ございます。確かに川菷議員がおっしゃるとお

り、土地開発公社としての大きな目的の中に公

共用地の先行取得というものがございます。た

だし、土地開発公社が担うべき事業といたしま

しては、みずからが行う事業としまして造成事

業、土地開発公社の中で非常に大きなものとし

まして当初の先行取得というものとは別に、時

代の変化とともに事務所や店舗などの商業用業

務用地等についても事業を行うことが可能とな

ってまいりました。市が直接的に用地を買うと

なりますと、行政目的をつけて買います。とい

うことで、その行政目的に変化がなければ用地

の売買とかいったようなものができてまいりま

せん。ただし、土地開発公社がその業務を行う

ことによりまして、造成をいたしました土地を

民間の活力の中に販売したり賃貸したりすると

いう業務が業務の中に取り組まれておるという

ことで、より市の財源に対して負担をかけない

やり方という中で土地開発公社の活用という利

便性が出てきているというのも事実でございま

す。そのことをいかに活用していくかというこ

とを今協議をしているということでございます。 

○川萇達志議員  そうおっしゃるけれども、今

裁判沙汰になったらどういうことになる。確か

にそのとおりよ。しかし現実あなたたちがして

いることは裁判になってる。だから言っている。

二度あることは三度あるということもある。こ

のことについては、また後日やりましょう。 

 ３番目ですけれど、徳洲会が撤退することに

よって大きく状況が変わってくる。その中で何

ですか、垂水徳洲会病院を存続させる会という

のが結成する民間団体だ。この人たちは１万

2,000を集めてしっかりとやっている。頭の下

がる思いで、しかもこの会、東京まで行かれる

と、全て自腹です、これは。今まで運動もそう
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です。この努力を無にしちゃいけないと思いま

す。きのう堀内議員が徳洲会に対して垂水でそ

ういう抜けることによって弊害がある。これを

垂水市としてカバーできるまで待ってもらえな

いとか、軟着陸ですよ。今、いきなりどんと切

られて、これに対して何とか残してくれと、お

互いも責めやりまくって、これじゃ話にならな

い。堀内議員の言ったように、私も全くそのと

おりだと、軟着陸ですよ。ここだけは残してく

れないかとか、これについては、垂水市として

も考える余地があるよ、ここがなかったのが非

常に残念。今回、市長も行かれるというけれど

も、うみのほうの存続させる会の皆様方は、先

ほど言いましたけれども自腹で行く、しかも日

帰りで。市長も行かれる、多分公費だと思う。

ね、そうしたときに署名を提出するのは、あく

まで存続をさせる会の会長さんなんですよ。自

分たちで汗をかいたんだから当然だと思う。市

長が行かれる、ここもちょっと不思議な気がす

る。そこで、たってお願い。行くとするならば、

市長、私なら垂水市としてできる土産を持って

行かないことには、相手に対して失礼でしょう。

市長が行ってもなかなか会ってくれないちゅう

んだから。条件闘争ですよ。何かでここいらが

ね、最初で戦略を間違っているような気がする。

私もこんなずっと最初から聞いてます。ところ

が、我々が言ってもという思いがありましたし、

ここは行政がしっかりと前に出てやるべきだっ

たんじゃないのか、市長また揚げ足を取るよう

な言い方をするけども、堀内議員の質問の中で

ね、６月かな、できる限りの対策をとると言う

答弁をされてるんです。その質問に対して市長

は、具体的にこうしたということをおっしゃっ

た。私が、最初で申し上げたことなんですよ。

篠原議員がおっしゃったこと、議会答弁の重み

ですよ。こういうとこに出てくる。 

 例えば、今、堀内議員が言ったそういう方策

をもって市長が望んでおられれば、まだ存続を

させる会の皆様は楽をされた。それこそ、市民

と行政と一体とした存続運動が展開できたんじ

ゃないかと思いますが、東京に行かれるに当た

り、何かそういうこと、これから考えられるお

気持ちがあられるのかどうか。 

○市長（尾脇雅弥）  この問題に関しては何回

も話をしておりますけれども、我々にとっても、

我々にとってもと言うか、大変重要な問題であ

りますから、経緯は申し上げました。３つ理由

があるということでございます。その３つに関

して、例えば建てかえの財源の問題、ドクター

の問題、そして国の大きな方針の問題、この一

つ一つ検討してないわけではありません。ただ

先方として、簡単に言えば取りつく島がないわ

けですね。その交渉そのものを受けつけないわ

けですから。最初に来られたときには、９月で

撤退すると言われたので、それは困ります。例

えばその30分圏内じゃないですかとか、いろん

なことも命だけは平等だと、いろんなことも

我々が考えられる、きのう堀内議員が言ったよ

うなことは全て言いましたよ。だけれども、そ

ういう考えがないということでありますので、

だけれども１万2,000人の署名があって大事な

ことであることはわかっているから、しっかり

やりましょうということでありますので、何か

川菷議員の話を聞くと、我々は何もやってない

みたいな話に聞こえるけど、そういうことでは

ないということは、正しく理解していただきた

い。 

○川萇達志議員  市長ね、堀内議員の質問の中、

それをしっかりと答えてくださっていれば言わ

ないです。ね。だからね、市長ね、もう少し丁

寧に検討しますという話もあったけども、本当

に響く言葉で、今みたいに、ね。いつも原稿の

棒読みは響かないんですよ。だから、今のその

答弁でいいんです。そうしないと緊迫感がない

の、だから、みんなの心に訴えないんです。今、

市長がそういう、それね、立派ですよ、ほんと。



－131－ 

あなたのそういう姿勢が皆に伝わるんですよ。

そりゃ、我々も勉強不足です。なぜならば執行

部じゃないから、我々は、伝聞とか情報公開し

てないから、伝聞とかな、そういう格好で質問

している。わからないから、おかしいと思うか

ら、全部わかれば質問する必要はない。きのう

も情報ほのめかして言いましたけれども、議員

席から見ていると、皆さん方は下を向いてな、

何か暗いんです、覇気が伝わってこないのです。

企画課長、ほんと、きのうから、さっきもほん

とう僕はよくやっている、いろんなことで、と

ころがほかの皆さん方は関係はない、何を考え

ている、通告はしてないけれども、副市長でも、

総務課長でも、今回の議会でこれがメーンテー

マであったということを、それぞれの課長さん

がしっかりと把握をして書いて、そして年に４

回だから、30分、年に２時間ですよ、課の皆さ

ん方に今、垂水の課題はこうだよと、何かない

か、この姿勢が大事なのかな、例えば南の拠点

でも企画課長にいろいろ入れ知恵をしてくだい

よ。これが一つになることで、そこいら大きく

欠落しているのかな、非常に残念です。 

○総務課長（中谷大潤）  それではお答えしま

す。 

 まず、私ごとでございますが、私に関しまし

て私は篠原議員の質問にもお答えしたように、

答弁というのは非常に重たいものだと認識して

おりますので、私は議会が終わったら、直ぐ職

員に検討する事項、また指摘された事項につい

ては、報告して、直ぐそれに対応するような指

示は常にしておるつもりです。 

 また、職員につきましても、それについて勉

強して動いてきております。ですので、篠原議

員は検討するばっかりじゃないかとおっしゃい

ましたけど、実際、篠原議員が例で申された津

波に対する避難時についても、我々は毎年見直

しは行っております。ただ、そのそれを報告す

る機会がただなかったということで、ちょっと

執行部と議員の皆様とすれ違い、行き違い、ま

た言葉の足りない部分があったのではないかと

理解しているところでございます。で、そのこ

のことに関しまして、こういったことがあると

いうのは、やはり遺憾なことでありますので、

これからはそういうことがないように、私だけ

ではなく、また職員、まず課長から続きで課長

に通達し、周知徹底しそれから職員にもそれを

また周知徹底するように申し添えたいと思って

おります。 

○川萇達志議員  ありがとうございます。通告

はしなかったんですけども、答弁をいただきま

した。ぜひですね、そのことを皆さんがここら

にいただいて年に２時間、その気になれば、こ

の２時間で大変なエネルギーが集中するはずで

す。そのためには、皆さん方がしっかりと今、

市長が答弁されたように、緊張感のある答弁を

してください。そのことが、多分、うちの南の

拠点もまだよくなっていくのかな、そして我々

議会もチェック機能が果たせるのかな言うふう

に思います。 

 終わります。 

○議長（池之上誠）  ここで、暫時休憩いたし

ます。次は３時15分から再開いたします。 

     午後３時５分休憩 

 

     午後３時15分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ６番、堀添國尚議員の質問を許可いたします。 

   ［堀添國尚議員登壇］ 

○堀添國尚議員  きのうから熱心な質問、意見、

提案などが続き、市長初め課長の皆さんお疲れ

のことと思います。議員の皆さんの意見や提案

が実現していくよう、ともに頑張らなくてはと

思っております。今回も私が６月議会の時と同

じで、最後の質問者ですので、しばらくの間、

御協力くださるようお願いいたします。 
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 ただいま議長から発言の許可をいただきまし

たので、早速ですが質問通告順に従いお尋ねや

提案をいたします。２点だけです。 

 １点目は、道の駅の振興策ですが、まず道の

駅来場者の推移を、ことしの１月から先月８月

までお尋ねいたします。 

 深港川の氾濫や桜島の活発な活動などにより

来場者が大分減ったように聞いております。ま

だ以前の状態に戻っていなければ、その挽回策

を考えなければなりません。来場者の推移をお

尋ねするわけです。 

 次に、２点目ですが、牛根地区山間部の農道、

市道、集落道の改善整備についてであります。

全体としてスピードはおそいですが、改善整備

に努力しておられる様子であることは感じてお

りますが、私が指摘、提案していることは大分

時間も経過しましたが実現できていません。今

年度は市長の施政方針の思い切った部分もあり

ます。ぜひ、今年度は取り組んでくださるよう

にお願いします。 

 まず、松尾の市道です。松尾の振興会長さん

宅から、松尾ブロイラーから今回、農林課所管

になったところまでの市道の路面、道幅の改善、

これが松尾集落関係です。 

 高野集落内は、道幅はともかくとしてまあま

あと思っていますが、裏側の道路ですが幅は大

分ありますが路面が悪いです。この路面の改善

策及び天球館に通ずる道路の改善についてです。 

 次に、岳野の周回道路の路面の改善です。集

落の裏側ですが、もう３軒も廃屋になりました。

時々、家族の方々が帰って来られる様子ですが、

裏側があと100メートルぐらい地道のままです。

中山間事業等で農業に関する道路の動きはある

ようですが、周回道路をしっかりとした道路に

しなければ、岳野の地区の将来に大きな問題に

つながると思っております。一般財源を使って

でもあそこからすべきです。登壇しての質問は、

これで終わります。あとは、答弁を聞いてから

考えます。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  堀添議員の

道の駅の来館者の状況について、これまでの状

況とことしにつきましては、昨年と比較をして

お答えしたいと思います。 

 道の駅たるみずの来館者につきましては、平

成20年度をピークに桜島の火山活動の活発化に

より平成21年度から徐々に減少しておりました

が、九州新幹線の全線開通の効果や指定管理者

との連携した取り組みにより、24年度から回復

に向かっていたところでございます。 

 しかしながら、26年の桜島の活動のさらなる

活発化や27年度噴火警戒レベルの引き上げによ

り、再び減少傾向に、加えて28年４月の熊本地

震の影響により地震直後の５月の実績は、昨年

と比較しますと約１万7,200人減の約６万1,000

人の来館者にとどまり危惧していたところでご

ざいましたが、最近におきましては、徐々に回

復傾向にあり、６月以降は毎月、昨年を上回る

来館者で８月末におけることしの来館者数は、

昨年を１万6,800万人上回る39万9,500人との報

告を受けているところでございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  牛根地区の松尾、高

野、岳野の今後の整備計画への取り組みにつき

ましてお答えいたします。 

 まず、市道松尾線でございますが、平成25年

度に経済対策臨時交付金を活用しまして、特に

舗装の痛みが著しく通行に支障がありました始

点側から約700メートルほど舗装工事を実施し

ております。本年度は終点付近の側溝の側壁が

倒れたり、舗装も傷んでいる箇所など通行に支

障のある約70メートルの整備工事を実施するこ

ととしております。 

 次に、高野地区の整備でございますが、集落

内を走る高野２号線を平成23年度から25年にか

けまして、約１キロメートルの舗装工事を実施

し、平成27年度からハマダブロイラー前から高
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野集落を通る高野２号線との接合部分までの約

900メートルを継続工事として実施していると

ころでございます。平成27年度は139メーター、

本年度は227メーター完成したところでござい

ます。 

 また、輝北の天球館への道路につきましては、

基幹作業道整備事業で整備した道路で、特に勾

配のきつい箇所はコンクリート舗装を実施して

おりますが、ほとんどが砂利道での整備でござ

いました。その後、勾配の急な箇所をアスファ

ルト舗装で約700メートル、コンクリート舗装

で約60メートルを実施しておりまして、残り約

2,000メートルが未舗装であるため、整備の必

要性は十分認識しておりますが、当面は維持補

修を行いながら、適正な管理に努めてまいりた

いと考えております。 

 今年度も梅雨期間の大雨によりまして、路面

が荒れた後も建設会社に補修を依頼しまして整

備をしたところでございます。 

 次に、岳野地区でございますが、市道岳野線

につきましても、松尾線同様、平成25年度に経

済対策臨時交付金で約700メートルほど舗装工

事を実施しており、昨年度は災害も発生しまし

たので、災害復旧事業をまた、県道からの入り

口付近のガードレールに大型車が追突し、路肩

が崩れておりましたので、その復旧も行ったと

ころでございます。 

 岳野を周回する道路は、延長約1,760メート

ルの市道岳野２号線で、路面はコンクリート舗

装になっており、平均幅員は3.53メートルで一

番狭いところが2.6メートルのその他市道でご

ざいます。集落内の約350メートルにつきまし

ては、農林課が推進しております中山間整備事

業で整備する予定となっております。残りの部

分につきましては、道路台帳を見ますと、幅員

の狭い箇所でも2.6メートルはあることになっ

ております。現場確認しましたところ、道路の

路肩部分に土砂が堆積し草が生えているため道

路幅員が狭いように見えております。また、道

路面にも土砂が堆積している箇所もありますの

で、重機等で土砂除去をし道路幅員の確保や路

面の悪い箇所は補修をするなど対策をとりたい

と思います。 

 以上でございます。 

○農林課長（川畑千歳）  堀添議員の岳野の道

路整備についての質問についてお答えをします。 

 県営事業の中山間地域総合整備事業により農

林課所管で岳野地区の道路整備を計画しており

ます。内訳は、集落道整備が２路線で1,400

メーター、農道整備が２路線で620メートルで

ございます。 

 実施状況につきましては、岳野の公民館前の

集落道である、これは事業名でございますけれ

ども、岳野の２集落道が近々発注の予定でござ

います。この道路は岳野地区の外周道路である

岳野３集落道の一部と岳野４農道の一部を取り

組んで540メートル整備することになっており

ます。 

 議員御質問の岳野地区の外周道路である集落

道の整備をということでございますけれども、

今申し上げましたとおり、路線の一部を岳野に

集落道と一体的に整備発注予定でございます。 

 今後の整備につきましても、地元振興会と協

議しながら進めてまいります。 

 以上です。 

○堀添國尚議員  答弁が長いとね、すぐ忘れる

から、もう答弁されたこと忘れております。

（笑声）それで、再度お尋ねします。 

 道の駅の来場者、これは熊本地震やら深港川

の氾濫とか、いろいろあって桜島のこととかあ

ってお客さんが減ったということは、あのころ

は目に見えておりました。ほんとガラガラ空き

というような感じやったけど、今お聞きしてい

ると、大分８月はこの業法修正ができていると、

こういう答弁だったわけですけど、わかってお

れば去年の１月から８月までと、ことしから１
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月から８月までと、その辺の差というのかな、

マイナスでもプラスでもいい、どれぐらいか、

概略でもいい、その何人までは要らない、何千

ぐらいまででいい、どれぐらいの差があるか。 

 それと、一括方式だから、また土木課長のほ

うに、松尾のこともいろいろおっしゃったけど、

僕が今までずっと話をしてきましたよね、御願

いもしてきました。あの松尾の振興会長さんの

御宅からあの松尾ブロイラーを通って、今度、

松尾口の下までは農林課所管になったでしょう、

あそこまでの市道のこと、だから、もうあそこ

は再三お願いをしてきて、特にブロイラー農家

が非常に垂水市にも何百万という市税を納めな

がら貢献している方々が頑張っていらっしゃる

わけですよね。最近になって、もう話したくな

いと、もう係とも会いたくないというようなそ

ういう不信感を市に持っておられて、私も非常

にその言葉を聞いて、土木課は土木課で何か話

を聞くと一生懸命やっているようで、どっちが

ほんとなのかなというような気持ちになったり

したんですけど、要するに今振興会長さんの御

宅からその農林課所管になったあそこまで、一

番下の人家が空き家があるはずですが、あそこ

までの整備についてのことで説明していただき

たいと思います。松尾の場合はそうですね、そ

れだけです。 

 高野の場合は、もう既に集落内は大型の大型

ちゅうても４トン車だと思うんですが、トラッ

クが通ってそこをふんちぎったりして、何か上

のブロイラー農家の方々も気の毒に思っていら

っしゃって、そういうことであそこを通らない

ように、裏道のほうは大分道幅が広いですよね、

しかし、砂利道であそこを通るちゅうことは、

あそこは採卵鶏だから、車が揺れると産卵率が

悪くなるということで、舗装が必要なんですよ

ね。で、そういうことでずっとお願いしてきま

したけど、今、課長の答弁を聞いていると、既

にもう取りかかっているということで非常にあ

りがたいことです。そうすると、今後も段階的

にしていかれるはずなんですが、いつの年度で

あれが終了しますか、そこを。 

 それと一つは、天球館までのあの道は林道な

のか市道なのかわからないけど、あの道ですよ

ね、私も何回か行ってみたんですけど、今度こ

の大雨でまた砂利道が相当悪くなっているんじ

ゃないかと、で、要所、要所はあの急傾斜のと

ころはコンクリートが舗装されているところも

あります。だけど、あのブロイラー農家に言わ

せると、あそこを通って天球館に抜けたら下ま

で下って、また上に上がるって非常に時間的な

ロスがあるということで、前々からそういうお

願いがあったりして、課長のほうにもその意見

を届けておいたわけですよね。そのことについ

て今、あのひどいところは整備する、したとい

うようなことですが、ほかの町と比べるとこの

何かしゃくにさわるけど、もとの輝北のあの天

球館から課長も実情はもう把握してらっしゃる

と思うんですけど、あの天球館に行って、輝北

町の今は鹿屋市になっています。あそこ行けば、

もう地図を見なくても垂水と輝北との差がわか

るわけですよね、どういう財政構造になってい

るか知らないけど、あそこはもう道はきれいに

なっているんです輝北町のほうは、そしてうち

の垂水市のほうが上と思ってたら、なんでうち

の垂水市のほうがやっせんたろうかというよう

な気もしたりします。だから、一遍に舗装せい

ちゅうことじゃないけど、あの方々がやっぱり

トラックががったんがったん揺れない程度のそ

の舗装あるいは補修を天球館に抜かれるように、

そこの状況を再度説明をお願いします。 

 そして、あの農林課のおっしゃったことは、

あそこの牛農家からの私は岳野で大事なのはあ

の周回道路の集落を通って神社があって、あれ

から先に行くと杉林の中が、もう課長あそこは

舗装はされたんですか、まだでしょう、地道で

すよね。（「しちゃる」と呼ぶ者あり）100
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メートル、もうされたのあそこは、（「全部舗

装やろ」「全部舗装やろ」「全部舗装やな」と

呼ぶ者あり）あそこの裏側の３軒あの家がなく

なった、あそこはそうですか、それは知らなか

ったごめんなさい、ありがとう。で、あそこが

していかないと、やはりやぶがどっちからもせ

ってきて、あの廃屋になっている方々も時々帰

って来られて、家の中に入られたりするわけで

すよね、だからそういうことをしていかないと、

もう岳野の将来はないと思ったもんですから、

牛農家が自分の農業がしやすいように農道のこ

とを私に、この前、もう１年ぐらい前だったか、

上がった時に、その農道から先にしてくれと言

うふうにまあ言われたんだけど、うんにゃ、そ

んなでけんど、あっちのほうが先じゃ、おまえ

さん言うんは全体的なことじゃない、おまえさ

んげん家の事情じゃ、あっちからせんにゃいか

ん、ただ、きょうおっしゃったことは同時進行

になるように、また係が頼みよんでと、そうい

うことを言うたんです。だから、あそこの前、

舗装したと、そうやろ舗装したときやりゃよか

っちゃとな。（笑声）舗装したということであ

れば、それでいいんですけどね。まあ、私とし

ては、言われたことをそのまま言うたわけじゃ

ないんです。うんにゃ、こん農道よか、こっち

のほうが大事やど、そねんねな岳野はもう将来

がないどって言うたわけです。されてあるんで

あれば、まあそれで結構です。 

 ただ、今から先考えていかなければならない

のは、奥の方へずっと豚小屋があったですよね、

あれ市道になっているんですか。あそこもね、

私も余り向こうの方には入り口までは行くけど、

向こうもたまには点検したほうがいいかも。そ

うすれば、岳野の場合はその天球館のことにつ

いての整備、そこをもうちょっとこうなったと

いうことを説明していただいて、農林課のほう

はもうよろしいです。 

 そうすると、これで土木課関係は今説明求め

たことについて説明お願いします。 

 あとは、道の駅のこと、どれだけの差がある

か、そこは。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  道の駅の来

館者数についての御質問だと思います。 

 27年１月から８月までは、約38万2,700人で

す。あと平成28年１月から８月までは、39万

9,500人です。差し引きますと１万6,800人の増

となっております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  まず、２回目の御質

問にお答えいたします。 

 まず、松尾線でございますが、議員の言われ

ます箇所でございますが、この箇所は道路幅員

が狭くて急カーブということで大型トラックの

通行に支障を来しているため、経営者が自ら用

地を取得されまして、知り合いの建設会社に測

量と工場をお願いされているようでございます。

昨日もその図面を持って来て見せていただきま

したが、本人が一応、通りやすいようにという

ことでちょっと幅員を広げて、カーブは砂利を

敷いてされているようでございます。市としま

しても、御本人と施行依頼されています業者と

も連絡をとっておりますので、工事着手前に協

議をして、どのような支援ができるのかしっか

りと検討してまいりたいと考えております。 

 それと、今言われました振興会長さんから終

点までの区間ですが、終点付近のところをこと

し70メーターの整備をする予定であります。そ

こが倒れておりますので、その先につきまして

も、大分路面が穴が開いたりしておりまして、

自分で補修をされたりしているようでございま

す。そこにつきましても工事の関係で入札残と

か出ますので、その中でとりあえずは対応して

いきたいと考えております。将来的には、今自

分でされるところも含めまして、何とか対応し

たいと考えております。 

 それと、高野線でございますが、先ほどもお
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答えしましたが、ハマダブロイラーからのその

高野２号線までの後点までは、約700メーター

ということでございまして、現在、約400メー

ター完了しております。残りがあと500メー

ターぐらいございますので、ことしの進捗でい

けば、あと３年ぐらいかかるんじゃないかなと

いうふうに思っております。 

 それと、残りの天球館に行く道路の部分です

けど、これは、市道高野線ということで、農林

のほうの基幹作業道というところで整備をして

いただきました。その後にまた市道に編入して

高野線ということでしてるわけですけど、急こ

う配のところにつきましてはコンクリート舗装

とか、アスファルト舗装でやっておりまして、

残りが約２キロほどまだ残っているというとこ

ろでございます。その砂利道につきましては、

やはり大雨の後には確認に行きまして、先週も

行きまして、ちゃんと砂利が敷いて今のところ

は通れるようになっておりました。そして、鹿

大の演習林を過ぎて終点付近のところに輝北の

林道が走っているんですけど、議員の言われる

通りちゃんとした林道でございました。その先

のほうが天球館に行くつなぎ部分がちょっと悪

くて通れなくて、我々も向こうから来たんです

けど、一旦通れなくてＵターンしてまた下から

行ったところでございました。一部ですね風力

発電の敷地を通って行けば通り抜けができたよ

うです。 

 それと、岳野線につきましては、舗装したち

ゅうんではなくて、舗装になっております。部

分的には土砂がまあ言えば流出しまして、土砂

がたまっている関係で舗装がしてないように見

えるんですけど、全て舗装がしてありますので、

路肩部分の土砂につきましても、路面にたまっ

たとこにつきましても、環境整備班でするか、

業者に頼んでするか、土砂を取り除いて幅員の

確保をしたいと考えております。 

 それと、岳野線の終点付近の豚小屋所ですけ

ど、そこにつきましては、終点付近は舗装をし

て整備をしているところです、しております。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  道の駅のことなんですけど、

何か意外とお客さんがふえているということで、

非常に喜ばしいことだと思います。このふえた

理由って何なのかなとは思いますけど、また今

年度のこの補正の中にもバスはマイクロバスで

すかね、あれを買うように予算がついています

から、そういう活用をされたら老人クラブとか、

あるいはその小規模の集団とかいうことの送り

迎えで、また来場者もふえるんじゃないかと思

います。 

 先ほど市長もおっしゃいましたように、この

道の駅、森の駅、今度は浜平にできるこの南の

拠点、これは垂水の１つの顔みたいなもので、

しかも道の駅の場合には、あそこの収入が上が

れば市の財政に関係してくるわけですよね。そ

ういう面でも非常にあなた方の努力が大事にな

ってきますので、ぜひ頑張っていただきたい。 

 それと、１つは来場者をふやすためには前々

も議論したわけですけど、釣り公園みたいなも

のはどうなのか、非常に厳しい、難しいか、そ

れとその何が難しいか、予算面か、その法的な

事務手続きか、そこらあたりがわかっておれば

ちょっと教えていただきたい。 

 それと、あとは土木課長のほうはそれで、天

球館に行く道だけをしっかりと整備をして、高

野のあのブロイラー農家の気持ちに答えてくだ

さい。もう後継ぎも出て、借金も終わってこれ

からが楽しみなんだというようなところまでき

ておりますんで、そこら当たりのこの産業育成

ということも含めながら、これは商工観光課も

関係があると思いますので、やっぱり連携とり

ながら、その事業者の方々の話も聞いてあげて、

少しずつでも前進して行くように取り組んでい

ただきたいと思います。 

 あとは、観光課長、そこのあたりを。 
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○水産商工観光課長（髙田 総）  堀添議員の

道の駅における釣り公園の設置についての御質

問にお答えいたします。 

 道の駅周辺の釣り公園等の施設整備にかかる

取り組みにつきましては、平成22年に牛根漁協

から釣り施設整備の要望が出され、先進地視察

を行うなど協議が行われた経緯がございます。

当時の釣り施設整備に向けた協議において、ま

ず釣り桟橋の整備が不可欠であることから、浮

桟橋構造と固定桟橋構造の２つの手法について

専門のコンサルに委託して調査、検討が行われ

たようでございます。 

 まず、浮桟橋構造につきましては、道の駅の

周辺は外郭施設がなく、悪天候時には波の高さ

が２メートル以上となるため、浮桟橋が大きく

揺れ、下り橋や係留ローラーの破損により、頻

繁に補修が必要となるとの調査結果が出された

ようでございます。 

 また、固定式桟橋構造につきましては、道の

駅周辺は水深が深く、干潮時には桟橋と海面高

の高低差が５メートル以上となり、また工事費

も高額になるとの調査結果が出されたようでご

ざいます。 

 また、先進地視察におきましては、多額の設

備投資が必要にもかかわらず、集客につながら

ず収益が上がらないため、運営に大変苦慮して

いる施設が多く、施設整備費も施設整備も困難

であると判断されたことから、牛根漁協におか

れましては、要望を断念されたという経緯がご

ざいます。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  今の道の駅のね、その釣り公

園のこと、予算的な問題、技術的な問題で設置

はちょっと難しいんじゃないかと、こういうお

答えのようです。 

 だけどね、ほかの道の駅も行ったらですね、

あんな場所はないですよ。海を見て、あれを利

用しない手はないと私は思っております。 

 それとね、観光協会の総会の折にですね、あ

の商工会の２階であったじゃないですか、あの

ときに南の拠点の説明会が10分ぐらいだったか

な担当者来て説明しましたね。そのときに青写

真を見せたんですよ、道の駅の、それを見たら

あの波の荒いところにね、何メートルぐらいの

突堤か知らないけど、突堤ができてるの、まあ

想像図じゃないですよ、あれは。ある程度考え

られたもんだと思うのですね。それから僕は疑

問に思いだしたの。何で道の駅の方が静かなの

に、あれはできないんじゃろう、で、この問題

を取り上げてみたんです。 

 だから、予算がとおっしゃれば確かにその鹿

児島市、あるいは袴腰にあるようなあの施設、

あるいは今の防波堤と連結したような方法でや

ればかなりの予算を必要とするんじゃないか、

それはあなた方が説明されるとおりだと思いま

す。だけど、道の駅の今後のこの競走を考えて

いくと、やっぱある物を活用すると、ないもの

に何をしたってできないわけだから、ある物を

活用して、そこを考えていく必要がある。そう

いう意味であそこには、ほんと広々とした海と

桜島と真ん前には高千穂も見えますよね、あの

ようなこの景観のいいところは、そうざらには

ないですよ。だから、あそこでそういう施設を

つくったら、まあ聞くところによると、釣り人

口はゴルフ人口より多いというようなことも聞

くし、また親子で健康的なレジャーでもあるし、

まあちょっとこの釣れるような工夫をしたら、

もう万々歳だがなと思ったんです。で、課長の

おっしゃるとおり、ああそうかなと、浜平のほ

うはできたのに、こっちはできないちゅうこと

は予算の投入の仕方がちょっと問題なのかなと

思ったりしているんですが、まあ、このことは

きょうで諦めるんじゃなくて、私も現場を見に

行ってあの護岸に下りて見てみました。そうい

うふうに浮桟橋とか突堤とかいうもの不可能な

ら、あのウォークボードの手前とか、もうちょ
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っと奥の方に投げ釣りはできるんじゃないか、

ちょっと工夫したら、まあ投げ釣りでも遠投で

きますからね、100メーター以上投げ込みます

から、そこら当たりは今までの鯛とかコロダイ

とかチンとか、そういうふうなのも釣れており

ますので、その投げ釣りの場所をそういう多額

の費用を投入しなくてもできると思うんですよ。

そこは、課長この研究してみたらどうだろう、

こう思うんですが、そこらあたりをちょっと。 

○水産商工観光課長（髙田 総）  堀添議員が

言われますとおり、道の駅の集客に向けた取り

組みにおいて、桜島を背景とした雄大な海を活

用することは大変すばらしいことだと思ってお

ります。 

 今回、提案いただいた釣り施設の整備におい

ても、さまざまな今言われたとおり、さまざま

な手段があると思っておりますので、その取り

組みにおいては牛根漁協や地元の養殖業者、一

本釣りの漁業者の皆様の協力が必要であると考

えております。 

 それで、今後、今運営を行っている施設の状

況や、施設の整備手法、整備のやり方、そうい

うのを調査を行いながら協議を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  はい、力強い答弁ありがとう

ございます。ぜひね、頑張って、あそこがね栄

えるということは、出荷者協議会の出店者の人

たちも助かるんですよ。自分たちの出店してる

ものが売れますからね。そういう面もあったり、

いろいろ市政の中でも、市長も公約していらっ

しゃるわけですから、あそこが栄えるというこ

とにはですね、当然もう、そういう主管課は取

り組むべきだと思います。だからぜひね、投げ

釣りでもいいんじゃないかというふうに思うか

ら、一部場所を何とかしてね実現してみたら、

おもしろい結果が出ると思いますよ。 

○市長（尾脇雅弥）  まあ、私も気になります

ので、プライベートも含めて週1回程度行って

おります。まさしくおっしゃるとおりだと思い

ます。先ほど、川菷議員だったでしょうか、全

国1,030ある中で行って良かったと思えるラン

キングで13位と鹿児島県では１位ということで

ございました。詳細のコメントがいっぱいござ

いますので、まあそれ見るとなるほどなと、そ

の中でやっぱり桜島近郊湾ということで潜在力、

ロケーションのよさというのが評価の高いとこ

ろでございますので、そこを生かしながら、今

御提案があったですね、どういう方法かは別と

して、海を生かしたことというのがこれまで足

りないところ、研究はやってるんですけども、

なかなか諸条件によって形になってないという

ことでありますけれども、そこに可能性がある

と思ってますから、先だってはＪＴＢの鹿児島

支店の支店長さんとも話をしました。また、観

光連盟の方々ともあそこの評価というのは共通

認識でありますので、交流人口さらにふやすた

めにも、そこの仕掛けというのは大事だろうと

思いますので、今直ぐこれということは申し上

げられませんけれども、まあしっかりとそのこ

とを検討しながらですね、進めてまいりたいと

いうふうに思っているところでございます。 

○堀添國尚議員  市長もそう言うふうに考えて

いらっしゃるということですので、課長、今の

は聞こえとったでしょう。（笑声）しっかりと

ね、それと来場者はそれだけに限らずにね、い

ろいろな方法があると思うんです。で、そこを

ね鉄道の上にはちょっとソフトボールでもでき

るような、そういう広さもありますから、あそ

こらあたりも整備するとね、今度購入するバス

の活用ちゅうのかな、ＰＴＡのその子供さんが

いらっしゃる方々を乗せてね、ソフトボール大

会をしたり、そうすると帰りはお風呂に入って、

昼食をとって、少しぐらいの土産は買って帰る

わけですよ。そういう大きなこともだけど、そ

ういう小さなことも考えながらやる、そして、
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いつも思うんだけど、出店者に対してのこの特

産的なものが、何か役所がこう少しぐらい介入

していいと思う。農林課長、答弁いらないよ、

突然言ったんだから。そういうこともね、市民

レベルでの考えをもったほうがいいと、君たち

が考えりゃ、すごく紋付き袴を着たような考え

方になっていくから、堅いですよね。だから、

何かそういうもののあそこの販売で、道の駅に

行かなけりゃあこれはないというようなものを

ね、僕は考えてることはあるんです。だけど、

今までもされなかったから、今度はされるかも

ね。だから、そういうことも含めてね、あそこ

の魅力づくりというものを、ともに考えていか

なきゃならないというふうに思っています。こ

こらあたりで質問は終わりますがね。 

 それとやっぱり、この前行って感じたことは

周辺の整備、もうあそこは県の護岸は県所管だ

と思うんですけど、あそこにもう温泉を掘削し

たパイプが二、三十本置いてありますが、あれ

も始末をせんにゃいけんよね。そういうことと

か、あそこの川ね、近くの川、あの活用方法も

あると思うんですよ、だけど急に何もかも言っ

たってせやせんわけだから、あの暖竹を切って

ね、僕らは出荷者協議会で掃除には行くけど、

あの暖竹までは出荷者協議会のほうでも何も言

わないから、１回はとったらしいですよ、だけ

ど、根を残したまま上ばかりちょん切ったから、

新しい芽が出てまたこんもりしたやぶになって

いるから、ああいう周辺整備もね、あのしょっ

ちゅう行ってると気がつかないかもしれないけ

ど、手を変え品を変えてね、道の駅が盛んにな

るように頑張ってください。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（池之上誠）  以上で、一般質問を終わ

ります。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（池之上誠）  明15日から９月22日まで

は議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は９月23日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（池之上誠）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後４時５分散会
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平成28年９月23日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池之上誠）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

   △諸般の報告 

○議長（池之上誠）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 ９月20日未明に南大隅町に上陸した台風16号

において、本市でも磯脇橋の流出や中洲橋の損

壊、山の崩落による国道220号の通行どめなど、

市内全域で多くの被害が発生し、住民生活に大

変な支障を来しております。垂水市議会といた

しましても、１日も早い復旧を願い、執行部と

協力していく所存でございます。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第３条第１項及び第22条第１項の規定によ

り、平成27年度健全化判断比率及び平成27年度

資金不足比率に関する報告がありましたので、

お目通しを願います。 

 次に、９月14日の篠原炮則議員の一般質問に

おける発言は、一部不適切と認めますので、後

刻速記を調査の上、しかるべき措置をいたした

いと存じますので、御了承願います。 

 以上で議長の報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。 

 本議会開会後に報告すべき事項といたしまし

て、今回の台風16号災害の被害状況を調査中の

段階ではございますが、御報告いたします。 

 初めに、今回の台風により多くの箇所で被害

を受けられました市民の皆様に、心から御見舞

いを申し上げます。また、近年にない未曾有の

災害ではありましたが、人的被害がなかったこ

とは幸いであったと考えております。 

 本市の体制につきましては、９月13日の台風

発生を受けまして情報収集に努め、３連休前の

16日に災害警戒本部を招集し、情報共有を図り

ました。その後、本市への上陸が予想されたた

め、19日午前９時に災害警戒本部を設置し、同

日午後４時に８カ所の避難所、境小体育館、牛

根公民館、道の駅、協和公民館、市民館、水之

上公民館、柊原公民館、新城憩いの家を開設い

たしました。 

 台風は19日夜半から暴風域に入り、翌20日午

前０時ごろ佐多岬付近に上陸後、鹿屋市を通過

して本市に深い爪痕を残していきました。橋の

崩壊や道路の寸断、暴風雨で住宅の屋根や壁が

飛ばされ、家屋への浸水被害が続出し、農作物

も被害を受けました。 

 災害警戒本部設置、避難所開設、垂水フェ

リーの運航状況などの情報収集につきましては、

防災ラジオ、防災無線、ホットメール、ホーム

ページを活用して、逐次発信に努めました。 

 避難所につきましては、ピーク時には74世帯

111名の方が避難されましたが、本日現在、牛

根地区公民館で１世帯２名の方が、依然として

避難を続けていらっしゃいます。 

 災害警戒本部につきましては、20日午後７時

半に解散をし、合わせて同時刻に災害対策本部

に切りかえ、現在、職員一丸となって被害の全

容把握を急ぎ、災害復旧に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 次に、被害状況でございますが、現時点で全

容を把握するに至っておりませんが、９月22日

調査時点での状況を報告をいたします。家屋に

つきましては、住家、非住家を含め全壊２棟、

半壊64棟、床上浸水84棟、床下浸水150棟、一

部損壊1,057棟でございます。 

 土木関係につきましては、道路の決壊など72

カ所、橋梁の崩壊など３カ所、河川のブロック

崩落など15カ所、土砂崩落など11カ所、海岸護
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岸崩落など１カ所、市営住宅被害２カ所など、

総額で約９億円の被害が出ております。 

 農林関係につきましては、農業用施設のビ

ニールハウスや畜舎など35カ所、農畜産物約

420カ所、農道・林道など24カ所、ため池など

の取水施設４カ所、水田の流出、埋没、冠水が

37ヘクタール、総額で約３億5,800万円の被害

が出ております。 

 次に、水産業関係でございます。垂水市漁協

においては、養殖用漁業の転覆や施設等への被

害が。また、牛根漁協においては、流木により

一時的に養殖かごが流される被害が報告されま

したが、稚魚が入ったかごであったため、大き

な被害にはなっていないようでございます。そ

のほか、養殖漁船の損傷や漁協事務所が床上60

センチ浸水するなど、総額で約8,700万円の被

害がございます。 

 次に、観光施設関係でございます。猿ヶ城渓

谷周辺において、川の氾濫により遊歩道やつり

橋などが崩壊し、総額で約１億2,000万円の被

害がございます。 

 次に、水道関連でございます。第一、第四、

第五水源が、流木、岩石の流出により取水口が

破損し、内ノ野浄水場への水が激減したため、

各家庭への水の供給に不足が生じました。市民

の皆様に断水のお願い、節水の呼びかけをし、

管工事組合の協力をもらいながら復旧作業に当

たっております。 

 また、海潟においては、停電によりポンプの

機能が麻痺し断水いたしました。国交省のタン

ク車をお借りして、職員の協力により給水活動

を実施いたしました。市民の皆様には多大な御

迷惑をおかけしております。 

 次に、生活環境関連でございます。牛根地区

ほかの簡易水道８施設が被害を受け、地区住民

への給水ができなくなったことから、飲料水、

生活用水の給水活動を行っております。二川、

浮津地区では、陸路での運搬が困難となりまし

たので、牛根漁協の御協力をいただき、船舶に

より飲料水を運搬し提供しております。 

 また、床上浸水などの水害も多数発生いたし

ましたことから、被害を受けた介護施設の消毒

を手始めに、順次、防疫準備の整いました家屋

の消毒作業を行ってまいります。 

 また、今回は市内全域に被害が及んでおりま

すことから、通常、受け入れを行っていない産

業廃棄物を含む、いわゆる災害ごみにつきまし

て、清掃センターでの受け入れを行っておりま

す。 

 次に、学校関係でございます。９月20日には

新城小学校と柊原小学校は通常通り授業ができ

ましたが、牛根の３校につきましては休校とな

り、その他の小学校と中央中学校につきまして

は、10時ごろから授業を開始できたところでご

ざいます。また、学校給食につきましても、通

常通り配送ができました。しかし、中央中の牛

根小と境小校区の22名につきましては、スクー

ルバスが運行できずに、21日までの２日間自宅

待機となっておりましたが、境から磯脇橋まで

運行するバスを１台ふやし、通学できるように

措置したところでございます。 

 次に、消防関係でございます。９月20日午前

２時半から非番職員を招集し、安全を確保しな

がら、市内全域の状況調査を実施し、また、強

風による転倒や割れたガラスにより負傷した５

名の方を救急搬送しておりますが、いずれも軽

症です。翌21日には、孤立していた高野集落の

透析患者を徒歩にて救助し、搬送をしておりま

す。 

消防団につきましては、20日、牛根境川におき

まして、第９分団員７名が出動し、積土嚢工法

を実施しております。 

今後は、早急に最終的な被害状況の把握に努め

ますとともに、当面の応急対策による市民の生

活基盤の復旧、被災者対策に全力で対処してま

いりますので、市民の皆様の御理解と御協力を
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お願いを申し上げます。 

 以上で台風16号災害による被害状況の現時点

での報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で市長の報告を終わ

ります。 

 これより議事に入ります。本日の議事日程は

お手元に配付いたしたとおりであります。 

   △報告第14号 

○議長（池之上誠）  日程第２、報告第14号損

害賠償の額を定めることについての専決処分の

報告についてを議題といたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第14号 損害賠償の額を定めることについ

ての専決処分の報告について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  地方自治法第180条

第１項の規定及び市長専決処分事項の規定によ

りまして、損害賠償の額を定めることについて

専決処分いたしましたので、同条第２項の規定

により御報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、平成28年８

月１日、午前11時30分ごろ、選挙管理委員会事

務局職員の運転する公用車が、垂水市本町２番

地先１先国道220号において、鹿屋方面から南

日本銀行垂水支店前交差点にて、赤信号停車中

から青信号に変わり、垂水市役所方面へ左折し

ようとした際、左後方に同じく停車していた相

手方大型自動二輪車が直進してきたことによる

接触事故でございます。幸い車両の損傷だけで、

双方にけがはありませんでした。 

 市は、責任割合100％を負担し、相手方へ損

害賠償額３万3,815円を支払うことで示談いた

しました。なお、損害賠償額は、全額市で加入

しております全国市有物件災害共済会の保険金

で賄われます。 

 当事者には、車の運転に慎重を期すよう指示

したところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  以上で、報告第14号損害

賠償の額を定めることについての専決処分の報

告についての報告を終わります。 

   △議案第47号～議案第54号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第３、議案第47号か

ら日程第10、議案第54号までの議案８件及び日

程第11、請願第２号の請願１件を一括議題とい

たします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第47号 垂水市道路線の廃止について 

議案第48号 垂水市道路線の認定について 

議案第49号 平成28年度垂水市一般会計補正予

算（第５号） 案 

議案第50号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第51号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第１号） 案 

議案第52号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第１号） 案 

議案第53号 平成28年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第54号 平成28年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第１号） 案 

請願第２号 耐震診断助成等を早急に求める請

願書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

最初に、産業厚生委員長川越信男議員。 

   ［産業厚生委員長川越信男議員登壇］ 

○産業厚生委員長（川越信男）  おはようござ

います。 

 去る、９月２日の本会議において産業厚生常

任委員会付託となりました各案件について、９

月15日に委員会を開き審査いたしましたので、

その結果を報告いたします。 
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 当日は、午前中に本委員会へ付託されました

市道路線の廃止及び認定について、市道垂桜駒

ヶ丘線の現地視察を実施し、終了後付託案件の

審査を行いました。 

 それでは、付託案件について審査結果を報告

します。 

最初に、議案第47号垂水市道路線の廃止につい

て及び議案第48号垂水市道路線の認定について

は、市道の払い下げされた後の利用方法が現地

で引き続き道路との説明があったことから、占

有許可ではいけないのかとの質問に対し、利用

するための占有がないため議論は行っていない

との答弁がありました。 

 この道路利用について、農林課より市道を挟

んで堆肥舎や豚舎等の建設があり、防疫上の関

係もあり、敷地の一体的な建築ということで払

い下げになったものとの説明がありました。 

また、市道距離が地方交付税の算定基準の一つ

であることから問題はないのかとの質問に対し、

交付税の算出はキロメートル単位で行われてい

ることから、影響はないとの回答がありました。 

 各委員より活発な質疑が交わされた後、採決

を行いましたところ、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第49号平成28年度垂水市一般会計

補正予算（第５号）案の所管費目については、

ふるさと応援基金を活用した事業として、老人

憩いの家におけるボイラー修繕やプレミアム付

商品券、観光案内看板の作成、タイヤショベル

等ダンプトラックの経年劣化に伴う買いかえな

ど、市民の方々の福祉や利便性への向上に直結

する事業や、交流人口増加に向けての事業がご

ざいました。これらの事業を含め、原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第51号平成28年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第１号）案、議案第52号平

成28年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

（第１号）案、議案第53号平成28年度垂水市漁

業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１

号）案及び議案第54号平成28年度垂水市簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）案について

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第２号耐震診断助成等を早急に求

める請願書については、補助金を創設し、建物

に耐震化を持たせるのもいいが、新築のほうが

安全・安心に担保できる中期の経済波及効果も

あるのではないだろうか。そして、何より肝心

な部分として、財源の問題があり、簡単に判断

ができないことから継続審査として、慎重審議

していくことに決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  次に、総務文教委員長堀

内貴志議員。 

   ［総務文教委員長堀内貴志議員登壇］ 

○総務文教委員長（堀内貴志）  去る、９月２

日の本会議において総務文教常任委員会付託と

なりました各案件について、９月16日に委員会

を開き、付託案件の審査をいたしましたので、

その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第49号平成28年度垂水市一般会

計補正予算（第５号）案中の所管費目及び歳入

全款につきましては、原案のとおり可決されま

した。 

 本予算案の特徴といたしましては、産業厚生

委員会と同様にふるさと応援基金を活用した新

規事業を初め、各地区公民館の外壁改修や市民

に資する庁内窓口周辺の環境改善に関するもの

などが、各課から数多く計上されました。 

 一方、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふ

るさと納税制度を活用した事業の関連予算案に

ついても、先進地においてより実務的な研修を

行い、企業側の御協力を得ながら事業展開を図

っていくとの説明がありました。 

 次に、議案第50号平成28年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）案につきまし

ては、原案のとおり可決されました。 
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 以上で報告を終わります。 

○議長（池之上誠）  これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 議案第47号から議案第54号までの議案８件に

ついては、各委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、議案47号から議案第54号までの議案８

件については、各委員長の報告のとおり決定し

たしました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第２号を委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、請願第２号は、閉会中の継続審査とす

ることに決定しました。 

   △議案第55号上程 

○議長（池之上誠）  日程第12、議案第55号和

解及び損害賠償の額を定めることについてを議

題とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第55号 和解及び損害賠償の額を求めるこ

とについて 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第55号和解及び

損害賠償の額を定めることについての議案につ

いて、御説明申し上げます。 

 公用車による事故に関し、和解及び損害賠償

の額を定めることについて、地方自治法第96条

第１項第12号及び第13号の規定によりまして、

議決を求めるものでございます。 

 内容でございますが、平成28年８月５日金曜

日、午後12時２分ごろ、垂水市柊原305番地１

先、市道浜平柊原線を農林課職員が里道に駐車

中の公用車を市道にバックにて侵入した際、鹿

屋市方面からの相手方の走行車両と衝突した交

通事故でございます。合わせて、現場近くの市

道端に設置してある鉄パイプ車庫に、事故の際

相手方の車両が衝突し損傷させた物損事故でご

ざいます。 

 本件は、道路外から市道にバックで侵入して

いるところに、直進してきた普通車に衝突した

事故であることから、過失割合は市が90％、相

手方が10％となるものです。損害賠償額は、市

は相手方の車両修理費54万9,720円を負担し、

相手方は公用車の修理費２万1,400円を負担す

るものですが、両者の負担分を相殺し、市が相

手方へ52万8,320円を支払い、損傷させた鉄パ

イプ車庫については、市において撤去、処分の

みを行い、賠償金は発生しないことで示談する

ものでございます。 

 また、人身について、職員にけがはありませ

んでしたが、相手方は、現在、腰の打撲で治療

中であり、病状が完治してからの示談になりま

すので、期間がかかる見込みであることから、

今回は車両の損害額について示談するものでご

ざいます。 

 なお、損害賠償額は、全額市で加入しており

ます全国市有物件災害共済会の保険金で賄われ

ます。 

 当事者には、車の運転に慎重を期すよう指示

いたしました。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 
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○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩します。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。 

     午前10時26分休憩 

 

     午前10時41分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りします。 

議案第55号について、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、議案第55号は、原案のとおり可決され

ました。 

   △議案第56号～議案第64号一括上程 

○議長（池之上誠）  日程第13、議案第56号か

ら日程第21、議案第64号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第56号 平成27年度垂水市一般会計歳入歳

出決算認定について 

議案第57号 平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第58号 平成27年度垂水市交通災害共済特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第59号 平成27年度垂水市地方卸売市場特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第60号 平成27年度垂水市老人保健施設特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第61号 平成27年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第62号 平成27年度垂水市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

議案第63号 平成27年度垂水市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第64号 平成27年度垂水市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  お諮りします。 

各決算については、６人の委員をもって構成す

る決算特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中の継続審査とすることにしたいと思いま

す。 

これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、各決算については、６人の委員をもっ

て構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。 

ただいま設置されました決算特別委員会委員の

選任については、委員会条例第８条第１項の規

定により、感王寺耕造議員、川越信男議員、堀

添國尚議員、森正勝議員、川畑三郎議員、池山

節夫議員、以上６人を指名したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました６人を決算

特別委員会委員に選任することに決定いたしま

した。 
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   △決議案第１号上程 

○議長（池之上誠）  日程第22、決議案第１号

台風16号における早期災害復旧に関する決議案

についてを議題とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

決議案第１号 台風16号における早期災害復旧

に関する決議 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池之上誠）  提出者の説明を求めます。 

   ［議会運営委員長川畑三郎議員登壇］ 

○議会運営委員長（川畑三郎）  台風16号にお

ける早期災害復旧に関する決議案にについて説

明いたします。 

 決議案第１号台風16号における早期災害復旧

に関する決議案について、会議規則第14条の規

定により提出いたします。 

 提案理由でございますが、今回の台風16号は、

風速・雨量ともに観測史上大きな部類にいる台

風で、橋の流出、土砂崩れや河川の氾濫等によ

る浸水被害や、住宅、公共施設等の損壊など多

くの被害をもたらしました。 

 本市としても、市民が安全で安心した暮らし

ができるよう、１日も早い復旧に向けて取り組

んでいく必要があります。 

 よって、本議会として、早期災害復旧を図る

ため、本案を提出するものであります。 

 なお、決議案につきましては、お手元に配付

してあるとおりですので、朗読を省略して、提

案させていただきます。 

議員各位の賛同を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（池之上誠）  ここで暫時休憩します。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの決議案を持

って御参集願います。 

     午前10時45分休憩 

 

     午前10時52分開議 

○議長（池之上誠）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題といたしました決議案に対し、こ

れから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

決議案第１号は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、決議案第１号は、原案のとおり可決さ

れました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は、

全部議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の所

管事項調査を行うことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池之上誠）  異議なしと認めます。 

よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営委

員会の所管事項調査を行うことに決定いたしま

した。 

   △閉  会 

○議長（池之上誠）  これをもちまして、平成

28年第３回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時53分閉会 



－149－ 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 



 


